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未支給決定通知書等（外 4 帳票）の作成及び発送準備業務 

（令和 8 年 10 月～令和 9 年 9 月送付分） 

仕様書 

日本年金機構年金給付部 

令和 8 年 1 月 
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１ 委託業務の概要 

（１）目的

年金受給者等へ送付する、未支給決定通知書及びその他圧着ハガキで送付する

数種類の通知書（以下、「通知書等」という。）を、毎月作成し、発送する。

（２）業務概要

別紙 1「未支給決定通知書等（外 4 帳票）の作成及び発送準備業務（令和８年

10 月～令和 9 年 9 月送付分）業務フロー図」参照。

通知書等の帳票の作成、日本年金機構（以下「機構」という。）より貸与する外

部電磁的記録媒体に収録されているデータの編集、作成した帳票へのデータ印

字、圧着加工及び郵便番号区分を行い、機構が別途指定する日本郵便株式会社へ

引き渡すまでの一連の作業を行う。

当該業務の主体的部分は再委託することはできない。再委託可能な一部工程の詳

細は別途、委託要領に記載する。

業務の主体的部分を除く一部であっても、個人情報等が目に触れる業務を再委託

することはできない。

（３）定義

本仕様書において、用語の定義は以下のとおりとする。

① 個人情報

・ 年金個人情報

日本年金機構法第 38 条に規定する情報をいう。具体的には、被保険者、

年金受給権者等にかかる基礎年金番号、氏名、生年月日等の本人基本情報

及び給付や保険料納付等に関する情報であるが、これらの情報により、被

保険者又は受給者個人が識別されるものに限る。（性別や生年月日のように、

当該情報のみでは個人が識別されないようなものは、年金個人情報になら

ない。）

・ 個人情報

年金個人情報及び特定個人情報（行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律第２条第８項に規定する情報）をいう。

・ 個人情報等

個人情報、事業所情報（事業所の名称、所在地等）、債権管理情報（保険料

の調定額、収納額等）、滞納処分に関する情報、相談事跡等の機構の基幹業

務（公的年金の適用、徴収、年金給付及び相談に関する業務）を行うため

に作成又は取得する情報及び本委託業務を通じて知り得た情報をいう。

※ 委託業務に従事する者（以下「業務委託員」という。）の労務管理等の

ために保持している情報は、本仕様書において個人情報等には含まれ

ない。
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② 電子計算機

・ 電子計算機

サーバ装置、パソコン、タブレット、スレート PC、プリンタ等の周辺機器

及び通信回線装置をいう。

・ 電子計算組織

電子計算機とネットワークにより構成される情報システムをいう。

③ 再委託

受託事業者が、業務の一部を他の会社（再委託先が子会社（会社法（平成 17

年法律第 86 号）第２条第３号に規定する子会社をいう。）である場合を含

む。）に請け負わせること。

なお、次のア又はイの場合は再委託に該当しない。

ア．運送事業者間で運送約款に基づく連携・協働により運送業務を実施する

場合。 

イ．機構の了承を得た上で、グループ企業体が相互連携（業務分担）してそれ

ぞれの事業を実施（共同受託）する場合。 

２ 委託予定件数 

1,667,600 件 

① H235 未支給決定通知書 1 7 , 8 0 0件 

② H240 未支給不該当通知書  4 6 5 , 2 0 0件 

③ H725 未支給振込通知書    1 2 , 1 0 0件 

④ H726 未支給送金通知書  2 0 0件 

⑤ H798 未支給統合通知書 1 , 1 7 2 , 3 0 0件 

※ 月別の内訳については、別紙２「委託件数内訳」のとおり

※ 数量は予定数であることから、増減があり得る。

３ 委託業務の期間 

委託期間 契約締結日～令和 9 年 9 月 30 日（契約終了日） 

履行期間 令和 8 年 9 月 24 日（履行開始日）～令和 9 年 9 月 14 日（履行終了日） 

※ 履行期間とは、委託期間のうち、納品を行うための作業等が可能となる日（履行

開始日）から、最終納品の検査合格後に「10 委託条件等（3）⑨」による個人情

報等の返却・廃棄等を行った旨を機構へ報告する日（履行終了日）までのことを

いう。

４ 納品日 

委託要領のとおり 

５ 履行場所 

受託事業者が用意する場所（日本国内に限る。） 

６ 作業手順 

仕様書のほか、業務委託契約書及び業務委託契約書に付属する業務の実施方法等につ

いて記載された文書（以下「仕様書等」という。）のとおりとする。 



 

2024 08 

4 

７ 所管部署（連絡先） 

日本年金機構年金給付部給付業務グループ 

  〒168-8505 

  東京都杉並区高井戸西 3-5-24 

  電話：03-5344-1100（内線 3127） 

担当：松岡、柏原 

８ 受託事業者に求めるサービス水準 

目標とすべき業務のサービス品質に関する合意（以下「SLA」という。）は、別紙 3「受

託事業者に求めるサービス水準について」のとおり 

９ 処理体制の申請等の手続き 

処理体制等について、以下に掲げる期日までに必要な申請等の手続きを行うこと。 

変更、廃止等を行う場合については、変更、廃止等を行う日の前日までに必要な手続

きを行うこと。 

業務委託員（具体的には下記（１）①から③及び下記（２）①から③までの者をいう。）

については本業務を遂行するために最低限必要な範囲の者とし、受託事業者が直接雇

用すること。ただし、繁忙期等の業務履行体制を充足するため、労働者派遣法に基づ

いた労働者派遣契約による対応を行う場合は、機構が扱う個人情報等の重要性及び特

殊性に鑑み、労働者派遣契約においても、個人情報等の取扱いをはじめとする機構と

受託事業者との契約内容と同等以上の内容とし、（２）④により、あらかじめ機構の承

認を得ること。 

（１）個人情報等保護に関する管理体制（下記の①～③は、別紙４「管理者等申請書」に

より提出し、下記の①～③を変更する場合は、別紙５-２「業務委託員名簿（変更）」

により提出すること。） 

① 総括管理責任者の届出

期 限：運用仕様書の提出日 

提 出 先：「７ 所管部署」 

② 部署管理者の届出

期 限：運用仕様書の提出日 

提 出 先：「７ 所管部署」 

※ 部署管理者は、履行場所ごとに１名配置すること。

③ 点検管理者の届出

期 限：運用仕様書の提出日 

提 出 先：「７ 所管部署」 

※ 点検管理者は、総括管理責任者、部署管理者、現場責任者及び監査を行

う者と異なる者とすること。

④ 個人情報等や機密情報の取扱いに関する点検及び監査体制の届出

期 限：運用仕様書の提出日

提 出 先：「７ 所管部署」
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⑤ 業務委託員と別紙６「守秘義務契約書」を締結したことの報告（別紙７「守秘

義務契約締結報告書」）

期 限：令和 8 年８月 28 日

提 出 先：「７ 所管部署」

※ 別紙５-１「業務委託員名簿」に記載した業務委託員と締結した守秘義務

契約書の写しを全て添付すること。

※ 業務委託員の変更がある都度、提出すること。

（２）業務の履行に関する体制（下記の①～③の者は別紙５-1「業務委託員名簿」によ

り提出し、上記（１）①～③の者についても記載すること。）

① 現場責任者の届出

期 限：運用仕様書の提出日 

提 出 先：「７ 所管部署」 

② 現場責任者補助者の届出

期 限：運用仕様書の提出日 

提 出 先：「7 所管部署」 

③ 作業者の届出

期 限：令和 8 年８月 28 日 

提 出 先：「７ 所管部署」 

④ 労働者派遣契約を行う場合の申請（別紙８「労働者派遣法に基づく労働者派

遣契約を行う場合について」により提出）

期   限：労働者派遣契約履行日の 14 日前まで

提 出 先：「７ 所管部署」

（３）再委託に関する申請

期 限：再委託開始予定日の 14 日前まで 

提 出 先：「７ 所管部署」 

※ 運用仕様書提出時に再委託申請書を提出している場合を除く。

（４）事故発生時の緊急対応体制の届出（別紙４「管理者等申請書」により提出し、変

更する場合も、別紙４「管理者等申請書」により提出すること。）

期 限：運用仕様書の提出日

提 出 先：「７ 所管部署」

※ 事故発生時には事故対応責任者は直ちに事実関係の調査及び原因の究明を行

う体制を整備し、機構に報告すること。併せて、再発防止策検討責任者は再

発防止策の検討及び決定を行う体制を整備し、報告すること。
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  （５）業務の履行場所等に関する届出（別紙４「管理者等申請書」により提出し、変

更 する場合も、別紙４「管理者等申請書」により提出すること。） 

① 業務の履行場所の申請

期 限：運用仕様書の提出日 

提 出 先：「７ 所管部署」 

② 委託業務で取り扱う個人情報等の保管場所の届出

期 限：運用仕様書の提出日

提 出 先：「７ 所管部署」

※ 保管場所は、発送前の成果物を保管する場所だけでなく、事前準備のた

めに次工程の場所に保管するような一時保管を含んで届出ること。

10 委託条件等 

（１）業務の履行場所に関する事項

① 受託事業者は、受託事業者が用意した入退室管理が可能である特定の事務室

（以下「特定の事務室」という。）で委託業務を行うこと。なお、入退室管理

とは、電子錠、生体認証又はそれに準ずる設備により、関係者のみが知り得

る（持ち得る）情報によって入退室が管理されているものとする。

② 受託事業者は、特定の事務室への入退室の状況を記録し、当該記録の検査を

定期的に行うこと。

③ 受託事業者は、サーバ等の機器を設置する場所について入退室の権限を有す

るものを限定し、入退室記録の管理が可能な措置を講ずること。

④ 受託事業者は、機構から事務室の図面等の提出を求められた場合は速やかに

提出すること。

⑤ 受託事業者は、特定の事務室内の整理整頓に心がけ、火気等には十分留意す

ること。

⑥ 受託事業者は、業務委託員の私物のスマートフォン等の撮影機器及び記録媒

体を特定の事務室へ持ち込むことを禁止すること。ただし、業務連絡用とし

て部署管理者が認めたものを除く。その他の私物については必要最低限とす

るよう努めるものとする。

⑦ 受託事業者は、委託業務で使用する電子計算機において、盗難又は紛失等を

防止するため、物理的な安全管理措置を講ずること。

（２）個人情報等の取扱いに関する事項

① 受託事業者は、委託業務で取り扱う個人情報等について、受託事業者の役員、

受託事業者の親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイ

ザー、コンサルタントその他の受託事業者に対して指導、監督、業務支援、助

言、監査等を行う者等を含め、業務委託員以外の者に伝達又は漏えいを防止

する措置を講じること。また、目的外利用を行ってはならないこと。さらに、

受付、搬送等の委託業務の実施に必要な場合を除き、特定の事務室以外の場

所へ持ち出してはならないこと。

② 受託事業者は、個人情報等の取扱状況にかかる規定等の遵守状況について、

定期的に点検・監査を行うとともに、その記録を管理すること。
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③ 受託事業者は、業務委託員に対し、履行開始日の前日までに又は履行開始日

以後に初めて委託業務を行う業務委託員の業務開始前までに、日本年金機構

法や個人情報等に関する関係法令にかかる教育を実施すること。さらに、履

行開始日以後においても定期的に教育を行い、個人情報等の取扱いを徹底す

ること。

受託事業者は、日本年金機構法や個人情報等に関する関係法令で定められた

守秘義務及び罰則規定、委託業務における遵守事項及び禁止行為、個人情報

等の保護にかかる就業規則等に違反した場合の処分、情報漏えいとその影響、

インシデントが発生した場合の手順、別紙 20「通報窓口のご案内」により受

託事業者に契約違反などがある場合の通報窓口の周知、その他必要な留意事

項について研修を行うこと。

上記研修の終了日が履行開始より前の場合は、履行開始日の前日までに、上

記研修の終了日が履行開始日以降の場合は、研修終了後 10 日以内に、別紙

9「研修実施報告書」により、研修実施日を報告すること。

④ 受託事業者は、研修資料等、教育・研修・訓練の実施結果の提出を機構から求

められた場合には、速やかに提出すること。なお、受託事業者が実施する研

修において、上記③で示す研修項目を全て実施していないと機構が確認した

場合、機構は、研修内容の改善及び研修の実施について、総括管理責任者等

への指導又は受託事業者への指示を行うことができることとする。

（３）個人情報等を記録した紙媒体、外部電磁的記録媒体、電子データの取扱い

① 受託事業者は、委託業務で取り扱う個人情報等を記録した紙媒体、外部電磁

的記録媒体及び電子データの受領、搬送等については、その途上における漏

えい、紛失、毀損等が発生しないよう措置を講ずること。

② 受託事業者は、個人情報等を記録した紙媒体及び外部電磁的記録媒体の保管

又は電子データの保存にあたっては、機構に届出した場所に保管又は保存す

るとともに、個人情報等の記録がない紙媒体及び外部電磁的記録媒体と混在

させないこと。また、管理にあたっては、使用状況等（作成日（受領日）、作

成者（受領者）、識別番号、情報の内容、数量、種類、利用目的、複写複製の

有無、保管場所（電子データの場合は、電子データを保存した電子計算機の

保管場所）、移送日（廃棄日、消去日）移送者（廃棄者、消去者）移送等確認

（点検）者等）が分かる別紙 10「個人情報等管理台帳」を履行場所ごとに作

成するとともに、総括管理責任者及び部署管理者が、紛失・破棄等がないよ

うに最善の注意を払うこと。

また、機構から別紙 10「個人情報等管理台帳」の提出を求められた場合は速

やかに提出すること。

③ 受託事業者は、保管庫の施錠を厳重に管理するとともに、保管庫の鍵の貸出

状況等（鍵によらない施錠の場合は施錠状況等）を記録し、定期的に当該記

録の検査を行うこと。
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④ 受託事業者は、個人情報等を記録した紙媒体及び電子データの全部又は一部

の複写複製（個人情報等の電子データを電子計算機に格納及びバックアップ

の取得を含む。）を行うことは、機構の指示があった場合を除き禁止すること

とし、複写複製の防止措置を講ずること。

ただし、委託業務の実施にあたり、複写複製を行うことが必要である場合に

ついては、あらかじめ機構の書面による承認を受けること。

⑤ 受託事業者は、個人情報等を記録した紙媒体及び電子データの複写複製を行

った場合、当該複写複製物等についても、上記②及び③に準じた取扱いを行

うこと。

⑥ 受託事業者は、外部電磁的記録媒体の受渡し及び移送に際し、電子政府推奨

暗号リストに掲載された暗号化方式等を利用し、パスワードの設定を行うこ

と。なお、具体的な暗号化及びパスワードの設定方法等については、機構か

ら別途提示される方法によること。

⑦ 受託事業者は、個人情報等を記録した紙媒体、外部電磁的記録媒体、電子デ

ータ及びこれらの複写複製物等について、委託業務の実施にあたり不要とな

った場合は、当該個人情報等の復元又は判読等が不可能な方法により、完全

消去又は廃棄を行うこととし、その結果を機構に報告すること。

⑧ 受託事業者は、機構から貸与された紙媒体又は外部電磁的記録媒体について

履行終了時又は機構から指示があった場合、速やかに返却すること。

⑨ 受託事業者は、履行終了時には別紙 11「個人情報等の返却・廃棄等に関する

報告書」及び別紙 10「個人情報等管理台帳」を提出することとし、提出に当

たっては、機構が提供した個人情報等を返却していること及び取り扱った個

人情報等が完全消去又は廃棄されていることが確認できる証跡を添付するこ

と。

（４）業務処理要領等の書類等の貸与

① 受託事業者は、機構から貸与された業務処理要領等の書類及びその情報（貸

与後に複写したものを含む。）について、委託業務以外の目的に使用してはな

らない。

② 受託事業者は、機構から貸与された業務処理要領等の書類及びその情報（貸

与後に複写したものを含む。）について、特定の事務室に保管するものとし、

管理にあたっては、総括管理責任者及び部署管理者が、紛失・破棄等がない

ように最善の注意を払うこと。

③ 受託事業者は、機構から貸与された業務処理要領等の書類及びその情報（貸

与後に複写したものを含む。）について、履行終了時又は機構から指示があっ

た場合については、速やかに返還すること。
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（５）情報セキュリティ対策にかかる基本的要件

① 受託事業者は、機構から提供する個人情報等について、目的外利用を行って

はならないこと。

② 受託事業者は、仕様書等で定めた情報セキュリティ対策の実施内容及び管理

体制を定め、下記 13（１）で示す運用仕様書により機構に提出すること。

契約締結後、運用仕様書を変更する場合（上記 9 に関する申請等手続きは除

く。）は、あらかじめ機構に申請（様式が定まっていない場合は任意。）を行

い、機構の書面による承認を受けること。

③ 受託事業者は、情報セキュリティインシデントを含めた障害発生時、迅速に

電子計算組織の稼働を回復するための措置又は委託業務を回復するための措

置等を講ずること。また、重大な障害発生時においては、委託業務の履行を

補完できる体制を構築すること。

④ 受託事業者は、仕様書等で定めた内容の履行状況について、別紙 12「受託業

務 自主点検結果報告書」又は受託事業者が独自に作成する点検様式（別紙 12

「受託業務 自主点検結果報告書」で示す点検項目の全てが網羅されているも

のに限る。）により毎月確認すること。点検結果については、当該点検月の翌

月までに機構へ報告すること。

⑤ 上記④の点検結果又は機構が実施する検査により、情報セキュリティ対策等

の履行が不十分であることが判明した場合、機構は、総括管理責任者等へ指

導を行い、不十分な対策の改善及び改善の履行を指示することができること

とする。

（６）業務品質の維持・向上

① 受託事業者は、委託業務の進捗状況等に関して、定期的に機構に報告するこ

と。（定期報告の様式については、別紙 13 のとおり）

② 受託事業者は、委託業務の円滑な実施を目的として、業務品質の向上、SLA

（別紙３）の達成状況等について、機構と定期的な打ち合わせ（以下「定例会

議」という。）を行い進捗管理に努めること。

③ 定例会議では、受託事業者は業務の進捗（スケジュール調整）、履行体制、SLA

達成状況、品質管理、情報セキュリティ対策、懸念事項等に関することにつ

いて、機構に報告すること。資料構成、開催場所等は機構と事前に協議する

こと。ただし、許諾のない再委託を行っていないことが分かるもの（印刷ロ

グのサンプルなど）、別紙 12「受託業務 自主点検結果報告書」、別紙 12 の

付属「（参考）個人情報等保護セルフチェックシート」（業務委託員に対し、本

資料により、個人情報等の保護に係る点検を徹底すること。）、上記（１）②の

入退室状況が記録されたもの、下記（９）③のウイルススキャンを毎営業日

実施したことが分かるもの、下記（９）④のセキュリティパッチを月１回以

上適用したことが分かるもの及び別紙 10「個人情報等管理台帳」について

は、定例会議の資料として機構へ提出すること。なお、開催時期は、以下記載

のとおり。

・ 履行開始日の 10 日前までに実施すること。また、履行開始後は、原則、毎

月１回実施すること。開催日程については、契約締結後、速やかに機構と協

議すること。
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④ 受託事業者は、上記定例会議の終了後３営業日以内に、別紙 13「定例会議議

事録」を作成し、機構へ提出すること。

⑤ 受託事業者は、業務委託員に対し、履行開始日の前日まで及び随時に業務を

実施するために必要な知識を習得するための研修を行い、業務品質の維持・

向上に努めること。

（７）立入検査等の実施

① 機構は、運用仕様書に記載された内容（業務の履行体制、業務の履行方法、個

人情報等保護及び情報セキュリティ体制）が確保されているか、業務が履行

できるか等の観点から、履行開始日の３日前までに、特定の事務室及び本案

件に関係する事務所等（以下「特定の事務室等」という。）へ立入検査を実施

できるものとする。

立入検査の結果、履行開始に際し改善を要すると判断した場合、又は、上記

９（１）⑤で示す「守秘義務契約書」の写し及び上記９（２）で示す「業務委

託員名簿」（以下「業務委託員名簿等」という。）が履行開始日の３日前まで

に機構へ提出されない場合は、履行開始日の前日までに改善すること及び改

善結果の報告について、受託事業者に指示を行うことができることとする。

受託事業者は、改善が確認されるまで、又は、業務委託員名簿等が提出され

るまでは、業務を履行開始することができない。

なお、受託事業者の責めにより履行期間が短縮された場合は、そのことを理

由に履行終了日及び納品日の見直し等についての申し立てはできないものと

する。

また、機構は、受託事業者が履行開始日までに改善できなかった場合及び改

善の見込みがないと認められた場合は、契約書に基づき、契約解除を行うこ

とがある。

② 機構は、個人情報等の管理状況の確認、法令の遵守状況の確認、委託業務の

進捗状況等の確認、その他随時に特定の事務室等（再委託先を含む）へ立入

検査を実施できるものとし（無予告の検査を実施する場合がある）、検査結果

をもとに総括管理責任者等への指導、研修の実施、状況の改善及び改善結果

の報告について、受託事業者に指示することができることとする。

③ 受託事業者は、履行開始日から 10 日以内に別紙 14「法令及び契約内容の遵

守状況に関する報告書」を、機構に提出すること。

また、履行開始日から１年を経過するごとに、その当該日から 10 日以内に

別紙 14「法令及び契約内容の遵守状況に関する報告書」を機構に提出するこ

と。

④ 機構は、通知書等の複写複製物等、その他委託業務の実施に当たり作成、汚

損、毀損した個人情報等について、完全消去又は廃棄の実施状況に関し、履

行終了日から契約終了日までの間に、特定の事務室等へ立入検査を実施でき

るものとする。
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（８）電子計算組織にかかるアクセス制限

① 受託事業者は、委託業務で個人情報等を取り扱う電子計算組織において、個

人情報等にアクセスできる業務委託員を必要最小限に特定し、当該者につい

てのみアクセス権限を付与すること。

② 受託事業者は、アクセス権限を付与した業務委託員に、個人を識別できる ID

を付与した上で、ID 及びアクセス権限の付与・停止・抹消の履歴を記録、保

存すること。

上記 ID を付与する日の前日までに、別紙 5-1「業務委託員名簿」により、機

構へ ID 付与対象者を報告すること。

③ 受託事業者は、アクセス記録及び作業ログを取得、分析するとともに、その

記録を契約終了日から１年間保存すること。

④ 受託事業者は、上記②の ID に紐づくパスワードを、12 文字以上で、英大文

字、英小文字、数字、記号のうち３種以上を組み合わせた設定とすること。

上記の設定ができない場合は、上記②の ID に紐づくパスワードを 90 日経過

するごとに変更すること。

⑤ 受託事業者は、可能な限り、ＩＤ及びアクセス権限の付与等、システムの設

定変更が可能な権限（管理者権限等）を有する者には、多要素主体認証を採

用すること。

※ 多要素主体認証とは、認証の３要素である「知識情報」、「所有情報」及

び「生体情報」のうち、２つ以上を組み合わせて、単一要素による主体

認証よりも強固な主体認証を行う方式をいう。

（９）電子計算組織にかかる不正アクセスの防止対策

① 受託事業者は、委託業務で個人情報等を取り扱う電子計算組織について、イ

ンターネットから物理的に隔離又は論理的に遮断すること。

インターネットから論理的に遮断する場合は、委託業務で個人情報等を取り

扱う電子計算組織において、インターネットへの通信が行われないようにす

るため、各電子計算機又は通信経路上にある電子計算機においてインターネ

ット通信が完全に遮断される設定を行うこと。

② 受託事業者は、委託業務で個人情報等を取り扱う電子計算組織において通信

ネットワークを構築する場合は、閉域網又は専用線を使用すること。この通

信経路は、インターネットに接続してはならない。

③ 受託事業者は、委託業務で個人情報等を取り扱う電子計算機のそれぞれにウ

イルス対策ソフトを導入し、その機能を常に有効にすること。また、毎営業

日、ウイルス対策ソフトのパターンファイル及び検索エンジンを適用すると

ともに、ウイルススキャンを実施すること。

④ 受託事業者は、委託業務で個人情報等を取り扱う電子計算機のセキュリティ

パッチを月 1 回以上定期的に適用すること。ただし、著しい脆弱性が発見さ

れた等緊急措置が必要な場合には、速やかにセキュリティパッチを適用する

こと。
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⑤ 受託事業者は、上記③で示すウイルス対策ソフトのパターンファイル及び検

索エンジン、並びに上記④で示すセキュリティパッチ（以下「パターンファ

イル等」という。）を適用する際には、委託業務で個人情報等を取り扱う電子

計算組織以外の環境において、当該パターンファイル等を取得し、外部電磁

的記録媒体を用いて委託業務で個人情報等を取り扱う電子計算組織に取り込

むこと。

⑥ 受託事業者は、委託業務で個人情報等を取り扱う電子計算組織において、サ

ポート契約が終了しているソフトウェアを使用しないこと。

⑦ 受託事業者は、委託業務で個人情報等を取り扱う電子計算機において、動作

可能なウイルス対策ソフトが存在しない場合あるいはウイルス対策ソフト及

びセキュリティパッチの適用によって動作保証が得られなくなる又は動作に

不具合が生じ得る場合は、機構と協議の上、上記③④各々の代替措置を講ず

ることとし、適用することができなかった理由等を管理し、適用可能となっ

た時点で適用すること。

⑧ 受託事業者は、委託業務で個人情報等を取り扱う電子計算組織のアクセス記

録、当該組織の監視を行うとともに、監視状況にかかる監査を定期的に行う

こと。また、機構より求めがあった場合は、当該監査結果を報告すること。

⑨ 受託事業者は、委託業務で個人情報等を取り扱う電子計算機において、記録

機能を有する機器への不正アクセスを防止するため、外部電磁的記録媒体の

物理的又は技術的な接続制限等の措置を講ずること。

⑩ 受託事業者は、委託業務で個人情報等を取り扱う電子計算機において、業務

上、外部電磁的記録媒体の接続が必要な場合は、本委託業務のみで使用する

外部電磁的記録媒体を用いることとし、その取扱者を限定するとともに、接

続する前に外部電磁的記録媒体のウイルススキャンを実施すること。

（10）委託条件等の準備期限

受託事業者は、令和 8 年 8 月 28 日までに、運用仕様書に記載の委託条件等（履

行体制、履行方法、個人情報等保護及び情報セキュリティ体制）を満たすための

措置を講じること。ただし、業務開始後に措置すべき内容は除く。

なお、上記で講じる措置について、契約締結後に、委託条件等の準備計画書（様

式任意）及び準備状況に関する進捗報告書（任意様式）の作成並びに機構への提

出を求める場合がある。

その場合は、準備計画書及び準備状況進捗報告書の資料構成や記載すべき内容、

提出スケジュール等について、機構と事前に協議すること。

11 業務研修 

     業務委託に際し、機構が実施する業務研修はない。 

12 成果物の納品方法及び検査 

成果物の納品方法及び検査については、仕様書等のとおりとする。 
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13 その他 

（１）仕様書等の明確化等

① 入札参加希望者は、履行体制、履行方法、個人情報等保護及び情報セキュリ

ティ体制について、運用仕様書を作成の上、明確にすること。

② 運用仕様書は、別紙 16「運用仕様書作成手順」を基に作成すること。

③ 入札参加希望者は、運用仕様書を入札説明書で示す提出期限までに、上記７

「所管部署」に提出すること。

※ 運用仕様書において、機構が求める体制及びサービス水準を満たしてい

ないと判定された場合には、入札に参加することができない。

入札参加希望者の入札参加可否については、入札日の 2 営業日前までに

書面により通知する。

※ 運用仕様書の提出を紙媒体で行う場合には、原則、書留郵便又は信書便

等での送付により行うものとし、送付した場合には送付した旨及び到着

予定日等を上記７「所管部署」に連絡すること。

④ 受託事業者が提出した運用仕様書は契約書の一部とする。

⑤ 業務の処理方法等、別途委託要領に定めがある場合は委託要領によることと

する。

⑥ 仕様書等では業務の処理方法が一義に定まらない事案があることを把握した

時、又は仕様書等には定めがないが判断を要する事案がある時には、機構と

受託事業者は協議の上、仕様書等の不明瞭な点を明確にするための書面を速

やかに取り交わすこととする。

⑦ 上記⑥の書面の取り交わしが完了するまでの間の対応方法については、機構

と受託事業者が協議の上決定することとする。

⑧ 契約締結後、機構は、日本年金機構個人情報保護管理方針（プライバシーポ

リシー）、日本年金機構情報セキュリティポリシー等の改定により、契約書及

び仕様書並びに委託要領に定める情報セキュリティ対策の要求水準を変更さ

せる場合がある。この場合、受託事業者は、機構から求めがあった場合には、

情報セキュリティ対策を変更した場合の影響調査を行い、その対処方法を検

討することとし、影響調査の結果を書面にて速やかに機構に提出すること。

⑨ 機構は、上記⑧の影響調査の結果を踏まえ、受託事業者の対処方法及びその

履行について、受託事業者と協議することができる。
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（２）技術試験品の提出

① 入札参加希望者は、別紙１7「技術試験参加申込書（印刷専用社会保険フォン

ト・技術テスト用データ貸出票）」に別紙 15「委託業務において使用する「印

刷専用社会保険フォント」の取扱いに関する覚書」を添付して、上記７「所管

部署」へ技術試験の参加申込みを行い、下記②の期間中に上記７「所管部署」

でテスト用データの貸与を受けること。

② テスト用データの貸与は、入札公告日の翌日午後から下記③の技術試験品提

出期限日の５営業日前までの間で行う。

③ 入札参加希望者は、テスト用データの受領後、5 帳票の通知書等のうち 2 種

類（「H726 未支給送金通知書」、「H798 未支給統合通知書」）の通知書の

技術試験品を作成し、令和 8 年 4 月 21 日までに上記７「所管部署」に提出

すること。

※ 複数の印刷機や１台の印刷機で複数の印刷プログラムの設定を行う等、

印刷環境が異なる場合はそれぞれの環境毎に技術試験品を提出すること。 

※ 技術試験品において、機構の要求水準を満たしていないと判定された場

合には、入札に参加することができない。

※ 残りの 3 種類の通知書の技術試験は受託事業者決定後において行うもの

とし、契約締結後、原則 20 営業日以内の別途機構が定める日までに「７

所管部署」に提出すること。

※ 技術試験品の数量や提出方法に関する詳細（契約締結後に実施する技術

試験においては本番相当の圧着ハガキではなく、任意の用紙に印字イメ

ージをプリントしたものを提出可能）はテスト用データの貸与時に連絡

する。

※ 技術試験品の提出は、原則、書留郵便又は信書便等での送付により行う

ものとし、送付した場合には送付した旨及び到着予定日等を上記７「所

管部署」に連絡すること。

④ テスト用データを返却する際は、別紙１8「印刷専用社会保険フォント・技術

テスト用データ返却票」を添えて、技術試験品の提出と同時に返却すること。

（３）情報セキュリティに関する第三者評価の認証を証明できる書類の提出

受託事業者が委託業務開始前に機構へ提出した情報セキュリティに関する第三者

評価の認証を証明できる書類（プライバシーマーク、ISO／IEC27001 又は

JISQ27001 の登録証の写し）において、契約期間中にその認証期間が切れる場

合、受託事業者は、その認証期間を更新すること。

受託事業者は、認証終了日から１か月以内に、情報セキュリティに関する第三者

評価の認証期間が更新されたことが証明できる書類の写しを機構に提出すること。 

（４）実績及び評価結果の公表

機構は、契約期間終了後、当該業務の実績及び評価結果（受託事業者名、契約実

績額等を含む。）を機構のホームページにより公表することがある。



日本年金機構 委託事業者 作業工程
（目安）

運用仕様書の内容審査 運用仕様書の作成・提出 令和8年4月14日

技術試験品の検証 技術試験品の作成・提出（2種類） 令和8年4月21日

運用仕様書・技術試験の合否連絡 合否連絡の受領 令和8年5月7日

技術試験品の検証 技術試験品の作成・提出（3種類）
契約締結後

20営業日以内

印刷原稿の提供
印刷原稿の校正

版下・印刷原稿の作成

受領・確認 プレ印刷帳票の提出

校了結果通知
校了結果受領

（再作成の場合は、再校正提出）
令和8年8月18日

電子媒体の引渡し
（本番検証品作成用データ）

電子媒体受取り
受託件数の確認

令和8年8月28日

複写承認 データの複写申請 令和8年8月28日

本番検証品の検証
本番検証品の提出、「本番検証品にかかる品質保証並

びに印刷誤り防止にかかる報告書」の提出

受領・確認 「作成プログラム点検チェックシート」による確認及び提出

受領・確認 外字データの印字の確認（任意様式の報告書）

受領・確認 カスタマバーコード印字の確認（任意様式の報告書）

受領・確認 二次元バーコードの印字確認（任意様式の報告書）

立入調査の実施（業務開始前） 業務の履行体制等にかかる調査対応 令和8年9月14日

本番検証品の合否連絡 合否連絡の受領 令和8年9月18日

電子媒体の引渡し
(本番データ）

電子媒体受取り
受託件数の確認

令和8年9月24日（初回）

通知書の作成
郵便番号区分及び結束

電子媒体、通知書の保管

通知書の引抜き依頼 通知書の引抜き 令和8年9月24日（初回）

立入調査の実施（業務実施中） 個人情報の管理状況等にかかる調査対応
令和8年9月24日

～令和8年10月5日（初回）

受領・確認 差出通数票の作成、提出

料金後納郵便物差出票の作成 料金後納郵便物差出票の受領

日本年金機構が指定する日本郵便株式会社の地域区分局
通常分の納品

料金後納郵便物差出票（控）等の受領
令和8年10月6日（初回）

日本年金機構 引き抜いた通知書の納品 令和8年10月6日（初回）

受領・確認 料金後納郵便物差出票（控）等の提出 令和8年10月9日（初回）

受領・確認 作成件数等の報告 令和8年10月9日（初回）

受領・確認 貸与物品（電子媒体等）の返却 令和8年10月14日（初回）

受領・確認
複写複製物、その他委託業務で作成・汚損・毀損した

個人情報等の完全消去又は廃棄及びその報告
令和8年10月14日（初回）

※上記に記載された日付等は予定のため、契約締結後に改めて提示する。

未支給決定通知書等（外4帳票）の作成及び発送準備業務（令和8年10月～令和9年9月送付分）
業務フロー図

令和8年9月24日
～令和8年10月5日

（初回）

令和8年9月24日
～令和8年10月5日

（初回）

令和8年8月7日

令和8年9月10日

業務履行開始（個人情報等のデータ提供）

入札前

落札後

別紙１



委託件数内訳 別紙２

★ 月別見込件数内訳 単位：件

項番 R8.10 R8.11 R8.12 R9.1 R9.2 R9.3 R9.4 R9.5 R9.6 R9.7 R9.8 R9.9 合計

1 未支給決定通知書 1,368 1,639 1,427 1,462 1,477 1,346 1,515 1,519 1,472 1,574 1,365 1,636 17,800

2 未支給不該当通知書 35,850 43,169 35,960 39,488 32,174 41,439 30,615 49,885 29,759 50,481 31,150 45,230 465,200

3 未支給振込通知書 1,078 1,295 1,064 1,158 1,085 983 960 887 832 930 845 983 12,100

4 未支給送金通知書 12 12 15 18 20 11 22 24 19 9 22 16 200

5 未支給統合通知書 81,519 95,024 88,367 83,289 97,026 80,800 115,093 101,740 107,812 107,180 104,567 109,883 1,172,300 総計

合計（月別） 119,827 141,139 126,833 125,415 131,782 124,579 148,205 154,055 139,894 160,174 137,949 157,748 1,667,600 1,667,600件

R8.9.24 R8.10.27 R8.11.26 R8.12.23 R9.1.26 R9.2.24 R9.3.25

R8.10.6 R8.11.5 R8.12.7 R9.1.6 R9.2.4 R9.3.5 R9.4.7

※各月の見込件数については、増減が有り得る。
※データ回付日、納品（差出）日については変更が有り得る。確定後のスケジュールについては契約締結後及びR9.4に別途提示予定。
※データ回付については、当日の15時以降の回付を予定している。また、同日に引抜依頼についても行う予定である。
※網掛け部については、別途提示する。

データ回付予定日 ※

納品(差出)予定日 ※

帳票

Ｈ２３５

Ｈ２４０

Ｈ７２５

Ｈ７２６

Ｈ７９８

落札業者様に別途提示予定。



受託事業者に求めるサービス水準について

（ＳＬＡ：サービスレベルアグリーメント） 

１. 業務委託の範囲（役割と責任の分担）

委託業務の範囲には、仕様書、業務委託契約書及び業務委託契約書に付属する業務の実施

方法等について記載された文書（以下「仕様書等」という。）のとおりとし、以下の表の「受

託事業者」欄に○が付してある作業とする。 

作業区分 作業内容 日本年金機構 受託事業者 

電子媒体の貸与 電子媒体の引き渡し ○ 

電子媒体の受領 ○ 

受託件数の確認 ○ 

電子媒体の返却 ○ 

各種通知書のプレ印刷

帳票作成 

印刷原稿の作成 ○ 

印刷原稿の校正 ○ 

プレ印刷帳票の印刷開始指示 ○ 

プレ印刷帳票の作成 ○ 

見本品（プレ印刷帳票）の提出 ○ 

データの編集・印字 データの複写申請 ○ 

データの印字 ○ 

外字データの印字の確認 ○ 

カスタマバーコード印字の確認 ○ 

QRコードの印字確認 ○ 

作成プログラムチェックシート等

による確認 
○ 

各種通知書の作成 本番検証品の提出 ○ 

本番検証品の検証 ○ 

印字開始指示 ○ 

通知書の作成 ○ 

圧着加工等 ○ 

各種通知書の引き抜き 各種通知書の引き抜き依頼 ○ 

各種通知書の引き抜き ○ 

引抜通知書の納品 ○ 

個人情報等を記録した

電子媒体、通知書の保管 

電子媒体、通知書の保管 
○ 

発送準備 郵便番号区分及び結束 ○ 

別紙３ 



差出通数票の作成・提出 差出通数票の作成 ○ 

差出通数票の提出 ○ 

料金後納郵便物差出票の作成 ○ 

料金後納郵便物差出票の受領 ○ 

納品 日本郵便株式会社へ差出し ○ 

料金後納郵便差出票（控）・後納郵

便物等取扱控（お客様用）の提出 
○ 

貸与物の返却 電子媒体、印刷専用社会保険フォン

トデータ、引抜 CD-R、印影等の返却
○ 

個人情報等を記録した

電子媒体、通知書の複写

複製物、その他委託業務

で作成等した個人情報

等の完全消去又は廃棄 

複写複製物、その他委託業務で作

成・汚損・毀損した個人情報等の完

全消去又は廃棄 ○ 

※作業の詳細は仕様書等を参照のこと。

２.サービス水準評価項目及びサービス水準

サービス水準評価項目と受託事業者が達成すべきサービス水準は以下のとおりとする。

サービス水準評価項目 サービス水準

業務履行体制の整備 仕様書等のとおり 

個人情報保護に関する体制の整備 仕様書等のとおり 

成果物の品質 

仕様書等のとおり 

※成果物は印字ミス等なく、１００％の履行

で納品すること。 

履行期限（納期） 
仕様書等のとおり 

※納期遅延は０％とすること。



３.運営ルール

（１）業務品質の向上及びサービス水準達成のため、受託事業者は、仕様書等に定める以

下の作業報告を日本年金機構に行うこと。

報告物名称 報告期限等 報告の様式等 

データの複写申請 令和 8年 8月 28日まで 仕様書別紙 19 

外字データに関する報

告 

本番検証品提出時 任意様式 

カスタマバーコードの

読取の報告 

本番検証品提出時 任意様式 

二次元バーコードの読

取の報告 

本番検証品提出時 任意様式 

作成プログラム点検チ

ェックシートの点検結

果の報告 

本番検証品提出時 任意様式 

本番検証品にかかる品

質保証並びに印刷誤り

防止にかかる報告書 

本番検証品提出時 委託要領別添 5 

本番品にかかる品質保

証書 

各納品日前日まで 委託要領別添 6 

法令及び契約内容の遵

守状況に関する報告書 

履行開始日から 10日以内まで 仕様書別紙 14 

受託業務 自主点検結

果報告書 

日本年金機構が別途指定する日 仕様書別紙 12 

個人情報等の返却・廃

棄等に関する報告 

履行終了時 仕様書別紙 11 

進捗状況の報告 定例会議時 任意様式 

（２）日本年金機構と受託事業者は、委託業務の円滑な実施を目的として、以下の打ち合

わせを行うものとする。

名称 開催日時 打合せの目的等 

業務開始前打ち合わせ 日本年金機構が別途指定する日 スケジュール確認等

ＳＬＡの確認 

定期打ち合わせ 日本年金機構が別途指定する日 ＳＬＡの達成状況等 

自主点検結果の報告 

業務終了時打ち合わせ 日本年金機構が別途指定する日 業務結果報告書等 

※ それぞれの打ち合わせ毎に議事録を作成し、打ち合わせ終了後５営業日以内に受託事業

者が作成し日本年金機構に提出すること。



４.サービス水準未達成時の対応等

サービス水準未達成時に受託事業者が果たすべき対応は以下のとおりとする。

なお、受託事業者より提供される業務の品質がサービス水準に達しない場合で、かつ、

その改善が見込めない場合には、日本年金機構は本契約を解除することができる。 

サービス水準評価項目 対応 

業務履行体制の整備 

業務進捗状況に応じて、受託事業者において随時体制

の見直しを行うとともに、体制を変更する場合には、

仕様書等に定める体制に関する届出等を日本年金機

構へ行うこと。 

個人情報保護に関する体制の整備 

日本年金機構からの改善指示に基づき改善を行うと

ともに、改善結果を書面により日本年金機構へ報告す

ること。 

成果物の品質 

成果物に瑕疵が判明した場合には、直ちに影響、範囲

及び原因の調査を行い、日本年金機構と事後対策等の

協議を行うとともに、日本年金機構の指示に基づき、

完全な履行となるよう追完を行うこと。 

また、受託事業者の不完全な処理が瑕疵の原因と認め

られる場合には、再発防止策等を書面により日本年金

機構へ報告すること。 

履行期限（納期） 

履行期限を厳守できない場合には、直ちに原因の調査

を行い、日本年金機構と協議を行った上で、日本年金

機構の指示した日までに履行すること。 

なお、体制等を変更する場合には、仕様書等に定める

届出等を日本年金機構へ行うこと。 

また、原因及び改善の結果について書面により日本年

金機構へ提出すること。 
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管 理 者 等 申 請 書 
令和  年  月  日 

日本年金機構 理事長代理人 
年金給付部長  木村 誓司 殿 

１．個人情報等保護に関する管理体制 

役職名 氏 名 連絡先 

総括管理責任者

部 署 管 理 者  

点  検  管  理  者 

２．業務の履行に関する管理体制 

役職名 氏 名 連絡先 

現 場 責 任 者  

現場責任者補助者 

履行人数（作業者の人数） 名 うち特定個人情報取扱者数 名 

※運送業務、文書廃棄業務、文書保管業務（特定個人情報を保管する場合を除く）については、履行人数、特定個人情報取扱者数欄は「―」を記載。

３．事故発生時の緊急対応体制等 

事由 １．設置 ２．変更 変更事由 

役職名 氏 名 連絡先 

事故対応責任者

事故対応責任者補助者  

再発防止策検討責任者  

再発防止策検討責任者補助者  

所  在  地 

法人名又は商号 

代  表  者  名 ㊞ 

別紙４ 
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 ４．業務の履行場所 

○サーバ等機器の設置場所

※上記の業務の履行場所のうち「サーバ等機器の設置場所の有無」欄に「有」とした履行場所について記入

５．委託業務で取り扱う個人情報等の保管場所 

※上記４の業務の履行場所のうち「保管庫の有無」欄に「有」とした履行場所について記入

事
由

１．新規 ２．変更 
変更の 

場合 
変更の事由：１.移転 ２.増改築 ３.その他（ ） 

履行場所 所在地 業務内容 延床面積 
入退出管理設備 

※該当する設備に○印で囲む

サーバ等機器の

設置場所の有無 
保管庫の有無 

㎡ 
電子錠  ・ 生体認証

その他（ ） 

㎡ 
電子錠  ・ 生体認証

その他（ ） 

㎡ 
電子錠  ・ 生体認証

その他（ ） 

履行場所 入退出管理設備※該当する設備に○印で囲む 

電子錠 ・ 生体認証 ・ その他（   ） 

電子錠 ・ 生体認証 ・ その他（   ） 

履行場所 延床面積 施錠責任者 火災等に対する設備 

㎡ 

㎡ 

㎡ 



令和  年  月  日
日本年金機構 理事長代理人
  年金給付部長    木村 誓司 殿 所 在 地

法人名又は商号
氏 名 印

（契約書第11条第4項関係）

項番 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

注】業務委託員名簿は、令和8年8月28日までに提出すること。

注】業務委託員名簿が複数枚になる場合は、提出枚数がわかるよう、頁番号を付すこと。

注】業務委託員の個人情報等の提出にあたり、あらかじめ本人の同意を得ること（派遣労働者を含む）。

注】業務委託員名簿の提出後、ア 業務委託員を新たに従事させる場合、イ 従事している業務委託員の業務を終了させる場合、ウ 従事している業務委託員に関する①から⑫の事項を変更する場合には、

変更を行う前日までに「業務委託員名簿（変更）」を提出すること。

・「管理番号」欄は、業務委託員を新たに従事させる都度、業務委託員固有の管理番号を払い出した上で、通し番号とすること。

・「③履行場所」欄は、業務委託員が主に業務に従事する場所を記載すること。

・「④管理者」欄は、業務委託員が「総括管理責任者、部署管理者、点検管理者」、「現場責任者、現場責任者補助者」のいずれかに該当する場合、記載すること。

※ 総括管理責任者については、１名指定し、部署管理者については、履行場所ごとに１名指定すること。

・「⑧特定個人情報取扱者」欄は、特定個人情報を取り扱う場合、「〇」を記載すること。特定個人情報取扱者については、委託業務を行う上で、必要最小限の範囲で指定すること。

・「⑨ＩＤ払出者」欄は、受託事業者が用意した電子計算機のアクセス時に必要なＩＤを払い出した者に、「○」を記載すること。

・「⑩端末使用者」欄は、日本年金機構より貸与した業務端末（ＷＭ）又は共通事務端末を使用する者に、「〇」を記載すること。

・「⑪共有フォルダ使用者」欄は、日本年金機構が貸与した端末により共有フォルダを使用する者に、「○」を記載すること。

業務委託員名簿

⑫

備考

○/○

貸与端末使用者
共有フォルダ

使用者

日本年金機構の「未支給決定通知書等（外4帳票）の作成及び発送準備業務（令和8年10月～令和9年9月送付分）」の受託に関し、業務履行体制、個人情報等保護に関する体制の整備等及び貸与された業務端末使用にかかる個人認証等に
必要な情報を下記のとおり通知します。

業務委託員数

管理番号 氏名 ふりがな 履行場所 管理者
雇用形態の別

（直接雇用・派遣）
派遣元事業所名

派遣事業登録
許可番号

特定個人情報
取扱者

ＩＤ払出者

別紙５-１

 2024 08



令和 年 月 日
日本年金機構 理事長代理人
  年金給付部長    木村 誓司 殿 所 在 地 東京都杉並区高井戸西○－○－○

法人名又は商号 ○○印刷株式会社
氏 名 高井戸太郎 印

（契約書第11条第4項関係）

項番 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

1 年金太郎 ねんきんたろう Ａセンター 総括管理責任者 直接雇用

2 年金花子 ねんきんはなこ Ａセンター 部署管理者 直接雇用 ○

3 機構和子 きこうかずこ Ｂ工場 部署管理者 直接雇用

4 機構知恵 きこうともえ Ｂ工場 点検管理者 直接雇用 ○

5 年金一郎 ねんきんいちろう Ｂ工場 現場責任者 直接雇用 ○ ○

6 年金二郎 ねんきんじろう Ｂ工場 現場責任者補助者 直接雇用 ○ ○

7 年金三郎 ねんきんさぶろう Ｂ工場 派遣 ×××人材派遣株式会 般00-*777*7 ○

8 年金四郎 ねんきんしろう Ｂ工場 直接雇用

注】業務委託員名簿は、令和8年8月28日までに提出すること。

注】業務委託員名簿が複数枚になる場合は、提出枚数がわかるよう、頁番号を付すこと。

注】業務委託員の個人情報等の提出にあたり、あらかじめ本人の同意を得ること（派遣労働者を含む）。

注】業務委託員名簿の提出後、ア 業務委託員を新たに従事させる場合、イ 従事している業務委託員の業務を終了させる場合、ウ 従事している業務委託員に関する①から⑫の事項を変更する場合には、

変更を行う前日までに「業務委託員名簿（変更）」を提出すること。

・「管理番号」欄は、業務委託員を新たに従事させる都度、業務委託員固有の管理番号を払い出した上で、通し番号とすること。

・「③履行場所」欄は、業務委託員が主に業務に従事する場所を記載すること。

・「④管理者」欄は、業務委託員が「総括管理責任者、部署管理者、点検管理者」、「現場責任者、現場責任者補助者」のいずれかに該当する場合、記載すること。

※ 総括管理責任者については、１名指定し、部署管理者については、履行場所ごとに１名指定すること。

・「⑧特定個人情報取扱者」欄は、特定個人情報を取り扱う場合、「〇」を記載すること。特定個人情報取扱者については、委託業務を行う上で、必要最小限の範囲で指定すること。

・「⑨ＩＤ払出者」欄は、受託事業者が用意した電子計算機のアクセス時に必要なＩＤを払い出した者に、「○」を記載すること。

・「⑩端末使用者」欄は、日本年金機構より貸与した業務端末（ＷＭ）又は共通事務端末を使用する者に、「〇」を記載すること。

・「⑪共有フォルダ使用者」欄は、日本年金機構が貸与した端末により共有フォルダを使用する者に、「○」を記載すること。

業務委託員名簿

日本年金機構の「未支給決定通知書等（外4帳票）の作成及び発送準備業務（令和8年10月～令和9年9月送付分）」の受託に関し、業務履行体制、個人情報等保護に関する体制の整備等及び貸与された業務端末使用にかかる個人認証等に
必要な情報を下記のとおり通知します。

業務委託員数

8

管理番号 氏名 ふりがな 履行場所 管理者

⑫

備考
雇用形態の別

（直接雇用・派遣）
派遣元事業所名

派遣事業登録
許可番号

特定個人情報
取扱者

ＩＤ払出者 貸与端末使用者
共有フォルダ

使用者

○/○

別紙５-１（記載例）

 2024 08



令和 年 月 日
日本年金機構 理事長代理人
 年金給付部長  木村 誓司 殿 所 在 地

法人名又は商号
氏 名 印

（契約書第11条第4項関係）

ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ Ⅴ

前回までに払い出し
た最終管理番号

前回までに業務を終了
させた業務委託員の総
人数

今回、新たに業務に
従事させる業務委託
員の人数

今回、業務を終了さ
せる業務委託員の人
数

項番 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

注】業務委託員名簿（変更）は、変更する日の前日までに提出すること。 なお、業務委託員名簿（変更）については、総括管理責任者の記名押印による提出を可とする。

ア 業務委託員を新たに従事させる場合は、「管理番号」欄に、前回までに払い出した最終管理番号の次の番号を記載した上で、「業務従事日」欄に、研修受講後の業務に従事させる予定日を記載すること。併せて、項番①から⑫の内容を記載すること

イ 従事している業務委託員の業務を終了させる場合は、「管理番号」欄に、業務委託員に付与している管理番号を記載した上で、「業務終了日」欄に、業務の従事を終える予定日を記載すること。併せて、項番①から⑫の内容を記載すること。

ウ 従事している業務委託員に関する項番①から⑫の内容を変更する場合は、「変更する項番」欄に、変更を行う項番①から⑫の全てを記載した上で、変更後の項番①から⑫の内容を記載すること。

注】業務委託員名簿（変更）が複数枚になる場合は、提出枚数がわかるよう、頁番号を付すこと。

注】項番①から⑫の各欄は、「業務委託員名簿」の注釈を参考として、記載すること。

※ 上記ウの場合において、「①氏名」及び「②ふりがな」欄を変更する場合は、業務委託員の氏名・ふりがなの変更後に「業務委託員名簿（変更）」を提出すること。

○/○

特定個人情報
取扱者

ＩＤ払出者 貸与端末使用者
共有フォルダ

使用者
備考

業務委託員名簿（変更）

日本年金機構の「未支給決定通知書等（外4帳票）の作成及び発送準備業務（令和8年10月～令和9年9月送付分）」の受託に関し、業務履行体制、個人情報等保護に関する体制の整備等及び貸与された業務端末使用にかかる個人認証等に必要な情報として、業務委
託員名簿から変更した情報を下記のとおり通知します。

変更後の業務委託員数
（＝ⅰ－ⅱ＋ⅲ－ⅳ）

⑫

変更する項番
管理番号 氏名 ふりがな 業務従事日 業務終了日 履行場所 管理者

雇用形態の別
（直接雇用・派遣）

派遣元事業所名
派遣事業登録
許可番号

別紙５-２

 2024 08



令和 年 月 日
日本年金機構 理事長代理人
 年金給付部長  木村 誓司 殿 所 在 地 東京都杉並区高井戸西○－○－○

法人名又は商号 ○○印刷株式会社
氏 名 年金太郎 印

（契約書第11条第4項関係）

ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ Ⅴ

前回までに払い出し
た最終管理番号

前回までに業務を終了
させた業務委託員の総
人数

今回、新たに業務に
従事させる業務委託
員の人数

今回、業務を終了さ
せる業務委託員の人
数

8 0 2 1

項番 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

9 年金六郎 ねんきんろくろう 31.4.25 Ｂ工場 派遣 ×××人材派遣株式会社 般00-*777*7 ○

10 年金七郎 ねんきんしちろう 31.4.25 Ｂ工場 直接雇用 ○ ○

3 機構和子 きこうかずこ ⑧⑨ Ｂ工場 部署管理者 直接雇用 ○ ○

7 年金三郎 ねんきんさぶろう 31.4.30 Ｂ工場 派遣 ×××人材派遣株式会社 般00-*777*7 ○

注】業務委託員名簿（変更）は、変更する日の前日までに提出すること。 なお、業務委託員名簿（変更）については、総括管理責任者の記名押印による提出を可とする。

ア 業務委託員を新たに従事させる場合は、「管理番号」欄に、前回までに払い出した最終管理番号の次の番号を記載した上で、「業務従事日」欄に、研修受講後の業務に従事させる予定日を記載すること。併せて、項番①から⑫の内容を記載すること

イ 従事している業務委託員の業務を終了させる場合は、「管理番号」欄に、業務委託員に付与している管理番号を記載した上で、「業務終了日」欄に、業務の従事を終える予定日を記載すること。併せて、項番①から⑫の内容を記載すること。

ウ 従事している業務委託員に関する項番①から⑫の内容を変更する場合は、「変更する項番」欄に、変更を行う項番①から⑫の全てを記載した上で、変更後の項番①から⑫の内容を記載すること。

注】業務委託員名簿（変更）が複数枚になる場合は、提出枚数がわかるよう、頁番号を付すこと。

注】項番①から⑫の各欄は、「業務委託員名簿」の注釈を参考として、記載すること。

※ 上記ウの場合において、「①氏名」及び「②ふりがな」欄を変更する場合は、業務委託員の氏名・ふりがなの変更後に「業務委託員名簿（変更）」を提出すること。

業務委託員名簿（変更）

日本年金機構の「未支給決定通知書等（外4帳票）の作成及び発送準備業務（令和8年10月～令和9年9月送付分）」の受託に関し、業務履行体制、個人情報等保護に関する体制の整備等及び貸与された業務端末使用にかかる個人認証等に必要な情報として、業務委
託員名簿から変更した情報を下記のとおり通知します。

変更後の業務委託員数
（＝ⅰ－ⅱ＋ⅲ－ⅳ）

9

履行場所 管理者

⑫

変更する項番
管理番号 氏名 ふりがな 業務従事日 業務終了日

雇用形態の別
（直接雇用・派遣）

派遣元事業所名
派遣事業登録
許可番号

共有フォルダ
使用者

○/○

特定個人情報
取扱者

ＩＤ払出者 備考貸与端末使用者

別紙５-２（記載例）
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※本様式により、業務委託員と守秘義務契約を締結すること。

令和  年  月  日

受託会社名    御中

住所:
  氏名：    印

  生年月日：  

守秘義務契約書

私は日本年金機構の委託業務（「未支給決定通知書等（外 4 帳票）の作成及び発送準備業務（令和 8 年 10 月

～令和 9 年 9 月送付分）」（以下「本業務」という。））に従事するにあたり、下記の秘密保持に関する事項を

順守することを誓約いたします。また、私は貴社が本契約書の写しを日本年金機構に提出することに同意しま

す。

記

１．貴社に在職中、本業務を通じて知り得た一切の情報（以下「秘密情報」とする。）について、第三者（貴

社の役員、貴社の親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントそ

の他の貴社に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者等を含む業務委託員以外の者。以下同じ）

に開示、漏えい、目的外利用、又は自ら不正に使用しないこと。

２．貴社を退職した後においても、前項の秘密情報を第三者に開示、漏洩し、又は自ら不正に使用しないこと。

３．上記各誓約事項に違反して貴社に損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負うこと。

４．本業務の実施にあたり、日本年金機構法（平成１９年法律第１０９号）、個人情報の保護に関する法律（平

成１５年法律第５７号）及び個人情報関係諸法令を順守すること。

以上

（参考）日本年金機構法（平成１９年法律第１０９号）より抜粋

・守秘義務について（第３１条第２項）：受託者等（委託を受けた者（その者が法人である場合にあっては、

その役員）若しくはその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者）又はこれらの者であった者は、

当該業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

・罰則規定について（第３１条第３項）：受託者等にも、機構役職員に対する刑法その他の罰則の適用を準用

する。

・罰則（第５７条）：秘密を漏らした者は、１年以下の拘禁刑又は１００万円以下の罰金に処する。

別紙 6 
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令和 年 月 日 

日本年金機構 理事長代理人

年金給付部長  木村 誓司 殿

所   在   地
法人名又は商号

氏     名 印

守秘義務契約締結報告書

「未支給決定通知書等（外 4 帳票）の作成及び発送準備業務（令和 8 年 10 月～令

和 9 年 9 月送付分）」に従事している業務委託員と日本年金機構が指定する守秘義務

契約書を締結したことをご報告いたします。

なお、業務委託員名簿に記載した従業員と締結した守秘義務契約書の写しを全て添

付しています。

別紙７ 



 

受託事業者→日本年金機構

2024 08 

令和  年  月  日 

日本年金機構 理事長代理人 

年金給付部長  木村 誓司  殿 

  所 在 地 

法人名又は商号 

  代 表 者 名 ㊞ 

労働者派遣法に基づく労働者派遣契約を行う場合について 

「未支給決定通知書等（外 4帳票）の作成及び発送準備業務（令和 8年 10月～令和 9

年 9月送付分）」を履行するにあたり、下記のとおり労働者派遣事業者と労働者派遣法に

基づく労働者派遣契約を行うこととしたく、貴機構の承認を求めます。 

労働者派遣事業者名 

本社所在地 

〒 

設立年月日 資本金 

代表者 

実際に労働者派遣を実施する

営業所 

労働者派遣事業許可番号 派○○‐○○○○○○ 

厚生年金事業所整理記号・番号 

及び管轄年金事務所 

厚生年金事業所整理記号・番号 管轄年金事務所

○○‐▲▲▲

０００００
○○ 年金事務所

労働者派遣を行う期間 
令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで 

○○日間

労働者派遣契約を行う理由 

※１ 本承認申請書提出の際には、①労働者派遣契約書の写し、②労働者派遣事業許可

証の写しを添付すること。 

※２ 厚生年金事業所整理記号・番号及び管轄年金事務所は、本契約にかかる派遣労働

者が資格取得する事業所を記載すること。 

別紙 8 



2024 08 

令和 年 月 日 

日本年金機構 理事長代理人

年金給付部長  木村 誓司 殿

所  在  地

法人名又は商号

氏     名 印

研修実施報告書

「未支給決定通知書等（外 4 帳票）の作成及び発送準備業務（令和 8 年 10 月～令和 9 年 9 月

送付分）」に従事中の業務委託員に対して、個人情報等保護等及び情報セキュリティに関する研

修を実施したことを報告します。

① 研修実施時期及び期間

（※いずれかの□に✔してください。また、研修を実施した期間を記載してください。）

☐ 履行開始前に実施

☐ 履行開始後に実施

研修実施期間： 年 月 日から 年 月 日まで

注：「研修実施報告書」提出期限

ア 初回の研修は、履行開始日の前日までに実施し、履行開始日の前日までに報告書を提出すること。ただし、履

行開始日以降に初めて業務を行う業務委託員に対して、初回の研修を実施した場合は、研修実施日から１０日以

内に報告書を提出すること。

イ ２回目以降の研修は、定期的に実施し、研修実施日の１０日以内に報告書を提出すること。

※ 研修を実施した期間が複数日であった場合は、研修を実施した初日から１０日以内に報告書を提出すること。 

② 研修実施者

（※研修を実施した人数を記載し、研修を行った業務委託員の氏名と業務委託員名簿に記載し

た管理番号がわかる資料を添付してください。）

研修実施人数    名

③ 研修実施内容

（※実施した内容の□の全てに✔してください。）

☐ 日本年金機構法や個人情報等に関する関係法令で定められた守秘義務及び罰則規定

☐ 委託業務における遵守事項及び禁止行為

☐ 個人情報等の保護にかかる就業規則等に違反した場合の処分

☐ 情報漏えいとその影響

☐ インシデントが発生した場合の手順

☐ 機構に設置されている「通報窓口のご案内」の周知

※上記以外の内容を研修した場合は、下記にその研修内容を記載してください。

☐ その他（ ）

別紙９ 



履行場所： .

作成（受領）日 作成（受領）者 識別番号 情報の内容 数量 種類 利用目的
複写複製
の有・無

保管場所
移送・廃棄・
消去の区分

移送（廃棄・
消去）日

移送（廃棄・
消去）者

移送等確認
（点検）者

注】「情報の内容」欄は、履行場所において個人情報等を作成（データの加工や照会・利用含む。）、受領又は複写複製したものを記載すること。ただし、電子データの場合は、自拠点の電子計算機（例：サーバ装置、ＰＣ等）

に保存されていないものであっても、自拠点で管理するものを記載すること。

注】「数量」欄は、助数詞を用いて数量を記載すること。

注】「種類」欄は、紙媒体、外部電磁的記録媒体、電子データの区分を記載すること。また、外部電磁的記録媒体については、更に、DVD、USBメモリ、外付けハードディスクドライブなどの名称を具体的に記載すること。

注】「保管場所」欄は、電子データの場合は、その電子データが保存される電子計算機の設置場所（自拠点又は他拠点）を記載すること。

注】「移送等確認(点検）者」欄は、「移送（廃棄・消去）者」欄に記載した者と異なる者を記載すること。

※複写複製には、個人情報等の電子データを電子計算機に格納及びバックアップの取得などが含まれる。

※個人情報等管理台帳は、「管理者等申請書」で届出された履行場所ごとに作成すること。

個 人 情 報 等 管 理 台 帳
別紙１０
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履行場所：東京工場 .

作成（受領）日 作成（受領）者 識別番号 情報の内容 数量 種類 利用目的
複写複製
の有・無

保管場所
移送・廃棄・
消去の区分

移送（廃棄・
消去）日

移送（廃棄・
消去）者

移送等確認
（点検）者

2018年8月2日 ○○ ○○ 1 統合通知書送付者リスト 1枚 ＤＶＤ データ印字 有・無 東京工場耐火金庫
移送・廃棄・

消去
2018年8月3日 ○○ ○○ ◆◆ ◆◆

2018年8月3日 △△ △△ １複写 統合通知書送付者リスト 100,000,000件 電子データ データ印字 有・無 大阪工場サーバ室
移送・廃棄・

消去
2018年8月10日 △△ △△ ●● ●●

2018年8月3日 △△ △△ １複写
統合通知書送付者リスト
バックアップデータ

100,000,000件 電子データ バックアップ 有・無 大阪工場サーバ室
移送・廃棄・

消去
2018年8月10日 △△ △△ ●● ●●

2018年8月5日 □□ □□ 1 統合通知書作成用データ100,000,000件 電子データ データ印字 有・無
東京工場納品物作成
用ＰＣ

移送・廃棄・
消去

2018年8月10日 ○○ ○○ ◆◆ ◆◆

2018年8月5日 □□ □□ 1 統合通知書 100,000,000件 紙媒体 印刷、納品 有・無 東京工場保管庫
移送・廃棄・

消去
2018年8月6日 □□ □□ ◆◆ ◆◆

注】「情報の内容」欄は、履行場所において個人情報等を作成（データの加工や照会・利用含む。）、受領又は複写複製したものを記載すること。ただし、電子データの場合は、自拠点の電子計算機（例：サーバ装置、ＰＣ等）

に保存されていないものであっても、自拠点で管理するものを記載すること。

注】「数量」欄は、助数詞を用いて数量を記載すること。

注】「種類」欄は、紙媒体、外部電磁的記録媒体、電子データの区分を記載すること。また、外部電磁的記録媒体については、更に、DVD、USBメモリ、外付けハードディスクドライブなどの名称を具体的に記載すること。

注】「保管場所」欄は、電子データの場合は、その電子データが保存される電子計算機の設置場所（自拠点又は他拠点）を記載すること。

注】「移送等確認(点検）者」欄は、「移送（廃棄・消去）者」欄に記載した者と異なる者を記載すること。

※複写複製には、個人情報等の電子データを電子計算機に格納及びバックアップの取得などが含まれる。

※個人情報等管理台帳は、「管理者等申請書」で届出された履行場所ごとに作成すること。

個 人 情 報 等 管 理 台 帳

電子データの管理イメージ東京工場 大阪工場

電子データの管理者

電子データの管理者 統合通知書

送付者リスト

統合通知書

送付者リスト

バックアップ

データ

統合通知書

作成用データ

＜記載例Ａ＞
別紙１０

 2024 08



履行場所：東京工場 .

作成（受領）日 作成（受領）者 識別番号 情報の内容 数量 種類 利用目的
複写複製
の有・無

保管場所
移送・廃棄・
消去の区分

移送（廃棄・
消去）日

移送（廃棄・
消去）者

移送等確認
（点検）者

2018年8月2日 ○○ ○○ 1 統合通知書送付者リスト 1枚 ＤＶＤ データ印字 有・無 東京工場耐火金庫
移送・廃棄・

消去
2018年8月3日 ○○ ○○ ◆◆ ◆◆

2018年8月3日 △△ △△ 1複写 統合通知書送付者リスト 100,000,000件 電子データ データ印字 有・無 大阪工場サーバ室
移送・廃棄・

消去
2018年8月10日 △△ △△ ●● ●●

2018年8月3日 △△ △△ １複写
統合通知書送付者リスト
バックアップデータ

100,000,000件 電子データ バックアップ 有・無 大阪工場サーバ室
移送・廃棄・

消去
2018年8月10日 △△ △△ ●● ●●

履行場所：大阪工場 .

作成（受領）日 作成（受領）者 識別番号 情報の内容 数量 種類 利用目的
複写複製
の有・無

保管場所
移送・廃棄・
消去の区分

移送（廃棄・
消去）日

移送（廃棄・
消去）者

移送等確認
（点検）者

2018年8月5日 □□ □□ 1 統合通知書作成用データ100,000,000件 電子データ データ印字 有・無
大阪工場納品物作成
用ＰＣ

移送・廃棄・
消去

2018年8月10日 ○○ ○○ ◆◆ ◆◆

2018年8月5日 □□ □□ 1 統合通知書 100,000,000件 紙媒体 印刷、納品 有・無 大阪工場保管庫
移送・廃棄・

消去
2018年8月6日 □□ □□ ◆◆ ◆◆

注】「情報の内容」欄は、履行場所において個人情報等を作成（データの加工や照会・利用含む。）、受領又は複写複製したものを記載すること。ただし、電子データの場合は、自拠点の電子計算機（例：サーバ装置、ＰＣ等）

に保存されていないものであっても、自拠点で管理するものを記載すること。

注】「数量」欄は、助数詞を用いて数量を記載すること。

注】「種類」欄は、紙媒体、外部電磁的記録媒体、電子データの区分を記載すること。また、外部電磁的記録媒体については、更に、DVD、USBメモリ、外付けハードディスクドライブなどの名称を具体的に記載すること。

注】「保管場所」欄は、電子データの場合は、その電子データが保存される電子計算機の設置場所（自拠点又は他拠点）を記載すること。

注】「移送等確認(点検）者」欄は、「移送（廃棄・消去）者」欄に記載した者と異なる者を記載すること。

※複写複製には、個人情報等の電子データを電子計算機に格納及びバックアップの取得などが含まれる。

※個人情報等管理台帳は、「管理者等申請書」で届出された履行場所ごとに作成すること。

個 人 情 報 等 管 理 台 帳

電子データの管理イメージ東京工場 大阪工場

電子データの管理者

統合通知書

作成用データ

電子データの管理者

統合通知書

送付者リスト

統合通知書

送付者リスト

バックアップ

データ

＜記載例Ｂ＞
別紙１０
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令和 年 月 日 

日本年金機構 理事長代理人 

年金給付部長  木村 誓司 殿 

所 在 地 

法人名又は商号 

代表者名   ㊞ 

個人情報等の返却・廃棄等に関する報告書

「未支給決定通知書等（外 4 帳票）の作成及び発送準備業務（令和 8 年 10 月～令和 9 年 9 月

送付分）」が終了しましたので、当該委託業務における個人情報等の返却、廃棄等に関する実施

結果について報告します。なお、各項目の証跡は別添のとおりです。

① 返却について

（※いずれかの□に✔してください。）

☐ 当該委託業務において、日本年金機構より貸与された個人情報等が記録された紙媒体、

外部電磁的記録媒体は全て返却いたしました。

（個人情報等が記録された紙媒体、外部電磁的記録媒体を保管していた場所（保管庫等）の状況が分

かるもの（例；返却後の写真等）を添付してください。） 

☐ 当該委託業務において、日本年金機構より個人情報等が記録された紙媒体、外部電磁的

記録媒体は貸与されていません。

② 消去・廃棄、又は移送について

（※いずれかの□に✔してください。）

☐ 当該委託業務において、個人情報等を作成・受け取り・複写複製（電子計算機に格納し

た情報等含む。）したもの、その他汚損、毀損した個人情報等については、その全てを復元

又は判読等が不可能な方法により完全消去、廃棄等の処理を実施しました。

どのように完全消去・廃棄等を実施したか、電子データ、紙媒体それぞれ具体的に記載してください。 

（消去の場合においては、復元又は判読等が不可能となる方法（例：データ抹消ソフト名、データ消去

方式等。※自社開発プログラムの場合は、具体的なデータ消去方式等も明記のこと。）を必ず記載して

ください。また、消去した際のログが分かるものを添付してください。）

☐ 当該委託業務において、個人情報等を作成・受け取り・複写複製したもの、その他汚損、

毀損した個人情報等については、その全てを移送しました。
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令和 年 月 日報告

未支給決定通知書等（外4帳票）の作成及び発送準備業務（令和8年10月～令和9年9月送付分）

令和 年 月 日（ ） ～ 令和 年 月 日（ ）

項目 チェック

2 情報管理

3 複写複製

4 廃棄

5 整理整頓

6 持込制限

7 適正労働

9 入退室

10 情報管理

11
電子計算組織

の
安全管理措置

12

13

14

（※総合評価落札方式の場合、「内部不正リスクへの対策」欄に提案書で提案した点検項目を追記してください。）

特記事項（検査結果への対応法等ご記入ください。また、機構に対し意見・要望などありましたらご記入ください。）

（契約書、仕様書等に点検内容の記載がない場合は、その旨を結果欄に記載し、チェック欄に“不要”と記入する。）

点 検 内 容 結果

履
行
場
所
の
点
検

受託業務 自主点検結果報告書（ 月期）
＊社内規程等で自主的に監査（点検）している様式があり、下記の項目を網羅している場合は、当該様式を使用して差し支えあり
ません。

受託業務名

受託事業者（報告者）

事業担当部署等（機構）

点検実施日

委託業務で取り扱う個人情報等は、厳重に施錠できる保管庫で保管
する等、確実に管理・保管している

情
報
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ

の
点
検

1 履行場所

機構に事前に通知した（指定された）場所で業務を行っている

特定個人情報を取り扱うエリア（区域）を定め、そのエリアで特定
個人情報を取り扱う業務を行っている

複写複製は、事前に機構に通知・承認を受ける等、取り決められた
範囲で実施している

棄損した帳票や複写複製したもの等の廃棄は、適切に行っており、
点検担当者が必ず確認している

離席や退社時に机上（作業場）は、完全に片づけられている

機構が承認していない携帯電話、タブレット等の情報端末、又はＤ
ＶＤやＵＳＢメモリ等の外部電磁的記録媒体が、作業室内に持ち込
まれていない

法
令
遵
守
等
の
点
検

時間外勤務や最終退出者の記録簿等、管理者は確実に把握しており
問題は発生していない

8 事故報告

事故や個人情報等の漏えい（疑いを含む）が発生した際の対応方法
が、業務委託員の全員に周知されているか

事故や個人情報等の漏えい（疑いを含む）の発生の報告は管理責任
者より機構監督職員へ直ちに行われるとともに、その後速やかに文
書による報告を行う体制が整っている

独
自
項
目

内
部
不
正
リ
ス
ク
へ
の
対
策
（

※
）
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令和 年 月 日報告

未支給決定通知書等（外4帳票）の作成及び発送準備業務（令和8年10月～令和9年9月送付分）

令和 年 月 日（ ） ～ 令和 年 月 日（ ）

項目 チェック

適

適

2 情報管理 適

3 複写複製 適

4 廃棄 適

5 整理整頓 適

6 持込制限 適

7 適正労働 適

適

適

9 入退室

10 情報管理

11
電子計算組織

の
安全管理措置

12

13

14

（※総合評価落札方式の場合、「内部不正リスクへの対策」欄に提案書で提案した点検項目を追記してください。）

特記事項（検査結果への対応法等ご記入ください。また、機構に対し意見・要望などありましたらご記入ください。）

内
部
不
正
リ
ス
ク
へ
の
対
策
（

※
）

点検実施日

受託業務 自主点検結果報告書（ 月期）
＊社内規程等で自主的に監査（点検）している様式があり、下記の項目を網羅している場合は、当該様式を使用して差し支えあり
ません。

受託業務名

受託事業者（報告者）

事業担当部署等（機構）

（契約書、仕様書等に点検内容の記載がない場合は、その旨を結果欄に記載し、チェック欄に“不要”と記入する。）

点 検 内 容 結果

記録媒体の持ち込みは禁止してお
り、最低限の私物は支給したクリア
バックでのみ持込可としている。

履
行
場
所
の
点
検

1 履行場所

機構に事前に通知した（指定された）場所で業務を行っている 変更なし

特定個人情報を取り扱うエリア（区域）を定め、そのエリアで特定
個人情報を取り扱う業務を行っている

変更なし

情
報
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ

の
点
検

委託業務で取り扱う個人情報等は、厳重に施錠できる保管庫で保管
する等、確実に管理・保管している

入退室を制限した保管室内で施錠管
理している。

複写複製は、事前に機構に通知・承認を受ける等、取り決められた
範囲で実施している

承認を受けた範囲以外の複写複製は
行っていない。

法
令
遵
守
等
の
点
検

時間外勤務や最終退出者の記録簿等、管理者は確実に把握しており
問題は発生していない

当社の規程により法令順守し管理し
ている。

8 事故報告

事故や個人情報等の漏えい（疑いを含む）が発生した際の対応方法
が、業務委託員の全員に周知されているか

職場内に事故発生時の連絡先を掲示
して周知している

事故や個人情報等の漏えい（疑いを含む）の発生の報告は管理責任
者より機構監督職員へ直ちに行われるとともに、その後速やかに文
書による報告を行う体制が整っている

８月15日発生した事故は当日中に
報告を行い。８月22日再発防止策
と報告書を提出した。

棄損した帳票や複写複製したもの等の廃棄は、適切に行っており、
点検担当者が必ず確認している

棄損した帳票等は廃棄専用BOXに入
れ管理責任者が確認の上シュレッ
ダーしている。

離席や退社時に机上（作業場）は、完全に片づけられている
退社時のクリアデスクを実施してい
る。

機構が承認していない携帯電話、タブレット等の情報端末、又はＤ
ＶＤやＵＳＢメモリ等の外部電磁的記録媒体が、作業室内に持ち込
まれていない

独
自
項
目

別紙１２
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氏名：

現在の状況を記入して下さい。 確認日

（出来ている：○、出来ていない：×、該当の業務が無い：－）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

個人情報等は業務に必要な情報を取得し、業務の遂行上必要な限りにおいて利用しており、業務目的以外の理由で
使用していない。

(参考)個人情報等保護セルフチェックシート（フルアウト型委託用）

○○ ○○

令和○○年○月○日

項目 チェック欄

業務上知ることができた情報を漏洩すると、〇〇規程【受託事業者の社内規程等を明記】により、場合によっては、事
業者で定めている懲罰の対象になったり、日本年金機構法、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特
定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律により、退職後であっても拘禁刑または罰金が科されること
を知っている。

従事する業務における、総括管理責任者、部署管理者【管理責任者等を明記】が誰かを知っている。

個人情報等の漏えい等の発生（疑いを含む）や、事故が発生した際の、報告先を知っている。

個人情報等に限らず、業務上知ることができた情報について職場以外（飲食店・公共交通機関・家庭等）で話をしてい
ない。

SNSや電子掲示板（フェイスブック・ツイッター等）に職務上知り得た個人情報等を書き込みしていない。

個人情報等の取扱いについて疑問がある場合には、独断で判断せず、〇〇【管理責任者等を明記】に確認し、処理
を行っている。

個人情報等に限らず業務上知ることができた情報の職場外への持ち出しや、個人所有の記録媒体の職場内への持
ち込みは行っていない。

個人情報等を放置したり、個人の机・引出し、カバン、ロッカー等にしまい込んだりしていない。

個人情報等が記載された書類の複写複製（コピー）は業務の定めに従って行っており、独断で複写複製（コピー）をし
ていない。

事務室内及び身の回りの整理整頓を常に行い、離席時には個人情報等が含まれる書類その他を机上に放置してい
ない。

複写複製され、不要になった個人情報等は、責任者の管理のもとシュレッダーにかけて裁断する等、確実に処理をし
ている。

事務室内に私物のスマートフォン等の撮影機器及びＵＳＢメモリ等の外部電磁的記録媒体を許可なく持ち込んでいな
い。

自由記載欄（チェック欄に×が付くが、物理的に対応出来ない理由や要望等をご記入ください）

○○責任者【管理責任
者等を明記】確認欄

（ＷＭの使用がある場合）
業務目的以外で、自己や家族、知人等を氏名索引したり、年金記録を閲覧していない。

（ＷＭの使用がある場合）
ＷＭは利用の都度自分のＩＤでログインし、離席時は画面ロック、退社時にはシャットダウンを行っている。

帰宅時には、鍵のかかるところは施錠するとともに、パソコンをシャットダウンしている。

自分のパソコン等のＩＤ・パスワードは他人に知られないよう管理し、他人に教えたり、貸与したりはしていない。

【以下、業務に応じて追記してください】

別紙１２

の付属
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部（室）長
（又は年金セ

ンター長）
グループ長 担当者

○○ ○○（役職）、○○ ○○（役職）

○○ ○○（役職）、○○ ○○（役職）

※会議実施後３営業日以内に議事録を作成の上、機構へ提出すること。

１．確認項目

機構の
確認結果
（適・否）

２．上記確認項目において「否」があった場合の受託事業者の対応（約束事項）

※打ち合わせの結果「否」となった事項がなく、改善の必要がない場合は、「特になし」と記載すること。

３．その他

※上記１の確認項目以外に、打ち合わせた事項が無い場合は、「特になし」と記載すること。

※委託要領等において、契約締結後に示すこととしていた事項がある場合、その内容・進捗状況等について記載すること。

４．次回定例会議（履行中）の開催予定日

会議実施予定日時

会議実施予定場所 ○○会議室

令和○○年○○月○○日（○） ○○時○○分～○○時○○分

④守秘義務契約書

⑤点検項目

①業務の実施方法

②業務履行スケジュール

③業務委託員名簿

議事録作成者 ○○ ○○ 議事録提出日 令和○○年○○月○○日（○）

項目
打ち合わせた内容

（※受託事業者が報告した内容について、日本年金機構と相互に確認し
た内容を記載すること。）

会議実施日時 令和○○年○○月○○日（○） ○○時○○分～○○時○○分

会議出席者

受託事業者

日本年金機構

㈱○○

○○部○○Ｇ

定例会議議事録 （履行開始前）

業務名 未支給決定通知書等（外4帳票）の作成及び発送準備業務（令和8年10月～令和9年9月送付分）

会議名称 履行開始前打ち合わせ 会議実施場所

別紙１3

2024 08



部（室）長
（又は年金セ

ンター長）
グループ長 担当者

○○ ○○（役職）、○○ ○○（役職）

○○ ○○（役職）、○○ ○○（役職）

※会議実施後３営業日以内に議事録を作成の上、機構へ提出すること。

１．最新の届出状況及び仕様書に定める情報セキュリティの安全管理状況等

（１）-①

（１）-②

（１）-③

（２）-①

（２）-②

【点検】
前回会議以降、「自主点検結果報告書」及び「個人情報等保護セルフチェッ
クシート」による点検が実施されているか。

実施済 ・ 未実施

【入退室管理】
（インハウス型委託の場合、確認不要）
前回会議以降、履行場所の入退室両方の記録が取得され、点検されてい
るか。

実施済 ・ 未実施 ・ 確認不要

【守秘義務契約書】
（前回会議以降、業務委託員の追加がない場合、確認不要）
業務委託員に変更があった場合に守秘義務契約書は機構に提出されてい
るか。

提出済 ・ 未提出 ・ 確認不要

【再委託・複写複製】
業務の再委託及び個人情報を取り扱う対象物の複写複製について、前回
会議以降変更はないか。

変更無 ・ 変更有

（２） 仕様書に定める情報セキュリティの安全管理状況等

・ 以下の各項目について変更、実施又は提出の有無を確認し、確認結果欄の該当する箇所に○を付すこと。
・ 「変更有」、「未実施」又は「未提出」があった場合は、具体的な内容、約束事項等を次項２に記載すること。

項目 確認結果

（１） 最新の届出状況

【業務委託員】
業務委託員について前回会議以降変更はないか。

変更無 ・ 変更有

会議実施日時 令和○○年○○月○○日（○） ○○時○○分～○○時○○分

会議出席者

議事録作成者 ○○ ○○ 議事録提出日 令和○○年○○月○○日（○）

受託事業者

日本年金機構

㈱○○

○○部○○Ｇ

定例会議議事録 （履行中）

業務名 未支給決定通知書等（外4帳票）の作成及び発送準備業務（令和8年10月～令和9年9月送付分）

会議名称 定例会議（第○回） 実施場所 ○○○○○○

別紙１3
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（２）-③

（２）-④

（２）-⑤

２．定例会議において話し合われた事項

【ネットワーク（インハウス型委託）】
（フルアウト型委託の場合、確認不要）
受託事業者が用意した電子計算機について、以下の対策が講じられている
か。
・ 毎営業日ウイルス対策ソフトのパターンファイル及び検索エンジンを適用

し、ウイルススキャンを実施している。
・ ＯＳに対してセキュリティパッチを月１回以上更新している。
・ ＯＳ以外のソフトウェアに関する脆弱性情報が公開されている場合、セ

キュリティパッチの更新日が脆弱性情報の公開日から１か月以内である。

実施済 ・ 未実施 ・ 確認不要

【紙媒体、外部電磁的記録媒体、電子データの管理】
個人情報等が記録されている対象物（紙媒体、外部電磁的記録媒体、電子
データ）が個人情報等管理台帳により漏れなく管理されているか。

実施済 ・ 未実施

・ 定例会議において話し合われた事項を記載すること。
なお、業務の進捗状況、ＳＬＡの達成状況、品質管理に係る施策の取り組み状況については話し合った内容を必

ず記載すること。
・ 上記１において「変更有」、「未実施」又は「未提出」があった場合は、具体的な内容・約束事項等を記載すること。
・ 発言の所在（受託事業者又は日本年金機構）を明記の上、記載すること。

【ネットワーク（フルアウト型委託）】
（インハウス型委託の場合、確認不要）
個人情報等を取り扱う電子計算機（※）について、以下の対策が講じられて
いるか。
・ 毎営業日ウイルス対策ソフトのパターンファイル及び検索エンジンを適用

し、ウイルススキャンを実施している。
・ ＯＳに対してセキュリティパッチを月１回以上更新している。
・ ＯＳ以外のソフトウェアに関する脆弱性情報が公開されている場合、セ

キュリティパッチの更新日が脆弱性情報の公開日から１か月以内である。

（※）個人情報等を取り扱う電子計算機は機構が貸与した電子計算機のみであり、
それを機構が管理する場合は確認不要。

実施済 ・ 未実施 ・ 確認不要

2024 08



３．次回定例会議（履行中）の開催予定日

≪受託事業者は定例会議の資料として以下を提出すること。≫

・ 「受託業務 自主点検結果報告書」

・ 「個人情報等保護セルフチェックシート」

・ 「個人情報等管理台帳」

・ 品質管理に係る施策の取り組み状況が分かるもの

・ 許諾のない再委託を行っていないことが分かるもの

・ 履行場所の入退室状況が分かるもの

・ 委託業務で個人情報等を取り扱う電子計算機のウイルススキャンを毎営業日実施したことが分かるもの

・ 委託業務で個人情報等を取り扱う電子計算機のセキュリティパッチを月１回以上適用したことが分かるもの

・ 委託業務で個人情報等を取り扱う電子計算機のウイルス対策ソフトのパターンファイル及び検索エンジンが最新のもの

に更新されていることが分かるもの

会議実施予定日時 令和○○年○○月○○日（○） ○○時○○分～○○時○○分

会議実施予定場所 ○○会議室
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部（室）長
（又は年金セ

ンター長）
グループ長 担当者

○○ ○○（役職）、○○ ○○（役職）

○○ ○○（役職）、○○ ○○（役職）

※会議実施後３営業日以内に議事録を作成の上、機構へ提出すること。

１．最新の届出状況及び仕様書に定める情報セキュリティの安全管理状況等

（１）-①

（１）-②

（１）-③

（２）-①

（２）-②

（１） 最新の届出状況

【業務委託員】
業務委託員について前回会議以降変更はないか。

変更無 ・ 変更有

【守秘義務契約書】
（前回会議以降、業務委託員の追加がない場合、確認不要）
業務委託員に変更があった場合に守秘義務契約書は機構に提出され
ているか。

提出済 ・ 未提出 ・ 確認不要

【再委託・複写複製】
業務の再委託及び個人情報を取り扱う対象物の複写複製について、
前回会議以降変更はないか。

変更無 ・ 変更有

（２） 仕様書に定める情報セキュリティの安全管理状況等

【点検】
前回会議以降、「自主点検結果報告書」及び「個人情報等保護セルフ
チェックシート」による点検が実施されているか。

実施済 ・ 未実施

【入退室管理】
（インハウス型委託の場合、確認不要）
前回会議以降、履行場所の入退室両方の記録が取得され、点検され
ているか。

実施済 ・ 未実施 ・ 確認不要

項目 確認結果

会議実施日時 令和○○年○○月○○日（○） ○○時○○分～○○時○○分

会議出席者

受託事業者 ㈱○○

日本年金機構 ○○部○○Ｇ

議事録作成者 ○○ ○○ 議事録提出日 令和○○年○○月○○日（○）

・ 以下の各項目について変更、実施又は提出の有無を確認し、確認結果欄の該当する箇所に○を付すこと。
・ 「変更有」、「未実施」又は「未提出」があった場合は、具体的な内容、約束事項等を次項２に記載すること。

定例会議議事録 （履行中）

業務名 未支給決定通知書等（外4帳票）の作成及び発送準備業務（令和8年10月～令和9年9月送付分）

会議名称 定例会議（第○回） 実施場所 ○○○○○○

別紙１3（記載例）
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（２）-③

（２）-④

（２）-⑤

２．定例会議において話し合われた事項

【ネットワーク（インハウス型委託）】
（フルアウト型委託の場合、確認不要）
受託事業者が用意した電子計算機について、以下の対策が講じられ
ているか。
・ 毎営業日ウイルス対策ソフトのパターンファイル及び検索エンジンを
適用し、ウイルススキャンを実施している。
・ ＯＳに対してセキュリティパッチを月１回以上更新している。
・ ＯＳ以外のソフトウェアに関する脆弱性情報が公開されている場
合、セキュリティパッチの更新日が脆弱性情報の公開日から１か月以
内である。

実施済 ・ 未実施 ・ 確認不要

【紙媒体、外部電磁的記録媒体、電子データの管理】
個人情報等が記録されている対象物（紙媒体、外部電磁的記録媒体、
電子データ）が個人情報等管理台帳により漏れなく管理されているか。

実施済 ・ 未実施

・ 定例会議において話し合われた事項を記載すること。
なお、業務の進捗状況、ＳＬＡの達成状況、品質管理に係る施策の取り組み状況については話し合った内容を

必ず記載すること。
・ 上記１において「変更有」、「未実施」又は「未提出」があった場合は、具体的な内容・約束事項等を記載するこ
と。
・ 発言の所在（受託事業者又は日本年金機構）を明記の上、記載すること。

【記載例１】業務の進捗及びＳＬＡの達成状況
（受託事業者）
○月発送分については○月○日にデータを受領し、○月○日に○○郵便局に差出完了。
△月発送分については△月△日にデータを受領し、△月△日に○○郵便局に差出予定。
また、品質管理に係る施策として、業務において使用したチェックリストを提示し、データ編集、印字、加工、仕分
け・梱包の各工程において点検が行われていることを報告。
（機構）
ＳＬＡの達成状況についてはどうか。
（受託事業者）
仕様書に定められたすべての項目において、以下のとおり達成していることを報告。
・ 業務履行体制の整備 ： ○月○日付業務委託員名簿から変更がなく、運用仕様書のとおり履行体制が整備さ
れている。
・ 個人情報保護に関する体制の整備 ： 体制に変更はなく、運用仕様書のとおり整備されている。
・ 成果物の品質 ： 先の報告のとおり、実施している。
・ 履行期限 ： 先の報告のとおり、差出完了している。
（機構）
すべての項目においてＳＬＡを達成していることを確認した。

【ネットワーク（フルアウト型委託）】
（インハウス型委託の場合、確認不要）
個人情報等を取り扱う電子計算機（※）について、以下の対策が講じら
れているか。
・ 毎営業日ウイルス対策ソフトのパターンファイル及び検索エンジンを
適用し、ウイルススキャンを実施している。
・ ＯＳに対してセキュリティパッチを月１回以上更新している。
・ ＯＳ以外のソフトウェアに関する脆弱性情報が公開されている場
合、セキュリティパッチの更新日が脆弱性情報の公開日から１か月以
内である。

（※）個人情報等を取り扱う電子計算機は機構が貸与した電子計算機のみで
あり、それを機構が管理する場合は確認不要。

実施済 ・ 未実施 ・ 確認不要

「２．定例会議において話

し合われた事項」の【記

載例４】において改善の

状況を記載。
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３．次回定例会議（履行中）の開催予定日

≪受託事業者は定例会議の資料として以下を提出すること。≫

・ 「受託業務 自主点検結果報告書」

・ 「個人情報等保護セルフチェックシート」

・ 「個人情報等管理台帳」

・ 品質管理に係る施策の取り組み状況が分かるもの

・ 許諾のない再委託を行っていないことが分かるもの

・ 履行場所の入退室状況が分かるもの

・ 委託業務で個人情報等を取り扱う電子計算機のウイルススキャンを毎営業日実施したことが分かるもの

・ 委託業務で個人情報等を取り扱う電子計算機のセキュリティパッチを月１回以上適用したことが分かるもの

・ 委託業務で個人情報等を取り扱う電子計算機のウイルス対策ソフトのパターンファイル及び検索エンジンが最新のもの

に更新されていることが分かるもの

会議実施予定日時 令和○○年○○月○○日（○） ○○時○○分～○○時○○分

会議実施予定場所 ○○会議室

【記載例２】品質管理に係る施策の取り組み状況
（受託事業者）
品質管理に係る施策の取り組み状況が分かる資料としてデータ編集、印字、加工、仕分けの各工程において使
用するチェックリストを提出。
（機構）
各種チェックリストを確認した。運用仕様書に記載されたスケジュール管理手法が実施されている証跡はある
か。
（受託事業者）
工程別スケジュール表を提出。

【記載例３】前回の約束事項（事件・事故・事務処理誤り）
（受託事業者）
○月発送分において発生した誤封入事案を受けた再発防止策として、厚み検査の公差値を狭めた。また、検査
においてエラーが発生した場合、ラインアウトされた製品すべてを開封して目視確認及び重量検査を行うよう運
用を変更した。
参考資料として厚み検査、重量検査のログとチェックリストを提示。
（機構）
再発防止策が講じられていることを確認した。引き続き運用を徹底するように。

【記載例４】上記１において未実施の事項が判明
（機構）
前項（２）－③について、一部のデータ編集用ＰＣにおいて最新のセキュリティパッチの未適用が確認された。
本業務で使用するすべての電子計算機の適用を確認し、ＰＣの画面の写しを○月○日までに提出すること。
（受託事業者）
速やかに対応する。
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令和  年  月  日

日本年金機構 理事長代理人 

年金給付部長  木村 誓司 殿 

所 在 地 

 法人名又は商号 

代表者名   ㊞ 

法令及び契約内容の遵守状況に関する報告書

「未支給決定通知書等（外 4 帳票）の作成及び発送準備業務（令和 8 年 10 月～令和

9 年 9 月送付分）」の実施に当たり、法令及び契約内容の遵守状況の点検結果について

報告します。

１．当該委託業務の実施に当たり、契約書のほか、契約書に付属する仕様書及び委託する

業務の実施方法等について記載された文書（以下「仕様書等」という。）に従い関係諸法

令を守り、自ら業務処理計画を立案し、当該業務に従事する者（以下「業務委託員」と

いう。）を適正に配置していますか。

点検結果：☐ 適  ☐ 不適（※該当する□に✔してください。以下同じ。）

２．当該委託業務の実施に当たり、業務委託員への指導監督及び教育指導を行い、業務趣

旨に従い誠実かつ善良なる管理者の注意をもって、処理を行っていますか。

点検結果：☐ 適  ☐ 不適

３．当該委託業務の実施に当たり、業務委託員に対する雇用者又は使用者として、労働関

係法令、社会保険諸法令その他業務委託員に対する法令上の責任を全て負い、責任を持

って管理していますか。

点検結果：☐ 適  ☐ 不適

４．当該委託業務の実施に当たり、仕様書等において日本年金機構より使用を認められて

いる機器等（機器等の消耗品を含む。以下同じ。）の管理・取扱いは適切に行われていま

すか。また、使用が認められていない機器等の取扱いを行っている事実はありませんか。

点検結果：☐ 適  ☐ 不適

部（室）長

（又は年金センター長） 
グループ長 担当者 

別紙１４ 



令和   年   月   日 

日本年金機構 

年金給付部 給付業務グループ   御中 

事業者名  印 

委託業務において使用する「印刷専用社会保険フォント」の取扱いに関する覚書 

貴機構が業務委託を予定されている「未支給決定通知書等（外4帳票）の作成及び発送準備業

務（令和8年10月～令和9年9月送付分）」については、弊社が受注を検討しているところでありま

す。 

貴機構より貸与される「印刷専用社会保険フォント」について、以下の事項について遵守致しま

す。 

１ 弊社は、貴機構より貸与される「印刷専用社会保険フォント」の取扱いについて、以下を遵守し

ます。 

① 「印刷専用社会保険フォント」を機密として保持し、貴機構の断りなく貴機構及び弊社以外

の第三者に譲渡または貸与しない。

② 「印刷専用社会保険フォント」は、貴機構からの上記委託業務においてのみ使用し、委託業

務に関連しない機器へのインストール及び使用は行わない。

③ 貴機構へ委託業務にかかる納品が完了した際には、「印刷専用社会保険フォント」を貴機

構へ返却し、弊社においてはー切保持しない。

④ 「印刷専用社会保険フォント」を改変しない。

２ この覚書に定めのない事項については、貴機構のご指示をもって取扱いを決定します。 

以上 

別紙１５ 
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運用仕様書作成手順

受託希望者は、様式１「運用仕様書」を表紙として、機構が審査する下記ⅠからⅣに

ついてそれぞれの資料を作成すること。指定する様式にはその様式に沿って記入すると

ともに、提出する書面の順番はⅠからⅣとした上で、一連の頁番号を付して提出期限ま

でに原本を１部提出すること。 

なお、提出にあたっては、様式２「運用仕様書（提出前）記載及び提出資料確認リス

ト」に基づき記載及び添付漏れが無いことを確認すること。

Ⅰ．会社概要 

○提出する書類：下記の①～②の事項が記載された書面

① 登記上の法人名、会社名、屋号

② 会社案内（事業内容、企業理念、沿革、主要取引先、主要株主等）。

○注 意 事 項 等：上記②会社案内については、会社案内用パンフレット等でも可能

Ⅱ．業務の履行実績 

○提出する書類：様式３「個人情報等の取扱いを含む業務の受託実績申立書」及びその

業務の内容が確認できる書類（契約書（写）、仕様書（写）等）（※） 
※契約の相手方が日本年金機構の場合は、業務の内容が確認できる書類の添付

を省略することができる。 

○注 意 事 項 等：過去３年以内に、当該業務又は個人情報等の取扱いを含む類似業務で

あって、当該業務と同規模（業務量及び契約期間）程度又はそれ以上

の規模の業務の委託を受け完了させた実績を記載する。 

なお、記載にあたっては、契約相手方、契約件名、契約期間、個人情

報等を取り扱う業務概要（対象件数含む）及び契約履行に要した総人

数及び使用した機器・設備の種類と数量を記載する。 

Ⅲ．業務の履行体制等 

１．業務の履行体制 

（１）業務の履行に関する管理体制

○提出する書類：仕様書本文に記載の別紙 4「管理者等申請書」及び業務履行体制図（※）

※運送業務（業務の工程の一部に含まれる運送業務も含む。）について、

運送事業者間で運送約款等に基づく連携・協働により運送業務を実

施する場合は、運送工程（運送区間、地域等）の各運送事業者の役

割分担を確認できる書面を併せて提出する。（変更があった場合は、

履行開始までに再提出すること。）

別紙１6 
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○注 意 事 項 等：管理者等申請書、業務履行体制図には、仕様書に示す下記①～④の者

を記載する。 

なお、記載にあたっては、管理者等申請書と業務履行体制図の下記①

～②の者の氏名、③～④の者の人数がそれぞれ一致すること。 

① 現場責任者

② 現場責任者補助者

③ 作業者の人数

④ 特定個人情報取扱者の人数

（２）事故発生時の緊急対応体制

○提出する書類：仕様書本文に記載の別紙４「管理者等申請書」及び事故発生時の機構

への報告までの流れを記載した書面 

○注 意 事 項 等：事故発生から機構への報告完了までの流れが確認でき、事故対応責任

者の役割が確認できること。 

なお、当該事故発生時の緊急対応体制を記載した書面については、情

報セキュリティに関する体制（下記Ⅳ）とは別に作成すること。 

（３）作業スケジュール

○提出する書類：委託要領に示す各作業工程について、

① それぞれの業務量（所要日数又は時間）が記載された書面

② 各作業工程を完遂するための作業スケジュールが記載された書面

③ 作業スケジュールの進捗管理手法について記載された書面

④ 作業スケジュールの遅延発生時の対応方針（方法）について記載

された書面 

○注 意 事 項 等：業務量を記載するにあたって、「所要日数」を記載する場合は、1 日当

たりの作業時間も併せて記載すること。 

作業スケジュールの作成にあたっては、下記（ア）～（オ）に留意す

ること。 

（ア）作業スケジュールは、下記（４）作業実施体制により履行可能

であることが確認できる記載とすること。

（イ）再委託する工程がある場合は、その旨を上記①及び②の書面に

記載すること。

（ウ）作業スケジュールは、令和 8 年 12 月納品分の履行にかかるス

ケジュールを記載すること。

（エ）複数落札入札制度の案件の場合は、最大受注可能数量を上記①

の書面に記載した上で、その数量に対する各作業工程を完遂する

ための作業スケジュールを記載すること。

（オ）作業スケジュールの管理手法については、具体的に記載するこ

と。
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（４）作業実施体制

○提出する書類：各作業工程に必要となる要員数（作業量）及び機器・設備の必要数、

処理可能件数が記載された書面 

○注 意 事 項 等：要員数（作業量）については各作業工程における１日当たりの要員数

（作業量）とし、具体的には次の①～②に基づき記載する。 

① 通常期・繁忙期がある業務については、通常期・繁忙期別に各作

業工程の１日当たりの要員数（作業量）を記載する。

② 要員数（作業量）の算出は、各作業工程１日当たり８時間の作業

時間に対して１人と換算し、「各作業工程 1 日当たりの延べ作業時

間÷８」により 1 日当たりの要員数（作業量）を算出すること。

算出根拠となる資料を添付すること。（様式は任意とする。少数点

が発生する場合は、第三位以下を四捨五入する。

要員（作業量）及び機器・設備による処理可能件数を記載するに当た

っては、1 日（又は１時間）当たりの処理可能数量を記載すること。 

また、要員数（作業量）については、仕様書本文に記載の別紙 4「管

理者等申請書」における「２．業務の履行に関する管理体制」の「履

行人数（作業者の人数）」以下となることに留意すること。 

（５）業務履行場所

○提出する書類：仕様書本文に記載の別紙 4「管理者等申請書」及び業務履行場所のレ

イアウトが分かる図面（事務室レイアウト、座席図等）

○注 意 事 項 等：業務履行場所が複数ある場合は、漏れなく複数箇所を記載すること。

業務履行場所が予定の場合は、想定する履行場所を記載し、履行開始

日の１０日前までに確定した管理者等申請書を機構に再提出すること。 

２．業務の履行方法 

（１）品質管理

○提出する書類：・委託要領に示す作業品質を確保するため、具体的に下記①～④それ

ぞれ記載された書面 

① 受託業務全体のスケジュール管理手法

② 各作業工程における作業スケジュール及び品質管理手法

③ 各作業工程における事故を防止するための手法

④ 各作業工程における設備・機器のエラー発生時の復旧手法

（例）封入封緘機のエラーによる機器停止時の手封入対応手順

毀損発生時の毀損品管理・再出力手順 等 

・ＳＬＡに示されている要求水準・目標値を達成するために実施する

施策が記載された書面

・ＩＳＯ９００１の認証があれば認証（写）

○注 意 事 項 等：作業品質の確保にかかる書面には、個人情報等を記

録した毀損品が生じる可能性がある工程を明記のうえ、再作成の手

順について記載すること。



2024 08 

4 

（２）再委託（再委託を行う場合のみ作成）

○提出する書類：・様式４「再委託承認申請書」

・工程別の役割分担が確認できる書面

・再委託先の履行能力について、機構が要求する内容（「運用仕様書作

成手順」のⅢの 1（1）から（4）、3 及びⅣ）と同等となっている

ことが分かる書類。また、運送業務を再委託する場合は、上記書類

の代わりに、当該業務に係る再委託先の運送約款を提出すること。

○注 意 事 項 等：・再委託先が決定していない場合は、再委託開始予定日の 1４日前ま

でに申請すること。 

なお、契約締結後において、機構の承認を受けた場合は、再委託

先から当該再委託業務の履行証明として様式５「受託証明書」を徴

取し、速やかに機構に提出すること。（再委託を行う業務が運送業務

の場合に限り、受託証明書を運送約款に代えることができる。） 

・運送業務を再委託する場合、再委託先は、貨物自動車運送事業法（平

成元年法律第８３号）第３条による一般貨物自動車運送事業の許可

を受けていること。 

・受託事業者が、業務の一部を他の会社（再委託先が子会社（会社法

（平成１７年法律第８６号）第２条第３号に規定する子会社をいう。）

である場合を含む。）に請け負わせる場合は、再委託となるため、必

ず申請すること。

なお、次のア又はイの場合は再委託に該当しない。 

ア．運送事業者間で運送約款に基づく連携・協働により運送業務を

実施する場合（※）。
※貨物自動車運送事業法に定める貨物軽自動車運送事業を除く。

イ．機構の了承を得た上で、グループ企業体が相互連携（業務分担）

してそれぞれの事業を実施（共同受託）する場合。

３．個人情報等保護に関する管理体制 

○提出する書類：仕様書本文に記載の別紙 4「管理者等申請書」及び仕様書に示す、個

人情報等や機密情報の取扱い及び情報セキュリティ対策に関する履行

状況の監査体制及び点検体制の記載された書面 

○注 意 事 項 等：管理者等申請書、上記提出書面には、仕様書に示す下記①～③の者を

記載する。 

① 総括管理責任者

② 部署管理者

③ 点検管理者

※部署管理者は、履行場所ごとに１名を配置すること。

※点検管理者は、総括管理責任者、部署管理者、現場責任者及び監査

を行う者と異なる者とすること。
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Ⅳ．情報セキュリティに関する体制 

○提出する書類：別紙 21「情報セキュリティに関する証明事項」に示す内容が記載され

た書面及びその内容を証明する資料 

1 情報セキュリティに関する基本方針・取扱規程等 

２ 情報漏えい発生時の対応 

３ 情報セキュリティに関する教育・研修・訓練等の計画 

４ 業務の履行場所に関する安全管理措置計画 

５ 個人情報等を記録した紙媒体、外部電磁的記録媒体及び電子デー

タの取扱いに関する安全管理措置計画

６ 電子計算組織に関する安全管理措置計画 

７ 情報セキュリティに関する第三者評価の証明 

○注 意 事 項 等：当該情報セキュリティに関する体制を記載した書面については、事故

発生時の緊急対応体制（上記Ⅲ．１（２））とは別に作成すること。 
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＜グループ企業体による共同受託の申請等＞ 

機構の業務（契約）を、グループ内の複数の企業が相互連携（業務分担）しそれぞれ

の業務を実施することで履行する事（共同受託）を予定している場合については、以下

に留意すること。 

1. 共同受託が可能なグループ企業体の要件

共同受託により業務を実施するグループ企業体は、以下の①～⑤を全て満たしてい

ること。 

① （ア）会社法に定める親会社と子会社（親会社の議決権 50％超）の関係、又は（イ）

会社法に定める共通の親会社を持つ子会社同士（共に親会社（子会社を含む）の議

決権 50％超）の関係であること。（下図「共同受託が可能なグループ企業体の例」

参照）

② グループ企業体の代表企業は、全省庁統一参加資格の等級がＡ等級であること。

③ グループ企業体の中で、業務の各作業工程の役割分担（作業分担）が明確になって

いること。

④ 共同受託する業務（契約）の全体の実施責任を負う企業が明確になっていること。 

⑤ グループ企業体の全ての企業が、Ｐマーク等の情報セキュリティに関する第三者評

価の認証を得ていること。

2. 共同受託にかかる申請

運用仕様書提出時に以下の①～⑤の書類を全て作成等し、機構に対して共同受託す

ることについて申請を行うこと。

①グループ企業体の資本関係が確認できる書類

②グループ企業体の代表企業の全省庁統一参加資格の写し

③各作業工程を実施する企業について、役割分担（作業分担）が記載された書類

④業務（契約）の全体の実施責任を負う企業を明記した申立書（※）

※全体の実施責任を負う企業が作成し、記名、押印すること。

⑤Ｐマーク等の第三者認証の写し（全ての企業分）

3. 運用仕様書作成にあたっての留意事項

運用仕様書を作成するにあたっては、以下の①～②に留意して作成すること。

① 「Ⅱ．業務の履行実績」について、グループ企業体としての実績を記載すること。

② 「Ⅲ．１．業務の履行体制」（１）～（２）及び（５）、「Ⅲ．２．業務の履行方法」

（１）、「Ⅲ．３．個人情報等保護に関する管理体制」、「Ⅳ．情報セキュリティに

関する体制」について、機構の業務を実施するグループ企業体として体制等を記

載すること。

4. 共同受託する際の契約方法

グループ企業体で共同受託する際には、機構とグループ企業体の全社と複数社契約

を締結する。 
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日 付

会 社 名

住 所

担 当 者

連 絡 先

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

緊 急 連 絡 先
（ 携 帯 ）

署名または捺印

番号

テストデータ（副）

印刷用社会保険フォント（正）

印刷用社会保険フォント（副）

貸出者記入欄

テストデータ（正）

令和      年      月    日

区分

技術試験参加申込書
（印刷専用社会保険フォント・技術試験品作成用データ貸出票）

 令和 年   月   日

別紙１７

未支給決定通知書等（外4帳票）の作成及び発送準備業務
（令和8年10月～令和9年9月送付分）



日 付

会 社 名

住 所

担 当 者

連 絡 先

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

緊 急 連 絡 先
（ 携 帯 ）

署名または捺印

受領者記入欄

令和      年      月    日

印刷用社会保険フォント（副）

テストデータ（正）

テストデータ（副）

印刷用社会保険フォント（正）

印刷専用社会保険フォント・技術試験品作成用データ返却票

 令和 年   月   日

区分 番号

別紙１８

未支給決定通知書等（外4帳票）の作成及び発送準備業務
（令和8年10月～令和9年9月送付分）



 

令和  年  月  日 

日本年金機構 理事長代理人 

年金給付部長  木村 誓司  殿 

   所 在 地 

法人名又は商号 

代 表 者 名 ㊞ 

複 写 複 製 承 認 申 請 書

下記の「未支給決定通知書等（外4帳票）の作成及び発送準備業務（令和8年10月～令和9年9月

送付分）」において、委託業務の実施にあたり必要であることから、下記に記載のとおり、個人情報等を

記録した対象物について、複写複製を行うことを承認願います。 

また、複写複製物については、日本年金機構に届出した保管場所に保全し、「個人情報等管理台

帳」による管理を徹底致します。 

記 

（対象案件名）   

未支給決定通知書等（外4帳票）の作成及び発送準備業務 

（令和8年10月～令和9年9月送付分） 

（複写複製する内容） 

複写複製する対象物 複写複製する事由 複写複製の内容（※該当するものを○で囲むこと） 

格納・バックアップ・その他（ ） 

格納・バックアップ・その他（ ） 

格納・バックアップ・その他（ ） 

※複写複製の該当事例

【格納】外部電磁的記録媒体に記録された電子データを電子計算機に格納する等。

【バックアップ】電子データの消失・復旧等に備え、バックアップを取得すること等。

【その他】紙媒体をスキャンし、ＰＤＦデータ化すること等。

別紙 1９ 
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通報対象 

受付方法 

通報窓口 

趣旨 

通報窓口のご案内 

日本年金機構では、契約の適正な履行の確保を目的として、受託事業者に契約違反などがある場合に、

受託事業者の社員等からの通報を受け付けることが出来るよう、通報窓口を設置しています。 

受付の対象となる情報は、「日本年金機構が委託している業務に関する通報」です。 

不適正な業務の実施が確認された場合又は疑われる場合がありましたら、通報窓口までご連絡ください。 

（注１） 「虚偽」「誹謗中傷」「その他の不正な通報」は、固くお断りいたします。 

（注２）  この窓口では、年金の事務手続きや受給に関するお問い合わせ・ご相談はお受けしていません。また、
回答もしておりません。「年金に関するお問い合わせ・ご相談」は、ねんきんダイヤルまたは年金事務所
へご連絡ください。 

日本年金機構へのご意見・ご要望 

（注）本通報窓口は、保険料の徴収や年金事務所の窓口における対応など、日本年金機構や年金事務所におけ

る 「年金に関する業務やサービスの改善・効率化など」につながるようなご意見・ご要望等をお聞かせいた

だく窓口ですが、受託事業者に契約違反などがある場合の通報窓口も兼ねております。 

日本年金機構ホームページまたは郵送により、通報を受け付けています。 

1.ホームページの場合
日本年金機構ホームページの「日本年金機構へのご意
見・ご要望」の投稿フォームにより受け付けています。 

https://www2.nenkin.go.jp/do/mail/ 

2.郵送の場合
〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3-5-24 

日本年金機構 

「日本年金機構へのご意見・ご要望の手紙」宛て 

にお送りください。 

別紙２０ 
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情報セキュリティに関する証明事項 

１．情報セキュリティに関する基本方針・取扱規程（情報セキュリティポリシー）等 

（１）下記に示す、情報セキュリティに関する規程等又は規程等に記述されている内容を

記載する。 

① 情報セキュリティの基本方針・取扱規程（情報セキュリティポリシー）を定め、

情報保護及び情報管理のため社則・就業規則に盛り込むなどの措置を講じているか。

② 個人情報等や機密情報の取扱いに関する規程や規則において、以下に掲げる事項

が規定されているか。

○ 個人情報等や機密情報の取扱い

○ 個人情報等や機密情報の取扱いに関する従事者等（※）の役割・責任

※従事者等は、仕様書９（１）①～③及び９（２）①～③の管理者及び業務委託

員をいう。以下同じ。

○ 個人情報等や機密情報の取扱いに関する事項に違反した場合の処分

○ 個人情報等や機密情報の目的外利用の禁止

○ 個人情報等や機密情報の取扱い及び情報セキュリティ対策に関する履行状況の

監査

○ 個人情報等や機密情報の取扱い及び情報セキュリティ対策に関する履行状況の

点検

○ 情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処方法

２．情報漏えい発生時の対応 

（１）個人情報等や機密情報の漏えいが発生した場合における対応として、以下に掲げる

体制を記載する。 

○ 委託者（機構）への報告体制

○ 対応マニュアル等の整備

○ 対応部署の指定

○ 情報の漏えいによる影響及び原因の調査体制

３．情報セキュリティに関する教育・研修・訓練等の計画 

（１）下記に示す内容を含む情報セキュリティに関する教育・研修・訓練等（以下「研修

等」という。）の計画を記載する。 

① 個人情報等や機密情報の保護及び管理に関する教育・研修・訓練等（以下「研修

等」という。）の実施時期については、履行開始日の前日まで（委託業務履行開始後

に初めて委託業務を行う業務委託員の業務開始時を含む。）及び委託業務履行開始後

定期的に実施しているか。

② 研修等において、以下に掲げる内容を実施しているか。

〇  日本年金機構法や個人情報等に関する関係法令で定められている守秘義務及び

罰則規定 

〇 委託業務における遵守事項及び禁止行為 

○ 個人情報等の保護にかかる就業規則等に違反した場合の処分

〇 情報漏えいとその影響 

別紙21 
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〇 インシデントが発生した場合の手順 

〇 受託事業者に契約違反などがある場合の通報窓口の周知 

〇 その他留意すべき事項 

４．業務の履行場所に関する安全管理措置計画 

業務で個人情報等を取り扱う履行場所を用意する場合は、以下の（１）（２）を記載

する。 

※業務で個人情報等を取り扱う履行場所を用意しない場合は、その旨記載する。

（１）業務の履行場所における入退室の制限及び管理方法、並びに入退室記録の点検方法

を記載する。 

（２）サーバ等の機器を設置する場所における入退室の制限及び管理方法、並びに入退室

記録の点検方法を記載する。 

※サーバ等の機器を使用しない場合は、その旨記載すること。

５．個人情報等を記録した紙媒体、外部電磁的記録媒体、及び電子データの取扱いに関す

る安全管理措置計画 

（１）業務の履行場所における個人情報等を記録した紙媒体及び外部電磁的記録媒体を保

管する保管庫の設置場所（箇所）を記載する。 

※個人情報等を記録した紙媒体、外部電磁的記録媒体を取り扱わない場合は、その

旨記載すること。

※通知書等作成業務においては、個人情報等を記録した毀損品が発生した場合の、

保管庫の設置場所（箇所）について、別に記載すること。

（２）業務の履行場所における個人情報等を記録した電子データを保存又は利用（電子デ

ータへのアクセス、参照等含む。）する電子計算機の設置場所（箇所）を記載する。 

※個人情報等を記録した電子データを取り扱わない場合は、その旨記載すること。

（３）保管庫の管理体制として以下を記載する。

○ 保管庫の施錠方法

○ 保管庫の管理者、保管庫の鍵（鍵によらない施錠の場合は、関係者のみが知り得

る情報）の管理者

○ 保管庫の鍵の貸出方法及び貸出状況の記録方法（鍵によらない施錠の場合は、関

係者のみが知り得る情報の管理方法、施錠状況の記録方法）

（４）個人情報等を記録した紙媒体及び電子データの複写複製の対象となる内容を記載す

る。 

※複写複製の対象がない場合は、その旨記載する。

※複写複製とは、書類の複写のほか、電子データを電子計算機に格納することや電

子データのバックアップの取得等をいう。

※契約締結後において、複写複製を行う前に、あらかじめ機構の書面による承認を

受けること。

（５）個人情報等を記録した紙媒体、外部電磁的記録媒体、電子データ及びこれらの複写 

複製物等が不要となる場合の、当該個人情報等の復元又は判読等が不可能な方法による

完全消去又は廃棄する方法、場所を記載する。 
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６．電子計算組織に関する安全管理措置計画 

業務で個人情報等を取り扱う電子計算組織を用意する場合は、以下の（１）～（１１）、

に掲げる組織的、物理的、及び技術的安全管理措置の計画を記載する。 

※業務で個人情報等を取り扱う電子計算組織を用意しない場合は、その旨記載する。

以下の（１２）及び（１３）については、業務で電子計算組織を用意する場合に、当

該安全管理措置の計画を記載する。

※業務で電子計算組織を用意しない場合は、その旨記載する。

（１）電子計算組織の管理体制

システム構成図及びシステム管理者を記載する。

また、システム構成図には、個人情報等を取り扱う電子計算機と個人情報等を取り

扱わない電子計算機とを明確に区分けして記載する。 

（２）アクセス権限付与に関する規則等

アクセス記録及び作業ログの保存期間含めて、ＩＤの管理方法を記載する。

（３）ＩＤに紐づいたパスワード設定方法又は変更頻度

パスワードは、12 文字以上で、英大文字、英小文字、数字、記号のうち３種以上

を組み合わせた設定となっているか否かを記載する。 

上記の設定ができない場合は、パスワードの変更頻度を併せて記載する。 

（４）電子計算組織とインターネットとの物理的隔離状況又は論理的遮断状況

インターネットとの接続箇所が認められないネットワーク構成図等を記載する。

なお、インターネットとの接続箇所を論理的に遮断する場合は、委託業務で個人情

報等を取り扱う全ての電子計算機において、インターネットとの通信を完全に遮断す

る方法が確認できる資料を記載又は添付する。 

※ 「インターネットからの隔離及び遮断に関するイメージ図」を参考

（５）通信ネットワーク構築時における通信経路の閉域化又は専用線使用

通信経路の閉域化又は専用線使用を確認できる資料を記載又は添付する。

（６）個人情報等を取り扱う電子計算機へのウイルス対策ソフトの導入証明及びウイルス

スキャンの実施体制 

ウイルス対策ソフトの導入を確認できる資料を記載又は添付する。

ウイルススキャンの実施方法を記載する。 

インターネットから物理的に隔離又は論理的に遮断された環境において、最新のパ

ターンファイル・検索エンジンに更新するための、外部電磁的記録媒体を用いた適用

方法を記載する。

※ 「インターネットからの隔離及び遮断に関するイメージ図」を参考

（７）個人情報等を取り扱う電子計算機へのセキュリティパッチの適用体制

インターネットから物理的に隔離又は論理的に遮断された環境において、最新のセ

キュリティパッチを適用するための、外部電磁的記録媒体を用いた適用方法を記載す

る。

※ 「インターネットからの隔離及び遮断に関するイメージ図」を参考

（８）個人情報等を取り扱う電子計算組織で使用するソフトウェアがサポート契約期間中

である証明 

ソフトウェアがサポート契約期間内であり、アップデートの提供が保証されている

ことを確認できる資料を記載又は添付する。 

※ ソフトウェアは、ＯＳの他、個人情報等を取り扱う電子計算組織で使用するソフトウ

ェア（ウイルス対策ソフト、データの完全消去ソフト等も含む。）の全てを記載する。
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（９）個人情報等を取り扱う電子計算組織の監視体制

個々のファイルへのアクセスが正当な業務であることを担保するための手段・方法

を記載する。また、監視に必要な取得するログの内容を記載する。 

（１０）個人情報等を取り扱う電子計算機の外部電磁的記録媒体接続制限措置

外部電磁的記録媒体の接続制限にかかる規定及び内容を記載する。 

（１１）外部電磁的記録媒体を、個人情報等を取り扱う電子計算機へ接続させる場合にお

ける、外部電磁的記録媒体取扱者及び外部電磁的記録媒体を接続させる前のウイル

ススキャン実施体制

外部電磁的記録媒体の取扱者を記載する。 

インターネットから物理的に隔離又は論理的に遮断された環境において、外部電

磁的記録媒体をウイルススキャンする方法を記載する。 

（１２）電子計算機の盗難又は紛失を防止するための直接かつ物理的な措置

電子計算機に直接ワイヤロック等を講じている手段を記載する。 

（１３）情報セキュリティインシデントを含めた障害発生時における電子計算組織の稼働

を回復又は委託業務を回復する体制 
電子計算組織の稼働を回復、電子データの復旧又は委託業務を回復する方法を記載する。 

（参考）インターネットからの隔離及び遮断に関するイメージ図 

○問題がない例（ﾊﾟﾀｰﾝ 1、ﾊﾟﾀｰﾝ 2）
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○問題がある例（ﾊﾟﾀｰﾝ 3、ﾊﾟﾀｰﾝ 4）

７．情報セキュリティに関する第三者評価の証明   

ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１又はＪＩＳＱ２７００１やプライバシーマークの認証の写

しを提出する。（当該認証を証明できる書類の写しでも可） 

※上記の第三者評価を取得していない場合は、下記①及び②を提出する。

① 個人情報等や機密情報の漏えい及び目的外利用を禁じた契約（契約終了後及び退

職後においても有効である旨が記載されていること。）を締結した守秘義務契約書の

写し

② 上記１から６までの項目について策定及び措置を講じていることを証明できる

書類
（当該項目の策定及び措置を講じていない場合は、委託業務の開始までに上記１から ６までの項目の

策定及び措置を講じることを誓約する書類でも可）
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令和  年  月  日 

運用仕様書 

入札案件名               

I. 会社概要

1. 法人名、会社名、屋号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 頁 

2. 会社案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 頁 

II. 業務の履行実績

・様式３「個人情報等の取扱いを含む業務の受託実績申立書」・・・・ 頁 

III. 業務の履行体制等

・別紙 4「管理者等申請書」・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 頁 

1. 業務の履行体制

(1) 業務の履行に関する管理体制・・・・・・・・・・・・・・・   頁 

(2) 事故発生時の緊急対応体制・・・・・・・・・・・・・・・・ 頁 

(3) 作業スケジュール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 頁 

(4) 作業実施体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 頁 

(5) 業務履行場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 頁 

2. 業務の履行方法

(1) 品質管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 頁 

(2) 再委託

様式４「再委託承認申請書」・・・・・・・・・・・・・・・・ 頁 

※再委託を行う場合のみ作成

3. 個人情報等保護に関する管理体制・・・・・・・・・・・・・・ 頁 

IV. 情報セキュリティに関する体制（情報セキュリティに関する証明事項）

(1) 情報セキュリティに関する基本方針・取扱規程等・・・・・・・ 頁 

(2) 情報漏えい発生時の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 頁 

(3) 情報セキュリティに関する教育・研修・訓練等の計画・・・・・ 頁 

(4) 業務の履行場所に関する安全管理措置計画

(5) 個人情報等を記録した紙媒体、外部電磁的記録媒体及び電子データの

取扱いに関する安全管理措置計画・・・・・・・・・・・・・・ 頁 

(6) 電子計算組織に関する安全管理措置計画・・・・・・・・・・・ 頁 

(7) 情報セキュリティに関する第三者評価の証明・・・・・・・・・ 頁 

未支給決定通知書等（外 4 帳票）の作成及び発送準備業務 

（令和 8 年 10 月～令和 9 年 9 月送付分） 

様式１ 
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運用仕様書（提出前）記載及び提出資料確認リスト 

 運用仕様書を提出する前に、再度、書類の添付漏れ、記載漏れがないか確認のうえ、

提出期限までに提出してください。 

Ⅰ．会社概要 

項目 チェック欄

１．法人名、会社名、屋号を記載した資料を添付したか。  
２．会社案内を記載した資料を添付したか。  

Ⅱ．業務の履行実績 

項目 チェック欄

「個人情報等の取扱いを含む業務の受託実績申立書」を添付したか。  

Ⅲ．業務の履行体制等 

項目 チェック欄

「管理者等申請書」を添付したか。  
1.（１）業務の履行に関する管理体制を記載した資料を添付したか。  
1.（２）事故発生時の緊急対応体制を記載した資料を添付したか。  
1.（３）作業スケジュールを記載した資料を添付したか。  
1.（４）作業実施体制を記載した資料を添付したか。  
1.（５）業務履行場所を記載した資料を添付したか。  
2.（１）品質管理について記載した資料を添付したか。  
2.（２）再委託について記載した資料を添付したか。  
3.個人情報等保護に関する管理体制を記載した資料を添付したか。  

Ⅳ．情報セキュリティに関する体制（情報セキュリティに関する証明事項） 

項目 チェック欄

（１）情報セキュリティに関する基本方針・取扱規程等を記載した資料を添付

したか。
 

（２）情報漏えい発生時の対応を記載した資料を添付したか。  
（３）情報セキュリティに関する教育・研修・訓練等の計画を記載した資料を

添付したか。
 

（４）業務の履行場所に関する安全管理措置計画を記載した資料を添付したか。  
（５）個人情報等を記録した紙媒体、外部電磁的記録媒体及びデータの取扱い

に関する安全管理措置計画に関する記載をした資料を添付したか。
 

（６）電子計算組織に関する安全管理措置計画に関する記載をした資料を添付

したか。
 

（７）情報セキュリティに関する第三者評価の証明に関する資料を添付したか。  

グループ企業体による共同受託の申請をする場合のみ 

項目 チェック欄

グループ企業体による共同受託の申請は、運用仕様書の別冊として作成し同時

に提出することとしているか。 
 

様式２ 
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令和  年  月  日 

個人情報等の取扱いを含む業務の受託実績申立書 

契約の相手方 契約件名及び数量 契約期間 業務概要 
履行に要した総人数及び 

使用した機器・設備 

〇契約件名 

〇数量： 件 

年 月～ 

年 月 

（人数） 

（機器・設備の種類／台数） 

〇契約件名 

〇数量： 件 

年 月～ 

年 月 

（人数） 

（機器・設備の種類／台数） 

〇契約件名 

〇数量： 件 

年 月～ 

年 月 

（人数） 

（機器・設備の種類／台数） 

※過去３年以内に、当該業務又は個人情報等の取扱いを含む類似業務であって、当該業務と同規模（業務量及び契約期間）程度又はそれ

以上の規模の業務の委託を受け完了させた実績を記載する。

※契約の相手方、契約件名、契約期間及び個人情報等を取り扱う業務の概要が確認できる書類（契約書（写）、仕様書（写）等）を添付す

る。ただし、契約の相手方が日本年金機構の場合は、業務の概要が確認できる書類の添付を省略することができる。

所 在 地 

法人名又は商号 

代 表 者 名   ㊞ 

様式３ 
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令和  年  月  日 

日本年金機構 理事長代理人 

年金給付部長  木村 誓司  殿 

  所 在 地 

法人名又は商号 

  代 表 者 名 ㊞ 

再 委 託 承 認 申 請 書 

 下記の「未支給決定通知書等（外4帳票）の作成及び発送準備業務（令和8年10月～令和9年

9月送付分）」の業務のうち主体的部分を除く一部について下記に記載のとおり第三者に請け負

わせることを承認願います。 

なお、第三者に請け負わせることに伴い、以下の事項について誓約いたします。 

・下記の業務を含む一切の業務責任は、弊社にあること

・第三者に請け負わせる業務を異なる第三者に更に請け負わせないこと

・再委託先に対しては、本契約にて弊社に課されている守秘義務等と同等以上の条件（本契約

終了後の秘密保持を含む。）を遵守させること及びその遵守状況を定期報告させること

・日本年金機構が必要に応じ再委託先に対して調査等を実施する場合は、これに応じさせるこ

と

記 

（対象案件名）   未支給決定通知書等（外4帳票）の作成及び発送準備業務 
（令和8年10月～令和9年9月送付分）   

（委託部分） 

（委託先業者名/住所/連絡先） 

（委託する理由） 

 （委託先業者からの報告徴取方法） 

※１ 上記内容を記載する他、再委託先の履行能力について、機構が要求する内容（「運用仕様書作成
手順」のⅢの１（１）から（4）、３及びⅣ）と同等以上となっていることがわかる書類を提出すること。

※２ 運送業務を再委託する場合、上記※１に記載する書類は不要とし、当該業務に係る再委託先の運
送約款を提出すること。また、再委託先事業者は、貨物自動車運送事業法（平成元年法律第８３号）
第３条による一般貨物自動車運送事業の許可を受けていること。

様式４ 
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  令和  年  月  日 

日本年金機構 理事長代理人 

年金給付部長  木村 誓司  殿 

  所 在 地 

法人名又は商号 

  代 表 者 名 ㊞ 

受 託 証 明 書 

下記の対象案件の業務のうち、              業務については、

 から要請がありましたので、必要な業務について、              との契約に

基づき、責任をもって弊社が行うことを証明いたします。 

 なお、本契約の履行において知り得た秘密を、他に漏らし又は目的外に使用しないこと（本契

約終了後においても同様）、受託する業務を他者に請け負わせないこと及び日本年金機構が必

要に応じ弊社に対して調査等を実施する場合はこれに応じることを誓約いたします。 

記 

（対象案件名）   未支給決定通知書等（外4帳票）の作成及び発送準備業務 
（令和8年10月～令和9年9月送付分） 

（受託内容等）   

（履行場所住所及び名称） 

様式５ 
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未支給決定通知書等（外4帳票）の作成及び発送準備業務 

（令和８年10月～令和９年９月送付分） 

委託要領 

日本年金機構年金給付部 

令和8年1月 
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１ 通知書等の仕様 

未支給決定通知書及びその他圧着ハガキで送付する通知書（以下「通知書等」と

いう。）の各仕様については別添１「用紙仕様書」のとおり。 

  〇全5帳票 

（１）H235 未支給決定通知書

（２）H240 未支給不該当通知書

（３）H725 未支給振込通知書

（４）H726 未支給送金通知書

（５）H798 未支給統合通知書

【作成に当たっての注意事項】 

※ グリーン購入法に適合するものであること。（入手が困難な場合を除く。）

※ 紫外線硬化型インキを使用すること。

※ 印刷した際、水濡れ等によりにじみなどが発生しないインクを使用すること。 

２ 貸与物品 

（１）「通知書等電子媒体」等の貸与

受託事業者は、日本年金機構が別途指定する日に「通知書等電子媒体」（以

下「通知書DVD」という。内容については、別添2「未支給決定通知書等電子

媒体基準書」を参照すること。）及び通知書DVDの収録データ件数を記載した

回付票を日本年金機構より受領すること。受託事業者は、回付票に記載された

収録データ件数と、受領した通知書DVDの収録データ件数が一致することを確

認すること。 

通知書等には、通常の発送分（以下「通常分」という。）の他に「分離分」、

「時効特例対象者」（以下「分離分等」という。）がある。「通常分」と「分

離分等」のデータは、別々の通知書DVDにより引渡しをする。 

なお、分離分等は、使用する帳票は通常分と同じであるが、発送は行わず、

日本年金機構へ直接納品すること。 

引 渡 日：日本年金機構が別途指定する日 

引渡場所：日本年金機構年金給付部給付業務グループ 

〒168-8505 

東京都杉並区高井戸西3-5-24 

電話：03-5344-1100（内線3127） 

担当：松岡、柏原 

（２）本番検証品作成用データの貸与

引 渡 日：日本年金機構が別途指定する日

引渡場所：（１）と同じ
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（３）印影及び印刷専用社会保険フォントデータの貸与

引 渡 日：日本年金機構が別途指定する日

引渡場所：（１）と同じ

（４）セキュアUSBメモリの貸与

引 渡 日：日本年金機構が別途指定する日

引渡場所：（１）と同じ

※ 日本年金機構から引渡す貸与物品の取扱い

・ 当該業務以外に使用しないこと。

・ 第三者に譲渡、貸与しないこと。

３ 作業内容 

作業内容は仕様書別紙1「未支給決定通知書等（外4帳票）の作成及び発送準備業

務（令和8年10月～令和9年9月送付分）業務フロー図」を参照すること。 

（１）印刷原稿の提出と検証

受託事業者は、別添１「用紙仕様書」に定める紙質・規格等及び別添A～Nの

5帳票のレイアウトに基づき印刷原稿を作成の上、日本年金機構に印刷原稿を

帳票ごと2部とそれにあわせて当該帳票の原稿データ（PDFファイルに変換し

たもの。テキストデータを識別できるPDFファイルに限る。）を、日本年金機

構が別途貸与するセキュアUSBメモリ並びに受託事業者が自ら準備したCD-

R又はDVD-Rに格納のうえ提出し、その後日本年金機構の検証を受け、帳票の

印刷開始の指示を受けること。 

印刷原稿の提出の際は、提出前に受託事業者において日本年金機構より受領

した原稿と読合せをするなど、作成したものに誤りがないことの確認を行うこ

と。また、確認にあたっては様式3「校正チェックリスト」を使用することし、

印刷原稿と併せて提出すること。 

※ 正式な原稿は、紙媒体又は電子媒体で提供する。

※ 法律改正等によってレイアウトが変更となることが有り得る。その場合、

原則納品日の60日前までに連絡をするが、受託事業者においても、変更

の有無について毎月の納品60日前に日本年金機構へ確認すること。な

お、レイアウトの変更があった場合は、その都度「（1）印刷原稿の提出

と検証」と同じ工程を行うこととなる。

※ 様式３「校正チェックリスト」については、通常受託事業者において同種

のチェックリストの作成を行っている場合、その写しをもってこれに変え

ることが出来る。



4 

※ 日本年金機構から貸与される印影の取扱い

・ 契約締結後、仕様書「７ 所管部署」に貸与申請をすること。

（申請方法は、契約締結後に提示する。）

・ 当該業務以外に使用しないこと。

・ 他の印影を当該業務に使用しないこと。

・ 第三者に譲渡、貸与しないこと。

・ 印影の保管は、仕様書10（3）②及び③に準じた取扱いを行うこと。

・ 毀損、汚損した帳票に印刷された印影については、委託業務終了後まで

に修復不可能な形で廃棄の上、印影を廃棄した報告書（任意様式）を提

出すること。

（２）プレ印刷帳票の作成及び見本品（プレ印刷帳票）の提出

受託事業者は、（１）にて印刷開始の指示を受けた後、個別データを含まな

い帳票部（プレ印刷帳票）を各2０枚作成し、日本年金機構に提出すること。 

※ あわせて校了原稿を、テキストデータを識別できるPDFファイル形式に

て、日本年金機構が別途貸与するセキュアUSBメモリ並びに受託事業者

が自ら準備したCD-R又はDVD-Rに格納のうえ提出すること。

※ レイアウトの変更があった場合は、その都度プレ印刷帳票および校了原稿

のPDFファイルを提出すること。

（３）データ編集及び印字処理の仕様

・ 通知書DVDの仕様

電子媒体仕様 ：DVD-RW 

記録形式 ：UDF2.01 

記録方式 ：相変化記録方式 

・ データ仕様

記録コード  ：Shift-JIS（ASCII）コード 

外字 ：約800種 

レコード長  ：別添2「未支給決定通知書等電子媒体基準書」参照 

ボリューム形式：シングルファイル／シングルボリューム 

※ データの記録媒体は変更する場合がある。

※ レコード長は暫定的なものであるため、変更となる場合がある。
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① データの編集・印字

回付されたデータについて別添3「入出力仕様書」に基づく印字となる

ようプログラムを作成し印字すること。 

作成するプログラムはロール紙等の印刷単位ごとにダミーデータ（詳細

は下記「（6）品質確認用ダミー品による検証」の項目を参照）を入れ込む

ことをふまえて作成すること。 

データは帳票部に印刷し、出力すること。 

印字は墨色とすること。 

印字されたデータは水濡れにより容易ににじまないこと。 

※ 元号の変更や法律改正、業務改善等の事由により印字仕様等に変更が

発生する場合がある。その場合には日本年金機構より連絡を行うので、

受託事業者はその指示に従い、プログラムの修正・検証を行うこと。

費用が発生する場合には受託事業者が負担すること。

② 印字内容及び印字位置

別添3「入出力仕様書」のとおり。 

印字位置については別途指示を行うが、印字する文字については、バラ

ンスを考慮した上で、可能な限り大きく見やすいものとすること。

また、お客様固有の情報を印字する面に受託事業者が独自に使用する管

理番号等（管理番号、管理バーコード、その他管理記号）を付与すること。 

③ 印字データの検証

通知書等に印字されたデータについて左右同一の者であることの検証・

確認が行えること。 

※ 検証・確認には受託事業者が独自に使用する管理番号等を用いること

とし、必ず対象者データ1件ごとに固有の管理番号等を付与するよう

プログラムすること。また、管理番号等を活用し、別人のデータが印

字されていないことを機械的に確認するなど適切な措置を講じること。 

なお、管理番号等の重複付与（例：郵便番号区分ごとの重複付与等）

は決して行わないこと。

④ 印刷専用社会保険フォントデータ

日本年金機構から別途指定した媒体により、印刷専用社会保険フォント

データを貸与する。受託事業者は貸与された印刷専用社会保険フォントデ

ータが確実に通知書等に印字されることを確認（外字については下記【注】

のとおり。）し、下記（４）で作成する本番検証品の提出時までに日本年

金機構へ報告すること。（印刷専用社会保険フォント一覧を使用。全外字

（別添4「印刷専用社会保険フォント一覧」（項番7055～）参照）を出力

し、任意様式による報告書とともに提出すること。） 

【注】外字作成にあたっては、文字毎の「止め」、「はね」、「突き抜け」

部分等が鮮明に判読できるように作成し、20ポイント以上で印字

（又は拡大コピー）の上報告すること。 
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（例）印刷専用社会保険フォント一覧 Ｆ684「  」、Ｆ582「  」 

※ 「ヨ」の部分の中間の横線が明確に右に突き抜けていること

※ 草冠は真ん中でしっかりと切れて「十 十」となっていること

印刷専用社会保険フォントデータは入札公告日の翌日午後から行うテス

ト用データ貸与時に、事前に所管部署へ連絡の上、日本年金機構より貸与

を受けること。貸与時には、仕様書別紙 15「委託業務において使用する

「印刷専用社会保険フォント」の取扱いに関する覚書」を記入、押印の上

持参すること。 

※ 印刷専用社会保険フォントの取扱い

・ 当該業務以外に使用しないこと。

・ 第三者に譲渡・貸与しないこと。

⑤ カスタマバーコードの印字

カスタマバーコードは、内国郵便約款別記14（郵便物の受取人の住所又

は居所等をバーコードに変換し記載する方法）に規定する方法であること。 

印字したカスタマバーコードが日本郵便株式会社において確実に読み取

れることを確認し、日本年金機構へ報告すること。 

⑥ 二次元バーコードの印字

二次元バーコードは、日本年金機構が指定した番号等を変換し記載する

方法（規格：モデル2、大きさバージョン2を予定）であること。規格等は

受託事業者決定後改めて日本年金機構より指定する。 

印字した二次元バーコードが確実に読み取れることを確認し、検証結果

を上記3.（３）⑤と同時に日本年金機構へ報告すること。 

⑦ 作成プログラムの検証

通知書等を作成するためのプログラムが別添3「入出力仕様書」のとお

り出力されるか検証を行い、「作成プログラム点検チェックシート」等

（任意様式）にて検証結果を報告すること。その際、上記3.（3）③で行

った検証についての結果も添えること。 

なお、提出は下記（4）で作成する本番検証品の提出時に行うこと。 



7 

（４）本番検証品の作成及び検証

受託事業者は、本番検証品作成用データ、別添1「用紙仕様書」、別添2「未

支給決定通知書等電子媒体基準書」及び別添３「入出力仕様書」に基づき作成

した本番検証品（各帳票20件程度（予定）を3セットずつ（各々1セットは圧

着、2セットは見開き））に、別添5「本番検証品にかかる品質保証並びに印刷

誤り防止にかかる報告書」を添付の上、令和8年9月10日（予定）までに日本

年金機構へ提出すること。その後、検証を受け、検証結果の通知及び作成指示

を受けてから印刷を開始すること。 

提出期限を変更する場合は、日本年金機構から別途連絡する。 

※ 検証結果の通知及び作成指示を受けた後は、作成プログラム等の変更は行

わないこと。

※ 印刷・印字の際に複数台の機械を使用する場合は、機械毎に出力内容等が

問題ないことを確認するため、必ず使用する機械ごとに本番検証品を作成

し、提出すること。（二連掛け等で複数のプログラムを設定している場合

は、全てのプログラム分の本番検証品を必ず提出すること。）

（５）通知書等の作成及び圧着加工

受託事業者は、（3）及び（4）の検証結果について合格の連絡と印字開始の

指示を受けた後、通知書等を作成し、ハガキ様式に圧着加工を施すこと。通知

書等の作成にあたっては、印刷誤りを防止するため、（4）の検証時と同一の印

刷環境で作成し、不正出力を防止すること。その結果を、別添6「本番品にかか

る品質保証書」及び同一プログラムを使用して印字したことが分かる証跡を添

付し、各納品日の前営業日までに下記（6）①と合わせて日本年金機構へ提出す

ること。（印刷機へのプログラムのセットが複数回発生した場合は、プログラ

ムをセットするたび当該納品日までに提出すること。）

圧着不良がないよう、圧着状況を確認する装置を使用する等適切な措置を講

ずること。（圧着日から到着日までの期間も考慮すること。） 

※ 受領したデータ件数（通知書DVDの収録データ件数）と通知書等作成件数

が一致することを必ず確認すること。
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（６）品質確認用ダミー品による検証

日本年金機構及び受託事業者は、各回の納品において、受託事業者で作成し

たダミー品（下記①・②で示す品質確認用のダミー品）により品質確認を行う。

当該品質確認は郵便局への差出前までに行うこととし、受託事業者は、日本年

金機構より合格連絡を受けた後に差出を行うこと。 

なお、実施方法に変更がある場合には、別途協議のうえ決定するものとする。 

① 本番検証品作成用データを用いた品質確認用のダミー品

・ 受託事業者は、（4）で使用する本番検証用データの一部をもとにして

機構提出用のダミー品（以下「①ダミー品」という。）を作成すること。

なお、作成に使用する本番検証品作成用データについては、機構より別

途指定を行う。

・ 帳票の種類ごとに3件以上、「①ダミー品」を作成すること。

・ 郵便局への差出日の前営業日までに、作成した「①ダミー品」の全ての

現物を日本年金機構へ提出し、その品質について検証を受けること。

・ ２回目以降の提出においては、FAXにより「①ダミー品」の写し（印字

の内容が全て確認できる状態とする。）を提出することも可能とする。 

・ 本番品と同時に（一連で）作成されたことが分かる印刷ログ等の提供を

求める場合がある。

② 受託事業者が作成・選定したデータを用いた品質確認用のダミー品

・ 受託事業者は、本番データに準拠したダミーデータ（可変印字箇所の全

てが印字されるもの）を用いて、ロール紙毎等一連の印刷単位毎に業者

確認用のダミー品（以下「②ダミー品」という。）を作成すること。

※ 本番データに準拠したダミーデータの作成条件となる「可変印字箇

所」については、別添A～Nの5帳票の印字位置の全項目とする。

（別添A～Nを参照）

・ 受託事業者において、本番データに準拠したダミー検証を通常対応とし

て実施している場合には追加の対応は不要とする。

・ 受託事業者において、本番データに準拠したダミーデータの作成が困難

な場合には、本番検証品作成用データを使用して「②ダミー品」を作成

することを可能とする。なお、その場合は「①ダミー品」を別途作成し

機構へ提出を行うこと。

・ 受託事業者は、「②ダミー品」を用いて、印字位置やその他加工の品質

確認を実施すること。

・ 郵便局への差出日の前営業日までに、作成した「②ダミー品」に関す

る品質確認を行った証跡の写し（ロール紙毎等一連の印刷単位毎）を

日本年金機構へ提出し、その確認結果について検証を受けること。な

お、FAXにより提出することも可能とする。
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・ 当該ダミー品と、その品質確認を受託事業者において行った証跡（任意

様式）については契約終了時まで保管すること。

・ 本番品と同時に（一連で）作成されたことが分かる印刷ログ等の提供を

求める場合がある。

※ 上記対応が印字プログラムに影響を与える場合には、本番検証品作成時と

本番品作成時で印字プログラムを変更しないよう、本番検証品作成時にお

いても「①ダミー品」・「②ダミー品」を作成することをふまえたプログ

ラムを作成し、本番品作成時と同様の対応を行うこと。

（７）通知書等の引抜き

委託期間中に、日本年金機構より通知書等の引抜きを依頼する場合がある。

その場合はエクセルファイル等（CD-Rに格納し引き渡す。）により対象者の

基礎年金番号等を提示するので、対象者の通知書等を引抜きし、日本年金機構

が別途指定する日までに日本年金機構へ納品すること。（発送しない。以下、

引抜きした帳票を「引抜分」という。） 

ただし、引抜対象であっても通知書等は作成し、圧着加工等を行い、完成品

として日本年金機構へ納品すること。引抜依頼は、通知書DVDの引渡日から原

則3営業日以内に行う。 

また、上記引抜対象者のデータを格納したCD-Rは納品日（通常分）の5営業

日以内に日本年金機構へ返却すること。 

※ 受領した引抜データ件数（通知書DVD収録データ件数）と通知書引抜件数

が一致することを確認すること。

※ 引抜データと本番データの突合結果について、アンマッチが発生した場合

には、速やかに各帳票のアンマッチ件数及びアンマッチ対象者の情報を書

面（任意様式）もしくはFAXにて報告すること。

（例／引抜データ項番〇〇 アンマッチ）

※ 対象者が分離分等にある場合においても引抜きを行い、引抜分として日本

年金機構へ納品を行うこと。

（８）個人情報等を記録した媒体、通知書等の保管

仕様書10（3）②及び③のとおり 
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（９）発送準備

印字・圧着加工等をした通知書等（通常分から分離分等及び引抜分を除いた

もの）は、郵便番号区分（3桁及び5桁）作業を行い、カスタマバーコードの割

引等、各種郵便料金の割引の適用、及び円滑な引渡しが行えるよう、日本年金

機構（場合によっては日本郵便株式会社）と調整の上、仕分け、結束（後日、

日本年金機構が連絡する区分に従い、所定の割符を添付）、梱包等を行うこと。  

なお、搬送業務を第三者へ委託する場合は、個人情報が目に触れないような

措置を講ずること。 

（1０）差出通数票等の作成・提出及び料金後納郵便物差出票の受領 

① 差出通数票等の作成

 郵便物の料金帯ごとに差出通数を集計した様式1「差出通数票」を作成す

ること。 

※ 分離分等については発送を要しないため差出通数には含めないこと。

② 差出通数票等の提出

①において作成した「差出通数票」と、日本年金機構より交付した

「DVD回付票」の写し及び様式2「料金後納郵便物差出票作成依頼票」に

作成件数等を記入したものを、納品日（差出日）の３営業日前までに日本

年金機構へ提出すること。 

※ 通知書DVDの収録データ件数と通知書等作成件数が一致することを

確認すること。

③ 料金後納郵便物差出票の受領

 差出通数票等の提出後、日本年金機構が作成する「料金後納郵便物差出

票」を受領すること。受領した「料金後納郵便物差出票」は通知書等に添え

て日本郵便株式会社へ差出し、控えを納品日より3営業日以内に日本年金機

構へ提出すること。 

（1１）納品 

① 分離分等、引抜分

「分離分等」、「引抜分」等の発送を要しない通知書等については、納品

日（差出日）までに、日本年金機構へ納品すること。 

なお、作成した通知書は通知書DVD単位で結束し、ラベル名称・件数等を

記載した割符を添え、納品書（任意様式）とあわせて納品すること。 

初回納品予定日：令和8年10月6日 

※ 2回目以降は受託業者へ別途指定する。

※ 変更の場合は別途指定する。
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② 通常分（①を除く）

納品場所は日本郵便株式会社の別添7「差出可能郵便局一覧」に定めるも

ののうち、地域区分局に差出すことにより納品とする。ただし、日本年金機

構が指定する場合を除く。 

初回納品予定日：令和8年10月6日 

※ 2回目以降は受託業者へ別途指定する。

※ 変更の場合は別途指定する。

※ （10）で受領した料金後納郵便物差出票を通知書等に添えて日本郵便

株式会社へ差出し、控えについては差出日より3営業日以内に日本年金

機構へ提出すること。

※ 納品にあたっては、引渡しが円滑に行えるよう、梱包方法等について

日本年金機構（場合によっては日本郵便株式会社）と事前に調整する

こと。

（1２）完了報告 

毎月納品終了後「業務実施報告書（任意様式）」を作成し、納品日の翌日から

3営業日以内日本年金機構に提出すること。また、あわせて作成した通知書等の

件数（日本郵便株式会社へ差出した件数と日本年金機構へ直接納品した件数）

を記した表を作成し、紙媒体又は電子媒体にて報告すること。（※報告の項目

は必要に応じて変更する場合がある） 

（1３）貸与物品の返却 

① 通知書DVD

作業が終了した通知書DVDは毎月納品終了後、5営業日以内に返却する

こと。 

ただし、最終納品時（令和9年9月分）については令和9年9月14日までに

返却すること。 

② 印影及び印刷専用社会保険フォントデータ

貸与された印影及び印刷専用社会保険フォントデータは、最終納品後（令

和9年9月分）、令和9年9月14日までに返却すること。 
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４ 委託条件等 

（１）第三者への委託

① 受託業務の実施にあたり、当該業務の全部又は主体的部分を第三者へ委託

（以下、「再委託」という。）することは認めないものとする。

ただし、やむを得ない事情により当該業務の主体的部分を除く一部につい

て再委託をする場合には、事前に日本年金機構の書面による承認を得なけ

ればならない。

また、承認を受けた場合には、再委託先と本契約にて受託事業者に課せら

れている守秘義務等と同等以上の条件及び日本年金機構が再委託先に調査

等を行える条件が含まれた契約を締結し、その写しを提出すること。

なお、本業務において主体的部分を除く一部とは、次に限る。

・ 2.（1）のうち媒体の搬送業務

・ 3.（6）及び（1１）のうち成果物（分離分等、引抜分、ダミー品を含

む）の搬送業務 

※ 個人情報が含まれる場合は、個人情報が目に触れないよう措置を

講ずること。

② 日本年金機構は再委託先の監督を受託事業者に求めるものとする。

③ 再委託にあたっては、以下の事項を遵守すること。

ア 再委託事業者に対する契約書等については、この委託要領に定める委

託条件を必ず規定すること。

イ 再委託先との契約には以下の事項を盛り込むこと。

○ 受託事業者の再委託先に対する監督・監査・報告徴取に関する権

限。

○ 日本年金機構の再委託先に対する監査・報告徴取に関する権限。

○ 再委託先における個人情報等の漏えい・盗用・改ざん及び目的外

利用等の禁止。

○ 再委託先における個人情報等保護のための体制の整備及び安全管

理措置。

○ 再々委託の禁止。

○ 個人情報等の漏えい等が発生した場合の受託事業者の責任。

④ 再委託の承認を受けた場合においても、受託事業者は再委託先の行為につ

いて全責任を負うものとし、受託業務に違反した場合、日本年金機構は再

委託の承認を取り消すとともに、受託事業者は日本年金機構における全て

の損害を再委託先と連帯して補填するものとする。

（２）搬送

① 搬送に使用する車輌は、受託事業者の自社便又は配送業者を使用すること。 
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② 搬送に使用する車輌は、施錠できる有蓋車（搬送物が、こぼれ落ちないよ

うに荷室が金属等で囲われている車）とし、委託業務以外の他の物品との

混載を行わないこと。

③ 電子媒体の搬送にあたっては、水漏れや落下等による破損（電子媒体等の

記録内容の破壊を含む）盗難及び紛失等による情報漏えいを防止する容器

（電子媒体用プラスチックケース等）に収納すると共に、施錠のできる堅

固な容器（ジュラルミン製等）を用いる等の所要の措置を講ずることとし、

必要な物品は受託事業者があらかじめ準備すること。

（３）作業上の注意事項

① 現場責任者は、作業状況を常に把握し、印刷内容の誤り、保管方法等に注

意を払うこと。

② 事故又は作業工程に問題が発生した際は、仕様書9（4）事故発生時の緊急

対応体制の申請に応じて発生状況、原因等について把握し、直ちに事故処

理状況等を日本年金機構に報告し、指示を仰ぐこと。

③ 納品物に不良箇所等が判明した場合、直ちに日本年金機構に報告するとと

もに、納品前の成果物及び仕掛品についても同様の事象が発生していない

かを点検し、その後の対応について日本年金機構の指示を仰ぐこと。

④ 本番印刷において機械停止等が発生した場合、ヒューマンエラーを防止す

るための適切な措置を講じること。

（４）電子媒体に関する注意事項

① 電子媒体を日本年金機構に送付する際は、追跡可能な方法によることとし、

送付物の送付事蹟を記録（送付物、宛先、送付年月日、到着年月日、追跡

証書（特定記録郵便追跡番号等）等）すること。

② 受託事業者は、パスワードが本来閲覧できる者以外の者に知られた場合又

はパスワード通知書を紛失した場合は、直ちに日本年金機構に報告の上、

電子媒体を追跡可能な方法により日本年金機構へ返却（又は提出）するこ

と。

なお、日本年金機構が郵便事故等によりパスワード通知書の紛失を把握し

た場合は、日本年金機構からその旨連絡する。受託事業者は、連絡を受け

た後、直ちに電子媒体を追跡可能な方法により日本年金機構へ返却（又は

提出）すること。

③ 電子媒体及びそのパスワード通知書について、同じ場所で保管してはなら

ない。また、搬送にあたっては、同梱してはならない。

④ 日本年金機構へ提出又は納品する電子媒体は、最新のウイルスパターンで、

ウイルススキャンを実施の上、ウイルスが検知されなかったものを納品す

ること。（その結果を納品の際に添付すること） 
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１．未支給決定通知書（Ｈ２３５） 

（１）紙質

上質紙：糊材塗布後メートル坪量 127ℊ/㎡（±5ℊ/㎡）程度

※ 白色度 80％以上、且つ圧着式通知の加工が容易にできるものであるこ

と。

※ グリーン購入法に適合するものであること。（入手が困難な場合は除く。） 

※ はがき内面に印字されたデータが外側から容易にその内容が判読でき

ない用紙を使用すること。

（２）サイズ

縦 6.0 インチ（152.4 ㎜）×横 12.0 インチ（304.8 ㎜）

※ ただし、横サイズは、11.5 インチ～12.0 インチまでを許容する。

（３）印刷様式

オフセット印刷方式（※1）またはオンデマンド印刷方式（※2）

※１ 紫外線硬化型インキを使用すること。

※２ 5 ポイントの文字が明瞭に判別できるようにすること。

両面印刷 1 色刷（色：青色（ＤＩＣ１８４程度）） 

※ 水濡れにより容易ににじまないものを使用すること。

（４）加工

① 圧着後、はがきサイズとなるように、スジ入れ加工・中間縦ミシン加工又

はこれと同様の効果のある加工を行うこと。

② ①で施した加工については、圧着した通知書を開いた際、容易に切断して

しまうことがないようにすること。（中間縦ミシンの両端はアンカットと

なるような措置を最大限講じ、中間縦ミシンのカット比率は最小限とする

こと。）

※ 印字された文字がスジ入れ加工またはミシン加工された範囲に重な

らないようにすること。

③ ハガキ本体の添付物には、その左下または右下にコーナーカットを打ち抜

くこと。

④ ハガキ本体には「郵便はがき」の文字を印刷し、その印刷された面に添付

物を貼付する場合については、圧着加工等を施した後にハガキ本体の「郵

便はがき」の文字が表示されるよう添付物にパンチ加工（5 穴）を施すこ

と、またはハガキ本体の添付物を幅５mm 程度小さくするずらし折り加工

を施すこと。



3 

※ 添付物を幅５mm 程度小さくするずらし折り加工で作成した場合に

は、コーナーカット加工の対応は任意とする。

※ 作成にあたりコーナーカットの有無等、レイアウト上修正が必要な箇

所がある場合には、契約締結後、別途調整の上原稿レイアウトを提示

する。

（５）注意事項

圧着加工等を施した後の大きさ及び重さが、第二種郵便物の通常葉書の規格

（長辺 14～15.4 ㎝短辺 9～10.7 ㎝、重さ 2～6ｇ）に適合すること。

また、前述の折加工（Z 折り、ずらし折り等の折り方）及び圧着加工（全面・

フチ糊／両面・片面等の圧着）の方法は任意とするが、契約期間においては

原則、同帳票での加工方法の変更は行わないこと。 
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２．未支給不該当通知書（Ｈ２４０） 

（１）紙質

上質紙：糊材塗布後メートル坪量 127ℊ/㎡（±5ℊ/㎡）程度

※ 白色度 80％以上、且つ圧着式通知の加工が容易にできるものであるこ

と。

※ グリーン購入法に適合するものであること。（入手が困難な場合は除く。） 

※ はがき内面に印字されたデータが外側から容易にその内容が判読でき

ない用紙を使用すること。

（２）サイズ

縦 6.0 インチ（152.4 ㎜）×横 12.0 インチ（304.8 ㎜）

※ ただし、横サイズは、11.5 インチ～12.0 インチまでを許容する。

（３）印刷様式

オフセット印刷方式（※1）またはオンデマンド印刷方式（※2）

※１ 紫外線硬化型インキを使用すること。

※２ 5 ポイントの文字が明瞭に判別できるようにすること。

両面印刷 1 色刷（色：青色（ＤＩＣ１８４程度）） 

※ 水濡れにより容易ににじまないものを使用すること。

（４）加工

① 圧着後、はがきサイズとなるように、スジ入れ加工・中間縦ミシン加工又

はこれと同様の効果のある加工を行うこと。

② ①で施した加工については、圧着した通知書を開いた際、容易に切断して

しまうことがないようにすること。（中間縦ミシンの両端はアンカットと

なるような措置を最大限講じ、中間縦ミシンのカット比率は最小限とする

こと。）

※ 印字された文字がスジ入れ加工またはミシン加工された範囲に重な

らないようにすること。

③ ハガキ本体の添付物には、その左下または右下にコーナーカットを打ち抜

くこと。

④ ハガキ本体には「郵便はがき」の文字を印刷し、その印刷された面に添付

物を貼付する場合については、圧着加工等を施した後にハガキ本体の「郵

便はがき」の文字が表示されるよう添付物にパンチ加工（5 穴）を施すこ

と、またはハガキ本体の添付物を幅５mm 程度小さくするずらし折り加工

を施すこと。
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※ 添付物を幅５mm 程度小さくするずらし折り加工で作成した場合に

は、コーナーカット加工の対応は任意とする。

※ 作成にあたりコーナーカットの有無等、レイアウト上修正が必要な箇

所がある場合には、契約締結後、別途調整の上原稿レイアウトを提示

する。

（５）注意事項

圧着加工等を施した後の大きさ及び重さが、第二種郵便物の通常葉書の規格

（長辺 14～15.4 ㎝短辺 9～10.7 ㎝、重さ 2～6ｇ）に適合すること。

また、前述の折加工（Z 折り、ずらし折り等の折り方）及び圧着加工（全面・

フチ糊／両面・片面等の圧着）の方法は任意とするが、契約期間においては

原則、同帳票での加工方法の変更は行わないこと。 



6 

３．未支給振込通知書（Ｈ７２５） 

（１）紙質

上質紙：糊材塗布後メートル坪量 127ℊ/㎡（±5ℊ/㎡）程度

※ 白色度 80％以上、且つ圧着式通知の加工が容易にできるものであるこ

と。

※ グリーン購入法に適合するものであること。（入手が困難な場合は除く。） 

※ はがき内面に印字されたデータが外側から容易にその内容が判読でき

ない用紙を使用すること。

（２）サイズ

縦 6.0 インチ（152.4 ㎜）×横 12.0 インチ（304.8 ㎜）

※ ただし、横サイズは、11.5 インチ～12.0 インチまでを許容する。

（３）印刷様式

オフセット印刷方式（※1）またはオンデマンド印刷方式（※2）

※１ 紫外線硬化型インキを使用すること。

※２ 5 ポイントの文字が明瞭に判別できるようにすること。

両面印刷 1 色刷（色：青色（ＤＩＣ１８４程度）） 

※ 水濡れにより容易ににじまないものを使用すること。

（４）加工

① 圧着後、はがきサイズとなるように、スジ入れ加工・中間縦ミシン加工又

はこれと同様の効果のある加工を行うこと。

② ①で施した加工については、圧着した通知書を開いた際、容易に切断して

しまうことがないようにすること。（中間縦ミシンの両端はアンカットと

なるような措置を最大限講じ、中間縦ミシンのカット比率は最小限とする

こと。）

※ 印字された文字がスジ入れ加工またはミシン加工された範囲に重な

らないようにすること。

③ ハガキ本体の添付物には、その左下または右下にコーナーカットを打ち抜

くこと。

④ ハガキ本体には「郵便はがき」の文字を印刷し、その印刷された面に添付

物を貼付する場合については、圧着加工等を施した後にハガキ本体の「郵

便はがき」の文字が表示されるよう添付物にパンチ加工（5 穴）を施すこ

と、またはハガキ本体の添付物を幅５mm 程度小さくするずらし折り加工

を施すこと。
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※ 添付物を幅５mm 程度小さくするずらし折り加工で作成した場合に

は、コーナーカット加工の対応は任意とする。

※ 作成にあたりコーナーカットの有無等、レイアウト上修正が必要な箇

所がある場合には、契約締結後、別途調整の上原稿レイアウトを提示

する。

（５）注意事項

圧着加工等を施した後の大きさ及び重さが、第二種郵便物の通常葉書の規格

（長辺 14～15.4 ㎝短辺 9～10.7 ㎝、重さ 2～6ｇ）に適合すること。

また、前述の折加工（Z 折り、ずらし折り等の折り方）及び圧着加工（全面・

フチ糊／両面・片面等の圧着）の方法は任意とするが、契約期間においては

原則、同帳票での加工方法の変更は行わないこと。 
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４．未支給送金通知書（Ｈ７２６） 

（１）紙質

上質紙：糊材塗布後メートル坪量 127ℊ/㎡（±5ℊ/㎡）程度

※ 白色度 80％以上、且つ圧着式通知の加工が容易にできるものであるこ

と。

※ グリーン購入法に適合するものであること。（入手が困難な場合は除く。） 

※ はがき内面に印字されたデータが外側から容易にその内容が判読でき

ない用紙を使用すること。

（２）サイズ

縦 6.0 インチ（152.4 ㎜）×横 12.0 インチ（304.8 ㎜）

※ ただし、横サイズは、11.5 インチ～12.0 インチまでを許容する。

（３）印刷様式

オフセット印刷方式（※1）またはオンデマンド印刷方式（※2）

※１ 紫外線硬化型インキを使用すること。

※２ 5 ポイントの文字が明瞭に判別できるようにすること。

両面印刷 1 色刷（色：青色（ＤＩＣ１８４程度）） 

※ 水濡れにより容易ににじまないものを使用すること。

（４）加工

① 圧着後、はがきサイズとなるように、スジ入れ加工・中間縦ミシン加工又

はこれと同様の効果のある加工を行うこと。

② ①で施した加工については、圧着した通知書を開いた際、容易に切断して

しまうことがないようにすること。（中間縦ミシンの両端はアンカットと

なるような措置を最大限講じ、中間縦ミシンのカット比率は最小限とする

こと。）

※ 印字された文字がスジ入れ加工またはミシン加工された範囲に重な

らないようにすること。

③ ハガキ本体の添付物には、その左下または右下にコーナーカットを打ち抜

くこと。

④ ハガキ本体には「郵便はがき」の文字を印刷し、その印刷された面に添付

物を貼付する場合については、圧着加工等を施した後にハガキ本体の「郵

便はがき」の文字が表示されるよう添付物にパンチ加工（5 穴）を施すこ

と、またはハガキ本体の添付物を幅５mm 程度小さくするずらし折り加工

を施すこと。
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※ 添付物を幅５mm 程度小さくするずらし折り加工で作成した場合に

は、コーナーカット加工の対応は任意とする。

※ 作成にあたりコーナーカットの有無等、レイアウト上修正が必要な箇

所がある場合には、契約締結後、別途調整の上原稿レイアウトを提示

する。

（５）注意事項

圧着加工等を施した後の大きさ及び重さが、第二種郵便物の通常葉書の規格

（長辺 14～15.4 ㎝短辺 9～10.7 ㎝、重さ 2～6ｇ）に適合すること。

また、前述の折加工（Z 折り、ずらし折り等の折り方）及び圧着加工（全面・

フチ糊／両面・片面等の圧着）の方法は任意とするが、契約期間においては

原則、同帳票での加工方法の変更は行わないこと。 
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５．未支給統合通知書（Ｈ７９８） 

（１）紙質

上質紙：糊材塗布後メートル坪量 127ℊ/㎡（±5ℊ/㎡）程度

※ 白色度 80％以上、且つ圧着式通知の加工が容易にできるものであるこ

と。

※ グリーン購入法に適合するものであること。（入手が困難な場合は除く。） 

※ はがき内面に印字されたデータが外側から容易にその内容が判読でき

ない用紙を使用すること。

（２）サイズ

縦 6.0 インチ（152.4 ㎜）×横 12.0 インチ（304.8 ㎜）

※ ただし、横サイズは、11.5 インチ～12.0 インチまでを許容する。

（３）印刷様式

オフセット印刷方式（※1）またはオンデマンド印刷方式（※2）

※１ 紫外線硬化型インキを使用すること。

※２ 5 ポイントの文字が明瞭に判別できるようにすること。

両面印刷 1 色刷（色：青色（ＤＩＣ１８４程度）） 

※ 水濡れにより容易ににじまないものを使用すること。

（４）加工

① 圧着後、はがきサイズとなるように、スジ入れ加工・中間縦ミシン加工又

はこれと同様の効果のある加工を行うこと。

② ①で施した加工については、圧着した通知書を開いた際、容易に切断して

しまうことがないようにすること。（中間縦ミシンの両端はアンカットと

なるような措置を最大限講じ、中間縦ミシンのカット比率は最小限とする

こと。）

※ 印字された文字がスジ入れ加工またはミシン加工された範囲に重な

らないようにすること。

③ ハガキ本体の添付物には、その左下または右下にコーナーカットを打ち抜

くこと。

④ ハガキ本体には「郵便はがき」の文字を印刷し、その印刷された面に添付

物を貼付する場合については、圧着加工等を施した後にハガキ本体の「郵

便はがき」の文字が表示されるよう添付物にパンチ加工（5 穴）を施すこ

と、またはハガキ本体の添付物を幅５mm 程度小さくするずらし折り加工

を施すこと。
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※ 添付物を幅５mm 程度小さくするずらし折り加工で作成した場合に

は、コーナーカット加工の対応は任意とする。

※ 作成にあたりコーナーカットの有無等、レイアウト上修正が必要な箇

所がある場合には、契約締結後、別途調整の上原稿レイアウトを提示

する。

（５）注意事項

圧着加工等を施した後の大きさ及び重さが、第二種郵便物の通常葉書の規格

（長辺 14～15.4 ㎝短辺 9～10.7 ㎝、重さ 2～6ｇ）に適合すること。

また、前述の折加工（Z 折り、ずらし折り等の折り方）及び圧着加工（全面・

フチ糊／両面・片面等の圧着）の方法は任意とするが、契約期間においては

原則、同帳票での加工方法の変更は行わないこと。 
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第１章 目的 

 この基準書は、日本年金機構が行う各種帳票作成の委託業務において、日本年金機構が受

託事業者に対して貸与する各種帳票のデータ（電子媒体）（以下、「電子媒体」という。）の

作成仕様を規定するものである。 

第２章 具体的事項 

２．１ 電子媒体関係 

２．１．１ 電子媒体の引渡し形態 

 電子媒体を引渡す際に、電子媒体に収録されている内容を明確にするため、ラベルを電

子媒体のケースに貼付する。ラベルの各項目の記入内容は表２．１．１－１のとおりであ

る。 

表２．１．１－１ ラベルの記入内容 

項番 項 目 DVD ケース 内 容 備  考 

１ タイトル
○ ○ 

電子媒体に収録したデータの日本語名

称を記入する。 

２ 正／副 
○ ○ 

電子媒体が正／副のどちらであるかを

明記する。 

３ ボリューム名 
○ ○ 

電子媒体に設定したボリューム名を記

入する。 

４ ファイル名
○ ○ 

電子媒体に設定したファイル名を記入

する。 

５ サイクル
○ 

電子媒体を作成した処理サイクルを記

入する。 

６ 枚数 

△ ○ 

電子媒体を分割して収録した場合、 

「１」からの通番で記入する。 

形式は「対象の枚数／全体枚数」とする。 

△・・・ＤＶＤ本体

には分割がある場

合にのみ「対象の枚

数」を記入する 

７ 作成年月日 
○ 

電子媒体を作成した運用日付を記入す

る。 

８ 収録件数 

○ 

電子媒体に収録されているデータ件数

を記入する。 

収録件数は明細数

では無く、レコード

件数を記入する。 
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電子媒体の回付票記載事項とその内容は、表２．１．１－２のとおりである。 

表２．１．１－２ 回付票記載事項 

項番 項 目 内 容 備  考 

１ ボリューム名 電子媒体に設定したボリューム名を記入する。 

２ ファイル名 電子媒体に設定したファイル名を記入する。 

３ 収録件数 電子媒体に収録されているデータ件数を記入する。 収録件数は明細数

では無く、レコード

件数を記入する。 

4 作成年月日 電子媒体を作成した運用日付を記入する。 
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２．１．２ 電子媒体に関する規定事項 

（１） ハード仕様

 日本年金機構作成電子媒体のハード仕様の項目とその内容は、表２．１．２－１の

とおりである。 

表２．１．２－１ 電子媒体のハード仕様 

項

番 

項  目 内   容 備  考 

1 記録型ＤＶＤ規格 ＤＶＤ－ＲＷ 

2 ディスク外径 １２０ｍｍ 

3 記録方式 相変化記録方式 

4 レーザー波長 ６５０ｎｍ 

５ 記憶容量 ４．７ＧＢ（片面） 記憶可能容量 

ディスク１枚あたり ：４．３７ＧＢ 

１ファイルあたり  ：２．００ＧＢ 

※１ファイルあたりの記憶可能容量に

ついては、暗号化前後ともに

２．００ＧＢを上限とする。

６ 記録形式 ＵＤＦ形式 ＵＤＦ２．０１ 

７ 書込方式 パケットライト ＵＤＦ形式でサポート 

※書込み時は必ずセッションを閉じ

ること。 
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（２） ソフト仕様

① 電子媒体のソフト仕様

電子媒体のソフト仕様の項目とその内容は、表２．１．２－２のとおりである。 

表２．１．２－２ 電子媒体のソフト仕様 

項番 項  目 内    容 備  考 

１ ボリューム名 英数字１０桁以内 

  例：MD25xxxxxx 

２ ファイル名 英数字１９桁以内 

  例：AA1111xxA0110 

３ 暗号化ファイ

ル名

ＤＶＤ－ＲＷには、暗号化後のファイル 

（ファイル名後の「．（ドット）＋拡張子」

含む）を収録 

英数字２３桁以内 

  例：AA1111xxA0110.exe 

３．１ 暗号化要件

参照 

４ レコード形式 固定長レコードまたは 

可変長レコード 

・ファイル単位の情

報は②ソフト仕様の

補足説明（ア）を参照 

・レコード形式につ

いては②ソフト仕様

の補足説明（イ）を参

照 

５ データ属性 １バイト文字又は２バイト文字 

６ 内部コード Ｓｈｉｆｔ－ＪＩＳ（ＡＳＣＩＩ）コード 

７ ファイル形式 シングルファイル／シングルボリューム

（ＤＶＤ1 枚に 1 ファイルの情報を収録） 
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② ソフト仕様の補足説明

 ソフト仕様に関する補足説明は、以下の通り。 

（ア） ファイルの種類

本業務で作成するファイルの一覧は、委託要領別添３「入出力仕様書」を 

参照。 

（イ） レコード形式

（ａ）固定長ファイルレコード形式 

  バイナリ属性を含め、任意のデータ属性を格納したレコードで 

使用可能な形式データ部に関しては、区切りのないファイル 

（ｂ）可変長ファイルレコード形式 

  バイナリ属性を含め、任意のデータ属性を格納したレコードで使用可 

能な形式各レコードの先頭４バイトにＲＤＷを付与したファイル 

※ＲＤＷにはレコード長を以下の通りに設定

 ＲＤＷの先頭２バイトにＬＬ＋４を設定し、後続２バイトはオールゼロ

を設定 

         

長さ：４ 

←データＡ→ 

長さ：ＬＬ 

←データＢ→ ←データＣ→ ←データＡ→ 

ＲＤＷ 

ＲＤＷ ＲＤＷ ←データＡ→ ←データ B→ 
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２．２ レコードの規定事項 

２．２．１ レコード収録条件 

各種帳票ファイルは以下に示す収録条件に従い作成する。 

  ファイルの収録条件は以下の通り。 

表２．２．１ 未支給決定通知書ファイルの収録条件 

項番 媒体 収録条件 ソート順 分割 

１ 未支給決定通知

書ファイル 

受給権者毎の未支給決定通知書のデータで

あり、１レコードに対して受給権者１人分

のデータが存在する。 

－ 

なし 

第３章 留意事項 

３．１ 暗号化要件 

暗号化方式は以下の方式とする。 

３．１．１ 自己解凍形式（ＡＥＳ暗号形式） 

鍵の値および変更周期については別途、日本年金機構から通知する。 



表２．１．２－６ Ｓｈｉｆｔ－ＪＩＳ（ＡＳＣＩＩ）コード表

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

0 NUL DLE 空白 0 @ P ｀ p ｰ ﾀ ﾐ

1 SOH DC1 ! 1 A Q a q ｡ ｱ ﾁ ﾑ

2 STX DC2 " 2 B R b r ｢ ｲ ﾂ ﾒ

3 ETX DC3 # 3 C S c s ｣ ｳ ﾃ ﾓ

4 EOT DC4 $ 4 D T d t ､ ｴ ﾄ ﾔ

5 ENQ NAK % 5 E U e u ･ ｵ ﾅ ﾕ

6 ACK SYN & 6 F V f v ｦ ｶ ﾆ ﾖ

7 BEL ETB ' 7 G W g w ｧ ｷ ﾇ ﾗ

8 BS CAN ( 8 H X h x ｨ ｸ ﾈ ﾘ

9 HT EM ) 9 I Y i y ｩ ｹ ﾉ ﾙ

A LF SUB * : J Z j z ｪ ｺ ﾊ ﾚ

B VT ESC + ; K [ k { ｫ ｻ ﾋ ﾛ

C FF FS , < L \ l | ｬ ｼ ﾌ ﾜ

D CR GS - = M ] m } ｭ ｽ ﾍ ﾝ

E SO RS . > N ^ n ~ ｮ ｾ ﾎ ﾞ

F SI US / ? O _ o DEL ｯ ｿ ﾏ ﾟ

23～20
27～24
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本仕様書は、日本年金機構が行う未支給決定通知書等（外4帳票）の作成及び発送準備業務の委託において、日本年金機構が受託業者に対して貸与す電子媒体及び通知書等の運時の仕様を規定するものである。

通知書等の作成(印字)については、日本年金機構から受託業者に貸与される｢電子媒体｣の情報をもとに、別添｢帳票レイアウト｣の形式により別添「印字仕様」に従って行う。

通知書等の｢電子媒体仕様(｢レコードレイアウト｣及び｢レコード仕様｣)｣、｢帳票レイアウト｣、｢印字仕様｣等については、｢入出力仕様一覧｣を参照のこと。

レコード仕様表

ファイルＩＤ ファイル名称(日本語名称) レコード形式 レコード長 レコードレイアウト

1 Ｈ２３５ 未支給決定通知書 圧着 ＳＳＭ００３１ 未支給決定通知書ファイル 固定長 629 別添3-① 別添3-③ 別添Ａ

2 Ｈ２４０ 未支給不該当通知書 圧着 ＳＳＭ００３１ 未支給不該当通知書ファイル 固定長 629 別添3-① 別添3-④ 別添Ｂ

3 Ｈ７２５ 未支給振込通知書 圧着 ＳＳＰ０５５６ 未支給年金・保険給付振込通知書ファイル 可変長 13,025 別添3-② 別添3-⑤ 別添Ｃ

4 Ｈ７２６ 未支給送金通知書 圧着 ＳＳＰ０５５６ 未支給年金・保険給付振込通知書ファイル 可変長 13,025 別添3-② 別添3-⑥ 別添Ｄ

5 Ｈ７９８ 未支給統合通知書 圧着 ＳＳＺ２０１１ 未支給統合通知 固定長 1,629 別添3-⑦ 別添3-⑧ 別添Ｎ

入出力仕様一覧

項番
書式ＩＤ
(帳票ＩＤ)

帳票名称 種類
電子媒体ファイル／レコード仕様

印字仕様 帳票レイアウト 備考

入出力仕様書 別添３

1／1  R7.10～仕様一覧／別添3 入出力仕様書



別添３-①

項番 ﾚﾍﾞﾙ 日本語名 データ項目名 ﾀｲﾌﾟ 桁数 反復 ﾊﾞｲﾄ 接頭語 編集文字列 初期値 再定義名 備考
番号 位置 （記号項目名）

1 01 WRK-FD-MTUIN WRK-FD-MTUIN G 1
2 03 年番 WRK-ﾈﾝﾊﾞﾝ G 1
3 05 証番 WRK-N-ｼﾖｳﾊﾞﾝ G 1
4 07 府県課所 WRK-N-ﾌｹﾝｶｼﾖ G 1
5 09 府県 WRK-N-ﾌｹﾝ X 2 1
6 09 課所 WRK-N-ｶｼﾖ X 2 3
7 07 番号 WRK-N-ﾊﾞﾝｺﾞｳ X 6 5
8 07 種別 WRK-N-ｼﾕﾍﾞﾂ X 2 11
9 07 制度 WRK-N-ｾｲﾄﾞ X 1 13

10 07 連番 WRK-N-ﾚﾝﾊﾞﾝ X 1 14
11 03 WRK-IN-MTUIN WRK-IN-MTUIN G 15
12 05 大規模定常項目 FSINTEI-ﾃｲｼﾞﾖｳ-ｺｳﾓｸ X 26 15
13 05 大規模定常項目-R FSINTEJ-ﾃｲｼﾞﾖｳ-ｺｳﾓｸ G 15 FSINTEI-ﾃｲｼﾞﾖｳ

-ｺｳﾓｸ
14 07 制度 FSINSEID-ｾｲﾄﾞ 9 2 15
15 07 年金証書記号番号 FSINSHOB-ｼﾖｳﾊﾞﾝ G 17
16 09 府県 FSINSBFU-ﾌｹﾝ 9 2 17
17 09 課所 FSINSBKA-ｶｼﾖ 9 2 19
18 09 種別 FSINSBSY-ｼﾕﾍﾞﾂ 9 2 21
19 09 番号 FSINSBNO-ﾊﾞﾝｺﾞｳ 9 6 23
20 09 枝番 FSINSBED-ｴﾀﾞﾊﾞﾝ 9 2 29
21 07 年金証書記号番号国年 FSNINSHOB-ｼﾖｳﾊﾞﾝ G 17 FSINSHOB-ｼﾖｳﾊﾞ

ﾝ
22 09 国年府県 FSNINSBFU-ﾌｹﾝ 9 2 17
23 09 国年課所 FSNINSBKA-ｶｼﾖ 9 2 19
24 09 国年番号 FSNINSBNO-ﾊﾞﾝｺﾞｳ 9 6 21
25 09 国年種別 FSNINSBSY-ｼﾕﾍﾞﾂ 9 2 27
26 09 予備 FILLER 9 2 29
27 07 受給権者生年月日元号コード FSINJKGC-ｳﾏﾚ-ｹﾞﾝｺﾞｳ-C 9 2 31
28 07 受給権者生年月日 FSINJKDY-ｼﾞﾕｷﾕｳｼﾔ-ｳﾏﾚ G 33
29 09 年 FSINJKYY-ﾈﾝ G 33
30 11 年-1 FSINJKY1-ﾈﾝ-1 9 2 33
31 11 年-2 FSINJKY2-ﾈﾝ-2 9 2 35
32 09 月 FSINJKMM-ﾂｷ 9 2 37
33 09 日 FSINJKDD-ﾋ 9 2 39
34 05 トランズ定常項目 FSINTRTK-ﾄﾗﾝｽﾞ-ﾃｲｼﾞﾖｳ-ｺｳﾓｸ G 41
35 07 作成原因 FSINNCOD-ｻｸｾｲ-ｹﾞﾝｲﾝ X 2 41
36 07 処理年月日 FSINSNGH-ｼﾖﾘ-ﾈﾝｶﾞﾂﾋﾟ G 43
37 09 年 FSINSYYY-ﾈﾝ G 43
38 11 年-1 FSINSYY1-ﾈﾝ-1 9 2 43
39 11 年-2 FSINSYY2ｰﾈﾝ-2 9 2 45
40 09 月 FSINSYMM-ﾂｷ 9 2 47
41 09 日 FSINSYDD-ﾋ 9 2 49
42 07 支払年月日 FSINSIHH-ｼﾊﾗｲ-ﾈﾝｶﾞﾂﾋﾟ G 51
43 09 年 FSINSHYY-ﾈﾝ G 51
44 11 年-1 FSINSHY1-ﾈﾝ-1 9 2 51
45 11 年-2 FSINSHY2-ﾈﾝ-2 9 2 53
46 09 月 FSINSHMM-ﾂｷ 9 2 55
47 09 日 FSINSHDD-ﾋ 9 2 57
48 05 事由 FYOBI01-ｼﾞﾕｳ X 2 59
49 05 連続番号 FRENBAN-ﾚﾝﾊﾞﾝ P 9 61
50 05 市区町村コード FSCSCNO-ｼｸﾁﾖｳｿﾝ-ｺ-ﾄﾞ G 66
51 07 府県 FSFUKEN-ﾌｹﾝ 9 2 66
52 07 課所 FSKASYO-ｶｼﾖ 9 2 68
53 07 収録区分 FSSKUBN-ｼﾕｳﾛｸ-ｸﾌﾞﾝ 9 1 70
54 07 コード FSCODE-ｺ-ﾄﾞ 9 3 71
55 05 市区町村コード-R FSNSCNO-ｼｸﾁﾖｳｿﾝ-ｺ-ﾄﾞ G 66 FSCSCNO-ｼｸﾁﾖｳｿ

ﾝ-ｺ-ﾄﾞ

修正記号 変更区分

基本設計 入出力設計 レコード仕様表 作成 作成日 P承認

レコード名称 未支給通知者・ＱＲ レコードID SSM0031業務名 未支給支払業務 業務ＩＤ SM

1／8 R8.10～レコード仕様表／別添3-①未支給決定・不該当 (レコード仕様・レイアウト)



別添３-①

項番 ﾚﾍﾞﾙ 日本語名 データ項目名 ﾀｲﾌﾟ 桁数 反復 ﾊﾞｲﾄ 接頭語 編集文字列 初期値 再定義名 備考
番号 位置 （記号項目名）

修正記号 変更区分

基本設計 入出力設計 レコード仕様表 作成 作成日 P承認

レコード名称 未支給通知者・ＱＲ レコードID SSM0031業務名 未支給支払業務 業務ＩＤ SM

56 07 府県-R FSNFKEN-ﾌｹﾝ 9 2 66
57 07 課所-R FSNKSYO-ｶｼﾖ 9 2 68
58 07 コード-R FSNSKCD-ｼｸﾁﾖｳｿﾝ-ｺ-ﾄﾞ 9 4 70
59 05 住所地郵便番号 FJYUYNO-ﾕｳﾋﾞﾝｷﾖｸ-ﾊﾞﾝｺﾞｳ X 10 74
60 05 未支給請求者氏名 FMINAME-ﾐｼｷﾕｳ-ｾｲｷﾕｳ-ｼﾒｲ X 25 84 送付先カナ氏名を設定（従前から変更なし） 【参考】

61 05 氏名 FNAME-ｼﾒｲ X 25 109 亡くなられた受給権者カナ氏名を設定（従前から変更なし） 【参考】

62 05 未支給請求者住所 FMIJYUS-ﾐｼｷﾕｳ-ｾｲｷﾕｳ-ｼﾞﾕｳｼﾖ X 75 134 送付先カナ住所を設定（従前から変更なし） 【参考】

63 05 未支給支払額・新法 FMIGAKU-ﾐｼｷﾕｳ-ｶﾞｸ-ｼﾝﾎﾟｳ G 209
64 07 基礎/支払額 FKISO-ｷｿ P 9 209
65 07 付加/得 支払額 FFUKA-ﾌｶ P 9 214
66 07 上乗 FUWANOS-ｳﾜﾉｾ P 9 219
67 07 独自 FDOKUJI-ﾄﾞｸｼﾞ P 9 224
68 07 未支給合計額 FMGOKEI-ﾐｼｷﾕｳ-ｺﾞｳｹｲ P 9 229
69 05 未支給支払額・新船保 FMIKANE-ﾐｼｷﾕｳ-ｶﾞｸ-ｾﾝﾎﾟ G 209 FMIGAKU-ﾐｼｷﾕｳ-

ｶﾞｸ-ｼﾝﾎﾟｳ
70 07 基礎/支払額・新船保 FSIKIN-ｼｷﾕｳｶﾞｸ P 9 209
71 07 付加/得 支払額・新船保 FMARUT-ﾏﾙﾄｸ-ｼｷﾕｳｶﾞｸ P 9 214
72 07 予備・新船保1 FILLER P 9 219
73 07 予備・新船保2 FILLER P 9 224
74 07 未支給合計額・新船保 FIGOKEI-ﾐｼｷﾕｳ-ｺﾞｳｹｲ P 9 229
75 05 未支給対象期間 FMKIKAN-ﾐｼｷﾕｳ-ﾀｲｼﾖｳ-ｷｶﾝ G 234
76 07 期間-自 FKIKANJ-ｷｶﾝ-ｼﾞ G 234
77 09 年 FJNEN-ﾈﾝ 9 4 234
78 09 月 FJGETU-ﾂｷ 9 2 238
79 07 期間-至 KIKANI-ｷｶﾝ-ｲﾀﾙ G 240
80 09 年 FINEN-ﾈﾝ 9 4 240
81 09 月 FIGETU-ｹﾞﾂ 9 2 244
82 05 市区町村受付表示 FUKETUH-ｼｸﾁﾖｳｿﾝ-ｳｹﾂｹ-ﾋﾖｳｼﾞ X 1 246
83 05 時効該当年月 Fｼﾞｺｳｶﾞ-YM 9 6 247

83-1 05 未支給請求者氏名漢字桁数 ﾐｼ-ｾｲｼﾔ-ｼﾒｲ-KJ-ｹﾀ-S B 4 253 未支給請求者氏名漢字の桁数を設定
（漢字の設定なしの場合ゼロを設定）

SM5TH6A0 項目追加

83-2 05 未支給請求者氏名漢字 ﾐｼ-ｾｲｼﾔ-ｼﾒｲ-KJ N 25 255 送付先漢字氏名を編集
（初期値、あまりは全角スペースを設定）

SM5TH6A0 項目追加

83-3 05 氏名漢字桁数 ｼﾒｲ-KJ-ｹﾀ-S B 4 305 氏名漢字の桁数を設定
（漢字の設定なしの場合ゼロを設定）

SM5TH6A0 項目追加

83-4 05 氏名漢字 ｼﾒｲ-KJ N 25 307 亡くなられた受給権者漢字氏名を編集
（初期値、あまりは全角スペースを設定）

SM5TH6A0 項目追加

83-5 05 未支給請求者住所漢字桁数 ﾐｼ-ｾｲｼﾔ-ｼﾞﾕｳｼﾖ-KJ-ｹﾀ-S B 4 357 未支給請求者住所漢字の桁数を設定
（漢字の設定なしの場合ゼロを設定）

SM5TH6A0 項目追加

83-6 05 未支給請求者住所漢字 ﾐｼ-ｾｲｼﾔ-ｼﾞﾕｳｼﾖ-KJ N 80 359 送付先漢字住所を編集
（初期値、あまりは全角スペースを設定）

SM5TH6A0 項目追加

84 05 予備 FYOBI2-ﾖﾋﾞ X 82 519 SM5TH6A0:桁数変更(48→82)
SM5TH6A0:開始位置変更(253→519)

SM5TH6A0 変更

85 03 ＱＲコード情報 QR-C-JH X 29 601 SM5TH6A0:開始位置変更(301→601) SM5TH6A0 変更

2／8 R8.10～レコード仕様表／別添3-①未支給決定・不該当 (レコード仕様・レイアウト)



別添３-①

項  番 5 6 7 8 9 10 12 35 38 39 40 41 44 45 46 47 48 49 51 52 53 54 59 60 61 62

ＷＲＫ－ＦＤ－ＭＴＵＩＮ

年番 ＷＲＫ－ＩＮ－ＭＴＵＩＮ
項 証番 トランズ定常項目 市区町村コード

府県課所 処理年月日 支払年月日 未 未

大 年 年 住 支 支

規 連 所 給 給

目 模 作 事 続 収 コ 地 請 氏 請

府 課 番 種 制 連 定 成 年 年 年 年 由 番 府 課 録 ｜ 郵 求 名 求

県 所 号 別 度 番 常 原 ｜ ｜ 月 日 ｜ ｜ 月 日 号 県 所 区 ド 便 者 者

項 因 １ ２ １ ２ 分 番 氏 住

名 目 号 名 所

形  式 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

属  性 X X X X X X X X 9 9 9 9 9 9 9 9 X P 9 9 9 9 X X X X

ﾊﾞｲﾄ数 2 2 6 2 1 1 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 1 3 10 25 25 75

ﾊﾞｲﾄ位置 1 3 5 11 13 14 15 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 66 68 70 71 74 84 109 134

項  番 64 65 66 67 68 77 78 80 81 82 83 83-1 83-2 83-3 83-4 83-5 83-6 84 85

ＷＲＫ－ＦＤ－ＭＴＵＩＮ

ＷＲＫ－ＩＮ－ＭＴＵＩＮ
項 未支給支払額・新法 未支給対象期間 数未 未 数未 未

期間－自 期間－至 市 支 支 支 支 Ｑ

付 区 時 給 給 氏 給 給 Ｒ

基 加 未 町 効 請 請 名 氏 請 請 コ

目 礎 ／ 支 村 該 求 求 漢 名 求 求 予 ｜

／ 得 上 独 給 受 当 者 者 字 漢 者 者 備 ド

支 乗 自 合 年 月 年 月 付 年 氏 氏 桁 字 住 住 情

払 支 計 表 月 名 名 数 所 所 報

名 額 払 額 示 漢 漢 漢 漢

額 字 字 字 字

桁 桁

形  式 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

属  性 P P P P P 9 9 9 9 X 9 B N B N B N X X

ﾊﾞｲﾄ数 5 5 5 5 5 4 2 4 2 1 6 2 50 2 50 2 160 82 29

ﾊﾞｲﾄ位置 209 214 219 224 229 234 238 240 244 246 247 253 255 305 307 357 359 519 601

項  番 85

*1

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 未支給通知者・ＱＲ レコードID SSM0031業務名 未支給支払業務 業務ＩＤ SM

3／8 R8.10～レコードレイアウト／別添3-①未支給決定・不該当 (レコード仕様・レイアウト)



別添３-①

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 未支給通知者・ＱＲ レコードID SSM0031業務名 未支給支払業務 業務ＩＤ SM

再定義レコードレイアウト  大規模定常項目－Ｒ  再定義元 ： 大規模定常項目

項  番 14 16 17 18 19 20 27 30 31 32 33

大規模定常項目－Ｒ

年金証書記号番号 ド受 受給権者生年月日
項 給 年

権

者

生

目 制 府 課 種 番 枝 年 年 年

度 県 所 別 号 番 月 ｜ ｜ 月 日

日 １ ２

元

名 号

コ

｜

形  式 - - - - - - - - - - -

属  性 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

ﾊﾞｲﾄ数 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2

ﾊﾞｲﾄ位置 15 17 19 21 23 29 31 33 35 37 39

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

4／8 R8.10～レコードレイアウト／別添3-①未支給決定・不該当 (レコード仕様・レイアウト)



別添３-①

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 未支給通知者・ＱＲ レコードID SSM0031業務名 未支給支払業務 業務ＩＤ SM

再定義レコードレイアウト  市区町村コード－Ｒ  再定義元 ： 市区町村コード

項  番 56 57 58

市区町村コード－Ｒ

項

コ

府 課 ｜

目 県 所 ド

｜ ｜ ｜

Ｒ Ｒ Ｒ

名

形  式 - - -

属  性 9 9 9

ﾊﾞｲﾄ数 2 2 4

ﾊﾞｲﾄ位置 66 68 70

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

5／8 R8.10～レコードレイアウト／別添3-①未支給決定・不該当 (レコード仕様・レイアウト)



別添３-①

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 未支給通知者・ＱＲ レコードID SSM0031業務名 未支給支払業務 業務ＩＤ SM

再定義レコードレイアウト  未支給支払額・新船保  再定義元 ： 未支給支払額・新法

項  番 70 71 72 73 74

未支給支払額・新船保

付
項 基 加 未

礎 ／ 予 予 支

／ 得 備 備 給

支 ・ ・ 合

目 払 支 新 新 計

額 払 船 船 額

・ 額 保 保 ・

新 ・ １ ２ 新

名 船 新 船

保 船 保

保

形  式 - - - - -

属  性 P P P P P

ﾊﾞｲﾄ数 5 5 5 5 5

ﾊﾞｲﾄ位置 209 214 219 224 229

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

6／8 R8.10～レコードレイアウト／別添3-①未支給決定・不該当 (レコード仕様・レイアウト)



別添３-①

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 未支給通知者・ＱＲ レコードID SSM0031業務名 未支給支払業務 業務ＩＤ SM

再定義レコードレイアウト  年金証書記号番号国年  再定義元 ： 年金証書記号番号

項  番 22 23 24 25 26

年金証書記号番号国年

項

国 国 国 国

目 年 年 年 年 予

府 課 番 種 備

県 所 号 別

名

形  式 - - - - -

属  性 9 9 9 9 9

ﾊﾞｲﾄ数 2 2 6 2 2

ﾊﾞｲﾄ位置 17 19 21 27 29

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

7／8 R8.10～レコードレイアウト／別添3-①未支給決定・不該当 (レコード仕様・レイアウト)



別添３-①

*1 ＷＲＫ－ＦＤ－ＭＴＵＩＮ

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト（外出し項目） 作成 作成日 P承認

レコード名称 未支給通知者・ＱＲ レコードID SSM0031業務名 未支給支払業務 業務ＩＤ SM

8／8 R8.10～外出し項目／別添3-①未支給決定・不該当 (レコード仕様・レイアウト)



別添３-②

項番 ﾚﾍﾞﾙ 日本語名 データ項目名 ﾀｲﾌﾟ 桁数 反復 ﾊﾞｲﾄ 接頭語 編集文字列 初期値 再定義名 備考
番号 位置 （記号項目名）

1 01 年一通知作成用（未支給分） ﾈﾝｲﾁﾂｳﾁ-ｻｸｾｲﾖｳ-ﾐｼﾌﾞﾝ 1
2 03 基礎年金番号定常部 ｷｿﾈﾝ-B-ﾃｲｼﾞﾖｳﾌﾞ 1
3 05 レコード長 REC-LENG B 8 1
4 05 基礎年金番号 ｷｿﾈﾝ-B 5
5 07 府県課所 ﾌｹﾝ-ｶｼﾖ 9 4 5
6 07 番号 ﾊﾞﾝｺﾞｳ 9 6 9
7 05 年金コード ﾈﾝ-C 15
8 07 種別 ｼﾕﾍﾞﾂ 9 2 15
9 07 区分 ｸﾌﾞﾝ 9 2 17

10 03 予備 FILLER X 4 19
11 03 定常項目 ﾃｲｼﾞﾖｳｺｳﾓｸ 23
12 05 予備 FILLER X 4 23
13 05 制度コード ｾｲﾄﾞ-C X 2 27
14 05 ファイル識別コード FILE-ｼｷﾍﾞﾂ-C 29
15 07 処理区分 ｼﾖﾘ-ｸﾌﾞﾝ 9 1 29
16 07 システム区分 ｼｽﾃﾑ-ｸﾌﾞﾝ 9 2 30
17 07 ファイル区分 ﾌｱｲﾙ-ｸﾌﾞﾝ 9 4 32
18 07 ファイル枝番 ﾌｱｲﾙ-ｴﾀﾞﾊﾞﾝ 9 1 36
19 05 作成年月日 ｻｸ-YMD 37
20 07 作成年月日年 ｻｸｾｲ-YMD-Y 9 4 37 全制度共通
21 07 作成年月日-年 ｻｸｾｲ-YMD-ﾈﾝ 37 ｻｸｾｲ-YMD-Y 全制度共通
22 09 作成年月日年1 ｻｸｾｲ-YMD-Y-1 9 2 37 全制度共通
23 09 作成年月日年2 ｻｸｾｲ-YMD-Y-2 9 2 39 全制度共通
24 07 作成年月日月 ｻｸｾｲ-YMD-M 9 2 41 全制度共通
25 07 作成年月日日 ｻｸｾｲ-YMD-D 9 2 43 全制度共通
26 05 内部整理番号 ﾅｲｾｲ-B 45
27 07 府県 ﾌ-ｹﾝ 9 2 45
28 07 課所 ｶ-ｼﾖ 9 2 47
29 07 種別 ｼﾕ-ﾍﾞﾂ 9 2 49
30 07 番号 BN-ｺﾞｳ 9 6 51
31 07 枝番 ｴﾀﾞ-BN 9 2 57
32 05 証番 ｼﾖｳ-BN 45 ﾅｲｾｲ-B
33 07 府県 FU-ｹﾝ 9 2 45
34 07 課所 KA-ｼﾖ 9 2 47
35 07 番号 BAN-ｺﾞｳ 9 6 49
36 07 種別 SYU-ﾍﾞﾂ 9 2 55
37 07 予備 YO-BI 9 2 57
38 05 共通受給権者生年月日 KT-ｼﾞﾕｼﾔ-ｾｲ-YMD 59
39 07 生年月日年 ｾｲ-YMD-Y 9 4 59 全制度共通
40 07 共通受給権者生年月日年 ｼﾞﾕｼﾔ-ｾｲ-YMD-Y 59 ｾｲ-YMD-Y 全制度共通
41 09 共通受給権者生年月日年1 ｼﾞﾕｼﾔ-ｾｲ-YMD-Y-1 9 2 59 全制度共通
42 09 共通受給権者生年月日年2 ｼﾞﾕｼﾔ-ｾｲ-YMD-Y-2 9 2 61 全制度共通
43 07 生年月日月 ｾｲ-YMD-M 9 2 63 全制度共通
44 07 生年月日日 ｾｲ-YMD-D 9 2 65 全制度共通
45 05 減税通知対象表示 ｹﾞﾝｾﾞｲﾂｳﾁ-ﾀｲｼﾖｳ-I 9 1 67
46 05 振込・支払通知区分 ﾌﾘｺﾐ-ｼﾊﾗｲ-ﾂｳﾁｸﾌﾞﾝ 9 1 68
47 05 地共表示 ﾁｷﾖｳ-I 9 1 69
48 05 減年支給率 GEN-ｼｷﾕｳ-RT P 5 70
49 05 旧共済船員選択表示 ｾﾝ-ｷﾕｳﾌ X 1 73
50 05 住所表示番号 ｼﾞﾕｳﾋﾖｳ-B X 13 74
51 05 ＢＣＤ有無表示 BCD-ｳﾑ-I X 1 87
52 05 予備 FILLER X 5 88
53 03 支払方法情報部 ﾊﾗｲ-ﾎｳﾎｳ-ｼﾞﾖｳﾎｳﾌﾞ 93
54 05 支払原因コード ﾊﾗｲ-ｹﾞﾝｲﾝ-C 9 2 93 全制度共通
55 05 支払年月日 ﾊﾗｲ-YMD 95 全制度共通
56 07 支払年月日年 ﾊﾗｲ-YMD-Y 9 4 95 全制度共通
57 07 支払年月日-年 ﾊﾗｲ-YMD-ﾈﾝ 95 ﾊﾗｲ-YMD-Y 全制度共通
58 09 支払年月日年1 ﾊﾗｲ-YMD-Y-1 9 2 95 全制度共通

修正記号 変更区分

基本設計 入出力設計 レコード仕様表 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給）・ＱＲ レコードID SSP0556業務名 年一通知 業務ＩＤ SP10

1／28 R8.10～レコード仕様表 ／別添3-②未支給振込・送金 (レコード仕様・レイアウト)



別添３-②

項番 ﾚﾍﾞﾙ 日本語名 データ項目名 ﾀｲﾌﾟ 桁数 反復 ﾊﾞｲﾄ 接頭語 編集文字列 初期値 再定義名 備考
番号 位置 （記号項目名）

修正記号 変更区分

基本設計 入出力設計 レコード仕様表 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給）・ＱＲ レコードID SSP0556業務名 年一通知 業務ＩＤ SP10

59 09 支払年月日年2 ﾊﾗｲ-YMD-Y-2 9 2 97 全制度共通
60 07 支払年月日月 ﾊﾗｲ-YMD-M 9 2 99 全制度共通
61 07 支払年月日日 ﾊﾗｲ-YMD-D 9 2 101 全制度共通
62 05 連番 ﾚﾝﾊﾞﾝ P 9 103
63 05 支払方法 ﾊﾗｲ-ﾎｳﾎｳ 108
64 07 支払方法担保表示 ﾊﾗｲﾎｳﾎｳ-ﾀﾝﾎﾟ-I 9 1 108
65 07 支払方法機関コード ﾊﾗｲﾎｳﾎｳ-ｷｶﾝ-C 9 1 109
66 07 支払方法預入コード ﾊﾗｲﾎｳﾎｳ-ﾖﾆｳ-C 9 1 110
67 03 在職者コード ｻﾞｲｼﾖｸ-C 9 1 111
68 03 支払先情報 ﾊﾗｲｻｷ-JH 112
69 05 氏名 ｼﾒｲ X 50 112 送付先カナ氏名を設定（従前から変更なし） 【参考】

70 05 支払先住所 ｼﾞﾕｳｼﾖ 162
71 07 市区町村コード ｼｸﾁﾖｳｿﾝ-C 9 8 162
72 07 郵便番号 ﾕｳﾋﾞﾝ-ﾊﾞﾝｺﾞｳ X 7 170 全制度共通受給権者(裁定請求者)の郵便番号を示す｡
73 07 住所 ｼﾞﾕｳ-ｼﾖ X 75 177 送付先カナ住所を設定（従前から変更なし） 【参考】

74 05 直営店舗区分コード ﾁﾖｸｴｲﾃﾝﾎﾟ-ｸﾌﾞﾝ-C X 1 252
75 05 支払機関 ﾊﾗｲ-ｷｶﾝ 253
76 07 銀行番号 ｷﾞﾝｺｳ-B 9 6 253
77 07 支払先局コード ﾊﾗｲｻｷ-ｷﾖｸ-C 9 6 253 ｷﾞﾝｺｳ-B
78 07 予備 ﾖﾋﾞ1 X 7 259
79 07 局郵番 ｷﾖｸ-YB X 7 259 ﾖﾋﾞ1
80 07 金融機関名称 ｷﾝﾕｳ-ﾒｲ X 14 266 振込先カナ銀行名を設定（従前から変更なし） 【参考】

81 07 郡市区名 ｸﾞﾝｼｸ-ﾒｲ X 14 266 ｷﾝﾕｳ-ﾒｲ
82 07 本店・支店名 ﾎﾝ-ｼﾃﾝﾒｲ X 21 280 振込先カナ店舗名を設定（従前から変更なし） 【参考】

83 07 郵便局名 ﾕｳﾋﾞﾝｷﾖｸ-ﾒｲ X 21 280 ﾎﾝ-ｼﾃﾝﾒｲ
84 07 支払先預金通帳番号 ﾊﾗｲｻｷ-ﾖｷﾝ-B 9 18 301 全制度共通
85 07 支払先貯金通帳番号 ﾊﾗｲｻｷ-ﾁﾖｷﾝ-B 9 18 301 ﾊﾗｲｻｷ-ﾖｷﾝ-B
86 05 停止事由年月 ﾃｲｼ-ｼﾞﾕｳ-YM 319
87 07 基礎 ｷｿ 319
88 09 支払基礎停止事由コード ﾊﾗｲ-KI-ﾃｲｼｼﾞﾕｳ-C 9 2 319 新法/新船/旧国/短期支払期時点の状態記録｡
89 09 基礎年 KI-Y 9 4 321 新法/新船/旧国/短期支払期時点の状態記録｡
90 09 基礎-年 KI-ﾈﾝ 321 KI-Y 新法/新船/旧国/短期支払期時点の状態記録｡
91 11 基礎年1 KI-Y-1 9 2 321 新法/新船/旧国/短期支払期時点の状態記録｡
92 11 基礎年2 KI-Y-2 9 2 323 新法/新船/旧国/短期支払期時点の状態記録｡
93 09 基礎月 KI-M 9 2 325 新法/新船/旧国/短期支払期時点の状態記録｡
94 07 上乗せ ｳﾜﾉｾ 327
95 09 支払上乗停止事由コード ﾊﾗｲ-UN-ﾃｲｼｼﾞﾕｳ-C 9 2 327 新法/旧厚/旧船支払期時点の状態記録｡
96 09 上乗年 UN-Y 9 4 329 新法/新船/旧国/短期支払期時点の状態記録｡
97 09 上乗-年 UN-ﾈﾝ 329 UN-Y 新法/新船/旧国/短期支払期時点の状態記録｡
98 11 上乗年1 UN-Y-1 9 2 329 新法/新船/旧国/短期支払期時点の状態記録｡
99 11 上乗年2 UN-Y-2 9 2 331 新法/新船/旧国/短期支払期時点の状態記録｡

100 09 上乗月 UN-M 9 2 333 新法/新船/旧国/短期支払期時点の状態記録｡
101 07 独自 ﾄﾞｸｼﾞ 335
102 09 支払独自停止事由コード ﾊﾗｲ-DJ-ﾃｲｼｼﾞﾕｳ-C 9 2 335 新法支払期時点の状態記録｡
103 09 独自年 DJ-Y 9 4 337 新法/新船/旧国/短期支払期時点の状態記録｡
104 09 独自-年 DJ-ﾈﾝ 337 DJ-Y 新法/新船/旧国/短期支払期時点の状態記録｡
105 11 独自年1 DJ-Y-1 9 2 337 新法/新船/旧国/短期支払期時点の状態記録｡
106 11 独自年2 DJ-Y-2 9 2 339 新法/新船/旧国/短期支払期時点の状態記録｡
107 09 独自月 DJ-M 9 2 341 新法/新船/旧国/短期支払期時点の状態記録｡
108 05 保留表示 ﾎﾘﾕｳ-I 343
109 07 支払保留コード ﾊﾗｲ-ﾎﾘﾕｳ-C 9 1 343 全制度共通支払保留の種別を示す｡
110 07 未選択保留コード ﾐｾﾝﾎﾘﾕｳ-C 9 1 344 全制度共通併給未選択による年金支給保留状態を示す｡
111 07 共済未選択保留コード KYO-ﾐｾﾝﾎﾘﾕｳ-C 9 1 345
112 07 地方庁未選択保留コード ﾁﾎｳ-ﾐｾﾝﾎﾘﾕｳ-C 9 1 346
113 07 外未調整保留コード ｶﾞｲﾐﾁﾖｳｾｲ-ﾎﾘﾕｳ-C 9 1 347
114 03 支払限度超過表示 ﾊﾗｲ-ｹﾞﾝﾄﾞ-ﾁﾖｳｶ-I 9 1 348
115 03 支払額 ﾊﾗｲ-G 349
116 05 基礎支払額 KI-ﾊﾗｲ-G P 9 349
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レコード名称 年一通知作成用（未支給）・ＱＲ レコードID SSP0556業務名 年一通知 業務ＩＤ SP10

117 05 付加支払額 FU-ﾊﾗｲ-G P 9 354
118 05 上乗支払額 UN-ﾊﾗｲ-G P 9 359
119 05 独自支払額 DJ-ﾊﾗｲ-G P 9 364
120 05 支払税額 ﾊﾗｲ-ｾﾞｲ-G P 9 369 新法/旧厚/旧船/旧国/短期
121 05 差引支払額 ｻｼﾋｷ-ﾊﾗｲ-G P 9 374 全制度共通
122 03 国庫負担額 ｺﾂｺ-ﾌﾀﾝ-G 379
123 05 基礎 KI 379
124 07 国庫負担基礎免除期間額 ｺﾂｺ-KI-ﾒﾝｼﾞﾖｷ-G P 9 379 新法/短期支払記録の支払日に該当する支払額について

その内の国庫負担額を示す
125 07 国庫負担基礎下支加算分額 ｺﾂｺ-KI-ｼﾀｻｻｴｶｻﾝ-G P 9 384 新法支払記録の支払日に該当する支払額についてその内

の国庫負担額を示す
126 05 上乗せ UN 389
127 07 国庫負担上乗沖縄免除額 ｺﾂｺ-UN-ｵｷﾅﾜ-ﾒﾝｼﾞﾖ-G P 9 389 新法支払記録の支払日に該当する支払額についてその内

の国庫負担額を示す
128 05 独自 DJ 394
129 07 国庫負担独自沖縄免除額 ｺﾂｺ-DJ-ｵｷﾅﾜ-ﾒﾝｼﾞﾖ-G P 9 394 新法支払記録の支払日に該当する支払額についてその内

の国庫負担額を示す
130 05 旧法 ｷﾕｳﾎｳ 399
131 07 割合 ﾜﾘｱｲ 9 2 399
132 07 負担額 ﾌﾀﾝ-G P 9 401
133 03 国年国庫負担額 ｺﾂｺ-FU-G 379 ｺﾂｺ-ﾌﾀﾝ-G
134 05 国庫負担免除額 ｺﾂｺ-ﾒﾝｼﾞﾖ-G P 9 379 旧国49年1月法改前までは免除月数のある者に対するも

の｡49年1月法改以降は老齢年金に該当し国庫負担のつか
ない者で免除月数のある者に対するもの｡

135 05 国庫負担付加額 ｺﾂｺ-FU-G P 9 384 旧国51年9月法改前までは付加納付のある者に対するも
の｡51年9月法改以降は老齢年金に該当し国庫負担のつか
ない者で付加納付のある者に対するもの｡

136 05 国庫負担０１０４額 ｺﾂｺ0104-G P 9 389 旧国49年1月法改により設けられたもので老齢年金分及
び5年年金受給権を再開した者に対するもの｡

137 05 国庫負担０２０５額 ｺﾂｺ0205-G P 9 394 旧国49年1月法改により設けられたもので78条及び5年年
金受給権者に該当する者で高齢者については優遇措置が
とられたがその部分に対するもの(51年9月法改以降は免
除月数のあるものは除く)

138 05 国庫負担付加支払年金額 ｺﾂｺ-FU-ﾊﾗｲ-ﾈﾝ-G P 9 399 旧国支払年金額中にしめる付加年金の額｡年金額欄の付
加年金額は､減･加算がある場合､そのままでは使用でき
ない為､減･加算率を考慮した後の額を別に収録｡

139 05 予備 FILLER X 2 404
140 03 新法予備 ｼﾝﾎﾟｳ-ﾖﾋﾞ X 17 406
141 03 厚年独自 ｺｳﾈﾝ-DJ 406 ｼﾝﾎﾟｳ-ﾖﾋﾞ
142 05 マルトク表示 ﾏﾙﾄｸ-I 9 1 406
143 05 年調表示 ﾈﾝﾁﾖｳ-I X 1 407
144 05 初回払表示 ｼﾖｶｲﾊﾗｲ-I 9 1 408 全制度共通
145 05 申告書提出コード ｼﾝｺｸｼﾖｼﾕﾂ-C 9 1 409 新法/旧厚/旧船
146 05 未支給対象期間 ﾐｼｷﾕｳ-ﾀｲｼﾖｳ-ｷｶﾝ 410
147 07 未支給支払自年月 ﾐﾊﾗｲ-ﾖﾘ-YM 410
148 09 未支給支払自年1 ﾐﾊﾗｲ-ﾖﾘ-Y-1 9 2 410
149 09 未支給支払自年月2 ﾐﾊﾗｲ-ﾖﾘ-YM-2 412
150 11 未支給支払自年2 ﾐﾊﾗｲ-ﾖﾘ-Y-2 9 2 412
151 11 未支給支払自月 ﾐﾊﾗｲ-ﾖﾘ-M 9 2 414
152 07 未支給支払至年月 ﾐﾊﾗｲ-ｲﾀﾙ-YM 416
153 09 未支給支払至年1 ﾐﾊﾗｲ-ｲﾀﾙ-Y-1 9 2 416
154 09 未支給支払至年月2 ﾐﾊﾗｲ-ｲﾀﾙ-YM-2 418
155 11 未支給支払至年2 ﾐﾊﾗｲ-ｲﾀﾙ-Y-2 9 2 418
156 11 未支給支払至月 ﾐﾊﾗｲ-ｲﾀﾙ-M 9 2 420
157 05 予備 FILLER X 1 422
158 03 国年独自 ｺｸﾈﾝ-DJ 406 ｼﾝﾎﾟｳ-ﾖﾋﾞ
159 05 和暦年月日 ﾜﾚｷ-YMD 406
160 07 元号 ｹﾞﾝｺﾞｳ 9 2 406
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161 07 和暦年 ﾜﾚｷ-ﾈﾝ 9 2 408
162 07 和暦月 ﾜﾚｷ-ﾂｷ 9 2 410
163 07 和暦日 ﾜﾚｷ-ﾋ 9 2 412
164 05 国年表示部 ｺｸﾈﾝ-I 414
165 07 国年時効コード KU-ｼﾞｺｳ-C 9 1 414 旧国年金給付を受ける権利はその支給事由を生じた日か

ら5年を経過した時は時効によって消滅する状態にある
か否か｡

166 07 発送済表示 ﾊﾂｿｳ-ｽﾐ-I 9 1 415 全制度共通
167 07 繰上未到来表示 ｸﾘｱｹﾞ-ﾐﾄｳﾗｲ-I 9 1 416
168 07 支払調整表示 ﾊﾗｲ-ﾁﾖｳｾｲ-I 9 1 417
169 07 国年差止コード KU-ｻｼﾄﾒ-C 9 1 418
170 07 停止表示 ﾃｲｼ-I 9 1 419
171 05 予備 FILLER X 3 420
172 03 予備 ﾖﾋﾞ2 X 28 423
173 03 厚年／船保独自項目部 ｺｳｾﾝ-DJ-ｺｳﾓｸﾌﾞ 423 ﾖﾋﾞ2
174 05 船保府県課所 ｾﾝﾎﾟ 423
175 07 船保府県 ﾌｹﾝ 9 2 423
176 07 船保課所 ｶｼﾖ 9 2 425
177 05 予備 FILLER X 24 427
178 03 国年独自項目部 ｺｸﾈﾝ-DJ-ｺｳﾓｸﾌﾞ 423 ﾖﾋﾞ2
179 05 国年テープ番号 KU-TAPE-B 9 4 423 旧国他制度原簿の作成原因と同意｡
180 05 国年支給期間 ｺｸﾈﾝ-ｼｷﾕｳ-ｷｶﾝ 427
181 07 国年支給期間自年月 ｺｸﾈﾝ-ｼﾞ-YM 427
182 09 国年支給期間自年 ｺｸﾈﾝ-ｼﾞ-Y 427
183 11 国年支給期間自年1 ｺｸﾈﾝ-ｼﾞ-Y-1 9 2 427
184 11 国年支給期間自年2 ｺｸﾈﾝ-ｼﾞ-Y-2 9 2 429
185 09 国年支給期間自月 ｺｸﾈﾝ-ｼﾞ-M 9 2 431
186 07 国年支給期間至年月 ｺｸﾈﾝ-ｲﾀﾙ-YM 433 新法/新船/旧国/短期年金額歴史で支給済みになってい

る基礎部支払期間の支払済最終月(2ヶ月単位)を示す｡
187 09 国年支給期間至年 ｺｸﾈﾝ-ｲﾀﾙ-Y 433
188 11 国年支給期間至年1 ｺｸﾈﾝ-ｲﾀﾙ-Y-1 9 2 433
189 11 国年支給期間至年2 ｺｸﾈﾝ-ｲﾀﾙ-Y-2 9 2 435
190 09 国年支給期間至月 ｺｸﾈﾝ-ｲﾀﾙ-M 9 2 437
191 05 社会保険事務所名 ｼﾔﾎ-ｼﾞﾑｼﾖ-ﾒｲ X 12 439
192 03 支払期間 ｼﾊﾗｲ-ｷｶﾝ 451
193 05 自年月 ｼﾞ-ﾈﾝｹﾞﾂ 451
194 07 自年 ｼﾞ-ﾈﾝ 9 4 451
195 07 自年月年 ｼﾞ-ﾈﾝｹﾞﾂ-Y 451 ｼﾞ-ﾈﾝ
196 09 自年月年1 ｼﾞ-ﾈﾝｹﾞﾂ-Y-1 9 2 451
197 09 自年月年2 ｼﾞ-ﾈﾝｹﾞﾂ-Y-2 9 2 453
198 07 自月 ｼﾞ-ﾂｷ 9 2 455
199 05 至年月 ｲﾀﾙ-ﾈﾝｹﾞﾂ 457
200 07 至年 ｲﾀﾙ-ﾈﾝ 9 4 457
201 07 至年月年 ｲﾀﾙ-ﾈﾝｹﾞﾂ-Y 457 ｲﾀﾙ-ﾈﾝ
202 09 至年月年1 ｲﾀﾙ-ﾈﾝｹﾞﾂ-Y-1 9 2 457
203 09 至年月年2 ｲﾀﾙ-ﾈﾝｹﾞﾂ-Y-2 9 2 459
204 07 至月 ｲﾀﾙ-ﾂｷ 9 2 461
205 03 随時払付加情報 ｽﾞｲｼﾞ-ﾌｶ-JH 463
206 05 額変情報 ｶﾞｸﾍﾝ-JH 463
207 07 支給額変更理由 ｼｷﾕｳ-G-ﾍﾝｺｳ-ﾘﾕｳ 9 2 463
208 07 支払年月 ﾊﾗｲ-YM 465
209 09 年 ﾊﾗｲ-Y 9 4 465
210 09 支払年月年 ﾊﾗｲ-YM-Y 465 ﾊﾗｲ-Y
211 11 支払年月年1 ﾊﾗｲ-YM-Y-1 9 2 465
212 11 支払年月年2 ﾊﾗｲ-YM-Y-2 9 2 467
213 09 月 ﾊﾗｲ-M 9 2 469
214 05 額変支払額 GA-ﾊﾗｲ-G 471
215 07 次回基礎支払額 ｼﾞｶｲ-KI-ﾊﾗｲ-G P 9 471
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216 07 次回付加支払額 ｼﾞｶｲ-FU-ﾊﾗｲ-G P 9 476
217 07 次回上乗支払額 ｼﾞｶｲ-UN-ﾊﾗｲ-G P 9 481
218 07 次回独自支払額 ｼﾞｶｲ-DJ-ﾊﾗｲ-G P 9 486
219 07 次回支払税額 ｼﾞｶｲ-ﾊﾗｲ-ｾﾞｲ-G P 9 491 新法/旧厚/旧船/旧国/短期
220 07 次回差引支払額 ｼﾞｶｲ-ｻｼﾋｷ-ﾊﾗｲ-G P 9 496 全制度共通
221 03 介護保険料額 ｶｲｺﾞ-ﾎｹﾝ-G P 9 501
222 03 次回介護保険料額 ｼﾞｶｲ-ｶｲｺﾞ-ﾎｹﾝ-G P 9 506
223 03 漢字情報部 KJ-ｼﾞﾖｳﾎｳﾌﾞ 511
224 05 氏名漢字桁数 ｼﾒｲ-KJ-ｹﾀ-S B 4 511 漢字氏名の桁数を設定

（漢字の設定なしの場合ゼロを設定）
設定値
変更

225 05 漢字氏名 KJ-ｼﾒｲ N 25 513 送付先漢字氏名を編集
（初期値、あまりは全角スペースを設定）

設定値
変更

226 05 住所漢字桁数 ｼﾞﾕｳｼﾖ-KJ-ｹﾀ-S B 4 563 全制度共通
漢字住所の桁数を設定
（漢字の設定なしの場合ゼロを設定）

設定値
変更

227 05 漢字住所 KJ-ｼﾞﾕｳｼﾖ N 60 565 送付先漢字住所を編集
（初期値、あまりは全角スペースを設定）

設定値
変更

228 03 国保保険料額 ｺｸﾎ-ﾎｹﾝ-G P 9 685
229 03 次回国保保険料額 ｼﾞｶｲ-ｺｸﾎ-ﾎｹﾝ-G P 9 690
230 03 後期高齢者保険料額 ｺｳｷ-ﾎｹﾝ-G P 9 695
231 03 次回後期高齢者保険料額 ｼﾞｶｲ-ｺｳｷ-ﾎｹﾝ-G P 9 700
232 03 住民税額 JMZ-G P 9 705
233 03 次回住民税額 ｼﾞｶｲ-JMZ-G P 9 710
234 03 遅延特別加算金有無表示 ﾁｴﾝ-ﾄｸ-ｶｻﾝｷﾝ-ｳﾑ-I X 1 715
235 03 氏名情報部 ｼﾒｲ-ｼﾞﾖｳﾎｳﾌﾞ 716
236 05 漢字氏名桁数 KJ-ｼﾒｲ-ｹﾀ-S B 4 716
237 05 氏名漢字 ｼﾒｲ-KJ N 25 718
238 05 氏名カナ ｼﾒｲ-KN X 50 768

238-
1

03 金融機関漢字情報部 ｷﾝﾕｳｷｶﾝ-KJ-JH-BU G 818 SM5TH6A0 項目追加

238-
2

05 金融機関名漢字桁数 ｷﾝﾕｳｷｶﾝ-ﾒｲ-KJ-ｹﾀ-S B 4 818 金融機関名漢字の桁数を設定 SM5TH6A0 項目追加

238-
3

05 金融機関名漢字 ｷﾝﾕｳｷｶﾝ-ﾒｲ-KJ N 15 820 振込先漢字銀行名を編集
（初期値、あまりは全角スペースを設定）

SM5TH6A0 項目追加

238-
4

05 本支店名漢字桁数 ﾎﾝｼﾃﾝﾒｲ-KJ-ｹﾀ-S B 4 850 本支店名漢字の桁数を設定 SM5TH6A0 項目追加

238-
5

05 本支店名漢字 ﾎﾝｼﾃﾝﾒｲ-KJ N 25 852 振込先漢字支店名を編集
（初期値、あまりは全角スペースを設定）

SM5TH6A0 項目追加

239 03 ＱＲコード情報 QR-C-JH X 29 902 SM5TH6A0:開始位置変更(818→902) SM5TH6A0 変更
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項  番 3 5 6 8 9 10 12 13 15 16 17 18 20 24 25 27 28 29 30 31 39 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 56

年一通知作成用（未支給分）

基礎年金番号定常部 定常項目 *2
項 基礎年金番号 *1 ファイル識別コード 作成年月日 内部整理番号 共通受給権者生年月日 *3

減 振 旧

税 込 共 住 Ｂ 支

レ 制 シ フ フ 作 作 作 生 生 生 通 ・ 地 減 済 所 Ｃ 払 支

目 コ 府 予 予 度 処 ス ァ ァ 成 成 成 年 年 年 知 支 共 年 船 表 Ｄ 予 原 払

｜ 県 番 種 区 備 備 コ 理 テ イ イ 年 年 年 府 課 種 番 枝 月 月 月 対 払 表 支 員 示 有 備 因 年

ド 課 号 別 分 ｜ 区 ム ル ル 月 月 月 県 所 別 号 番 日 日 日 象 通 示 給 選 番 無 コ 月

長 所 ド 分 区 区 枝 日 日 日 年 月 日 表 知 率 択 号 表 ｜ 日

名 分 分 番 年 月 日 示 区 表 示 ド 年

分 示

形  式 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

属  性 B 9 9 9 9 X X X 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 P X X X X 9 9

ﾊﾞｲﾄ数 4 4 6 2 2 4 4 2 1 2 4 1 4 2 2 2 2 2 6 2 4 2 2 1 1 1 3 1 13 1 5 2 4

ﾊﾞｲﾄ位置 1 5 9 15 17 19 23 27 29 30 32 36 37 41 43 45 47 49 51 57 59 63 65 67 68 69 70 73 74 87 88 93 95

項  番 56 60 61 62 64 65 66 67 69 71 72 73 74 76 78 80 82 84 88

年一通知作成用（未支給分）

支払方法情報部 支払先情報
項 支払年月日 支払方法 支払先住所 支払機関 *4

支 支 直 支 *5

支 払 払 在 市 営 払

支 支 払 方 方 職 区 店 金 本 先

目 払 払 連 方 法 法 者 氏 町 郵 舗 銀 融 店 預

年 年 番 法 機 預 コ 名 村 便 住 区 行 予 機 ・ 金

月 月 担 関 入 ｜ コ 番 所 分 番 備 関 支 通 *6

日 日 保 コ コ ド ｜ 号 コ 号 名 店 帳

名 月 日 表 ｜ ｜ ド ｜ 称 名 番

示 ド ド ド 号

形  式 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

属  性 9 9 P 9 9 9 9 X 9 X X X 9 X X X 9 9

ﾊﾞｲﾄ数 2 2 5 1 1 1 1 50 8 7 75 1 6 7 14 21 18 2

ﾊﾞｲﾄ位置 99 101 103 108 109 110 111 112 162 170 177 252 253 259 266 280 301 319

項  番 88 89 93 95 96 100 102 103 107 109 110 111 112 113 114 116 117 118 119 120 121 124 125 127 129 131 132 140

年一通知作成用（未支給分）

支払先情報 支払額 国庫負担額
項 停止事由年月 保留表示 基礎 上乗せ 独自 旧法

基礎 上乗せ 独自 共 ド地 外 支 額国 分国 額国 額国

｜支 ｜支 支 未 済 方 未 払 庫 額庫 庫 庫

ド払 ド払 払 選 未 庁 調 限 基 付 上 独 支 差 負 負 負 負 新

目 上 独 保 択 選 未 整 度 礎 加 乗 自 払 引 担 担 担 担 負 法

基 基 乗 上 上 自 独 独 留 保 択 選 保 超 支 支 支 支 税 支 基 基 上 独 割 担 予

礎 礎 停 乗 乗 停 自 自 コ 留 保 択 留 過 払 払 払 払 額 払 礎 礎 乗 自 合 額 備

年 月 止 年 月 止 年 月 ｜ コ 留 保 コ 表 額 額 額 額 額 免 下 沖 沖

名 事 事 ド ｜ コ 留 ｜ 示 除 支 縄 縄

由 由 ド ｜ コ ド 期 加 免 免

コ コ ド ｜ 間 算 除 除

形  式 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

属  性 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 P P P P P P P P P P 9 P X

ﾊﾞｲﾄ数 4 2 2 4 2 2 4 2 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 17

ﾊﾞｲﾄ位置 321 325 327 329 333 335 337 341 343 344 345 346 347 348 349 354 359 364 369 374 379 384 389 394 399 401 406

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給）・ＱＲ レコードID SSP0556業務名 年一通知 業務ＩＤ SP10

6／28 R8.10～レコードレイアウト ／別添3-②未支給振込・送金 (レコード仕様・レイアウト)



別添３-②

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給）・ＱＲ レコードID SSP0556業務名 年一通知 業務ＩＤ SP10

項  番 140 172 194 198 200 204 207 209 213 215 216 217 218 219 220 221 222 224 225 226 227 228

年一通知作成用（未支給分）

支払期間 随時払付加情報 漢字情報部
項 自年月 至年月 額変情報 額変支払額

支払年月 次

支 次 次 次 次 次 介 回 氏 住 国

給 回 回 回 回 次 回 護 介 名 漢 所 漢 保

目 予 額 基 付 上 独 回 差 保 護 漢 字 漢 字 保

備 自 自 至 至 変 礎 加 乗 自 支 引 険 保 字 氏 字 住 険

年 月 年 月 更 年 月 支 支 支 支 払 支 料 険 桁 名 桁 所 料

理 払 払 払 払 税 払 額 料 数 数 額

名 由 額 額 額 額 額 額 額

形  式 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

属  性 X 9 9 9 9 9 9 9 P P P P P P P P B N B N P

ﾊﾞｲﾄ数 28 4 2 4 2 2 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 2 50 2 120 5

ﾊﾞｲﾄ位置 423 451 455 457 461 463 465 469 471 476 481 486 491 496 501 506 511 513 563 565 685

項  番 228 229 230 231 232 233 234 236 237 238 238-2 238-3 238-4 238-5 239

年一通知作成用（未支給分）

次 遅 氏名情報部 金融機関漢字情報部
項 後 回 延

次 期 後 特 金 本 Ｑ

回 高 期 次 別 漢 融 金 支 本 Ｒ

国 齢 高 住 回 加 字 氏 氏 機 融 店 支 コ

目 保 者 齢 民 住 算 氏 名 名 関 機 名 店 ｜

保 保 者 税 民 金 名 漢 カ 名 関 漢 名 ド

険 険 保 額 税 有 桁 字 ナ 漢 名 字 漢 情

料 料 険 額 無 数 字 漢 桁 字 報

名 額 額 料 表 桁 字 数

額 示 数

形  式 - - - - - - - - - - - - - -

属  性 P P P P P X B N X B N B N X

ﾊﾞｲﾄ数 5 5 5 5 5 1 2 50 50 2 30 2 50 29

ﾊﾞｲﾄ位置 690 695 700 705 710 715 716 718 768 818 820 850 852 902

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

7／28 R8.10～レコードレイアウト ／別添3-②未支給振込・送金 (レコード仕様・レイアウト)



別添３-②

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給）・ＱＲ レコードID SSP0556業務名 年一通知 業務ＩＤ SP10

再定義レコードレイアウト  作成年月日－年  再定義元 ： 作成年月日年

項  番 22 23

*7

項

作 作

成 成

年 年

目 月 月

日 日

年 年

１ ２

名

形  式 - -

属  性 9 9

ﾊﾞｲﾄ数 2 2

ﾊﾞｲﾄ位置 37 39

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置
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別添３-②

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給）・ＱＲ レコードID SSP0556業務名 年一通知 業務ＩＤ SP10

再定義レコードレイアウト  証番  再定義元 ： 内部整理番号

項  番 33 34 35 36 37

証番

項

目 府 課 番 種 予

県 所 号 別 備

名

形  式 - - - - -

属  性 9 9 9 9 9

ﾊﾞｲﾄ数 2 2 6 2 2

ﾊﾞｲﾄ位置 45 47 49 55 57

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

9／28 R8.10～レコードレイアウト ／別添3-②未支給振込・送金 (レコード仕様・レイアウト)



別添３-②

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給）・ＱＲ レコードID SSP0556業務名 年一通知 業務ＩＤ SP10

再定義レコードレイアウト  共通受給権者生年月日年  再定義元 ： 生年月日年

項  番 41 42

*8

共 共
項 通 通

受 受

給 給

権 権

目 者 者

生 生

年 年

月 月

名 日 日

年 年

１ ２

形  式 - -

属  性 9 9

ﾊﾞｲﾄ数 2 2

ﾊﾞｲﾄ位置 59 61

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置
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別添３-②

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給）・ＱＲ レコードID SSP0556業務名 年一通知 業務ＩＤ SP10

再定義レコードレイアウト  支払年月日－年  再定義元 ： 支払年月日年

項  番 58 59

*9

項

支 支

払 払

年 年

目 月 月

日 日

年 年

１ ２

名

形  式 - -

属  性 9 9

ﾊﾞｲﾄ数 2 2

ﾊﾞｲﾄ位置 95 97

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

11／28 R8.10～レコードレイアウト ／別添3-②未支給振込・送金 (レコード仕様・レイアウト)



別添３-②

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給）・ＱＲ レコードID SSP0556業務名 年一通知 業務ＩＤ SP10

再定義レコードレイアウト  支払先局コード  再定義元 ： 銀行番号

項  番 77

項

支

払

先

目 局

コ

｜

ド

名

形  式 -

属  性 9

ﾊﾞｲﾄ数 6

ﾊﾞｲﾄ位置 253

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置
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別添３-②

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給）・ＱＲ レコードID SSP0556業務名 年一通知 業務ＩＤ SP10

再定義レコードレイアウト  局郵番  再定義元 ： 予備

項  番 79

項

局

目 郵

番

名

形  式 -

属  性 X

ﾊﾞｲﾄ数 7

ﾊﾞｲﾄ位置 259

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置
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別添３-②

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給）・ＱＲ レコードID SSP0556業務名 年一通知 業務ＩＤ SP10

再定義レコードレイアウト  郡市区名  再定義元 ： 金融機関名称

項  番 81

項

郡

市

目 区

名

名

形  式 -

属  性 X

ﾊﾞｲﾄ数 14

ﾊﾞｲﾄ位置 266

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置
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別添３-②

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給）・ＱＲ レコードID SSP0556業務名 年一通知 業務ＩＤ SP10

再定義レコードレイアウト  郵便局名  再定義元 ： 本店・支店名

項  番 83

項

郵

便

目 局

名

名

形  式 -

属  性 X

ﾊﾞｲﾄ数 21

ﾊﾞｲﾄ位置 280

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置
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別添３-②

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給）・ＱＲ レコードID SSP0556業務名 年一通知 業務ＩＤ SP10

再定義レコードレイアウト  支払先貯金通帳番号  再定義元 ： 支払先預金通帳番号

項  番 85

項 支

払

先

貯

目 金

通

帳

番

名 号

形  式 -

属  性 9

ﾊﾞｲﾄ数 18

ﾊﾞｲﾄ位置 301

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置
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別添３-②

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給）・ＱＲ レコードID SSP0556業務名 年一通知 業務ＩＤ SP10

再定義レコードレイアウト  基礎－年  再定義元 ： 基礎年

項  番 91 92

基礎－年

項

基 基

目 礎 礎

年 年

１ ２

名

形  式 - -

属  性 9 9

ﾊﾞｲﾄ数 2 2

ﾊﾞｲﾄ位置 321 323

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置
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別添３-②

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給）・ＱＲ レコードID SSP0556業務名 年一通知 業務ＩＤ SP10

再定義レコードレイアウト  上乗－年  再定義元 ： 上乗年

項  番 98 99

上乗－年

項

上 上

目 乗 乗

年 年

１ ２

名

形  式 - -

属  性 9 9

ﾊﾞｲﾄ数 2 2

ﾊﾞｲﾄ位置 329 331

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置
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別添３-②

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給）・ＱＲ レコードID SSP0556業務名 年一通知 業務ＩＤ SP10

再定義レコードレイアウト  独自－年  再定義元 ： 独自年

項  番 105 106

独自－年

項

独 独

目 自 自

年 年

１ ２

名

形  式 - -

属  性 9 9

ﾊﾞｲﾄ数 2 2

ﾊﾞｲﾄ位置 337 339

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置
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別添３-②

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給）・ＱＲ レコードID SSP0556業務名 年一通知 業務ＩＤ SP10

再定義レコードレイアウト  国年国庫負担額  再定義元 ： 国庫負担額

項  番 134 135 136 137 138 139

国年国庫負担額

国
項 国 国 庫

国 国 庫 庫 負

庫 庫 負 負 担

負 負 担 担 付

目 担 担 ０ ０ 加 予

免 付 １ ２ 支 備

除 加 ０ ０ 払

額 額 ４ ５ 年

名 額 額 金

額

形  式 - - - - - -

属  性 P P P P P X

ﾊﾞｲﾄ数 5 5 5 5 5 2

ﾊﾞｲﾄ位置 379 384 389 394 399 404

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置
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別添３-②

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給）・ＱＲ レコードID SSP0556業務名 年一通知 業務ＩＤ SP10

再定義レコードレイアウト  厚年独自  再定義元 ： 新法予備

項  番 142 143 144 145 148 150 151 153 155 156 157

厚年独自

未支給対象期間
項 *10 *12

申 *11 *13

マ 初 告 未 未 未 未

ル 年 回 書 支 支 未 支 支 未

目 ト 調 払 提 給 給 支 給 給 支 予

ク 表 表 出 支 支 給 支 支 給 備

表 示 示 コ 払 払 支 払 払 支

示 ｜ 自 自 払 至 至 払

名 ド 年 年 自 年 年 至

１ ２ 月 １ ２ 月

形  式 - - - - - - - - - - -

属  性 9 X 9 9 9 9 9 9 9 9 X

ﾊﾞｲﾄ数 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1

ﾊﾞｲﾄ位置 406 407 408 409 410 412 414 416 418 420 422

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

21／28 R8.10～レコードレイアウト ／別添3-②未支給振込・送金 (レコード仕様・レイアウト)



別添３-②

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給）・ＱＲ レコードID SSP0556業務名 年一通知 業務ＩＤ SP10

再定義レコードレイアウト  国年独自  再定義元 ： 新法予備

項  番 160 161 162 163 165 166 167 168 169 170 171

国年独自

和暦年月日 国年表示部
項

国 繰 支 国

年 発 上 払 年 停

目 元 和 和 和 時 送 未 調 差 止 予

号 暦 暦 暦 効 済 到 整 止 表 備

年 月 日 コ 表 来 表 コ 示

｜ 示 表 示 ｜

名 ド 示 ド

形  式 - - - - - - - - - - -

属  性 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 X

ﾊﾞｲﾄ数 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3

ﾊﾞｲﾄ位置 406 408 410 412 414 415 416 417 418 419 420

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

22／28 R8.10～レコードレイアウト ／別添3-②未支給振込・送金 (レコード仕様・レイアウト)



別添３-②

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給）・ＱＲ レコードID SSP0556業務名 年一通知 業務ＩＤ SP10

再定義レコードレイアウト  厚年／船保独自項目部  再定義元 ： 予備

項  番 175 176 177

厚年／船保独自項目部

*14
項

船 船

目 保 保 予

府 課 備

県 所

名

形  式 - - -

属  性 9 9 X

ﾊﾞｲﾄ数 2 2 24

ﾊﾞｲﾄ位置 423 425 427

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

23／28 R8.10～レコードレイアウト ／別添3-②未支給振込・送金 (レコード仕様・レイアウト)



別添３-②

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給）・ＱＲ レコードID SSP0556業務名 年一通知 業務ＩＤ SP10

再定義レコードレイアウト  国年独自項目部  再定義元 ： 予備

項  番 179 183 184 185 188 189 190 191

国年独自項目部

国年支給期間
項 *15 *17

国 *16 *18 社

年 国 国 国 国 国 国 会

テ 年 年 年 年 年 年 保

目 ｜ 支 支 支 支 支 支 険

プ 給 給 給 給 給 給 事

番 期 期 期 期 期 期 務

号 間 間 間 間 間 間 所

名 自 自 自 至 至 至 名

年 年 月 年 年 月

１ ２ １ ２

形  式 - - - - - - - -

属  性 9 9 9 9 9 9 9 X

ﾊﾞｲﾄ数 4 2 2 2 2 2 2 12

ﾊﾞｲﾄ位置 423 427 429 431 433 435 437 439

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

24／28 R8.10～レコードレイアウト ／別添3-②未支給振込・送金 (レコード仕様・レイアウト)



別添３-②

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給）・ＱＲ レコードID SSP0556業務名 年一通知 業務ＩＤ SP10

再定義レコードレイアウト  自年月年  再定義元 ： 自年

項  番 196 197

自年月年

項

自 自

年 年

目 月 月

年 年

１ ２

名

形  式 - -

属  性 9 9

ﾊﾞｲﾄ数 2 2

ﾊﾞｲﾄ位置 451 453

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

25／28 R8.10～レコードレイアウト ／別添3-②未支給振込・送金 (レコード仕様・レイアウト)



別添３-②

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給）・ＱＲ レコードID SSP0556業務名 年一通知 業務ＩＤ SP10

再定義レコードレイアウト  至年月年  再定義元 ： 至年

項  番 202 203

至年月年

項

至 至

年 年

目 月 月

年 年

１ ２

名

形  式 - -

属  性 9 9

ﾊﾞｲﾄ数 2 2

ﾊﾞｲﾄ位置 457 459

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

26／28 R8.10～レコードレイアウト ／別添3-②未支給振込・送金 (レコード仕様・レイアウト)



別添３-②

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給）・ＱＲ レコードID SSP0556業務名 年一通知 業務ＩＤ SP10

再定義レコードレイアウト  支払年月年  再定義元 ： 年

項  番 211 212

*19

項

支 支

払 払

目 年 年

月 月

年 年

１ ２

名

形  式 - -

属  性 9 9

ﾊﾞｲﾄ数 2 2

ﾊﾞｲﾄ位置 465 467

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

27／28 R8.10～レコードレイアウト ／別添3-②未支給振込・送金 (レコード仕様・レイアウト)



別添３-②

*1 年金コード *2 支払方法情報部 *3 支払年月日

*4 停止事由年月 *5 基礎 *6 支払基礎停止事由コード

*7 作成年月日－年 *8 共通受給権者生年月日年 *9 支払年月日－年

*10 未支給支払自年月 *11 未支給支払自年月２ *12 未支給支払至年月

*13 未支給支払至年月２ *14 船保府県課所 *15 国年支給期間自年月

*16 国年支給期間自年 *17 国年支給期間至年月 *18 国年支給期間至年

*19 支払年月年

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト（外出し項目） 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給）・ＱＲ レコードID SSP0556業務名 年一通知 業務ＩＤ SP10

28／28 R8.10～外出し項目／別添3-②未支給振込・送金 (レコード仕様・レイアウト)



別添３-③

項番
表裏
区分

項 目 桁数＊行数 印字形式 印字仕様

1 表 郵便番号 全角8桁×1行 ＮＮＮ△△△△△
又は

ＮＮＮ－ＮＮ△△
又は

ＮＮＮ－ＮＮＮＮ

( △：全角スペース )

・住所地郵便番号データ(以下｢データ｣という)より判定・編集する。
(1)データの４～５桁目の数字がゼロで、かつデータの６～７桁目がスペースの場合

、もしくはデータの４～７桁目がスペースの場合
郵便番号印字位置にデータを3桁編集し印字する。（編集例：９９９△△△△△）

(2)データの４～５桁目の数字がゼロ以外で、かつデータの６～７桁目がスペースの場合
郵便番号印字位置にデータを5桁編集し印字する。（編集例：９９９－９９△△）

(3)データに数字が７桁収録されている場合
郵便番号印字位置にデータを7桁編集し印字する。（編集例：９９９－９９９９）

(補足)
・郵便番号は、全角文字に変換し印字する。
・データの４～７桁目の数字がゼロの場合

郵便番号印字位置にデータを7桁編集し印字する。（編集例：９９９－００００）

住所 ・未支給請求者住所漢字桁数データ、未支給請求者住所漢字データ及び未支給請求者住所データより判定・編集する。
（カナの場合） 全角20桁×4行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

(1)未支給請求者住所漢字桁数データがゼロの場合 (未支給請求者住所漢字データ収録なし)
住所印字位置に未支給請求者住所データを全角文字に変換し最大4行に編集し印字する。

(補足)
・未支給請求者住所漢字桁数データは、未支給請求者住所漢字データの収録桁数を示す。
・未支給請求者住所データは最大７５文字収録される。
・住所地名の途中で改行を行わないようにする。(区切文字｢△(全角スペース)｣で改行を行うようにする)

ただし、地名が長いため１行の最大桁数に収まらない場合には、途中で改行しても構わない。
＜具体例＞
（×） トウキヨウト△スギナミク△タカイ             ……… "タカイドニシ" の途中で改行されている。

ドニシ△３－５－２４
（×） トウキヨウト△スギナミク△タカイドニシ△３   ……… "３－５－２４" の途中で改行されている。

－５－２４
（○） トウキヨウト△スギナミク△タカイドニシ△△   ……… 区切文字｢△(全角スペース）｣で改行されている。

３－５－２４

（漢字の場合） 全角20桁×4行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

(2)未支給請求者住所漢字桁数データがゼロ以外である場合 (未支給請求者住所漢字データ収録あり)
   住所印字位置に未支給請求者住所漢字データを最大4行に編集し印字する。

(補足)
・未支給請求者住所漢字桁数データは、未支給請求者住所漢字データの収録桁数を示す。
・未支給請求者住所漢字データは最大８０文字収録される。
・住所地名の途中で改行を行わないようにする。(区切文字｢△(全角スペース)｣で改行を行うようにする)

ただし、地名が長いため１行の最大桁数に収まらない場合には、途中で改行しても構わない。
＜具体例＞
（×） 東京都△杉並区△高井 ……… "高井戸西" の途中で改行されている。

戸西△３－５－２４
（×） 東京都△杉並区△高井戸西△３ ……… "３－５－２４" の途中で改行されている。

－５－２４
（○） 東京都△杉並区△高井戸西△△ ……… 区切文字｢△(全角スペース)｣で改行されている。

３－５－２４

表2

未支給決定通知書
作成者

作成日
帳票ＩＤ 帳票名称Ｈ２３５

1／7 R8.10～(H235)_印字仕様／別添3-③(H235)_未支給決定通知書 (印字仕様)



別添３-③

項番
表裏
区分

項 目 桁数＊行数 印字形式 印字仕様

未支給決定通知書
作成者

作成日
帳票ＩＤ 帳票名称Ｈ２３５

氏名 ・未支給請求者氏名漢字桁数データ、未支給請求者氏名漢字データ及び未支給請求者氏名データより判定・編集する。
（カナの場合） 全角20桁×2行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
(1)未支給請求者氏名漢字桁数データがゼロの場合 (未支給請求者氏名漢字データ収録なし)
   氏名印字位置に未支給請求者氏名データを全角文字に変換し最大2行に編集し印字する。

 氏名の最後に'△様'を付加する｡

(補足)
・未支給請求者氏名漢字桁数データは、未支給請求者氏名漢字データの収録桁数を示す。
・未支給請求者氏名データは最大２５文字収録される。
・文字数が８以内（姓と名の間のスペースを含む）の場合、１６ｐｔで印字する。
（この場合、“様”も１６ｐｔとなる。）
・文字数が21以上の場合、1行目に20文字まで編集し、2行目に21文字以降を左詰めで印字すること。

（漢字の場合） 全角20桁×2行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

(2)未支給請求者氏名漢字桁数データがゼロ以外である場合 (未支給請求者氏名漢字データ収録あり)
   氏名印字位置に未支給請求者氏名漢字データを最大2行に編集し印字する。

 氏名の最後に'△様'を付加する｡

(補足)
・未支給請求者氏名漢字桁数データは、未支給請求者氏名漢字データの収録桁数を示す。
・未支給請求者氏名漢字データは最大２５文字収録される。
・文字数が８以内（姓と名の間のスペースを含む）の場合、１６ｐｔで印字する。
（この場合、“様”も１６ｐｔとなる。）
・文字数が21以上の場合、1行目に20文字まで編集し、2行目に21文字以降を左詰めで印字すること。

4-1 表 カスタマバーコード 23桁×1行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ ・住所地郵便番号データの先頭７桁及び未支給請求者データよりカスタマバーコードを生成し、
カスタマバーコード印字位置に印字する。

(補足)
・カスタマバーコードの仕様については、郵便事業株式会社が示すものとする。（http://www.japanpost.jp/）
・帳票に印字する際はスタートコード、エンドコード、チェックデジットが付与される為、計２３桁となる。

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ
①②～～～～～～～～～～～～～～～～～～～③④
①：スタートコード （ １桁）
②：カスタマバーコード（２０桁）
③：チェックデジット （ １桁）
④：エンドコード （ １桁）

4-2 表 シーケンス番号 半角5桁×1行 99999 ・シーケンス番号印字位置に連続番号データの下５桁を編集し印字する。

5 表 見出し１段目 全角17桁×1行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ ・大規模定常項目データの制度データより判定・編集する。
印字仕様詳細については、印字仕様別紙①を参照。

6 表 見出し２段目 全角17桁×1行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ ・大規模定常項目データの制度データより判定・編集する。
印字仕様詳細については、印字仕様別紙①を参照。

7 表 見出し３段目 全角20桁×1行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ ・大規模定常項目データの制度データより判定・編集する。
印字仕様詳細については、印字仕様別紙①を参照。

8 表 送付年月日 半角6桁×1行 Z9年Z9月Z9日 ・当通知書を発送する日付を和暦で編集する。但し、年が'01'の時は'元'をセットする。

3 表

2／7 R8.10～(H235)_印字仕様／別添3-③(H235)_未支給決定通知書 (印字仕様)



別添３-③

項番
表裏
区分

項 目 桁数＊行数 印字形式 印字仕様

未支給決定通知書
作成者

作成日
帳票ＩＤ 帳票名称Ｈ２３５

9 表 基礎年金番号・年金コード 半角16桁×1行 XXX～XXXX ・大規模定常項目データの制度データより判定・編集する。
印字仕様詳細については、印字仕様別紙②を参照。

受給権者氏名 ・氏名漢字桁数データ、氏名漢字データ及び氏名データより判定・編集する。
（カナの場合） 全角20桁×2行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
(1)氏名漢字桁数データがゼロの場合 (氏名漢字データ収録なし)

受給権者氏名印字位置に氏名データを全角文字に変換し最大2行に編集し印字する。

(補足)
・氏名漢字桁数データは、氏名漢字データの収録桁数を示す。
・氏名データは最大２５文字収録される。
・文字数が21以上の場合、1行目に20文字まで編集し、2行目に21文字以降を左詰めで印字すること。

（漢字の場合） 全角20桁×2行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

(2)氏名漢字桁数データがゼロ以外である場合 (氏名漢字データ収録あり)
   受給権者氏名印字位置に氏名漢字データを最大2行に編集し印字する。

(補足)
・氏名漢字桁数データは、氏名漢字データの収録桁数を示す。
・氏名漢字データは最大２５文字収録される。
・文字数が21以上の場合、1行目に20文字まで編集し、2行目に21文字以降を左詰めで印字すること。

11 表 支給対象期間(自) 全角2桁×1行
半角2桁×1行
半角2桁×1行

ＧＧZ9年Z9月 ・支給対象期間(自)印字位置に未支給対象期間・期間-自データを和暦変換し、ＧＧZ9年Z9月の形式に編集し印字する。
但し、年が'01'の時は'元'をセットする。
＜出力形式＞

・ＧＧ ：元号
・Z9(年)：和暦変換後期間－自－年月の年（ただし、十の位が０の場合は、当該桁に半角スペースを設定）
・Z9(月)：和暦変換後期間－自－年月の月（ただし、十の位が０の場合は、当該桁に半角スペースを設定）

(補足)
・元号が途中で切り替わる月については、切り替わった後の元号としてください。

なお、元号が途中で切り替わる月の前月については、切り替わる前の元号としてください。
＜具体例＞

1926年12月 ⇒ 昭和元年12月 1989年1月   ⇒ 平成元年1月
1926年11月 ⇒ 大正15年11月 1988年12月  ⇒ 昭和63年12月

12 表 支給対象期間(至) 全角2桁×1行
半角2桁×1行
半角2桁×1行

ＧＧZ9年Z9月 ・支給対象期間(至)印字位置に未支給対象期間・期間-至データを和暦変換し、ＧＧZ9年Z9月の形式に編集し印字する。
但し、年が'01'の時は'元'をセットする。
＜出力形式＞

・ＧＧ ：元号
・Z9(年)：和暦変換後期間－至－年月の年（ただし、十の位が０の場合は、当該桁に半角スペースを設定）
・Z9(月)：和暦変換後期間－至－年月の月（ただし、十の位が０の場合は、当該桁に半角スペースを設定）

(補足)
・元号が途中で切り替わる月については、切り替わった後の元号としてください。

なお、元号が途中で切り替わる月の前月については、切り替わる前の元号としてください。
＜具体例＞

1926年12月 ⇒ 昭和元年12月 1989年1月   ⇒ 平成元年1月
1926年11月 ⇒ 大正15年11月 1988年12月  ⇒ 昭和63年12月

10 表

3／7 R8.10～(H235)_印字仕様／別添3-③(H235)_未支給決定通知書 (印字仕様)



別添３-③

項番
表裏
区分

項 目 桁数＊行数 印字形式 印字仕様

未支給決定通知書
作成者

作成日
帳票ＩＤ 帳票名称Ｈ２３５

13 表 支給金額(上段)見出し 全角6桁×1行 ＮＮＮＮＮＮ ・大規模定常項目データの制度データより判定・編集する。
印字仕様詳細については、印字仕様別紙①を参照。

14 表 支給金額(上段) 半角11桁×1行 ZZZ,ZZZ,ZZ9 ・大規模定常項目データの制度データより判定・編集する。
印字仕様詳細については、印字仕様別紙①を参照。

15 表 支給金額(中段)見出し 全角8桁×1行 ＮＮＮＮＮＮＮＮ ・大規模定常項目データの制度データより判定・編集する。
印字仕様詳細については、印字仕様別紙①を参照。

16 表 支給金額(中段) 半角11桁×1行 ZZZ,ZZZ,ZZ9 ・大規模定常項目データの制度データより判定・編集する。
印字仕様詳細については、印字仕様別紙①を参照。

17 表 支給金額合計 半角11桁×1行 ZZZ,ZZZ,ZZ9 ・大規模定常項目データの制度データより判定・編集する。
印字仕様詳細については、印字仕様別紙①を参照。

18-1
18-2

表 時効該当年月 全角22桁×2行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

・時効該当年月データにより文言を以下のとおり編集する。

(1)時効該当年月データがゼロの場合、
１行目：スペース
２行目：スペース

(2)時効該当年月データがゼロ以外の場合、
時効該当年月データを和暦変換し、
下線部分に埋め込む（データ印字の際に下線は不要）
１行目：平成ＡＡ年ＡＡ月以前の年金は、時効消滅により
２行目：お支払はありません。

但し、年が'01'の時は'元'をセットする。
また、和暦変換を行った時効該当年月の十の位が０の場合は、当該桁に全角スペースを設定する。

19 表 ＱＲコード 半角29桁×1行 XXX～XXXX ・ＱＲコード情報（２９桁）を基にＱＲコード作成仕様（※）に従い印字する。
なお、ＱＲコード情報の項目は以下の通り。

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
①：システム識別コード（２桁）
②：郵便物区分コード（７桁）
③：照会番号（１０桁）
④：チェックデジット（２桁）
⑤：抽出年月日（８桁）

※【ＱＲコード作成時の仕様】

●「モデル２」を使用

●文字属性：「英数字」

●「バージョン２」を使用し、９．５×９．５ｍｍで作成すること

●誤り訂正レベル：「Ｍ」

●ＱＲコードの各辺から２㎜以上余白を確保すること
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｢見出し１段目｣｢見出し２段目｣｢見出し３段目｣｢支給金額(上段)見出し｣｢支給金額(上段)｣｢支給金額(中段)見出し｣｢支給金額(中段)｣及び｢支給金額合計｣は、下記の通り設定する。

条件の制度コードは、大規模定常項目データの制度データを表す。

ーーーー＋－－－－１－－－－＋－－－－２

5.見出し１段目 △△△△△△△△△△△△△△△△△

6.見出し２段目 厚生年金保険△△△△△△△△△△△

7.見出し３段目 未支給保険給付支給決定通知書△△△△△△

13.支給金額(上段)見出し 支給金額△△

14.支給金額(上段) ・未支給合計額データを ZZZ,ZZZ,ZZ9 の形式に編集し設定する。

15.支給金額(中段)見出し △△△△△△△△

16.支給金額(中段) ・スペースを設定する。

17.支給金額合計 ・未支給合計額データを ZZZ,ZZZ,ZZ9 の形式に編集し設定する。

5.見出し１段目 △△△△△△△△△△△△△△△△△

6.見出し２段目 船員保険△△△△△△△△△△△△△

7.見出し３段目 未支給保険給付等支給決定通知書△△△△△

13.支給金額(上段)見出し 保険給付金額

14.支給金額(上段) ・(未支給合計額データ － 付加／得・支払額データ)を ZZZ,ZZZ,ZZ9 の形式に編集し設定する。

15.支給金額(中段)見出し 第二種特別支給金

16.支給金額(中段) ・付加／得・支払額データを ZZZ,ZZZ,ZZ9 の形式に編集し設定する。

17.支給金額合計 ・未支給合計額データを ZZZ,ZZZ,ZZ9 の形式に編集し設定する。

5.見出し１段目 △△△△△△△△△△△△△△△△△

6.見出し２段目 △△△△△△△△△△△△△△△△△

7.見出し３段目 未支給国民年金支給決定通知書△△△△△△

13.支給金額(上段)見出し 支給金額△△

14.支給金額(上段) ・未支給合計額データを ZZZ,ZZZ,ZZ9 の形式に編集し設定する。

15.支給金額(中段)見出し △△△△△△△△

16.支給金額(中段) ・スペースを設定する。

17.支給金額合計 ・未支給合計額データを ZZZ,ZZZ,ZZ9 の形式に編集し設定する。

5.見出し１段目 △△△△△△△△△△△△△△△△△

6.見出し２段目 国民年金・厚生年金保険△△△△△△

7.見出し３段目 未支給年金・保険給付支給決定通知書△△△

13.支給金額(上段)見出し 支給金額△△

14.支給金額(上段) ・未支給合計額データを ZZZ,ZZZ,ZZ9 の形式に編集し設定する。

15.支給金額(中段)見出し △△△△△△△△

16.支給金額(中段) ・スペースを設定する。

17.支給金額合計 ・未支給合計額データを ZZZ,ZZZ,ZZ9 の形式に編集し設定する。

－

－

－

三制度

０２
(旧船保)

０３
(旧国年)

又は

０６
(旧短)

０４
(新法)

又は

０７
(新短)

－

－

－

－

－

備考項目

－

－

設定内容(※２)条件

制度コード
区分

０１
(旧厚年)

－

－

見出し１段目、見出し２段目、見出し３段目、支給金額(上段)見出し、支給金額(上段)、支給金額(中段)見出し、支給金額(中段)、支給金額合計
作成者

作成日
印字仕様別紙①

(次頁へ続く)
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見出し１段目、見出し２段目、見出し３段目、支給金額(上段)見出し、支給金額(上段)、支給金額(中段)見出し、支給金額(中段)、支給金額合計
作成者

作成日
印字仕様別紙①

ーーーー＋－－－－１－－－－＋－－－－２

5.見出し１段目 ㊤△船員保険年金△△△△△△△△△

6.見出し２段目 ㊤△船員保険△第二種特別支給金△△

7.見出し３段目 未支給保険給付支給決定通知書△△△△△△

13.支給金額(上段)見出し 保険給付金額

14.支給金額(上段) ・基礎／支払額データを ZZZ,ZZZ,ZZ9 の形式に編集し設定する。

15.支給金額(中段)見出し 第二種特別支給金

16.支給金額(中段) ・付加／得・支払額データを ZZZ,ZZZ,ZZ9 の形式に編集し設定する。

17.支給金額合計 ・未支給合計額データを ZZZ,ZZZ,ZZ9 の形式に編集し設定する。

5.見出し１段目 △△△△△△△△△△△△△△△△△

6.見出し２段目 共済年金△△△△△△△△△△△△△

7.見出し３段目 未支給保険給付支給決定通知書△△△△△△

13.支給金額(上段)見出し 支給金額△△

14.支給金額(上段) ・(未支給合計額データ ー 付加／得・支払額データ)を ZZZ,ZZZ,ZZ9 の形式に編集し設定する。

15.支給金額(中段)見出し △△△△△△△△

16.支給金額(中段) ・付加／得・支払額データを ZZZ,ZZZ,ZZZ の形式に編集し設定する。(※１)

17.支給金額合計 ・未支給合計額データを ZZZ,ZZZ,ZZ9 の形式に編集し、設定する。

(※１)付加データがＺＥＲＯの場合は、スペースが編集される。
(※２)設定内容中｢△｣は、全角スペースをを示す。

備考
制度コード

区分
条件

項目
設定内容(※２)

三共済

０８
(旧法共済)

又は

０９
(新法共済)

－

－

－

－

三制度

(続き)

－

－

０５
(新船保)
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｢基礎年金番号・年金コード｣は、下記の通り設定する。

条件の制度コードは、大規模定常項目データの制度データを表す。
また、｢①｣は項目の１バイト目を、｢②｣は項目の２バイト目を、…、｢⑭｣は項目を１４バイト目を、｢△｣は半角スペースをそれぞれ表す。

・未付番者(証番・府県データ＝ゼロ)の場合

年金証書記号番号データを下記の形式に編集し設定する。

①②③④△⑤⑥△⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭ ⇒ 年金証書記号番号データの｢府県・課所△種別△番号・枝番｣

・上記以外の場合

証番データを下記の形式に編集し設定する。

①②③④△⑤⑥⑦⑧⑨⑩△⑪⑫⑬⑭ ⇒ 証番データの｢府県・課所△番号△種別・制度・連番｣

・未付番者(証番・府県データ＝ゼロ)の場合

年金証書記号番号データを下記の形式に編集し設定する。

△フネ△△⑤⑥△⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭ ⇒ 年金証書記号番号データの｢△フネ△△種別△番号・枝番｣ … ｢フネ｣は固定文字列(半角文字) …

・上記以外の場合

証番データを下記の形式に編集し設定する。

①②③④△⑤⑥⑦⑧⑨⑩△⑪⑫⑬⑭ ⇒ 証番データの｢府県・課所△番号△種別・制度・連番｣

・未付番者(証番・府県データ＝ゼロ)の場合

年金証書記号番号データを下記の形式に編集し設定する。

①②③④△⑦⑧⑨⑩⑪⑫△⑤⑥△△ ⇒ 年金証書記号番号データの｢府県・課所△番号△種別△△｣

・上記以外の場合

証番データを下記の形式に編集し設定する。

①②③④△⑤⑥⑦⑧⑨⑩△⑪⑫⑬⑭ ⇒ 証番データの｢府県・課所△番号△種別・制度・連番｣

・証番データを下記の形式に編集し設定する。

①②③④△⑤⑥⑦⑧⑨⑩△⑪⑫⑬⑭ ⇒ 証番データの｢府県・課所△番号△種別・制度・連番｣

０３
(旧国年)

０８、０９
(旧法共済、新法共済)

条件
設定内容 備考

制度コード

０１、０４、０６、０７
(旧厚年、新法、旧短、新短)

０２、０５
(旧船保、新船保)

基礎年金番号・年金コード
作成者

作成日
印字仕様別紙②
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項番
表裏
区分

項 目 桁数＊行数 印字形式 印字仕様

1 表 郵便番号 全角8桁×1行 ＮＮＮ△△△△△
又は

ＮＮＮ－ＮＮ△△
又は

ＮＮＮ－ＮＮＮＮ

( △：全角スペース )

・住所地郵便番号データ(以下｢データ｣という)より判定・編集する。
(1)データの４～５桁目の数字がゼロで、かつデータの６～７桁目がスペースの場合

、もしくはデータの４～７桁目がスペースの場合
郵便番号印字位置にデータを3桁編集し印字する。（編集例：９９９△△△△△）

(2)データの４～５桁目の数字がゼロ以外で、かつデータの６～７桁目がスペースの場合
郵便番号印字位置にデータを5桁編集し印字する。（編集例：９９９－９９△△）

(3)データに数字が７桁収録されている場合
郵便番号印字位置にデータを7桁編集し印字する。（編集例：９９９－９９９９）

(補足)
・郵便番号は、全角文字に変換し印字する。
・データの４～７桁目の数字がゼロの場合
郵便番号印字位置にデータを7桁編集し印字する。（編集例：９９９－００００）

住所 ・未支給請求者住所漢字桁数データ、未支給請求者住所漢字データ及び未支給請求者住所データより判定・編集する。
（カナの場合） 全角20桁×4行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

(1)未支給請求者住所漢字桁数データがゼロの場合 (未支給請求者住所漢字データ収録なし)
住所印字位置に未支給請求者住所データを全角文字に変換し最大4行に編集し印字する。

(補足)
・未支給請求者住所漢字桁数データは、未支給請求者住所漢字データの収録桁数を示す。
・未支給請求者住所データは最大７５文字収録される。
・住所地名の途中で改行を行わないようにする。(区切文字｢△(全角スペース)｣で改行を行うようにする)
ただし、地名が長いため１行の最大桁数に収まらない場合には、途中で改行しても構わない。
＜具体例＞
（×） トウキヨウト△スギナミク△タカイ             ……… "タカイドニシ" の途中で改行されている。

ドニシ△３－５－２４
（×） トウキヨウト△スギナミク△タカイドニシ△３   ……… "３－５－２４" の途中で改行されている。

－５－２４
（○） トウキヨウト△スギナミク△タカイドニシ△△   ……… 区切文字｢△(全角スペース）｣で改行されている。

３－５－２４
（漢字の場合） 全角20桁×4行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

(2)未支給請求者住所漢字桁数データがゼロ以外である場合 (未支給請求者住所漢字データ収録あり)
   住所印字位置に未支給請求者住所漢字データを最大4行に編集し印字する。

(補足)
・未支給請求者住所漢字桁数データは、未支給請求者住所漢字データの収録桁数を示す。
・未支給請求者住所漢字データは最大８０文字収録される。
・住所地名の途中で改行を行わないようにする。(区切文字｢△(全角スペース)｣で改行を行うようにする)
ただし、地名が長いため１行の最大桁数に収まらない場合には、途中で改行しても構わない。
＜具体例＞
（×） 東京都△杉並区△高井 ……… "高井戸西" の途中で改行されている。

戸西△３－５－２４
（×） 東京都△杉並区△高井戸西△３ ……… "３－５－２４" の途中で改行されている。

－５－２４
（○） 東京都△杉並区△高井戸西△△ ……… 区切文字｢△(全角スペース)｣で改行されている。

３－５－２４

2 表

未支給不該当通知書
作成者

作成日
帳票ＩＤ 帳票名称Ｈ２４０
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項番
表裏
区分

項 目 桁数＊行数 印字形式 印字仕様

未支給不該当通知書
作成者

作成日
帳票ＩＤ 帳票名称Ｈ２４０

氏名 ・未支給請求者氏名漢字桁数データ、未支給請求者氏名漢字データ及び未支給請求者氏名データより判定・編集する。
（カナの場合） 全角20桁×2行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
(1)未支給請求者氏名漢字桁数データがゼロの場合 (未支給請求者氏名漢字データ収録なし)
   氏名印字位置に未支給請求者氏名データを全角文字に変換し最大2行に編集し印字する。
 氏名の最後に'△様'を付加する｡

(補足)
・未支給請求者氏名漢字桁数データは、未支給請求者氏名漢字データの収録桁数を示す。
・未支給請求者氏名データは最大２５文字収録される。
・文字数が８以内（姓と名の間のスペースを含む）の場合、１６ｐｔで印字する。
（この場合、“様”も１６ｐｔとなる。）

・文字数が21以上の場合、1行目に20文字まで編集し、2行目に21文字以降を左詰めで印字すること。

（漢字の場合） 全角20桁×2行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

(2)未支給請求者氏名漢字桁数データがゼロ以外である場合 (未支給請求者氏名漢字データ収録あり)
   氏名印字位置に未支給請求者氏名漢字データを最大2行に編集し印字する。
 氏名の最後に'△様'を付加する｡

(補足)
・未支給請求者氏名漢字桁数データは、未支給請求者氏名漢字データの収録桁数を示す。
・未支給請求者氏名漢字データは最大２５文字収録される。
・文字数が８以内（姓と名の間のスペースを含む）の場合、１６ｐｔで印字する。
（この場合、“様”も１６ｐｔとなる。）

・文字数が21以上の場合、1行目に20文字まで編集し、2行目に21文字以降を左詰めで印字すること。

4-1 表 カスタマバーコード 23桁×1行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ ・住所地郵便番号データの先頭７桁及び未支給請求者データよりカスタマバーコードを生成し、
カスタマバーコード印字位置に印字する。

(補足)
・カスタマバーコードの仕様については、郵便事業株式会社が示すものとする。（http://www.japanpost.jp/）
・帳票に印字する際はスタートコード、エンドコード、チェックデジットが付与される為、計２３桁となる。
ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ
①②～～～～～～～～～～～～～～～～～～～③④
①：スタートコード （ １桁）
②：カスタマバーコード（２０桁）
③：チェックデジット （ １桁）
④：エンドコード （ １桁）

4-2 表 シーケンス番号 半角5桁×1行 99999 ・シーケンス番号印字位置に連続番号データの下５桁を編集し印字する。

5 表 見出し１段目 全角13桁×1行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ ・大規模定常項目データの制度データより判定・編集する。
印字仕様詳細については、印字仕様別紙①を参照。

6 表 見出し２段目 全角27桁×1行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ ・大規模定常項目データの制度データより判定・編集する。
印字仕様詳細については、印字仕様別紙①を参照。

7 表 文言の消去１ 全角2桁×1行 ＮＮ ・大規模定常項目データの制度データより判定・編集する。
印字仕様詳細については、印字仕様別紙①を参照。

3 表
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別添３-④

項番
表裏
区分

項 目 桁数＊行数 印字形式 印字仕様

未支給不該当通知書
作成者

作成日
帳票ＩＤ 帳票名称Ｈ２４０

8 表 送付年月日 半角6桁×1行 Z9年Z9月Z9日 ・当通知書を発送する日付を和暦で編集する。但し、年が'01'の時は'元'をセットする。

9 表 基礎年金番号・年金コー
ド

半角16桁×1行 XXX～XXXX ・大規模定常項目データの制度データより判定・編集する。
印字仕様詳細については、印字仕様別紙②を参照。

受給権者氏名 ・氏名漢字桁数データ、氏名漢字データ及び氏名データより判定・編集する。
（カナの場合） 全角20桁×2行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
(1)氏名漢字桁数データがゼロの場合 (氏名漢字データ収録なし)

受給権者氏名印字位置に氏名データを全角文字に変換し最大2行に編集し印字する。

(補足)
・氏名漢字桁数データは、氏名漢字データの収録桁数を示す。
・氏名データは最大２５文字収録される。
・文字数が21以上の場合、1行目に20文字まで編集し、2行目に21文字以降を左詰めで印字すること。

（漢字の場合） 全角20桁×2行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

(2)氏名漢字桁数データがゼロ以外である場合 (氏名漢字データ収録あり)
   受給権者氏名印字位置に氏名漢字データを最大2行に編集し印字する。

(補足)
・氏名漢字桁数データは、氏名漢字データの収録桁数を示す。
・氏名漢字データは最大２５文字収録される。
・文字数が21以上の場合、1行目に20文字まで編集し、2行目に21文字以降を左詰めで印字すること。

11 表 未支給支払不該当事由
コード

半角2桁×1行 99 ・未支給支払不該当事由コード印字位置に事由データを編集し印字する。

12 表 文言の消去２ 全角2桁×1行 ＮＮ ・大規模定常項目データの制度データより判定・編集する。
印字仕様詳細については、印字仕様別紙①を参照。

13 表 ＱＲコード 半角29桁×1行 XXX～XXXX ・ＱＲコード情報（２９桁）を基にＱＲコード作成仕様（※）に従い印字する。
なお、ＱＲコード情報の項目は以下の通り。

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
①：システム識別コード（２桁）
②：郵便物区分コード（７桁）
③：照会番号（１０桁）
④：チェックデジット（２桁）
⑤：抽出年月日（８桁）

10 表

※【ＱＲコード作成時の仕様】

●「モデル２」を使用

●文字属性：「英数字」

●「バージョン２」を使用し、９．５×９．５ｍｍで作成すること

●誤り訂正レベル：「Ｍ」

●ＱＲコードの各辺から２㎜以上余白を確保すること
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｢見出し１段目｣｢見出し２段目｣｢文言の消去１｣｢文言の消去２｣及び｢文言の消去３｣は、下記の通り設定する。

条件の制度コードは、大規模定常項目データの制度データを表す。

5.見出し１段目 厚生年金保険△△△△△△△

6.見出し２段目 未支給保険給付の請求について△△△△△△△△△△△△△

7.文言の消去１ △△

12.文言の消去２ △△

5.見出し１段目 船員保険△△△△△△△△△

6.見出し２段目 未支給保険給付の請求について△△△△△△△△△△△△△

7.文言の消去１ ＊＊  下線部を｢＊｣で消去する：ご請求のありました未支給年金・保険給付は、

12.文言の消去２ ＊＊  下線部を｢＊｣で消去する：未支給年金・保険給付が発生しない理由

5.見出し１段目 国民年金△△△△△△△△△

6.見出し２段目 未支給老齢（通算老齢）年金の請求について△△△△△△△

7.文言の消去１ △△

12.文言の消去２ △△

5.見出し１段目 国民年金・厚生年金保険△△

6.見出し２段目 未支給年金・保険給付の請求について△△△△△△△△△△

7.文言の消去１ △△

12.文言の消去２ △△

5.見出し１段目 ㊤ 船員保険△△△△△△

6.見出し２段目 未支給保険給付の請求について△△△△△△△△△△△△△

7.文言の消去１ ＊＊  下線部を｢＊｣で消去する：ご請求のありました未支給年金・保険給付は、

12.文言の消去２ ＊＊  下線部を｢＊｣で消去する：未支給年金・保険給付が発生しない理由

5.見出し１段目 国民年金△△△△△△△△△

6.見出し２段目 未支給障害・母子・準母子・遺児・寡婦年金の請求について

7.文言の消去１ △△

12.文言の消去２ △△

5.見出し１段目 共済年金△△△△△△△△△

6.見出し２段目 未支給保険給付の請求について△△△△△△△△△△△△△

7.文言の消去１ △△

12.文言の消去２ △△

項目 設定内容 備考

三共済

０８
(旧共済)

・
０９

(新共済)

条件区分

三制度

０１
(旧厚年)

０６
(旧短)

０２
(旧船保)

０３
(旧国年)

０４
(新法)

・
０７

(新短)

０５
(新船保)

見出し１段目、見出し２段目、文言の消去１、文言の消去２、文言の消去３
作成者

作成日
印字仕様別紙①

4／5 R8.10～(H240)_印字仕様／別添3-④(H240)_未支給不該当通知書 (印字仕様)



別添３-④

｢基礎年金番号・年金コード｣は、下記の通り設定する。

条件の制度コードは、大規模定常項目データの制度データを表す。
また、｢①｣は項目の１バイト目を、｢②｣は項目の２バイト目を、…、｢⑭｣は項目を１４バイト目を、｢△｣は半角スペースをそれぞれ表す。

・未付番者(証番・府県データ＝ゼロ)の場合

年金証書記号番号データを下記の形式に編集し設定する。

①②③④△⑤⑥△⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭ ⇒ 年金証書記号番号データの｢府県・課所△種別△番号・枝番｣

・上記以外の場合

証番データを下記の形式に編集し設定する。

①②③④△⑤⑥⑦⑧⑨⑩△⑪⑫⑬⑭ ⇒ 証番データの｢府県・課所△番号△種別・制度・連番｣

・未付番者(証番・府県データ＝ゼロ)の場合

年金証書記号番号データを下記の形式に編集し設定する。

△フネ△△⑤⑥△⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭ ⇒ 年金証書記号番号データの｢△フネ△△種別△番号・枝番｣ … ｢フネ｣は固定文字列(半角文字) …

・上記以外の場合

証番データを下記の形式に編集し設定する。

①②③④△⑤⑥⑦⑧⑨⑩△⑪⑫⑬⑭ ⇒ 証番データの｢府県・課所△番号△種別・制度・連番｣

・未付番者(証番・府県データ＝ゼロ)の場合

年金証書記号番号データを下記の形式に編集し設定する。

①②③④△⑦⑧⑨⑩⑪⑫△⑤⑥△△ ⇒ 年金証書記号番号データの｢府県・課所△番号△種別△△｣

・上記以外の場合

証番データを下記の形式に編集し設定する。

①②③④△⑤⑥⑦⑧⑨⑩△⑪⑫⑬⑭ ⇒ 証番データの｢府県・課所△番号△種別・制度・連番｣

・証番データを下記の形式に編集し設定する。

①②③④△⑤⑥⑦⑧⑨⑩△⑪⑫⑬⑭ ⇒ 証番データの｢府県・課所△番号△種別・制度・連番｣

０８、０９
(旧法共済、新法共済)

条件 設定内容 備考

０１、０４、０６、０７
(旧厚年、新法、旧短、新短)

０２、０５
(旧船保、新船保)

０３
(旧国年)

基礎年金番号・年金コード
作成者

作成日
印字仕様別紙②

5／5 R8.10～(H240)_印字仕様／別添3-④(H240)_未支給不該当通知書 (印字仕様)



別添３-⑤

項番
表裏
区分

項 目 桁数＊行数 印字形式 印字仕様

1 表 郵便番号 全角8桁×1行 ＮＮＮ△△△△△
又は

ＮＮＮ－ＮＮ△△
又は

ＮＮＮ－ＮＮＮＮ

( △：全角スペース )

・郵便番号データ(以下｢データ｣という)より判定・編集する。
(1)データの４～５桁目の数字がゼロで、かつデータの６～７桁目がスペースの場合

、もしくはデータの４～７桁目がスペースの場合
郵便番号印字位置に郵便番号データを３桁編集し印字する。（編集例：９９９△△△△△）

(2)データの４～５桁目の数字がゼロ以外で、かつデータの６～７桁目がスペースの場合
郵便番号印字位置に郵便番号データを５桁編集し印字する。（編集例：９９９－９９△△）

(3)データに数字が７桁収録されている場合の場合
郵便番号印字位置にデータを７桁編集し印字する。 （編集例：９９９－９９９９）

(補足)
・郵便番号は、全角文字に変換し印字する。
・データの４～７桁目の数字がゼロの場合

郵便番号印字位置にデータを７桁編集し印字する。 （編集例：９９９－００００）

住所 ・住所漢字桁数データ、漢字住所データ及び住所データより判定・編集する。
（カナの場合） 全角20桁×4行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

(1)住所漢字桁数データがゼロの場合 (漢字住所データ収録なし)
住所印字位置に住所データを全角文字に変換し最大４行に編集し印字する。

(補足)
・住所漢字桁数データは、漢字住所データの収録桁数を示す。
・住所データは最大７５文字収録される。
・住所地名の途中で改行を行わないようにする。(区切文字｢△(全角スペース)｣)で改行を行うようにする)

ただし、地名が長いため１行の最大桁数に収まらない場合には、途中で改行しても構わない。
＜具体例＞
（×） トウキヨウト△スギナミク△タカイ             ……… "タカイドニシ" の途中で改行されている。

ドニシ△３－５－２４
（×） トウキヨウト△スギナミク△タカイドニシ△３   ……… "３－５－２４" の途中で改行されている。

－５－２４
（○） トウキヨウト△スギナミク△タカイドニシ△△   ……… 区切文字｢△(全角スペース）｣で改行されている。

３－５－２４

（漢字の場合） 全角20桁×4行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

(2)住所漢字桁数がゼロ以外である場合 (漢字住所データ収録あり)
住所印字位置に漢字住所データを最大４行に編集し印字する。

(補足)
・住所漢字桁数データは、漢字住所データの収録桁数を示す。
・漢字住所データは最大８０文字収録される。
・住所地名の途中で改行を行わないようにする。(区切文字｢△(全角スペース)｣)で改行を行うようにする)

ただし、地名が長いため１行の最大桁数に収まらない場合には、途中で改行しても構わない。
＜具体例＞
（×） 東京都△杉並区△高井 ……… "高井戸西" の途中で改行されている。

戸西△３－５－２４
（×） 東京都△杉並区△高井戸西△３ ……… "３－５－２４" の途中で改行されている。

－５－２４
（○） 東京都△杉並区△高井戸西△△ ……… 区切文字｢△(全角スペース)｣で改行されている。

３－５－２４

表2

未支給振込通知書
作成者

作成日
帳票ＩＤ 帳票名称Ｈ７２５
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別添３-⑤

項番
表裏
区分

項 目 桁数＊行数 印字形式 印字仕様

未支給振込通知書
作成者

作成日
帳票ＩＤ 帳票名称Ｈ７２５

氏名 ・氏名漢字桁数データ、漢字氏名データ及び氏名データより判定・編集する。
（カナの場合） 全角20桁×3行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

(1)氏名漢字桁数データがゼロである場合 (漢字氏名データ収録なし)
氏名印字位置に氏名データを全角文字に変換し最大３行に編集し印字する。
氏名の最後に'△様'を付加する｡

(補足)
・氏名漢字桁数データは、漢字氏名データの収録桁数を示す。
・氏名データは最大５０文字収録される。
・文字数が８以内（姓と名の間のスペースを含む）の場合、１６ｐｔで印字する。
（この場合、“様”も１６ｐｔとなる。）
・文字数が21以上の場合、1行目に20文字まで編集し、2行目に21文字以降、3行目に41文字以降を左詰めで印字すること。

（漢字の場合） 全角20桁×2行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

(2)氏名漢字桁数データがゼロ以外である場合 (漢字氏名データ収録あり)
氏名印字位置に漢字氏名データを最大２行に編集し印字する。
氏名の最後に'△様'を付加する｡

(補足)
・氏名漢字桁数データは、漢字氏名データの収録桁数を示す。
・漢字氏名データは最大２５文字収録される。
・文字数が８以内（姓と名の間のスペースを含む）の場合、１６ｐｔで印字する。
（この場合、“様”も１６ｐｔとなる。）

4 表 カスタマバーコード 23桁×1行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ ・ＢＣＤ有無表示データ、郵便番号データ及び住所表示番号データより判定・編集する。
(1)ＢＣＤ有無表示データが "１" である場合

郵便番号データ(７桁)、住所表示番号データ(１３桁)の計２０桁よりカスタマバーコードデータを取得し、
カスタマバーコード印字位置に編集し印字する。

(2)ＢＣＤ有無表示データが "１" 以外である場合
カスタマバーコード印字位置に空白(スペース)を編集し印字する。

(補足)
・カスタマバーコードの仕様については、郵便事業株式会社が示すものとする。（http://www.japanpost.jp/）
・帳票に印字する際はスタートコード、エンドコード、チェックデジットが付与される為、計２３桁となる。

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ
①②～～～～～～～～～～～～～～～～～～～③④
①：スタートコード （ １桁）
②：カスタマバーコード（２０桁）
③：チェックデジット （ １桁）
④：エンドコード （ １桁）

5 表 設置番号 半角3桁×1行 999 ・制度コードデータより判定・編集する。
印字仕様詳細については、印字仕様別紙①を参照。

6 表 シーケンス番号 半角9桁×1行 999999999 ・シーケンス番号印字位置に連番データを編集し印字する。

7 表 支払年月日 半角6桁×1行 Z9年Z9月Z9日 ・支払年月日印字位置にＣＭＴデータ回付時に日本年金機構が別途指定する日付(和暦)を Z9年Z9月Z9日の形式に編集し印
字する。但し、年が'01'の時は'元'をセットする。

8 表 年金の種類 全角10桁×2行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

・制度コードデータより判定・編集する。
印字仕様詳細については、印字仕様別紙②を参照。

3 表

発送月（データ回付の翌月）の１５
日。ただし、１５日が土・日・祝日
の場合は前営業日を設定。
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別添３-⑤

項番
表裏
区分

項 目 桁数＊行数 印字形式 印字仕様

未支給振込通知書
作成者

作成日
帳票ＩＤ 帳票名称Ｈ７２５

9 表 基礎年金番号・年金コード 半角16桁×1行 XXXX△XXXXXX△XXXX ・基礎年金番号・年金コード印字位置に基礎年金番号データ及び年金コードデータを下記の形式に編集し印字する。
＜印字形式＞

XXXX△XXXXXX△XXXX ( △：半角スペース )

亡くなられた受給権者の氏名 ・漢字氏名桁数データ、氏名カナデータ及び氏名漢字データより判定・編集する。
（カナの場合） 全角20桁×2行

又は

半角40桁×2行

ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

又は

XXX～XXXX
XXX～XXXX

(1)漢字氏名桁数データがゼロの場合 (氏名漢字データ収録なし)
亡くなられた受給権者氏名印字位置に氏名カナデータを全角文字に変換し最大２行に編集し印字する。

(補足)
・漢字氏名桁数データは、氏名漢字データの収録桁数を示す。
・氏名カナデータは最大５０文字収録される。
・文字数が21以上の場合、1行目に20文字まで編集し、2行目に21文字以降を左詰めで印字すること。
・カナ全角で行数に収まらない場合等については、半角文字で編集し印字すること。

(この場合、行数に収まらない部分のみでなく収録されているデータ全てを半角文字として、1行目に40文字まで編集し、
2行目に41文字以降を左詰めで印字すること。）

（漢字の場合） 全角20桁×2行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

(2)漢字氏名桁数データがゼロ以外の場合 (氏名漢字データ収録あり)
亡くなられた受給権者氏名印字位置に氏名漢字データを最大２行に編集し印字する。

(補足)
・漢字氏名桁数データは、氏名漢字データの収録桁数を示す。
・氏名漢字データは最大２５文字収録される。
・文字数が21以上の場合、1行目に20文字まで編集し、2行目に21文字以降を左詰めで印字すること。

振込先金融機関店舗名
(銀行名)

・支払方法機関コードデータより判定・編集する。
(1)支払方法機関コードデータが｢1｣(金融機関)の場合

金融機関名漢字桁数データ、金融機関名称データ及び金融機関名漢字データより判定・編集する。

（カナの場合） 全角15桁×1行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ ①金融機関名漢字桁数データがゼロの場合 (金融機関名漢字データ収録なし)
振込先金融機関店舗名(銀行名)印字位置に金融機関名称データを全角文字に変換し印字する。
また全角スペースを入れた後に右詰めで”銀行・金庫・信組”と印字すること。

(補足)
・金融機関名漢字桁数データは、金融機関名漢字データの収録桁数を示す。
・金融機関名称データは最大１４文字収録される。

（漢字の場合） 全角15桁×1行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ ②金融機関名漢字桁数データがゼロ以外の場合 (金融機関名漢字データ収録あり)
振込先金融機関店舗名(銀行名)印字位置に金融機関名漢字データを編集し印字する。

(補足)
・金融機関名漢字桁数データは、金融機関名漢字データの収録桁数を示す。
・金融機関名漢字データは最大１５文字収録される。

(2)上記以外(支払方法機関コードデータが｢1｣(金融機関)以外)の場合
振込先金融機関店舗名(銀行名)印字位置に｢ゆうちょ銀行｣(全角文字)を編集し印字する。

11 表

10 表

”銀行・金庫・信組”は、年

金の種類の行の『年金』の

右端と揃えること。

金融機関名と本支店名の

先頭位置を揃えてください。
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別添３-⑤

項番
表裏
区分

項 目 桁数＊行数 印字形式 印字仕様

未支給振込通知書
作成者

作成日
帳票ＩＤ 帳票名称Ｈ７２５

振込先金融機関店舗名
(支店名)
支店項目名

・支払方法機関コードデータより判定・編集する。
(1)支払方法機関コードデータが｢1｣(金融機関)の場合

本支店名漢字桁数データ、本店・支店名データ及び本支店名漢字データより判定・編集する。

（カナの場合） 全角25桁×1行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ ①本支店名漢字桁数データがゼロの場合 (本支店名漢字データ収録なし)
振込先金融機関店舗名(支店名)印字位置に本店・支店名データを全角文字に変換し印字する。
また全角スペースを入れた後に右詰めで”支店”と印字すること。

(補足)
・本支店名漢字桁数データは、本支店名漢字データの収録桁数を示す。
・本店・支店名データは最大２１文字収録される。

（漢字の場合） 全角25桁×1行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ ②本支店名漢字桁数データがゼロ以外の場合 (本支店名漢字データ収録あり)
振込先金融機関店舗名(支店名)印字位置に本支店名漢字データを編集し印字する。

(補足)
・本支店名漢字桁数データは、本支店名漢字データの収録桁数を示す。
・本支店名漢字データは最大２５文字収録される。

(2)上記以外(支払方法機関コードデータが｢1｣(金融機関)以外)の場合
振込先金融機関店舗名(支店名)印字位置にスペースを編集し印字する。

13 表 遅延加算表示 半角1桁×1行 x ・遅延特別加算金有無表示データをそのまま設定（”＃”の場合は”＃”を印字、空白の場合は印字しない）。

14 表 支払金額 半角11桁×1行 ***,***,**9 ・支払金額印字位置に差引支払額データを ***,***,**9 の形式に編集し印字する。
＜印字形式＞

999,999,999
****999,999
********999

15 表 ＱＲコード 半角29桁×1行 XXX～XXXX ・ＱＲコード情報（２９桁）を基にＱＲコード作成仕様（※）に従い印字する。
なお、ＱＲコード情報の項目は以下の通り。

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
①：システム識別コード（２桁）
②：郵便物区分コード（７桁）
③：照会番号（１０桁）
④：チェックデジット（２桁）
⑤：抽出年月日（８桁）

12 表

※【ＱＲコード作成時の仕様】

●「モデル２」を使用

●文字属性：「英数字」

●「バージョン２」を使用し、９．５×９．５ｍｍで作成すること

●誤り訂正レベル：「Ｍ」

●ＱＲコードの各辺から２㎜以上余白を確保すること

金融機関名と本支店名の

先頭位置を揃えてください。

”支店”は、年金の種類の

行の『年金』の右端と揃え

ること。
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別添３-⑤

｢設置番号｣は、下記の通り設定する。

条件の制度コードは制度コードデータを表す。

・旧共済(制度コード＝０８)、又は、新共済(制度コー＝０９)

０２
(船保)

０３
(国年)

０４
(新法)

０７
(新短)

６０１

上記以外 ９０１

備考

０６
(旧短)

条件
設定内容

１０１

２０１

３０１

４０１

５０１

７０１

制度コード

０５
(新船保)

０１
(厚年)

設置番号
作成者

作成日
印字仕様別紙①
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別添３-⑤

｢年金の種類｣は、下記の通り設定する。

制度コードは制度コードデータを、条件の種別は種別コードデータを、条件の減年支給率は減年支給率データを、条件の支払額の状態における各額は、基礎支払額データ、上乗支払額データ
独自支払額データをそれぞれ表す。

①｢年金の種類(新法)｣編集 ②｢年金の種類(厚年)｣編集

基礎支払額≠０で スペース スペース

上乗支払額＝０かつ独自支払額＝０ 国民年金△老齢基礎△ 厚生年金△老齢△△△

基礎支払額≠０で 国民年金・厚生年金△ スペース

上乗支払額≠０又は独自支払額≠０ 老齢基礎厚生△△△△ 厚生年金△通算老齢△

基礎支払額＝０で スペース スペース

上乗支払額≠０又は独自支払額≠０ 厚生年金△老齢厚生△ 厚生年金△障害△△△

スペース スペース

スペース 厚生年金△遺族△△△

基礎支払額≠０で スペース スペース

上乗支払額＝０かつ独自支払額＝０ 国民年金△障害基礎△ 厚生年金△寡婦△△△

基礎支払額≠０で 国民年金・厚生年金△ スペース

上乗支払額≠０又は独自支払額≠０ 障害基礎厚生△△△△ 厚生年金△かん夫△△

基礎支払額＝０で スペース スペース

上乗支払額≠０又は独自支払額≠０ 厚生年金△障害厚生△ 厚生年金△遺児△△△

スペース スペース

スペース 厚生年金△特例老齢△

基礎支払額≠０で スペース スペース

上乗支払額＝０かつ独自支払額＝０ 国民年金△遺族基礎△ 厚生年金△通算遺族△

基礎支払額≠０で 国民年金・厚生年金△ スペース

上乗支払額≠０又は独自支払額≠０ 遺族基礎厚生△△△△ 厚生年金△特例遺族△

基礎支払額＝０で スペース

上乗支払額≠０又は独自支払額≠０ 厚生年金△遺族厚生△

スペース

スペース

③｢年金の種類(国年)｣編集

スペース

国民年金△老齢△△△

スペース

国民年金△通算老齢△

上段

下段

上段

下段

上段

下段

上段

下段

上段

下段

上段

下段

上段

下段

上段

下段

上段

下段

上段

上段

下段

下段

上段

下段

上段

下段

上段

下段

上段

下段

下段

上段

下段

上段

下段

上段

下段

上段

下段

上段

下段

上段

下段

上段

下段

上段

下段

上段

年金の種類
作成者

作成日
印字仕様別紙②

制度コード
種別 減年支給率 支払額の状態

条件 印字
位置

設定内容

－
１１
(老齢)

０４
(新法)

制度コード
種別 減年支給率 支払額の状態

条件 印字
位置

設定内容

１３
(障害)

１４
(遺族)

－

－

－
０１
(老齢)

０１
(厚年)

０２
(通老)

０３
(障害)

０４
(遺族)

０５
(寡婦)

０６
(かん夫)

０７
(遺児)

０８
(特老)

０９
(通遺)

１０
(特遺)

－

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

上記以外

上記以外

上記以外

制度コード
種別 減年支給率 支払額の状態

条件 印字
位置

設定内容

０３
(国年)

０５
(通老)

０１～０４
(老齢)

－ －

－ －
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別添３-⑤

年金の種類
作成者

作成日
印字仕様別紙②

④｢年金の種類(新短)｣編集 ⑤｢年金の種類(旧短)｣編集

スペース スペース

国民年金△障害基礎△ 国民年金△障害△△△

スペース スペース

国民年金△遺族基礎△ 国民年金△母子△△△

スペース スペース

国民年金△寡婦△△△ 国民年金△準母子△△

スペース

国民年金△寡婦△△△

スペース

国民年金△遺児△△△

⑥｢年金の種類(三共済)｣編集 ⑦｢年金の種類(船保・新船保)｣編集

スペース スペース

△退△職△△△△△△ 船員保険年金△老齢△

スペース 船員保険年金△△△△

△減額退職△△△△△ 通算老齢△△△△△△

スペース スペース

△通算退職△△△△△ 船員保険年金△障害△

スペース スペース

△障△害△△△△△△ 船員保険年金△遺族△

スペース スペース

△遺△族△△△△△△ 船員保険年金△寡婦△

スペース スペース

△通算遺族△△△△△ 船員保険年金△養老△

スペース スペース

△退職共済△△△△△ 船員保険年金△遺児△

スペース 船員保険年金△△△△

△障害共済△△△△△ 特例老齢△△△△△△

スペース 船員保険年金△△△△

△遺族共済△△△△△ 通算遺族△△△△△△

船員保険年金△△△△

特例遺族△△△△△△

スペース

船員保険年金△障害△

スペース

船員保険年金△遺族△

下段

上段

下段

上段

下段

上段

上段

下段

上段

上段

下段

上段

下段

上段

下段

上段

下段

上段

下段

上段

下段

下段

上段

下段

上段

下段

上段

下段

上段

下段

上段

下段

上段

下段

上段

下段

上段

下段

上段

下段

上段

下段

上段

下段

上段

下段

上段

下段

上段

下段

上段

下段

上段

下段

上段

下段

上段

下段

制度コード
種別 支払額の状態

条件 印字
位置

設定内容

０７
(新短)

２６、５３、６３
(障害基礎)

２７、２８、６４
(遺族基礎)

－

－

５９
(寡婦)

－

制度コード
種別 支払額の状態

条件 印字
位置

設定内容

０６
(旧短)

０６
(障害)

０７
(母子)

－

－

０８
(準母子)

－

０９
(寡婦)

－

１０
(遺児)

－

減年支給率

－

－

－

－

－

制度コード
種別 減年支給率 支払額の状態

条件 印字
位置

設定内容

０８
(旧共済)

０１
(退職)

１０００ －

上記以外 －

０２
(通算退職)

－

０３
(障害)

－

０４
(遺族)

－

０９
(通算遺族)

－

０９
(新共済)

１１
(退職共済)

－

１３
(障害共済)

－

１４
(遺族共済)

－

－

－

－

－

－

－

－

制度コード
種別 減年支給率 支払額の状態

条件 印字
位置

設定内容

０２
(船保)

０１
(老齢)

－ －

－ －
０２
(通老)

－
０３
(障害)

－
０４
(遺族)

－
０５
(寡婦)

－

０５
(新船保)

０６
(養老)

－
０７
(遺児)

－
０８
(特老)

－

－

－

－

－

－

－

－

３４
(遺族)

－ －

３３
(障害)

－ －

１０
(特遺)

－ －

０９
(通老)
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別添３-⑥

項番
表裏
区分

項 目 桁数＊行数 印字形式 印字仕様

1 表 郵便番号 全角8桁×1行 ＮＮＮ△△△△△
又は

ＮＮＮ－ＮＮ△△
又は

ＮＮＮ－ＮＮＮＮ

( △：全角スペース )

・郵便番号データ(以下｢データ｣という)より判定・編集する。
(1)データの４～５桁目の数字がゼロで、かつデータの６～７桁目がスペースの場合

、もしくはデータの４～７桁目がスペースの場合
郵便番号印字位置に郵便番号データを３桁編集し印字する。（編集例：９９９△△△△△）

(2)データの４～５桁目の数字がゼロ以外で、かつデータの６～７桁目がスペースの場合
郵便番号印字位置に郵便番号データを５桁編集し印字する。（編集例：９９９－９９△△）

(3)データに数字が７桁収録されている場合の場合
郵便番号印字位置にデータを７桁編集し印字する。 （編集例：９９９－９９９９）

(補足)
・郵便番号は、全角文字に変換し印字する。
・データの４～７桁目の数字がゼロの場合

郵便番号印字位置にデータを７桁編集し印字する。 （編集例：９９９－００００）

住所 ・住所漢字桁数データ、漢字住所データ及び住所データより判定・編集する。
（カナの場合） 全角20桁×4行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

(1)住所漢字桁数データがゼロの場合 (漢字住所データ収録なし)
住所印字位置に住所データを全角文字に変換し最大４行に編集し印字する。

(補足)
・住所漢字桁数データは、漢字住所データの収録桁数を示す。
・住所データは最大７５文字収録される。
・住所地名の途中で改行を行わないようにする。(区切文字｢△(全角スペース)｣)で改行を行うようにする)

ただし、地名が長いため１行の最大桁数に収まらない場合には、途中で改行しても構わない。
＜具体例＞
（×） トウキヨウト△スギナミク△タカイ             ……… "タカイドニシ" の途中で改行されている。

ドニシ△３－５－２４
（×） トウキヨウト△スギナミク△タカイドニシ△３   ……… "３－５－２４" の途中で改行されている。

－５－２４
（○） トウキヨウト△スギナミク△タカイドニシ△△   ……… 区切文字｢△(全角スペース）｣で改行されている。

３－５－２４

（漢字の場合） 全角20桁×4行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

(2)住所漢字桁数がゼロ以外である場合 (漢字住所データ収録あり)
住所印字位置に漢字住所データを最大４行に編集し印字する。

(補足)
・住所漢字桁数データは、漢字住所データの収録桁数を示す。
・漢字住所データは最大８０文字収録される。
・住所地名の途中で改行を行わないようにする。(区切文字｢△(全角スペース)｣)で改行を行うようにする)

ただし、地名が長いため１行の最大桁数に収まらない場合には、途中で改行しても構わない。
＜具体例＞
（×） 東京都△杉並区△高井 ……… "高井戸西" の途中で改行されている。

戸西△３－５－２４
（×） 東京都△杉並区△高井戸西△３ ……… "３－５－２４" の途中で改行されている。

－５－２４
（○） 東京都△杉並区△高井戸西△△ ……… 区切文字｢△(全角スペース)｣で改行されている。

３－５－２４

2 表

未支給送金通知書
作成者

作成日
帳票ＩＤ 帳票名称Ｈ７２６
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別添３-⑥

項番
表裏
区分

項 目 桁数＊行数 印字形式 印字仕様

未支給送金通知書
作成者

作成日
帳票ＩＤ 帳票名称Ｈ７２６

氏名 ・氏名漢字桁数データ、漢字氏名データ及び氏名データより判定・編集する。
（カナの場合） 全角20桁×3行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

(1)氏名漢字桁数データがゼロである場合 (漢字氏名データ収録なし)
氏名印字位置に氏名データを全角文字に変換し最大３行に編集し印字する。
氏名の最後に'△様'を付加する｡

(補足)
・氏名漢字桁数データは、漢字氏名データの収録桁数を示す。
・氏名データは最大５０文字収録される。
・文字数が８以内（姓と名の間のスペースを含む）の場合、１６ｐｔで印字する。
（この場合、“様”も１６ｐｔとなる。）
・文字数が21以上の場合、1行目に20文字まで編集し、2行目に21文字以降、3行目に41文字以降を左詰めで印字すること。

（漢字の場合） 全角20桁×2行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

(2)氏名漢字桁数データがゼロ以外である場合 (漢字氏名データ収録あり)
氏名印字位置に漢字氏名データを最大２行に編集し印字する。
氏名の最後に'△様'を付加する｡

(補足)
・氏名漢字桁数データは、漢字氏名データの収録桁数を示す。
・漢字氏名データは最大２５文字収録される。
・文字数が８以内（姓と名の間のスペースを含む）の場合、１６ｐｔで印字する。
（この場合、“様”も１６ｐｔとなる。）

4 表 カスタマバーコード 23桁×1行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ ・ＢＣＤ有無表示データ、郵便番号データ及び住所表示番号データより判定・編集する。
(1)ＢＣＤ有無表示データが "１" である場合

郵便番号データ(７桁)、住所表示番号データ(１３桁)の計２０桁よりカスタマバーコードデータを取得し、
カスタマバーコード印字位置に編集し印字する。

(2)ＢＣＤ有無表示データが "１" 以外である場合
カスタマバーコード印字位置に空白(スペース)を編集し印字する。

(補足)
・カスタマバーコードの仕様については、郵便事業株式会社が示すものとする。（http://www.japanpost.jp/）
・帳票に印字する際はスタートコード、エンドコード、チェックデジットが付与される為、計２３桁となる。

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ
①②～～～～～～～～～～～～～～～～～～～③④
①：スタートコード （ １桁）
②：カスタマバーコード（２０桁）
③：チェックデジット （ １桁）
④：エンドコード （ １桁）

3 表
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別添３-⑥

項番
表裏
区分

項 目 桁数＊行数 印字形式 印字仕様

未支給送金通知書
作成者

作成日
帳票ＩＤ 帳票名称Ｈ７２６

4-1 表 ＱＲコード 半角29桁×1行 XXX～XXXX ・ＱＲコード情報（２９桁）を基にＱＲコード作成仕様（※）に従い印字する。
なお、ＱＲコード情報の項目は以下の通り。

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
①：システム識別コード（２桁）
②：郵便物区分コード（７桁）
③：照会番号（１０桁）
④：チェックデジット（２桁）
⑤：抽出年月日（８桁）

5 表 設置番号 半角3桁×1行 999 ・制度コードデータより判定・編集する。
印字仕様詳細については、印字仕様別紙①を参照。

6 表 シーケンス番号 半角9桁×1行 999999999 ・シーケンス番号印字位置に連番データを編集し印字する。

7 表 氏名１ 全角20桁×2行

又は

半角40桁×2行

ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

又は

XXX～XXXX
XXX～XXXX

・氏名１印字位置に氏名データを全角文字に変換し最大２行に編集し印字する。

(補足)
・氏名データは最大５０文字収録される。
・文字数が21以上の場合、1行目に20文字まで編集し、2行目に21文字以降を左詰めで印字すること。
・カナ全角で行数に収まらない場合等については、半角文字で編集し印字すること。

(この場合、行数に収まらない部分のみでなく収録されているデータ全てを半角文字として、1行目に40文字まで編集し、
2行目に41文字以降を左詰めで印字すること。）

8 表 支払年月日 半角6桁×1行 Z9年Z9月Z9日 ・支払年月日印字位置にＣＭＴデータ回付時に日本年金機構が別途指定する日付(和暦)を Z9年Z9月Z9日の形式に編集し印
字する。但し、年が'01'の時は'元'をセットする。

9 表 年金の種類 全角10桁×2行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

・制度コードデータより判定・編集する。
印字仕様詳細については、印字仕様別紙②を参照。

10 表 基礎年金番号・年金コード 半角16桁×1行 XXXX△XXXXXX△XXXX ・基礎年金番号・年金コード印字位置に基礎年金番号データ及び年金コードデータを下記の形式に編集し印字する。
＜印字形式＞

XXXX△XXXXXX△XXXX ( △：半角スペース )

※【ＱＲコード作成時の仕様】

●「モデル２」を使用

●文字属性：「英数字」

●「バージョン２」を使用し、９．５×９．５ｍｍで作成すること

●誤り訂正レベル：「Ｍ」

●ＱＲコードの各辺から２㎜以上余白を確保すること

発送月（データ回付の翌月）の１５
日。ただし、１５日が土・日・祝日
の場合は前営業日を設定。
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項番
表裏
区分

項 目 桁数＊行数 印字形式 印字仕様

未支給送金通知書
作成者

作成日
帳票ＩＤ 帳票名称Ｈ７２６

亡くなられた受給権者の氏名 ・漢字氏名桁数データ、氏名カナデータ及び氏名漢字データより判定・編集する。
（カナの場合） 全角20桁×2行

又は

半角40桁×2行

ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

又は

XXX～XXXX
XXX～XXXX

(1)漢字氏名桁数データがゼロの場合 (氏名漢字データ収録なし)
亡くなられた受給権者氏名印字位置に氏名カナデータを全角文字に変換し最大２行に編集し印字する。

(補足)
・漢字氏名桁数データは、氏名漢字データの収録桁数を示す。
・氏名カナデータは最大５０文字収録される。
・文字数が21以上の場合、1行目に20文字まで編集し、2行目に21文字以降を左詰めで印字すること。
・カナ全角で行数に収まらない場合等については、半角文字で編集し印字すること。

(この場合、行数に収まらない部分のみでなく収録されているデータ全てを半角文字として、1行目に40文字まで編集し、
2行目に41文字以降を左詰めで印字すること。）

（漢字の場合） 全角20桁×2行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

(2)漢字氏名桁数データがゼロ以外の場合 (氏名漢字データ収録あり)
亡くなられた受給権者氏名印字位置に氏名漢字データを最大２行に編集し印字する。

(補足)
・漢字氏名桁数データは、氏名漢字データの収録桁数を示す。
・氏名漢字データは最大２５文字収録される。
・文字数が21以上の場合、1行目に20文字まで編集し、2行目に21文字以降を左詰めで印字すること。

12 表 遅延加算表示 半角1桁×1行 x ・遅延特別加算金有無表示データをそのまま設定（”＃”の場合は”＃”を印字、空白の場合は印字しない）。

13 表 支払額 半角11桁×1行 ***,***,**9 ・支払額印字位置に差引支払額データを ***,***,**9 の形式に編集し印字する。
＜印字形式＞

999,999,999
****999,999
********999

・直営店舗区分コードデータより判定・編集する。
(1)直営店舗区分コードデータが｢１｣(ゆうちょ銀行直営店舗)の場合

①ゆうちょ銀行項目名印字位置にスペースを編集し印字する。
②支払直営店舗名印字位置に郵便局名データを全角文字に変換し印字する。
③支払郵便局名印字位置にスペースを編集し印字する。
④郵便局項目名印字位置に｢******｣を編集し印字する。

(2)上記以外(直営店舗区分コードデータが｢１｣(ゆうちょ銀行直営店舗)以外)の場合
①ゆうちょ銀行項目名印字位置に｢**********｣を編集し印字する。
②支払直営店舗名印字位置にスペースを編集し印字する。
③支払郵便局名印字位置に郵便局名データを全角文字に変換し右詰めで印字する。
④郵便局項目名印字位置にスペースを編集し印字する。

ゆうちょ銀行
支 払 店 ○○○○～○○ 郵便局

○には郵便局名データ

ゆうちょ銀行
支 払 店 ○○○○～○○ 郵便局

○には郵便局名データ

11 表

ゆうちょ銀行項目名
支払直営店舗名
支払郵便局名
郵便局項目名

表14 全角21桁×1行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

******
（１）

************（２）
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｢設置番号｣は、下記の通り設定する。

条件の制度コードは制度コードデータを表す。

・旧共済(制度コード＝０８)、又は、新共済(制度コー＝０９)

０７
(新短)

６０１

上記以外 ９０１

制度コード

０５
(新船保)

０１
(厚年)

０２
(船保)

０３
(国年)

０４
(新法)

備考

０６
(旧短)

条件
設定内容

１０１

２０１

３０１

４０１

５０１

７０１

設置番号
作成者

作成日
印字仕様別紙①
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｢年金の種類｣は、下記の通り設定する。

制度コードは制度コードデータを、条件の種別は種別コードデータを、条件の減年支給率は減年支給率データを、条件の支払額の状態における各額は、基礎支払額データ、上乗支払額データ
独自支払額データをそれぞれ表す。

①｢年金の種類(新法)｣編集 ②｢年金の種類(厚年)｣編集

基礎支払額≠０で スペース スペース

上乗支払額＝０かつ独自支払額＝０ 国民年金△老齢基礎△ 厚生年金△老齢△△△

基礎支払額≠０で 国民年金・厚生年金△ スペース

上乗支払額≠０又は独自支払額≠０ 老齢基礎厚生△△△△ 厚生年金△通算老齢△

基礎支払額＝０で スペース スペース

上乗支払額≠０又は独自支払額≠０ 厚生年金△老齢厚生△ 厚生年金△障害△△△

スペース スペース

スペース 厚生年金△遺族△△△

基礎支払額≠０で スペース スペース

上乗支払額＝０かつ独自支払額＝０ 国民年金△障害基礎△ 厚生年金△寡婦△△△

基礎支払額≠０で 国民年金・厚生年金△ スペース

上乗支払額≠０又は独自支払額≠０ 障害基礎厚生△△△△ 厚生年金△かん夫△△

基礎支払額＝０で スペース スペース

上乗支払額≠０又は独自支払額≠０ 厚生年金△障害厚生△ 厚生年金△遺児△△△

スペース スペース

スペース 厚生年金△特例老齢△

基礎支払額≠０で スペース スペース

上乗支払額＝０かつ独自支払額＝０ 国民年金△遺族基礎△ 厚生年金△通算遺族△

基礎支払額≠０で 国民年金・厚生年金△ スペース

上乗支払額≠０又は独自支払額≠０ 遺族基礎厚生△△△△ 厚生年金△特例遺族△

基礎支払額＝０で スペース

上乗支払額≠０又は独自支払額≠０ 厚生年金△遺族厚生△

スペース

スペース

③｢年金の種類(国年)｣編集

スペース

国民年金△老齢△△△

スペース

国民年金△通算老齢△

下段 下段

上段 上段

下段 下段

上段 上段

下段 下段

上段 上段

下段 下段

上段 上段

下段 下段

上段 上段

下段 下段

上段 上段

下段 下段

上段 上段

下段 下段

上段 上段

下段 下段

上段 上段

上段

下段

上段

下段

上段

下段

上段 上段

下段 下段

上段

下段

年金の種類
作成者

作成日
印字仕様別紙②

制度コード
種別 減年支給率 支払額の状態

条件 印字
位置

設定内容

－
１１
(老齢)

０４
(新法)

制度コード
種別 減年支給率 支払額の状態

条件 印字
位置

設定内容

１３
(障害)

１４
(遺族)

－

－

－
０１
(老齢)

０１
(厚年)

０２
(通老)

０３
(障害)

０４
(遺族)

０５
(寡婦)

０６
(かん夫)

０７
(遺児)

０８
(特老)

０９
(通遺)

１０
(特遺)

－

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

上記以外

上記以外

上記以外

制度コード
種別 減年支給率 支払額の状態

条件 印字
位置

設定内容

０３
(国年)

０５
(通老)

０１～０４
(老齢)

－ －

－ －
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年金の種類
作成者

作成日
印字仕様別紙②

④｢年金の種類(新短)｣編集 ⑤｢年金の種類(旧短)｣編集

スペース スペース

国民年金△障害基礎△ 国民年金△障害△△△

スペース スペース

国民年金△遺族基礎△ 国民年金△母子△△△

スペース スペース

国民年金△寡婦△△△ 国民年金△準母子△△

スペース

国民年金△寡婦△△△

スペース

国民年金△遺児△△△

⑥｢年金の種類(三共済)｣編集 ⑦｢年金の種類(船保・新船保)｣編集

スペース スペース

△退△職△△△△△△ 船員保険年金△老齢△

スペース 船員保険年金△△△△

△減額退職△△△△△ 通算老齢△△△△△△

スペース スペース

△通算退職△△△△△ 船員保険年金△障害△

スペース スペース

△障△害△△△△△△ 船員保険年金△遺族△

スペース スペース

△遺△族△△△△△△ 船員保険年金△寡婦△

スペース スペース

△通算遺族△△△△△ 船員保険年金△養老△

スペース スペース

△退職共済△△△△△ 船員保険年金△遺児△

スペース 船員保険年金△△△△

△障害共済△△△△△ 特例老齢△△△△△△

スペース 船員保険年金△△△△

△遺族共済△△△△△ 通算遺族△△△△△△

船員保険年金△△△△

特例遺族△△△△△△

スペース

船員保険年金△障害△

スペース

船員保険年金△遺族△

下段 下段

上段 上段

下段 下段

上段 上段

下段 下段

上段 上段

下段 下段

上段 上段

下段 下段

上段

下段

上段

下段

上段 上段

下段 下段

上段 上段

下段 下段

上段 上段

下段 下段

上段 上段

下段 下段

上段 上段

下段 下段

上段 上段

下段 下段

上段 上段

上段

下段

上段

下段

上段 上段

下段 下段

上段

下段

制度コード
種別 支払額の状態

条件 印字
位置

設定内容

０７
(新短)

２６、５３、６３
(障害基礎)

２７、２８、６４
(遺族基礎)

－

－

５９
(寡婦)

－

制度コード
種別 支払額の状態

条件 印字
位置

設定内容

０６
(旧短)

０６
(障害)

０７
(母子)

－

－

０８
(準母子)

－

０９
(寡婦)

－

１０
(遺児)

－

減年支給率

－

－

－

－

－

制度コード
種別 減年支給率 支払額の状態

条件 印字
位置

設定内容

０８
(旧共済)

０１
(退職)

１０００ －

上記以外 －

０２
(通算退職)

－

０３
(障害)

－

０４
(遺族)

－

０９
(通算遺族)

－

０９
(新共済)

１１
(退職共済)

－

１３
(障害共済)

－

１４
(遺族共済)

－

－

－

－

－

－

－

－

制度コード
種別 減年支給率 支払額の状態

条件 印字
位置

設定内容

０２
(船保)

０１
(老齢)

－ －

－ －
０２
(通老)

－
０３
(障害)

－
０４
(遺族)

－
０５
(寡婦)

－

０５
(新船保)

０６
(養老)

－
０７
(遺児)

－
０８
(特老)

－

－

－

－

－

－

－

－

３４
(遺族)

－ －

３３
(障害)

－ －

１０
(特遺)

－ －

０９
(通老)
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項番 ﾚﾍﾞﾙ 日本語名 データ項目名 ﾀｲﾌﾟ 桁数 反復 ﾊﾞｲﾄ 接頭語 編集文字列 初期値 再定義名 備考
番号 位置 （記号項目名）

1 01 未支給統合通知 ﾐｼ-ﾄｳｺﾞｳ-ﾂｳﾁ G 1
2 03 未支給決定部 ﾐｼ-ｹﾂﾃｲ-BU G 1
3 05 未支給通知者 SSM0030 @ 600 1 COPY  SSM0030  REPLACING

==FYOBI01== BY ==FYOBI01==
01  BY  05
03  BY  07
05  BY  09
07  BY  11
09  BY  13
11  BY  15

SM5TH6A0：桁数変更(300→600)

SM5TH6A0 変更

4 05 予備 FILLER X 40 601 SM5TH6A0：開始位置変更(301→601) SM5TH6A0 変更
5 03 振込通知部 ﾌﾘｺﾐ-ﾂｳﾁ-BU G 641 SM5TH6A0：開始位置変更(341→641) SM5TH6A0 変更
6 05 年一通知作成用（未支給分） SSP0555 @ 901 641 COPY  SSP0555  REPLACING

==SSP0555== BY ==SSP0555==
==S13TY101== BY ==S13TY101==
==ｺﾂｺ0104-G== BY ==ｺﾂｺ0104-G==
==ｺﾂｺ0205-G== BY ==ｺﾂｺ0205-G==

01  BY  05
03  BY  07
05  BY  09
07  BY  11
09  BY  13
11  BY  15

SM5TH6A0：桁数変更(817→901)
開始位置変更(341→641)

SM5TH6A0 変更

7 05 予備 FILLER X 59 1542 SM5TH6A0：桁数変更(43→59)
開始位置変更(1158→1542)

SM5TH6A0 変更

8 03 ＱＲコード情報 QR-C-JH X 29 1601 SM5TH6A0：開始位置変更(1158→1601) SM5TH6A0 変更

修正記号 変更区分

基本設計 入出力設計 レコード仕様表 作成 作成日 P承認

レコード名称 未支給統合通知・ＱＲ レコードID SSZ2011業務名 通知一本化処理 業務ＩＤ SZ

1／2 R8.10～レコード仕様表／別添3-⑦未支給統合通知書 ssz2011 (レコード仕様・レイアウト)
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項  番 3 4 6 7 8

未支給統合通知

未支給決定部 振込通知部
項 分年

∨一 Ｑ

未 通 Ｒ

支 知 コ

目 給 予 作 予 ｜

通 備 成 備 ド

知 用 情

者 ∧ 報

名 未

支

給

形  式 - - - - -

属  性 @ X @ X X

ﾊﾞｲﾄ数 600 40 901 59 29

ﾊﾞｲﾄ位置 1 601 641 1542 1601

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 未支給統合通知・ＱＲ レコードID SSZ2011業務名 通知一本化処理 業務ＩＤ SZ
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項番 ﾚﾍﾞﾙ 日本語名 データ項目名 ﾀｲﾌﾟ 桁数 反復 ﾊﾞｲﾄ 接頭語 編集文字列 初期値 再定義名 備考
番号 位置 （記号項目名）

1 01 WRK-FD-MTUIN WRK-FD-MTUIN G 1
2 03 年番 WRK-ﾈﾝﾊﾞﾝ G 1
3 05 証番 WRK-N-ｼﾖｳﾊﾞﾝ G 1
4 07 府県課所 WRK-N-ﾌｹﾝｶｼﾖ G 1
5 09 府県 WRK-N-ﾌｹﾝ X 2 1
6 09 課所 WRK-N-ｶｼﾖ X 2 3
7 07 番号 WRK-N-ﾊﾞﾝｺﾞｳ X 6 5
8 07 種別 WRK-N-ｼﾕﾍﾞﾂ X 2 11
9 07 制度 WRK-N-ｾｲﾄﾞ X 1 13
10 07 連番 WRK-N-ﾚﾝﾊﾞﾝ X 1 14
11 03 WRK-IN-MTUIN WRK-IN-MTUIN G 15
12 05 大規模定常項目 FSINTEI-ﾃｲｼﾞﾖｳ-ｺｳﾓｸ X 26 15
13 05 大規模定常項目-R FSINTEJ-ﾃｲｼﾞﾖｳ-ｺｳﾓｸ G 15 FSINTEI-ﾃｲｼﾞﾖｳ

-ｺｳﾓｸ
14 07 制度 FSINSEID-ｾｲﾄﾞ 9 2 15
15 07 年金証書記号番号 FSINSHOB-ｼﾖｳﾊﾞﾝ G 17
16 09 府県 FSINSBFU-ﾌｹﾝ 9 2 17
17 09 課所 FSINSBKA-ｶｼﾖ 9 2 19
18 09 種別 FSINSBSY-ｼﾕﾍﾞﾂ 9 2 21
19 09 番号 FSINSBNO-ﾊﾞﾝｺﾞｳ 9 6 23
20 09 枝番 FSINSBED-ｴﾀﾞﾊﾞﾝ 9 2 29
21 07 年金証書記号番号国年 FSNINSHOB-ｼﾖｳﾊﾞﾝ G 17 FSINSHOB-ｼﾖｳﾊﾞ

ﾝ
22 09 国年府県 FSNINSBFU-ﾌｹﾝ 9 2 17
23 09 国年課所 FSNINSBKA-ｶｼﾖ 9 2 19
24 09 国年番号 FSNINSBNO-ﾊﾞﾝｺﾞｳ 9 6 21
25 09 国年種別 FSNINSBSY-ｼﾕﾍﾞﾂ 9 2 27
26 09 予備 FILLER 9 2 29
27 07 受給権者生年月日元号コード FSINJKGC-ｳﾏﾚ-ｹﾞﾝｺﾞｳ-C 9 2 31
28 07 受給権者生年月日 FSINJKDY-ｼﾞﾕｷﾕｳｼﾔ-ｳﾏﾚ G 33
29 09 年 FSINJKYY-ﾈﾝ G 33
30 11 年-1 FSINJKY1-ﾈﾝ-1 9 2 33
31 11 年-2 FSINJKY2-ﾈﾝ-2 9 2 35
32 09 月 FSINJKMM-ﾂｷ 9 2 37
33 09 日 FSINJKDD-ﾋ 9 2 39
34 05 トランズ定常項目 FSINTRTK-ﾄﾗﾝｽﾞ-ﾃｲｼﾞﾖｳ-ｺｳﾓｸ G 41
35 07 作成原因 FSINNCOD-ｻｸｾｲ-ｹﾞﾝｲﾝ X 2 41
36 07 処理年月日 FSINSNGH-ｼﾖﾘ-ﾈﾝｶﾞﾂﾋﾟ G 43
37 09 年 FSINSYYY-ﾈﾝ G 43
38 11 年-1 FSINSYY1-ﾈﾝ-1 9 2 43
39 11 年-2 FSINSYY2ｰﾈﾝ-2 9 2 45
40 09 月 FSINSYMM-ﾂｷ 9 2 47
41 09 日 FSINSYDD-ﾋ 9 2 49
42 07 支払年月日 FSINSIHH-ｼﾊﾗｲ-ﾈﾝｶﾞﾂﾋﾟ G 51
43 09 年 FSINSHYY-ﾈﾝ G 51
44 11 年-1 FSINSHY1-ﾈﾝ-1 9 2 51
45 11 年-2 FSINSHY2-ﾈﾝ-2 9 2 53
46 09 月 FSINSHMM-ﾂｷ 9 2 55
47 09 日 FSINSHDD-ﾋ 9 2 57
48 05 事由 FYOBI01-ｼﾞﾕｳ X 2 59
49 05 連続番号 FRENBAN-ﾚﾝﾊﾞﾝ P 9 61
50 05 市区町村コード FSCSCNO-ｼｸﾁﾖｳｿﾝ-ｺ-ﾄﾞ G 66
51 07 府県 FSFUKEN-ﾌｹﾝ 9 2 66
52 07 課所 FSKASYO-ｶｼﾖ 9 2 68
53 07 収録区分 FSSKUBN-ｼﾕｳﾛｸ-ｸﾌﾞﾝ 9 1 70
54 07 コード FSCODE-ｺ-ﾄﾞ 9 3 71

修正記号 変更区分

基本設計 入出力設計 レコード仕様表 作成 作成日 P承認

レコード名称 未支給通知者 レコードID SSM0030業務名 未支給支払業務 業務ＩＤ SM
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別添３-⑦

項番 ﾚﾍﾞﾙ 日本語名 データ項目名 ﾀｲﾌﾟ 桁数 反復 ﾊﾞｲﾄ 接頭語 編集文字列 初期値 再定義名 備考
番号 位置 （記号項目名）

修正記号 変更区分

基本設計 入出力設計 レコード仕様表 作成 作成日 P承認

レコード名称 未支給通知者 レコードID SSM0030業務名 未支給支払業務 業務ＩＤ SM

55 05 市区町村コード-R FSNSCNO-ｼｸﾁﾖｳｿﾝ-ｺ-ﾄﾞ G 66 FSCSCNO-ｼｸﾁﾖｳｿ
ﾝ-ｺ-ﾄﾞ

56 07 府県-R FSNFKEN-ﾌｹﾝ 9 2 66
57 07 課所-R FSNKSYO-ｶｼﾖ 9 2 68
58 07 コード-R FSNSKCD-ｼｸﾁﾖｳｿﾝ-ｺ-ﾄﾞ 9 4 70
59 05 住所地郵便番号 FJYUYNO-ﾕｳﾋﾞﾝｷﾖｸ-ﾊﾞﾝｺﾞｳ X 10 74
60 05 未支給請求者氏名 FMINAME-ﾐｼｷﾕｳ-ｾｲｷﾕｳ-ｼﾒｲ X 25 84 送付先カナ氏名を設定（従前から変更なし） 【参考】
61 05 氏名 FNAME-ｼﾒｲ X 25 109
62 05 未支給請求者住所 FMIJYUS-ﾐｼｷﾕｳ-ｾｲｷﾕｳ-ｼﾞﾕｳｼﾖ X 75 134 送付先カナ住所を設定（従前から変更なし） 【参考】
63 05 未支給支払額・新法 FMIGAKU-ﾐｼｷﾕｳ-ｶﾞｸ-ｼﾝﾎﾟｳ G 209
64 07 基礎/支払額 FKISO-ｷｿ P 9 209
65 07 付加/得 支払額 FFUKA-ﾌｶ P 9 214
66 07 上乗 FUWANOS-ｳﾜﾉｾ P 9 219
67 07 独自 FDOKUJI-ﾄﾞｸｼﾞ P 9 224
68 07 未支給合計額 FMGOKEI-ﾐｼｷﾕｳ-ｺﾞｳｹｲ P 9 229
69 05 未支給支払額・新船保 FMIKANE-ﾐｼｷﾕｳ-ｶﾞｸ-ｾﾝﾎﾟ G 209 FMIGAKU-ﾐｼｷﾕｳ-

ｶﾞｸ-ｼﾝﾎﾟｳ
70 07 基礎/支払額・新船保 FSIKIN-ｼｷﾕｳｶﾞｸ P 9 209
71 07 付加/得 支払額・新船保 FMARUT-ﾏﾙﾄｸ-ｼｷﾕｳｶﾞｸ P 9 214
72 07 予備・新船保1 FILLER P 9 219
73 07 予備・新船保2 FILLER P 9 224
74 07 未支給合計額・新船保 FIGOKEI-ﾐｼｷﾕｳ-ｺﾞｳｹｲ P 9 229
75 05 未支給対象期間 FMKIKAN-ﾐｼｷﾕｳ-ﾀｲｼﾖｳ-ｷｶﾝ G 234
76 07 期間-自 FKIKANJ-ｷｶﾝ-ｼﾞ G 234
77 09 年 FJNEN-ﾈﾝ 9 4 234
78 09 月 FJGETU-ﾂｷ 9 2 238
79 07 期間-至 KIKANI-ｷｶﾝ-ｲﾀﾙ G 240
80 09 年 FINEN-ﾈﾝ 9 4 240
81 09 月 FIGETU-ｹﾞﾂ 9 2 244
82 05 市区町村受付表示 FUKETUH-ｼｸﾁﾖｳｿﾝ-ｳｹﾂｹ-ﾋﾖｳｼﾞ X 1 246
83 05 時効該当年月 Fｼﾞｺｳｶﾞ-YM 9 6 247 SB3JKEY0 追加
84 05 未支給請求者氏名漢字桁数 ﾐｼ-ｾｲｼﾔ-ｼﾒｲ-KJ-ｹﾀ-S B 4 253 未支給請求者氏名漢字の桁数を設定

（漢字の設定なしの場合ゼロを設定）
SM5TH6A0 項目追加

85 05 未支給請求者氏名漢字 ﾐｼ-ｾｲｼﾔ-ｼﾒｲ-KJ N 25 255 送付先漢字氏名を編集
（初期値、あまりは全角スペースを設定）

SM5TH6A0 項目追加

86 05 氏名漢字桁数 ｼﾒｲ-KJ-ｹﾀ-S B 4 305 氏名漢字の桁数を設定
（漢字の設定なしの場合ゼロを設定）

SM5TH6A0 項目追加

87 05 氏名漢字 ｼﾒｲ-KJ N 25 307 亡くなられた受給権者漢字氏名を編集
（初期値、あまりは全角スペースを設定）

SM5TH6A0 項目追加

88 05 未支給請求者住所漢字桁数 ﾐｼ-ｾｲｼﾔ-ｼﾞﾕｳｼﾖ-KJ-ｹﾀ-S B 4 357 未支給請求者住所漢字の桁数を設定
（漢字の設定なしの場合ゼロを設定）

SM5TH6A0 項目追加

89 05 未支給請求者住所漢字 ﾐｼ-ｾｲｼﾔ-ｼﾞﾕｳｼﾖ-KJ N 80 359 送付先漢字住所を編集
（初期値、あまりは全角スペースを設定）

SM5TH6A0 項目追加

90 05 予備 FYOBI2-ﾖﾋﾞ X 82 519 SM5TH6A0:桁数変更(48→82)
SM5TH6A0:開始位置変更(253→519)

SM5TH6A0 変更
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別添３-⑦

項  番 5 6 7 8 9 10 12 35 38 39 40 41 44 45 46 47 48 49 51 52 53 54 59 60 61 62

ＷＲＫ－ＦＤ－ＭＴＵＩＮ

年番 ＷＲＫ－ＩＮ－ＭＴＵＩＮ
項 証番 トランズ定常項目 市区町村コード

府県課所 処理年月日 支払年月日 未 未

大 年 年 住 支 支

規 連 所 給 給

目 模 作 事 続 収 コ 地 請 氏 請

府 課 番 種 制 連 定 成 年 年 年 年 由 番 府 課 録 ｜ 郵 求 名 求

県 所 号 別 度 番 常 原 ｜ ｜ 月 日 ｜ ｜ 月 日 号 県 所 区 ド 便 者 者

項 因 １ ２ １ ２ 分 番 氏 住

名 目 号 名 所

形  式 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

属  性 X X X X X X X X 9 9 9 9 9 9 9 9 X P 9 9 9 9 X X X X

ﾊﾞｲﾄ数 2 2 6 2 1 1 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 1 3 10 25 25 75

ﾊﾞｲﾄ位置 1 3 5 11 13 14 15 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 66 68 70 71 74 84 109 134

項  番 64 65 66 67 68 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

ＷＲＫ－ＦＤ－ＭＴＵＩＮ

ＷＲＫ－ＩＮ－ＭＴＵＩＮ
項 未支給支払額・新法 未支給対象期間 数未 未 数未 未

期間－自 期間－至 市 支 支 支 支

付 区 時 給 給 氏 給 給

基 加 未 町 効 請 請 名 氏 請 請 予

目 礎 ／ 支 村 該 求 求 漢 名 求 求 備

／ 得 上 独 給 受 当 者 者 字 漢 者 者

支 乗 自 合 年 月 年 月 付 年 氏 氏 桁 字 住 住

払 支 計 表 月 名 名 数 所 所

名 額 払 額 示 漢 漢 漢 漢

額 字 字 字 字

桁 桁

形  式 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

属  性 P P P P P 9 9 9 9 X 9 B N B N B N X

ﾊﾞｲﾄ数 5 5 5 5 5 4 2 4 2 1 6 2 50 2 50 2 160 82

ﾊﾞｲﾄ位置 209 214 219 224 229 234 238 240 244 246 247 253 255 305 307 357 359 519

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 未支給通知者 レコードID SSM0030業務名 未支給支払業務 業務ＩＤ SM
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別添３-⑦

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 未支給通知者 レコードID SSM0030業務名 未支給支払業務 業務ＩＤ SM

再定義レコードレイアウト   大規模定常項目－Ｒ    再定義元 ： 大規模定常項目

項  番 14 16 17 18 19 20 27 30 31 32 33

大規模定常項目－Ｒ

年金証書記号番号 ド受 受給権者生年月日
項 給 年

権

者

生

目 制 府 課 種 番 枝 年 年 年

度 県 所 別 号 番 月 ｜ ｜ 月 日

日 １ ２

元

名 号

コ

｜

形  式 - - - - - - - - - - -

属  性 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

ﾊﾞｲﾄ数 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2

ﾊﾞｲﾄ位置 15 17 19 21 23 29 31 33 35 37 39

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置
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基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 未支給通知者 レコードID SSM0030業務名 未支給支払業務 業務ＩＤ SM

再定義レコードレイアウト   市区町村コード－Ｒ    再定義元 ： 市区町村コード

項  番 56 57 58

市区町村コード－Ｒ

項

コ

府 課 ｜

目 県 所 ド

｜ ｜ ｜

Ｒ Ｒ Ｒ

名

形  式 - - -

属  性 9 9 9

ﾊﾞｲﾄ数 2 2 4

ﾊﾞｲﾄ位置 66 68 70

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置
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基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 未支給通知者 レコードID SSM0030業務名 未支給支払業務 業務ＩＤ SM

再定義レコードレイアウト   未支給支払額・新船保    再定義元 ： 未支給支払額・新法

項  番 70 71 72 73 74

未支給支払額・新船保

付
項 基 加 未

礎 ／ 予 予 支

／ 得 備 備 給

支 ・ ・ 合

目 払 支 新 新 計

額 払 船 船 額

・ 額 保 保 ・

新 ・ １ ２ 新

名 船 新 船

保 船 保

保

形  式 - - - - -

属  性 P P P P P

ﾊﾞｲﾄ数 5 5 5 5 5

ﾊﾞｲﾄ位置 209 214 219 224 229

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置
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基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 未支給通知者 レコードID SSM0030業務名 未支給支払業務 業務ＩＤ SM

再定義レコードレイアウト   年金証書記号番号国年    再定義元 ： 年金証書記号番号

項  番 22 23 24 25 26

年金証書記号番号国年

項

国 国 国 国

目 年 年 年 年 予

府 課 番 種 備

県 所 号 別

名

形  式 - - - - -

属  性 9 9 9 9 9

ﾊﾞｲﾄ数 2 2 6 2 2

ﾊﾞｲﾄ位置 17 19 21 27 29

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置
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項番 ﾚﾍﾞﾙ 日本語名 データ項目名 ﾀｲﾌﾟ 桁数 反復 ﾊﾞｲﾄ 接頭語 編集文字列 初期値 再定義名 備考
番号 位置 （記号項目名）

1 01 年一通知作成用（未支給分） ﾈﾝｲﾁﾂｳﾁ-ｻｸｾｲﾖｳ-ﾐｼﾌﾞﾝ 1
2 03 基礎年金番号定常部 ｷｿﾈﾝ-B-ﾃｲｼﾞﾖｳﾌﾞ 1
3 05 レコード長 REC-LENG B 8 1
4 05 基礎年金番号 ｷｿﾈﾝ-B 5
5 07 府県課所 ﾌｹﾝ-ｶｼﾖ 9 4 5
6 07 番号 ﾊﾞﾝｺﾞｳ 9 6 9
7 05 年金コード ﾈﾝ-C 15
8 07 種別 ｼﾕﾍﾞﾂ 9 2 15
9 07 区分 ｸﾌﾞﾝ 9 2 17
10 03 予備 FILLER X 4 19
11 03 定常項目 ﾃｲｼﾞﾖｳｺｳﾓｸ 23
12 05 予備 FILLER X 4 23
13 05 制度コード ｾｲﾄﾞ-C X 2 27
14 05 ファイル識別コード FILE-ｼｷﾍﾞﾂ-C 29
15 07 処理区分 ｼﾖﾘ-ｸﾌﾞﾝ 9 1 29
16 07 システム区分 ｼｽﾃﾑ-ｸﾌﾞﾝ 9 2 30
17 07 ファイル区分 ﾌｱｲﾙ-ｸﾌﾞﾝ 9 4 32
18 07 ファイル枝番 ﾌｱｲﾙ-ｴﾀﾞﾊﾞﾝ 9 1 36
19 05 作成年月日 ｻｸ-YMD 37
20 07 作成年月日年 ｻｸｾｲ-YMD-Y 9 4 37 全制度共通
21 07 作成年月日-年 ｻｸｾｲ-YMD-ﾈﾝ 37 ｻｸｾｲ-YMD-Y 全制度共通
22 09 作成年月日年1 ｻｸｾｲ-YMD-Y-1 9 2 37 全制度共通
23 09 作成年月日年2 ｻｸｾｲ-YMD-Y-2 9 2 39 全制度共通
24 07 作成年月日月 ｻｸｾｲ-YMD-M 9 2 41 全制度共通
25 07 作成年月日日 ｻｸｾｲ-YMD-D 9 2 43 全制度共通
26 05 内部整理番号 ﾅｲｾｲ-B 45
27 07 府県 ﾌ-ｹﾝ 9 2 45
28 07 課所 ｶ-ｼﾖ 9 2 47
29 07 種別 ｼﾕ-ﾍﾞﾂ 9 2 49
30 07 番号 BN-ｺﾞｳ 9 6 51
31 07 枝番 ｴﾀﾞ-BN 9 2 57
32 05 証番 ｼﾖｳ-BN 45 ﾅｲｾｲ-B
33 07 府県 FU-ｹﾝ 9 2 45
34 07 課所 KA-ｼﾖ 9 2 47
35 07 番号 BAN-ｺﾞｳ 9 6 49
36 07 種別 SYU-ﾍﾞﾂ 9 2 55
37 07 予備 YO-BI 9 2 57
38 05 共通受給権者生年月日 KT-ｼﾞﾕｼﾔ-ｾｲ-YMD 59
39 07 生年月日年 ｾｲ-YMD-Y 9 4 59 全制度共通
40 07 共通受給権者生年月日年 ｼﾞﾕｼﾔ-ｾｲ-YMD-Y 59 ｾｲ-YMD-Y 全制度共通
41 09 共通受給権者生年月日年1 ｼﾞﾕｼﾔ-ｾｲ-YMD-Y-1 9 2 59 全制度共通
42 09 共通受給権者生年月日年2 ｼﾞﾕｼﾔ-ｾｲ-YMD-Y-2 9 2 61 全制度共通
43 07 生年月日月 ｾｲ-YMD-M 9 2 63 全制度共通
44 07 生年月日日 ｾｲ-YMD-D 9 2 65 全制度共通
45 05 減税通知対象表示 ｹﾞﾝｾﾞｲﾂｳﾁ-ﾀｲｼﾖｳ-I 9 1 67
46 05 振込・支払通知区分 ﾌﾘｺﾐ-ｼﾊﾗｲ-ﾂｳﾁｸﾌﾞﾝ 9 1 68
47 05 地共表示 ﾁｷﾖｳ-I 9 1 69
48 05 減年支給率 GEN-ｼｷﾕｳ-RT P 5 70
49 05 旧共済船員選択表示 ｾﾝ-ｷﾕｳﾌ X 1 73 修正記号：S13TY101 S13TY101
50 05 住所表示番号 ｼﾞﾕｳﾋﾖｳ-B X 13 74 修正記号：S13TY101 S13TY101
51 05 ＢＣＤ有無表示 BCD-ｳﾑ-I X 1 87 修正記号：S13TY101 S13TY101
52 05 予備 FILLER X 5 88 修正記号：S13TY101 S13TY101
53 03 支払方法情報部 ﾊﾗｲ-ﾎｳﾎｳ-ｼﾞﾖｳﾎｳﾌﾞ 93
54 05 支払原因コード ﾊﾗｲ-ｹﾞﾝｲﾝ-C 9 2 93 全制度共通
55 05 支払年月日 ﾊﾗｲ-YMD 95 全制度共通
56 07 支払年月日年 ﾊﾗｲ-YMD-Y 9 4 95 全制度共通

変更区分修正記号

基本設計 入出力設計 レコード仕様表 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給分） レコードID SSP0555業務名 年一通知作成 業務ＩＤ SP10
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57 07 支払年月日-年 ﾊﾗｲ-YMD-ﾈﾝ 95 ﾊﾗｲ-YMD-Y 全制度共通
58 09 支払年月日年1 ﾊﾗｲ-YMD-Y-1 9 2 95 全制度共通
59 09 支払年月日年2 ﾊﾗｲ-YMD-Y-2 9 2 97 全制度共通
60 07 支払年月日月 ﾊﾗｲ-YMD-M 9 2 99 全制度共通
61 07 支払年月日日 ﾊﾗｲ-YMD-D 9 2 101 全制度共通
62 05 連番 ﾚﾝﾊﾞﾝ P 9 103
63 05 支払方法 ﾊﾗｲ-ﾎｳﾎｳ 108
64 07 支払方法担保表示 ﾊﾗｲﾎｳﾎｳ-ﾀﾝﾎﾟ-I 9 1 108
65 07 支払方法機関コード ﾊﾗｲﾎｳﾎｳ-ｷｶﾝ-C 9 1 109
66 07 支払方法預入コード ﾊﾗｲﾎｳﾎｳ-ﾖﾆｳ-C 9 1 110
67 03 在職者コード ｻﾞｲｼﾖｸ-C 9 1 111
68 03 支払先情報 ﾊﾗｲｻｷ-JH 112
69 05 氏名 ｼﾒｲ X 50 112 送付先カナ氏名を設定（従前から変更なし） 【参考】
70 05 支払先住所 ｼﾞﾕｳｼﾖ 162
71 07 市区町村コード ｼｸﾁﾖｳｿﾝ-C 9 8 162
72 07 郵便番号 ﾕｳﾋﾞﾝ-ﾊﾞﾝｺﾞｳ X 7 170 全制度共通受給権者(裁定請求者)の郵便番号を示す｡
73 07 住所 ｼﾞﾕｳ-ｼﾖ X 75 177 送付先カナ住所を設定（従前から変更なし） 【参考】
74 05 直営店舗区分コード ﾁﾖｸｴｲﾃﾝﾎﾟ-ｸﾌﾞﾝ-C X 1 252 1：ゆうちょ直営店舗 ｽﾍﾟｰｽ：以外 S83YGFK0 変更
75 05 支払機関 ﾊﾗｲ-ｷｶﾝ 253
76 07 銀行番号 ｷﾞﾝｺｳ-B 9 6 253
77 07 支払先局コード ﾊﾗｲｻｷ-ｷﾖｸ-C 9 6 253 ｷﾞﾝｺｳ-B
78 07 予備 ﾖﾋﾞ1 X 7 259
79 07 局郵番 ｷﾖｸ-YB X 7 259 ﾖﾋﾞ1
80 07 金融機関名称 ｷﾝﾕｳ-ﾒｲ X 14 266 振込先カナ銀行名を設定（従前から変更なし） 【参考】
81 07 郡市区名 ｸﾞﾝｼｸ-ﾒｲ X 14 266 ｷﾝﾕｳ-ﾒｲ
82 07 本店・支店名 ﾎﾝ-ｼﾃﾝﾒｲ X 21 280 振込先カナ店舗名を設定（従前から変更なし） 【参考】
83 07 郵便局名 ﾕｳﾋﾞﾝｷﾖｸ-ﾒｲ X 21 280 ﾎﾝ-ｼﾃﾝﾒｲ
84 07 支払先預金通帳番号 ﾊﾗｲｻｷ-ﾖｷﾝ-B 9 18 301 全制度共通
85 07 支払先貯金通帳番号 ﾊﾗｲｻｷ-ﾁﾖｷﾝ-B 9 18 301 ﾊﾗｲｻｷ-ﾖｷﾝ-B
86 05 停止事由年月 ﾃｲｼ-ｼﾞﾕｳ-YM 319
87 07 基礎 ｷｿ 319
88 09 支払基礎停止事由コード ﾊﾗｲ-KI-ﾃｲｼｼﾞﾕｳ-C 9 2 319 新法/新船/旧国/短期支払期時点の状態記録｡
89 09 基礎年 KI-Y 9 4 321 新法/新船/旧国/短期支払期時点の状態記録｡
90 09 基礎-年 KI-ﾈﾝ 321 KI-Y 新法/新船/旧国/短期支払期時点の状態記録｡
91 11 基礎年1 KI-Y-1 9 2 321 新法/新船/旧国/短期支払期時点の状態記録｡
92 11 基礎年2 KI-Y-2 9 2 323 新法/新船/旧国/短期支払期時点の状態記録｡
93 09 基礎月 KI-M 9 2 325 新法/新船/旧国/短期支払期時点の状態記録｡
94 07 上乗せ ｳﾜﾉｾ 327
95 09 支払上乗停止事由コード ﾊﾗｲ-UN-ﾃｲｼｼﾞﾕｳ-C 9 2 327 新法/旧厚/旧船支払期時点の状態記録｡
96 09 上乗年 UN-Y 9 4 329 新法/新船/旧国/短期支払期時点の状態記録｡
97 09 上乗-年 UN-ﾈﾝ 329 UN-Y 新法/新船/旧国/短期支払期時点の状態記録｡
98 11 上乗年1 UN-Y-1 9 2 329 新法/新船/旧国/短期支払期時点の状態記録｡
99 11 上乗年2 UN-Y-2 9 2 331 新法/新船/旧国/短期支払期時点の状態記録｡
100 09 上乗月 UN-M 9 2 333 新法/新船/旧国/短期支払期時点の状態記録｡
101 07 独自 ﾄﾞｸｼﾞ 335
102 09 支払独自停止事由コード ﾊﾗｲ-DJ-ﾃｲｼｼﾞﾕｳ-C 9 2 335 新法支払期時点の状態記録｡
103 09 独自年 DJ-Y 9 4 337 新法/新船/旧国/短期支払期時点の状態記録｡
104 09 独自-年 DJ-ﾈﾝ 337 DJ-Y 新法/新船/旧国/短期支払期時点の状態記録｡
105 11 独自年1 DJ-Y-1 9 2 337 新法/新船/旧国/短期支払期時点の状態記録｡
106 11 独自年2 DJ-Y-2 9 2 339 新法/新船/旧国/短期支払期時点の状態記録｡
107 09 独自月 DJ-M 9 2 341 新法/新船/旧国/短期支払期時点の状態記録｡
108 05 保留表示 ﾎﾘﾕｳ-I 343
109 07 支払保留コード ﾊﾗｲ-ﾎﾘﾕｳ-C 9 1 343 全制度共通支払保留の種別を示す｡
110 07 未選択保留コード ﾐｾﾝﾎﾘﾕｳ-C 9 1 344 全制度共通併給未選択による年金支給保留状態を示す｡
111 07 共済未選択保留コード KYO-ﾐｾﾝﾎﾘﾕｳ-C 9 1 345
112 07 地方庁未選択保留コード ﾁﾎｳ-ﾐｾﾝﾎﾘﾕｳ-C 9 1 346
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113 07 外未調整保留コード ｶﾞｲﾐﾁﾖｳｾｲ-ﾎﾘﾕｳ-C 9 1 347
114 03 支払限度超過表示 ﾊﾗｲ-ｹﾞﾝﾄﾞ-ﾁﾖｳｶ-I 9 1 348
115 03 支払額 ﾊﾗｲ-G 349
116 05 基礎支払額 KI-ﾊﾗｲ-G P 9 349
117 05 付加支払額 FU-ﾊﾗｲ-G P 9 354
118 05 上乗支払額 UN-ﾊﾗｲ-G P 9 359
119 05 独自支払額 DJ-ﾊﾗｲ-G P 9 364
120 05 支払税額 ﾊﾗｲ-ｾﾞｲ-G P 9 369 新法/旧厚/旧船/旧国/短期
121 05 差引支払額 ｻｼﾋｷ-ﾊﾗｲ-G P 9 374 全制度共通
122 03 国庫負担額 ｺﾂｺ-ﾌﾀﾝ-G 379
123 05 基礎 KI 379
124 07 国庫負担基礎免除期間額 ｺﾂｺ-KI-ﾒﾝｼﾞﾖｷ-G P 9 379 新法/短期支払記録の支払日に該当する支払額についてそ

の内の国庫負担額を示す
125 07 国庫負担基礎下支加算分額 ｺﾂｺ-KI-ｼﾀｻｻｴｶｻﾝ-G P 9 384 新法支払記録の支払日に該当する支払額についてその内

の国庫負担額を示す
126 05 上乗せ UN 389
127 07 国庫負担上乗沖縄免除額 ｺﾂｺ-UN-ｵｷﾅﾜ-ﾒﾝｼﾞﾖ-G P 9 389 新法支払記録の支払日に該当する支払額についてその内

の国庫負担額を示す
128 05 独自 DJ 394
129 07 国庫負担独自沖縄免除額 ｺﾂｺ-DJ-ｵｷﾅﾜ-ﾒﾝｼﾞﾖ-G P 9 394 新法支払記録の支払日に該当する支払額についてその内

の国庫負担額を示す
130 05 旧法 ｷﾕｳﾎｳ 399
131 07 割合 ﾜﾘｱｲ 9 2 399
132 07 負担額 ﾌﾀﾝ-G P 9 401
133 03 国年国庫負担額 ｺﾂｺ-FU-G 379 ｺﾂｺ-ﾌﾀﾝ-G
134 05 国庫負担免除額 ｺﾂｺ-ﾒﾝｼﾞﾖ-G P 9 379 旧国49年1月法改前までは免除月数のある者に対するも

の｡49年1月法改以降は老齢年金に該当し国庫負担のつか
ない者で免除月数のある者に対するもの｡

135 05 国庫負担付加額 ｺﾂｺ-FU-G P 9 384 旧国51年9月法改前までは付加納付のある者に対するも
の｡51年9月法改以降は老齢年金に該当し国庫負担のつか
ない者で付加納付のある者に対するもの｡

136 05 国庫負担０１０４額 ｺﾂｺ0104-G P 9 389 旧国49年1月法改により設けられたもので老齢年金分及び
5年年金受給権を再開した者に対するもの｡

137 05 国庫負担０２０５額 ｺﾂｺ0205-G P 9 394 旧国49年1月法改により設けられたもので78条及び5年年
金受給権者に該当する者で高齢者については優遇措置が
とられたがその部分に対するもの(51年9月法改以降は免
除月数のあるものは除く)

138 05 国庫負担付加支払年金額 ｺﾂｺ-FU-ﾊﾗｲ-ﾈﾝ-G P 9 399 旧国支払年金額中にしめる付加年金の額｡年金額欄の付加
年金額は､減･加算がある場合､そのままでは使用できない
為､減･加算率を考慮した後の額を別に収録｡

139 05 予備 FILLER X 2 404
140 03 新法予備 ｼﾝﾎﾟｳ-ﾖﾋﾞ X 17 406
141 03 厚年独自 ｺｳﾈﾝ-DJ 406 ｼﾝﾎﾟｳ-ﾖﾋﾞ
142 05 マルトク表示 ﾏﾙﾄｸ-I 9 1 406 S63K22I1 整備変更
143 05 年調表示 ﾈﾝﾁﾖｳ-I X 1 407
144 05 初回払表示 ｼﾖｶｲﾊﾗｲ-I 9 1 408 全制度共通
145 05 申告書提出コード ｼﾝｺｸｼﾖｼﾕﾂ-C 9 1 409 新法/旧厚/旧船
146 05 未支給対象期間 ﾐｼｷﾕｳ-ﾀｲｼﾖｳ-ｷｶﾝ 410
147 07 未支給支払自年月 ﾐﾊﾗｲ-ﾖﾘ-YM 410
148 09 未支給支払自年1 ﾐﾊﾗｲ-ﾖﾘ-Y-1 9 2 410
149 09 未支給支払自年月2 ﾐﾊﾗｲ-ﾖﾘ-YM-2 412
150 11 未支給支払自年2 ﾐﾊﾗｲ-ﾖﾘ-Y-2 9 2 412
151 11 未支給支払自月 ﾐﾊﾗｲ-ﾖﾘ-M 9 2 414
152 07 未支給支払至年月 ﾐﾊﾗｲ-ｲﾀﾙ-YM 416
153 09 未支給支払至年1 ﾐﾊﾗｲ-ｲﾀﾙ-Y-1 9 2 416
154 09 未支給支払至年月2 ﾐﾊﾗｲ-ｲﾀﾙ-YM-2 418
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155 11 未支給支払至年2 ﾐﾊﾗｲ-ｲﾀﾙ-Y-2 9 2 418
156 11 未支給支払至月 ﾐﾊﾗｲ-ｲﾀﾙ-M 9 2 420
157 05 予備 FILLER X 1 422
158 03 国年独自 ｺｸﾈﾝ-DJ 406 ｼﾝﾎﾟｳ-ﾖﾋﾞ
159 05 和暦年月日 ﾜﾚｷ-YMD 406
160 07 元号 ｹﾞﾝｺﾞｳ 9 2 406
161 07 和暦年 ﾜﾚｷ-ﾈﾝ 9 2 408
162 07 和暦月 ﾜﾚｷ-ﾂｷ 9 2 410
163 07 和暦日 ﾜﾚｷ-ﾋ 9 2 412
164 05 国年表示部 ｺｸﾈﾝ-I 414
165 07 国年時効コード KU-ｼﾞｺｳ-C 9 1 414 旧国年金給付を受ける権利はその支給事由を生じた日か

ら5年を経過した時は時効によって消滅する状態にあるか
否か｡

166 07 発送済表示 ﾊﾂｿｳ-ｽﾐ-I 9 1 415 全制度共通
167 07 繰上未到来表示 ｸﾘｱｹﾞ-ﾐﾄｳﾗｲ-I 9 1 416
168 07 支払調整表示 ﾊﾗｲ-ﾁﾖｳｾｲ-I 9 1 417
169 07 国年差止コード KU-ｻｼﾄﾒ-C 9 1 418
170 07 停止表示 ﾃｲｼ-I 9 1 419 S63K22I1 整備変更
171 05 予備 FILLER X 3 420
172 03 予備 ﾖﾋﾞ2 X 28 423
173 03 厚年／船保独自項目部 ｺｳｾﾝ-DJ-ｺｳﾓｸﾌﾞ 423 ﾖﾋﾞ2
174 05 船保府県課所 ｾﾝﾎﾟ 423
175 07 船保府県 ﾌｹﾝ 9 2 423
176 07 船保課所 ｶｼﾖ 9 2 425
177 05 予備 FILLER X 24 427
178 03 国年独自項目部 ｺｸﾈﾝ-DJ-ｺｳﾓｸﾌﾞ 423 ﾖﾋﾞ2
179 05 国年テープ番号 KU-TAPE-B 9 4 423 旧国他制度原簿の作成原因と同意｡
180 05 国年支給期間 ｺｸﾈﾝ-ｼｷﾕｳ-ｷｶﾝ 427
181 07 国年支給期間自年月 ｺｸﾈﾝ-ｼﾞ-YM 427
182 09 国年支給期間自年 ｺｸﾈﾝ-ｼﾞ-Y 427
183 11 国年支給期間自年1 ｺｸﾈﾝ-ｼﾞ-Y-1 9 2 427
184 11 国年支給期間自年2 ｺｸﾈﾝ-ｼﾞ-Y-2 9 2 429
185 09 国年支給期間自月 ｺｸﾈﾝ-ｼﾞ-M 9 2 431
186 07 国年支給期間至年月 ｺｸﾈﾝ-ｲﾀﾙ-YM 433 新法/新船/旧国/短期年金額歴史で支給済みになっている

基礎部支払期間の支払済最終月(2ヶ月単位)を示す｡
187 09 国年支給期間至年 ｺｸﾈﾝ-ｲﾀﾙ-Y 433
188 11 国年支給期間至年1 ｺｸﾈﾝ-ｲﾀﾙ-Y-1 9 2 433
189 11 国年支給期間至年2 ｺｸﾈﾝ-ｲﾀﾙ-Y-2 9 2 435
190 09 国年支給期間至月 ｺｸﾈﾝ-ｲﾀﾙ-M 9 2 437
191 05 社会保険事務所名 ｼﾔﾎ-ｼﾞﾑｼﾖ-ﾒｲ X 12 439
192 03 支払期間 ｼﾊﾗｲ-ｷｶﾝ 451
193 05 自年月 ｼﾞ-ﾈﾝｹﾞﾂ 451
194 07 自年 ｼﾞ-ﾈﾝ 9 4 451
195 07 自年月年 ｼﾞ-ﾈﾝｹﾞﾂ-Y 451 ｼﾞ-ﾈﾝ
196 09 自年月年1 ｼﾞ-ﾈﾝｹﾞﾂ-Y-1 9 2 451
197 09 自年月年2 ｼﾞ-ﾈﾝｹﾞﾂ-Y-2 9 2 453
198 07 自月 ｼﾞ-ﾂｷ 9 2 455
199 05 至年月 ｲﾀﾙ-ﾈﾝｹﾞﾂ 457
200 07 至年 ｲﾀﾙ-ﾈﾝ 9 4 457
201 07 至年月年 ｲﾀﾙ-ﾈﾝｹﾞﾂ-Y 457 ｲﾀﾙ-ﾈﾝ
202 09 至年月年1 ｲﾀﾙ-ﾈﾝｹﾞﾂ-Y-1 9 2 457
203 09 至年月年2 ｲﾀﾙ-ﾈﾝｹﾞﾂ-Y-2 9 2 459
204 07 至月 ｲﾀﾙ-ﾂｷ 9 2 461
205 03 随時払付加情報 ｽﾞｲｼﾞ-ﾌｶ-JH 463
206 05 額変情報 ｶﾞｸﾍﾝ-JH 463
207 07 支給額変更理由 ｼｷﾕｳ-G-ﾍﾝｺｳ-ﾘﾕｳ 9 2 463
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別添３-⑦

項番 ﾚﾍﾞﾙ 日本語名 データ項目名 ﾀｲﾌﾟ 桁数 反復 ﾊﾞｲﾄ 接頭語 編集文字列 初期値 再定義名 備考
番号 位置 （記号項目名）

変更区分修正記号

基本設計 入出力設計 レコード仕様表 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給分） レコードID SSP0555業務名 年一通知作成 業務ＩＤ SP10

208 07 支払年月 ﾊﾗｲ-YM 465
209 09 年 ﾊﾗｲ-Y 9 4 465
210 09 支払年月年 ﾊﾗｲ-YM-Y 465 ﾊﾗｲ-Y
211 11 支払年月年1 ﾊﾗｲ-YM-Y-1 9 2 465
212 11 支払年月年2 ﾊﾗｲ-YM-Y-2 9 2 467
213 09 月 ﾊﾗｲ-M 9 2 469
214 05 額変支払額 GA-ﾊﾗｲ-G 471
215 07 次回基礎支払額 ｼﾞｶｲ-KI-ﾊﾗｲ-G P 9 471
216 07 次回付加支払額 ｼﾞｶｲ-FU-ﾊﾗｲ-G P 9 476
217 07 次回上乗支払額 ｼﾞｶｲ-UN-ﾊﾗｲ-G P 9 481
218 07 次回独自支払額 ｼﾞｶｲ-DJ-ﾊﾗｲ-G P 9 486
219 07 次回支払税額 ｼﾞｶｲ-ﾊﾗｲ-ｾﾞｲ-G P 9 491 新法/旧厚/旧船/旧国/短期
220 07 次回差引支払額 ｼﾞｶｲ-ｻｼﾋｷ-ﾊﾗｲ-G P 9 496 全制度共通
221 03 介護保険料額 ｶｲｺﾞ-ﾎｹﾝ-G P 9 501
222 03 次回介護保険料額 ｼﾞｶｲ-ｶｲｺﾞ-ﾎｹﾝ-G P 9 506
223 03 漢字情報部 KJ-ｼﾞﾖｳﾎｳﾌﾞ 511
224 05 氏名漢字桁数 ｼﾒｲ-KJ-ｹﾀ-S B 4 511 漢字氏名の桁数を設定

（漢字の設定なしの場合ゼロを設定）
設定値
変更

225 05 漢字氏名 KJ-ｼﾒｲ N 25 513 送付先漢字氏名を編集
（初期値、あまりは全角スペースを設定）

設定値
変更

226 05 住所漢字桁数 ｼﾞﾕｳｼﾖ-KJ-ｹﾀ-S B 4 563 全制度共通
漢字住所の桁数を設定
（漢字の設定なしの場合ゼロを設定）

設定値
変更

227 05 漢字住所 KJ-ｼﾞﾕｳｼﾖ N 60 565 送付先漢字住所を編集
（初期値、あまりは全角スペースを設定）

設定値
変更

227-
1

03 国保保険料額 ｺｸﾎ-ﾎｹﾝ-G P 9 685 S63K22I1 追加

227-
2

03 次回国保保険料額 ｼﾞｶｲ-ｺｸﾎ-ﾎｹﾝ-G P 9 690 S63K22I1 追加

227-
3

03 後期高齢者保険料額 ｺｳｷ-ﾎｹﾝ-G P 9 695 S63K22I1 追加

227-
4

03 次回後期高齢者保険料額 ｼﾞｶｲ-ｺｳｷ-ﾎｹﾝ-G P 9 700 S63K22I1 追加

227-
5

03 住民税額 JMZ-G P 9 705 S83ZTTS0 追加

227-
6

03 次回住民税額 ｼﾞｶｲ-JMZ-G P 9 710 S83ZTTS0 追加

227-
7

03 遅延特別加算金有無表示 ﾁｴﾝ-ﾄｸ-ｶｻﾝｷﾝ-ｳﾑ-I X 1 715 S93TEKS0 追加

228 03 氏名情報部 ｼﾒｲ-ｼﾞﾖｳﾎｳﾌﾞ 716 修正記号：S23T19T0 S23T19T0
229 05 漢字氏名桁数 KJ-ｼﾒｲ-ｹﾀ-S B 4 716 修正記号：S23T19T0 S23T19T0
230 05 氏名漢字 ｼﾒｲ-KJ N 25 718 修正記号：S23T19T0 S23T19T0
231 05 氏名カナ ｼﾒｲ-KN X 50 768 修正記号：S23T19T0 S23T19T0
232 03 金融機関漢字情報部 ｷﾝﾕｳｷｶﾝ-KJ-JH-BU 818 SM5TH6A0 項目追加

233 05 金融機関名漢字桁数 ｷﾝﾕｳｷｶﾝ-ﾒｲ-KJ-ｹﾀ-S B 4 818 金融機関名称漢字の桁数を設定
（漢字の設定なしの場合ゼロを設定）

SM5TH6A0 項目追加

234 05 金融機関名漢字 ｷﾝﾕｳｷｶﾝ-ﾒｲ-KJ N 15 820 振込先漢字銀行名を編集
（初期値、あまりは全角スペースを設定）

SM5TH6A0 項目追加

235 05 本支店名漢字桁数 ﾎﾝｼﾃﾝﾒｲ-KJ-ｹﾀ-S B 4 850 本店・支店名漢字の桁数を設定
（漢字の設定なしの場合ゼロを設定）

SM5TH6A0 項目追加

236 05 本支店名漢字 ﾎﾝｼﾃﾝﾒｲ-KJ N 25 852 振込先漢字支店名を編集
（初期値、あまりは全角スペースを設定）

SM5TH6A0 項目追加
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項  番 3 5 6 8 9 10 12 13 15 16 17 18 20 24 25 27 28 29

年一通知作成用（未支給分）

基礎年金番号定常部 定常項目
項 基礎年金番号 年金コード ファイル識別コード 作成年月日 内部整理番号

レ 制 シ フ フ 作 作 作

目 コ 府 予 予 度 処 ス ァ ァ 成 成 成

｜ 県 番 種 区 備 備 コ 理 テ イ イ 年 年 年 府 課 種

ド 課 号 別 分 ｜ 区 ム ル ル 月 月 月 県 所 別

長 所 ド 分 区 区 枝 日 日 日

名 分 分 番 年 月 日

形  式 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

属  性 B 9 9 9 9 X X X 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

ﾊﾞｲﾄ数 4 4 6 2 2 4 4 2 1 2 4 1 4 2 2 2 2 2

ﾊﾞｲﾄ位置 1 5 9 15 17 19 23 27 29 30 32 36 37 41 43 45 47 49

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

項  番 30 31 39 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 56 60

年一通知作成用（未支給分）

定常項目 支払方法情報部
項 内部整理番号 共通受給権者生年月日 支払年月日

減 振 旧

税 込 共 住 Ｂ 支

生 生 生 通 ・ 地 減 済 所 Ｃ 払 支 支

目 年 年 年 知 支 共 年 船 表 Ｄ 予 原 払 払

番 枝 月 月 月 対 払 表 支 員 示 有 備 因 年 年

号 番 日 日 日 象 通 示 給 選 番 無 コ 月 月

年 月 日 表 知 率 択 号 表 ｜ 日 日

名 示 区 表 示 ド 年 月

分 示

形  式 - - - - - - - - - - - - - - - -

属  性 9 9 9 9 9 9 9 9 P X X X X 9 9 9

ﾊﾞｲﾄ数 6 2 4 2 2 1 1 1 3 1 13 1 5 2 4 2

ﾊﾞｲﾄ位置 51 57 59 63 65 67 68 69 70 73 74 87 88 93 95 99

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

項  番 61 62 64 65 66 67 69

年一通知作成用（未支給分）

支払方法情報部 支払先情報
項 *1 支払方法

支 支

支 払 払 在

支 払 方 方 職

目 払 連 方 法 法 者 氏

年 番 法 機 預 コ 名

月 担 関 入 ｜

日 保 コ コ ド

名 日 表 ｜ ｜

示 ド ド

形  式 - - - - - - -

属  性 9 P 9 9 9 9 X

ﾊﾞｲﾄ数 2 5 1 1 1 1 50

ﾊﾞｲﾄ位置 101 103 108 109 110 111 112

105 110 115 120 125 130 135 140 145 150

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給分） レコードID SSP0555業務名 年一通知作成 業務ＩＤ SP10

6／32 R8.10～レコードレイアウト／別添3-⑦未支給統合通知書補足資料② SSP0555



別添３-⑦

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給分） レコードID SSP0555業務名 年一通知作成 業務ＩＤ SP10

項  番 69 71 72 73

年一通知作成用（未支給分）

支払先情報
項 支払先住所

市

区

目 町 郵

村 便

コ 番

｜ 号

名 ド

形  式 - -

属  性 9 X

ﾊﾞｲﾄ数 8 7

ﾊﾞｲﾄ位置 162 170

155 160 165 170 175 180 185 190 195 200

項  番 73

年一通知作成用（未支給分）

支払先情報
項 支払先住所

目

住

所

名

形  式 -

属  性 X

ﾊﾞｲﾄ数 75

ﾊﾞｲﾄ位置 177

205 210 215 220 225 230 235 240 245 250

項  番 73 74 76 78 80 82

年一通知作成用（未支給分）

支払先情報
項 *2 支払機関

直

営

店 金 本

目 舗 銀 融 店

区 行 予 機 ・

分 番 備 関 支

コ 号 名 店

名 ｜ 称 名

ド

形  式 - - - - -

属  性 X 9 X X X

ﾊﾞｲﾄ数 1 6 7 14 21

ﾊﾞｲﾄ位置 252 253 259 266 280

255 260 265 270 275 280 285 290 295 300
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基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給分） レコードID SSP0555業務名 年一通知作成 業務ＩＤ SP10

項  番 84 88 89 93 95 96 100 102 103 107 109 110 111 112 113 114 116

年一通知作成用（未支給分）

支払先情報 支払額
項 支払機関 停止事由年月 保留表示

支 基礎 上乗せ 独自 共 ド地 外 支

払 ｜支 ｜支 ｜支 支 未 済 方 未 払

先 ド払 ド払 ド払 払 選 未 庁 調 限

目 預 基 上 独 保 択 選 未 整 度

金 礎 基 基 乗 上 上 自 独 独 留 保 択 選 保 超

通 停 礎 礎 停 乗 乗 停 自 自 コ 留 保 択 留 過

帳 止 年 月 止 年 月 止 年 月 ｜ コ 留 保 コ 表

名 番 事 事 事 ド ｜ コ 留 ｜ 示

号 由 由 由 ド ｜ コ ド

コ コ コ ド ｜

形  式 - - - - - - - - - - - - - - - -

属  性 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

ﾊﾞｲﾄ数 18 2 4 2 2 4 2 2 4 2 1 1 1 1 1 1

ﾊﾞｲﾄ位置 301 319 321 325 327 329 333 335 337 341 343 344 345 346 347 348

305 310 315 320 325 330 335 340 345 350

項  番 116 117 118 119 120 121 124 125 127 129 131

年一通知作成用（未支給分）

支払額 国庫負担額
項 基礎 上乗せ 独自 旧法

額国 分国 額国 額国

庫 額庫 庫 庫

基 付 上 独 支 差 負 負 負 負

目 礎 加 乗 自 払 引 担 担 担 担

支 支 支 支 税 支 基 基 上 独 割

払 払 払 払 額 払 礎 礎 乗 自 合

額 額 額 額 額 免 下 沖 沖

名 除 支 縄 縄

期 加 免 免

間 算 除 除

形  式 - - - - - - - - - - -

属  性 P P P P P P P P P P 9

ﾊﾞｲﾄ数 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2

ﾊﾞｲﾄ位置 349 354 359 364 369 374 379 384 389 394 399

355 360 365 370 375 380 385 390 395 400

項  番 132 140 172

年一通知作成用（未支給分）

国庫負担額
項 旧法

新

目 負 法 予

担 予 備

額 備

名

形  式 - - -

属  性 P X X

ﾊﾞｲﾄ数 5 17 28

ﾊﾞｲﾄ位置 401 406 423

405 410 415 420 425 430 435 440 445 450
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基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給分） レコードID SSP0555業務名 年一通知作成 業務ＩＤ SP10

項  番 194 198 200 204 207 209 213 215 216 217 218 219 220

年一通知作成用（未支給分）

支払期間 随時払付加情報
項 自年月 至年月 額変情報 額変支払額

支払年月

支 次 次 次 次 次

給 回 回 回 回 次 回

目 額 基 付 上 独 回 差

自 自 至 至 変 礎 加 乗 自 支 引

年 月 年 月 更 年 月 支 支 支 支 払 支

理 払 払 払 払 税 払

名 由 額 額 額 額 額 額

形  式 - - - - - - - - - - - - -

属  性 9 9 9 9 9 9 9 P P P P P P

ﾊﾞｲﾄ数 4 2 4 2 2 4 2 5 5 5 5 5 5

ﾊﾞｲﾄ位置 451 455 457 461 463 465 469 471 476 481 486 491 496

455 460 465 470 475 480 485 490 495 500

項  番 221 222 224 225

年一通知作成用（未支給分）

漢字情報部
項

次

介 回 氏

護 介 名 漢

目 保 護 漢 字

険 保 字 氏

料 険 桁 名

額 料 数

名 額

形  式 - - - -

属  性 P P B N

ﾊﾞｲﾄ数 5 5 2 50

ﾊﾞｲﾄ位置 501 506 511 513

505 510 515 520 525 530 535 540 545 550

項  番 225 226 227

年一通知作成用（未支給分）

漢字情報部
項

住

所

目 漢

字

桁

数

名

形  式 -

属  性 B

ﾊﾞｲﾄ数 2

ﾊﾞｲﾄ位置 563

555 560 565 570 575 580 585 590 595 600
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基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給分） レコードID SSP0555業務名 年一通知作成 業務ＩＤ SP10

項  番 227

年一通知作成用（未支給分）

漢字情報部
項

漢

目 字

住

所

名

形  式 -

属  性 N

ﾊﾞｲﾄ数 120

ﾊﾞｲﾄ位置 565

605 610 615 620 625 630 635 640 645 650

項  番 227 227-1 227-2 227-3 227-4

年一通知作成用（未支給分）

漢字情報部
項 後

次 期

国 回 高

保 国 齢

目 保 保 者

険 保 保

料 険 険

額 料 料

名 額 額

形  式 - - -

属  性 P P P

ﾊﾞｲﾄ数 5 5 5

ﾊﾞｲﾄ位置 685 690 695

655 660 665 670 675 680 685 690 695 700

項  番 227-4 227-5 227-6 227-7 229 230

年一通知作成用（未支給分）

次 氏名情報部
項 回 遅

後 延

期 次 特 漢

高 住 回 別 字 氏

目 齢 民 住 加 氏 名

者 税 民 算 名 漢

保 額 税 金 桁 字

険 額 有 数

名 料 無

額 表

示

形  式 - - - - - -

属  性 P P P X B N

ﾊﾞｲﾄ数 5 5 5 1 2 50

ﾊﾞｲﾄ位置 700 705 710 715 716 718

705 710 715 720 725 730 735 740 745 750
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基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給分） レコードID SSP0555業務名 年一通知作成 業務ＩＤ SP10

項  番 230 231

年一通知作成用（未支給分）

氏名情報部
項

氏

目 名

カ

ナ

名

形  式 -

属  性 X

ﾊﾞｲﾄ数 50

ﾊﾞｲﾄ位置 768

755 760 765 770 775 780 785 790 795 800

項  番 231 233 234 235

年一通知作成用（未支給分）

氏名情報部 金融機関漢字情報部
項

金 本

融 金 支

機 融 店

目 関 機 名

名 関 漢

漢 名 字

字 漢 桁

名 桁 字 数

数

形  式 - - -

属  性 B N B

ﾊﾞｲﾄ数 2 30 2

ﾊﾞｲﾄ位置 818 820 850

805 810 815 820 825 830 835 840 845 850

項  番 236

項

本

支

目 店

名

漢

字

名

形  式 -

属  性 N

ﾊﾞｲﾄ数 50

ﾊﾞｲﾄ位置 852

855 860 865 870 875 880 885 890 895 900
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別添３-⑦

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給分） レコードID SSP0555業務名 年一通知作成 業務ＩＤ SP10

再定義レコードレイアウト   作成年月日－年    再定義元 ： 作成年月日年

項  番 22 23

作成年月日－年

項

作 作

成 成

年 年

目 月 月

日 日

年 年

１ ２

名

形  式 - -

属  性 9 9

ﾊﾞｲﾄ数 2 2

ﾊﾞｲﾄ位置 37 39

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

90 95 100 105 110 115 120 125 130 135

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

140 145 150 155 160 165 170 175 180 185
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別添３-⑦

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給分） レコードID SSP0555業務名 年一通知作成 業務ＩＤ SP10

再定義レコードレイアウト   証番    再定義元 ： 内部整理番号

項  番 33 34 35 36 37

証番

項

目 府 課 番 種 予

県 所 号 別 備

名

形  式 - - - - -

属  性 9 9 9 9 9

ﾊﾞｲﾄ数 2 2 6 2 2

ﾊﾞｲﾄ位置 45 47 49 55 57

50 55 60 65 70 75 80 85 90

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

100 105 110 115 120 125 130 135 140

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

145 150 155 160 165 170 175 180 185 190
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別添３-⑦

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給分） レコードID SSP0555業務名 年一通知作成 業務ＩＤ SP10

再定義レコードレイアウト   共通受給権者生年月日年    再定義元 ： 生年月日年

項  番 41 42

*3

共 共
項 通 通

受 受

給 給

権 権

目 者 者

生 生

年 年

月 月

名 日 日

年 年

１ ２

形  式 - -

属  性 9 9

ﾊﾞｲﾄ数 2 2

ﾊﾞｲﾄ位置 59 61

60 65 70 75 80 85 90 95 100 105

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

110 115 120 125 130 135 140 145 150 155

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

160 165 170 175 180 185 190 195 200 205
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別添３-⑦

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給分） レコードID SSP0555業務名 年一通知作成 業務ＩＤ SP10

再定義レコードレイアウト   支払年月日－年    再定義元 ： 支払年月日年

項  番 58 59

支払年月日－年

項

支 支

払 払

年 年

目 月 月

日 日

年 年

１ ２

名

形  式 - -

属  性 9 9

ﾊﾞｲﾄ数 2 2

ﾊﾞｲﾄ位置 95 97

100 105 110 115 120 125 130 135 140

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

150 155 160 165 170 175 180 185 190

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

195 200 205 210 215 220 225 230 235 240
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別添３-⑦

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給分） レコードID SSP0555業務名 年一通知作成 業務ＩＤ SP10

再定義レコードレイアウト   支払先局コード    再定義元 ： 銀行番号

項  番 77

項

支

払

先

目 局

コ

｜

ド

名

形  式 -

属  性 9

ﾊﾞｲﾄ数 6

ﾊﾞｲﾄ位置 253

255 260 265 270 275 280 285 290 295 300

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

305 310 315 320 325 330 335 340 345 350

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

355 360 365 370 375 380 385 390 395 400
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別添３-⑦

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給分） レコードID SSP0555業務名 年一通知作成 業務ＩＤ SP10

再定義レコードレイアウト   局郵番    再定義元 ： 予備

項  番 79

項

局

目 郵

番

名

形  式 -

属  性 X

ﾊﾞｲﾄ数 7

ﾊﾞｲﾄ位置 259

260 265 270 275 280 285 290 295 300 305

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

310 315 320 325 330 335 340 345 350 355

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

360 365 370 375 380 385 390 395 400 405
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別添３-⑦

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給分） レコードID SSP0555業務名 年一通知作成 業務ＩＤ SP10

再定義レコードレイアウト   郡市区名    再定義元 ： 金融機関名称

項  番 81

項

郡

市

目 区

名

名

形  式 -

属  性 X

ﾊﾞｲﾄ数 14

ﾊﾞｲﾄ位置 266

270 275 280 285 290 295 300 305 310 315

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

320 325 330 335 340 345 350 355 360 365

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

370 375 380 385 390 395 400 405 410 415
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別添３-⑦

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給分） レコードID SSP0555業務名 年一通知作成 業務ＩＤ SP10

再定義レコードレイアウト   郵便局名    再定義元 ： 本店・支店名

項  番 83

項

郵

便

目 局

名

名

形  式 -

属  性 X

ﾊﾞｲﾄ数 21

ﾊﾞｲﾄ位置 280

285 290 295 300 305 310 315 320 325

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

335 340 345 350 355 360 365 370 375

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

380 385 390 395 400 405 410 415 420 425
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別添３-⑦

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給分） レコードID SSP0555業務名 年一通知作成 業務ＩＤ SP10

再定義レコードレイアウト   支払先貯金通帳番号    再定義元 ： 支払先預金通帳番号

項  番 85

項 支

払

先

貯

目 金

通

帳

番

名 号

形  式 -

属  性 9

ﾊﾞｲﾄ数 18

ﾊﾞｲﾄ位置 301

305 310 315 320 325 330 335 340 345 350

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

355 360 365 370 375 380 385 390 395 400

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

405 410 415 420 425 430 435 440 445 450
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別添３-⑦

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給分） レコードID SSP0555業務名 年一通知作成 業務ＩＤ SP10

再定義レコードレイアウト   基礎－年    再定義元 ： 基礎年

項  番 91 92

基礎－年

項

基 基

目 礎 礎

年 年

１ ２

名

形  式 - -

属  性 9 9

ﾊﾞｲﾄ数 2 2

ﾊﾞｲﾄ位置 321 323

325 330 335 340 345 350 355 360 365 370

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

375 380 385 390 395 400 405 410 415 420

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

425 430 435 440 445 450 455 460 465 470
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別添３-⑦

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給分） レコードID SSP0555業務名 年一通知作成 業務ＩＤ SP10

再定義レコードレイアウト   上乗－年    再定義元 ： 上乗年

項  番 98 99

上乗－年

項

上 上

目 乗 乗

年 年

１ ２

名

形  式 - -

属  性 9 9

ﾊﾞｲﾄ数 2 2

ﾊﾞｲﾄ位置 329 331

330 335 340 345 350 355 360 365 370 375

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

380 385 390 395 400 405 410 415 420 425

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

430 435 440 445 450 455 460 465 470 475
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別添３-⑦

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給分） レコードID SSP0555業務名 年一通知作成 業務ＩＤ SP10

再定義レコードレイアウト   独自－年    再定義元 ： 独自年

項  番 105 106

独自－年

項

独 独

目 自 自

年 年

１ ２

名

形  式 - -

属  性 9 9

ﾊﾞｲﾄ数 2 2

ﾊﾞｲﾄ位置 337 339

340 345 350 355 360 365 370 375 380 385

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

390 395 400 405 410 415 420 425 430 435

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

440 445 450 455 460 465 470 475 480 485
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別添３-⑦

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給分） レコードID SSP0555業務名 年一通知作成 業務ＩＤ SP10

再定義レコードレイアウト   国年国庫負担額    再定義元 ： 国庫負担額

項  番 134 135 136 137 138 139

国年国庫負担額

国
項 国 国 庫

国 国 庫 庫 負

庫 庫 負 負 担

負 負 担 担 付

目 担 担 ０ ０ 加 予

免 付 １ ２ 支 備

除 加 ０ ０ 払

額 額 ４ ５ 年

名 額 額 金

額

形  式 - - - - - -

属  性 P P P P P X

ﾊﾞｲﾄ数 5 5 5 5 5 2

ﾊﾞｲﾄ位置 379 384 389 394 399 404

380 385 390 395 400 405 410 415 420 425

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

430 435 440 445 450 455 460 465 470 475

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

480 485 490 495 500 505 510 515 520 525
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別添３-⑦

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給分） レコードID SSP0555業務名 年一通知作成 業務ＩＤ SP10

再定義レコードレイアウト   厚年独自    再定義元 ： 新法予備

項  番 142 143 144 145 148 150 151 153 155 156 157

厚年独自

未支給対象期間
項 未支給支払自年月 未支給支払至年月

申 未支給支払自年月２ 未支給支払至年月２

マ 初 告 未 未 未 未

ル 年 回 書 支 支 未 支 支 未

目 ト 調 払 提 給 給 支 給 給 支 予

ク 表 表 出 支 支 給 支 支 給 備

表 示 示 コ 払 払 支 払 払 支

示 ｜ 自 自 払 至 至 払

名 ド 年 年 自 年 年 至

１ ２ 月 １ ２ 月

形  式 - - - - - - - - - - -

属  性 9 X 9 9 9 9 9 9 9 9 X

ﾊﾞｲﾄ数 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1

ﾊﾞｲﾄ位置 406 407 408 409 410 412 414 416 418 420 422

410 415 420 425 430 435 440 445 450 455

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

460 465 470 475 480 485 490 495 500 505

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

510 515 520 525 530 535 540 545 550 555
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別添３-⑦

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給分） レコードID SSP0555業務名 年一通知作成 業務ＩＤ SP10

再定義レコードレイアウト   国年独自    再定義元 ： 新法予備

項  番 160 161 162 163 165 166 167 168 169 170 171

国年独自

和暦年月日 国年表示部
項

国 繰 支 国

年 発 上 払 年 停

目 元 和 和 和 時 送 未 調 差 止 予

号 暦 暦 暦 効 済 到 整 止 表 備

年 月 日 コ 表 来 表 コ 示

｜ 示 表 示 ｜

名 ド 示 ド

形  式 - - - - - - - - - - -

属  性 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 X

ﾊﾞｲﾄ数 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3

ﾊﾞｲﾄ位置 406 408 410 412 414 415 416 417 418 419 420

410 415 420 425 430 435 440 445 450 455

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

460 465 470 475 480 485 490 495 500 505

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

510 515 520 525 530 535 540 545 550 555
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別添３-⑦

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給分） レコードID SSP0555業務名 年一通知作成 業務ＩＤ SP10

再定義レコードレイアウト   厚年／船保独自項目部    再定義元 ： 予備

項  番 175 176 177

厚年／船保独自項目部

船保府県課所
項

船 船

目 保 保 予

府 課 備

県 所

名

形  式 - - -

属  性 9 9 X

ﾊﾞｲﾄ数 2 2 24

ﾊﾞｲﾄ位置 423 425 427

425 430 435 440 445 450 455 460 465 470

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

475 480 485 490 495 500 505 510 515 520

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

525 530 535 540 545 550 555 560 565 570

27／32 R8.10～レコードレイアウト／別添3-⑦未支給統合通知書補足資料② SSP0555



別添３-⑦

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給分） レコードID SSP0555業務名 年一通知作成 業務ＩＤ SP10

再定義レコードレイアウト   国年独自項目部    再定義元 ： 予備

項  番 179 183 184 185 188 189 190 191

国年独自項目部

国年支給期間
項 国年支給期間自年月 国年支給期間至年月

国 国年支給期間自年 国年支給期間至年 社

年 国 国 国 国 国 国 会

テ 年 年 年 年 年 年 保

目 ｜ 支 支 支 支 支 支 険

プ 給 給 給 給 給 給 事

番 期 期 期 期 期 期 務

号 間 間 間 間 間 間 所

名 自 自 自 至 至 至 名

年 年 月 年 年 月

１ ２ １ ２

形  式 - - - - - - - -

属  性 9 9 9 9 9 9 9 X

ﾊﾞｲﾄ数 4 2 2 2 2 2 2 12

ﾊﾞｲﾄ位置 423 427 429 431 433 435 437 439

425 430 435 440 445 450 455 460 465 470

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

475 480 485 490 495 500 505 510 515 520

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

525 530 535 540 545 550 555 560 565 570

28／32 R8.10～レコードレイアウト／別添3-⑦未支給統合通知書補足資料② SSP0555



別添３-⑦

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給分） レコードID SSP0555業務名 年一通知作成 業務ＩＤ SP10

再定義レコードレイアウト   自年月年    再定義元 ： 自年

項  番 196 197

自年月年

項

自 自

年 年

目 月 月

年 年

１ ２

名

形  式 - -

属  性 9 9

ﾊﾞｲﾄ数 2 2

ﾊﾞｲﾄ位置 451 453

455 460 465 470 475 480 485 490 495 500

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

505 510 515 520 525 530 535 540 545 550

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

555 560 565 570 575 580 585 590 595 600
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別添３-⑦

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給分） レコードID SSP0555業務名 年一通知作成 業務ＩＤ SP10

再定義レコードレイアウト   至年月年    再定義元 ： 至年

項  番 202 203

至年月年

項

至 至

年 年

目 月 月

年 年

１ ２

名

形  式 - -

属  性 9 9

ﾊﾞｲﾄ数 2 2

ﾊﾞｲﾄ位置 457 459

460 465 470 475 480 485 490 495 500 505

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

510 515 520 525 530 535 540 545 550 555

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

560 565 570 575 580 585 590 595 600 605
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別添３-⑦

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給分） レコードID SSP0555業務名 年一通知作成 業務ＩＤ SP10

再定義レコードレイアウト   支払年月年    再定義元 ： 年

項  番 211 212

支払年月年

項

支 支

払 払

目 年 年

月 月

年 年

１ ２

名

形  式 - -

属  性 9 9

ﾊﾞｲﾄ数 2 2

ﾊﾞｲﾄ位置 465 467

465 470 475 480 485 490 495 500 505 510

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置

項  番

項

目

名

形  式

属  性

ﾊﾞｲﾄ数

ﾊﾞｲﾄ位置
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別添３-⑦

*1 支払年月日 *2 支払先住所 *3 共通受給権者生年月日年

基本設計 入出力設計 レコードレイアウト（外出し項目） 作成 作成日 P承認

レコード名称 年一通知作成用（未支給分） レコードID SSP0555業務名 年一通知作成 業務ＩＤ SP10
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別添３-⑧

作成者 日本年金機構

作成日

項番
表裏
区分

ﾚｲｱｳﾄ
項番

項目 桁数 * 行数 印字形式

表
・
裏

－ － － －

1 表 (1) 郵便番号 全角8桁×1行 ９９９－９９９９

住所

（カナの場合） 全角20桁×4行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

（漢字の場合） 全角20桁×4行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

・入力レコード・未支給決定部の住所地郵便番号データ(以下｢データ｣という)を、全角文字に変換し
「９９９－９９９９」形式で以下の通り判定・編集する。
(1)データの４～５桁目の数字がゼロで、かつデータの６～７桁目がスペースの場合

、もしくはデータの４～７桁目がスペースの場合
郵便番号印字位置にデータを3桁編集し印字する。（編集例：９９９△△△△△）

(2)データの４～５桁目の数字がゼロ以外で、かつデータの６～７桁目がスペースの場合
郵便番号印字位置にデータを5桁編集し印字する。（編集例：９９９－９９△△）

(3)データに数字が７桁収録されている場合
郵便番号印字位置にデータを7桁編集し印字する。（編集例：９９９－９９９９）

(補足)
・郵便番号は、全角文字に変換し印字する。
・データの４～７桁目の数字がゼロの場合

郵便番号印字位置にデータを7桁編集し印字する。（編集例：９９９－００００）

2 表 (2) ・入力レコード・未支給決定部の未支給請求者住所漢字桁数データ、未支給請求者住所漢字データ及び
未支給請求者住所データより判定・編集する。
(1)未支給請求者住所漢字桁数データがゼロの場合 (未支給請求者住所漢字データ収録なし)

住所印字位置に未支給請求者住所データを全角文字に変換し最大4行に編集し印字する。

(補足)
・未支給請求者住所漢字桁数データは、未支給請求者住所漢字データの収録桁数を示す。
・未支給請求者住所データは最大７５文字収録される。
・住所地名の途中で改行を行わないようにする。(区切文字｢△(全角スペース)｣)で改行を行うようにする)

ただし、地名が長いため１行の最大桁数に収まらない場合には、途中で改行しても構わない。
＜具体例＞
（×） トウキヨウト△スギナミク△タカイ             ……… "タカイドニシ"  の途中で改行されている。

ドニシ△３－５－２４
（×） トウキヨウト△スギナミク△タカイドニシ△３  ……… "３－５－２４"  の途中で改行されている。

－５－２４
（○） トウキヨウト△スギナミク△タカイドニシ△△   ……… 区切文字｢△(全角スペース）｣で改行されている。

３－５－２４

(2)未支給請求者住所漢字桁数データがゼロ以外である場合 (未支給請求者住所漢字データ収録あり)
 住所印字位置に未支給請求者住所漢字データを最大4行に編集し印字する。

(補足)
・未支給請求者住所漢字桁数データは、未支給請求者住所漢字データの収録桁数を示す。
・未支給請求者住所漢字データは最大８０文字収録される。
・住所地名の途中で改行を行わないようにする。(区切文字｢△(全角スペース)｣)で改行を行うようにする)

ただし、地名が長いため１行の最大桁数に収まらない場合には、途中で改行しても構わない。
＜具体例＞
（×） 東京都△杉並区△高井 ……… "高井戸西" の途中で改行されている。

戸西△３－５－２４
（×） 東京都△杉並区△高井戸西△３ ……… "３－５－２４" の途中で改行されている。

－５－２４
（○） 東京都△杉並区△高井戸西△△ ……… 区切文字｢△(全角スペース)｣で改行されている。

３－５－２４

＜共通＞
①入力レコードは１ページ／１レコード形式で収録している。

帳票ＩＤ Ｈ７９８ 帳票名称 未支給統合通知書

印字仕様
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別添３-⑧

作成者 日本年金機構

作成日

項番
表裏
区分

ﾚｲｱｳﾄ
項番

項目 桁数 * 行数 印字形式

帳票ＩＤ Ｈ７９８ 帳票名称 未支給統合通知書

印字仕様

氏名

（カナの場合） 全角20桁×2行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

（漢字の場合） 全角20桁×2行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

4-1 表 (4-1) カスタマバーコード 23桁×1行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

4-2 表 (4-2) 一連番号 半角5桁×1行 99999

3 表 (3) ・入力レコード・未支給決定部の未支給請求者氏名漢字桁数データ、未支給請求者氏名漢字データ及び
未支給請求者氏名データより判定・編集する。
(1)未支給請求者氏名漢字桁数データがゼロの場合 (未支給請求者氏名漢字データ収録なし)

 氏名印字位置に未支給請求者氏名データを全角文字に変換し最大2行に編集し印字する。
 氏名の最後に'△様'を付加する｡

(補足)
・未支給請求者氏名漢字桁数データは、未支給請求者氏名漢字データの収録桁数を示す。
・未支給請求者氏名データは最大２５文字収録される。
・文字数が８以内（姓と名の間のスペースを含む）の場合、１６ｐｔで印字する。
（この場合、“様”も１６ｐｔとなる。）

・文字数が21以上の場合、1行目に20文字まで編集し、2行目に21文字以降を左詰めで印字すること。

(2)未支給請求者氏名漢字桁数データがゼロ以外である場合 (未支給請求者氏名漢字データ収録あり)
 氏名印字位置に未支給請求者氏名漢字データを最大２行に編集し印字する。
氏名の最後に'△様'を付加する｡

(補足)
・未支給請求者氏名漢字桁数データは、未支給請求者氏名漢字データの収録桁数を示す。
・未支給請求者氏名漢字データは最大２５文字収録される。
・文字数が８以内（姓と名の間のスペースを含む）の場合、１６ｐｔで印字する。
（この場合、“様”も１６ｐｔとなる。）

・文字数が21以上の場合、1行目に20文字まで編集し、2行目に21文字以降を左詰めで印字すること。

・ＢＣＤ有無表示データ、郵便番号データ及び住所表示番号データより判定・編集する。
(1)ＢＣＤ有無表示データが "１" である場合

郵便番号データ(７桁)、住所表示番号データ(１３桁)の計２０桁よりカスタマバーコードデータを取得し、
カスタマバーコード印字位置に編集し印字する。

(2)ＢＣＤ有無表示データが "１" 以外である場合
カスタマバーコード印字位置に空白(スペース)を編集し印字する。

(補足)
・カスタマバーコードの仕様については、日本郵便株式会社が示すものとする。（http://www.japanpost.jp/）
・帳票に印字する際はスタートコード、エンドコード、チェックデジットが付与される為、計２３桁となる。

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ
①②～～～～～～～～～～～～～～～～～～～③④
①：スタートコード （ １桁）
②：カスタマバーコード（２０桁）
③：チェックデジット （ １桁）
④：エンドコード （ １桁）

・入力レコード・未支給決定部の連続番号データに収録されている最大9桁の数字のうち下5桁を編集し印字する。
なお、最大9桁の数字のうち下5桁を編集した結果、数字が重複する場合であっても編集済の下5桁を印字をすること。
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別添３-⑧

作成者 日本年金機構

作成日

項番
表裏
区分

ﾚｲｱｳﾄ
項番

項目 桁数 * 行数 印字形式

帳票ＩＤ Ｈ７９８ 帳票名称 未支給統合通知書

印字仕様

5 表 (5) 見出し１ 全角17桁×1行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

6 表 (6) 見出し２ 全角20桁×1行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

7 表 (7) 送付年月日 半角6桁×1行 Z9年Z9月Z9日

8 表 (8) 年金証書の基礎年金番号・年
金コード

半角16桁×1行 XXXX△XXXXXX△XXXX ・入力レコード・未支給決定部の証番データを以下の通り編集する。
XXXX△XXXXXX△XXXX ( △：半角スペース )
（府県課所(4桁)＋「△(半角スペース)」＋番号(6桁)＋「△(半角スペース)」＋種別(2桁)＋制度(1桁)＋連番(1桁)）

・入力レコード・未支給決定部・大規模定常項目の制度データより以下のとおり判定・編集する。
（△：全角スペースを設定）

03の場合：
SPACEを編集する。

06の場合：
SPACEを編集する。

01の場合：
「厚生年金保険△△△△△△△△△△△」を編集する。

02の場合：
「船員保険△△△△△△△△△△△△△」を編集する。

04の場合：
「国民年金・厚生年金保険△△△△△△」を編集する。

07の場合：
「国民年金・厚生年金保険△△△△△△」を編集する。

08の場合：
「共済年金△△△△△△△△△△△△△」を編集する。

09の場合：
「共済年金△△△△△△△△△△△△△」を編集する。

・入力レコード・未支給決定部・大規模定常項目の制度データより以下のとおり判定・編集する。
（△：全角スペースを設定）

03の場合：
「未支給国民年金支給決定通知書△△△△△△」を編集する。

06の場合：
「未支給国民年金支給決定通知書△△△△△△」を編集する。

01の場合：
「未支給保険給付支給決定通知書△△△△△△」を編集する。

02の場合：
「未支給保険給付等支給決定通知書△△△△△」を編集する。

04の場合：
「未支給年金・保険給付支給決定通知書△△△」を編集する。

07の場合：
「未支給年金・保険給付支給決定通知書△△△」を編集する。

08の場合：
「未支給保険給付支給決定通知書△△△△△△」を編集する。

09の場合：
「未支給保険給付支給決定通知書△△△△△△」を編集する。

・当通知書を発送する日付を和暦で編集する。但し、年が'01'の時は'元'をセットする。
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作成者 日本年金機構

作成日

項番
表裏
区分

ﾚｲｱｳﾄ
項番

項目 桁数 * 行数 印字形式

帳票ＩＤ Ｈ７９８ 帳票名称 未支給統合通知書

印字仕様

亡くなられた方の氏名
（カナの場合） 全角20桁×2行

又は

半角40桁×2行

ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

又は

XXX～XXXX
XXX～XXXX

（漢字の場合） 全角20桁×2行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

10 表 (10) 支給対象期間 全角2桁×1行
半角2桁×1行
半角2桁×1行

＋

全角2桁×1行
半角2桁×1行
半角2桁×1行

ＧＧZ9年Z9月

＋

ＧＧZ9年Z9月

9 表 (9) ・入力レコード・振込通知部・氏名情報部の漢字氏名桁数データ、氏名カナデータ及び氏名漢字データより判定・編集する。
(1)漢字氏名桁数データがゼロの場合 (氏名漢字データ収録なし)

亡くなられた方の氏名印字位置に氏名カナデータを全角文字に変換し最大２行に編集し印字する。
１行で収まる場合、氏名カナデータを１行目に編集し、２行目にはスペースを編集する。

(補足)
・漢字氏名桁数データは、氏名漢字データの収録桁数を示す。
・氏名カナデータは最大５０文字収録される。
・文字数が21以上の場合、1行目に20文字まで編集し、2行目に21文字以降を左詰めで印字すること。
・カナ全角で行数に収まらない場合等については、半角文字で編集し印字すること。

(この場合、行数に収まらない部分のみでなく収録されているデータ全てを半角文字として、1行目に40文字まで編集し、
2行目に41文字以降を左詰めで印字すること。）

(2)漢字氏名桁数データが1以上の場合 (氏名漢字データ収録あり)
亡くなられた方の氏名印字位置に氏名漢字データを最大２行に編集し印字する。
１行で収まる場合、氏名漢字データを１行目に編集し、２行目にはスペースを編集する。

(補足)
・漢字氏名桁数データは、氏名漢字データの収録桁数を示す。
・氏名漢字データは最大２５文字収録される。
・文字数が21以上の場合、1行目に20文字まで編集し、2行目に21文字以降を左詰めで印字すること。

・自年、自月：
入力レコード・未支給決定部の期間－自データを和暦変換しＧＧZ9年Z9月の形式に編集し印字する。
（期間－自データがゼロの場合はゼロを編集する。）
但し、年が'01'の時は'元'をセットする。

・至年、至月：
入力レコード・未支給決定部の期間－至データを和暦変換しＧＧZ9年Z9月の形式に編集し印字する。
（期間－至データがゼロの場合はゼロを編集する。）
但し、年が`01`の時は`元`をセットする。

＜出力形式＞
・ＧＧ ：元号
・Z9(年)：和暦変換後期間－自－年月の年（ただし、十の位が０の場合は、当該桁に半角スペースを設定）
・Z9(月)：和暦変換後期間－自－年月の月（ただし、十の位が０の場合は、当該桁に半角スペースを設定）

・ＧＧ ：元号
・Z9(年)：和暦変換後期間－至－年月の年（ただし、十の位が０の場合は、当該桁に半角スペースを設定）
・Z9(月)：和暦変換後期間－至－年月の月（ただし、十の位が０の場合は、当該桁に半角スペースを設定）

(補足)
・元号が途中で切り替わる月については、切り替わった後の元号としてください。

なお、元号が途中で切り替わる月の前月については、切り替わる前の元号としてください。
＜具体例＞

1926年12月 ⇒ 昭和元年12月 1989年1月  ⇒ 平成元年1月
1926年11月 ⇒ 大正15年11月 1988年12月  ⇒ 昭和63年12月
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別添３-⑧

作成者 日本年金機構

作成日

項番
表裏
区分

ﾚｲｱｳﾄ
項番

項目 桁数 * 行数 印字形式

帳票ＩＤ Ｈ７９８ 帳票名称 未支給統合通知書

印字仕様

11 表 (11) 支給金額見出し（上段） 全角6桁×1行 ＮＮＮＮＮＮ

12 表 (12) 支給金額（上段） 半角11桁×1行 ZZZ,ZZZ,ZZZ

13 表 (13) 支給金額合計 半角11桁×1行 ZZZ,ZZZ,ZZZ

14 表 (14) 振込年月日 半角6桁×1行 Z9年Z9月Z9日

15-1
15-2

表 (15-1)
(15-2)

年金の種類 全角10桁×2行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

16 表 (16) 年金証書の基礎年金番号・年
金コード

半角16桁×1行 XXXX△XXXXXX△XXXX

亡くなられた方の氏名
（カナの場合） 全角20桁×2行

又は

半角40桁×2行

ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

又は

XXX～XXXX
XXX～XXXX

・入力レコード・振込通知部・基礎年金番号定常部の基礎年金番号データ、年金コードデータを編集する。
XXXX△XXXXXX△XXXX ( △：半角スペース )

17 表 (17) ・入力レコード・振込通知部・氏名情報部の漢字氏名桁数データ、氏名カナデータ及び氏名漢字データより判定・編集する。
(1)漢字氏名桁数データがゼロの場合 (氏名漢字データ収録なし)

亡くなられた方の氏名印字位置に氏名カナデータを全角文字に変換し最大２行に編集し印字する。
１行で収まる場合、氏名カナデータを１行目に編集し、２行目にはスペースを編集する。

(補足)
・漢字氏名桁数データは、氏名漢字データの収録桁数を示す。
・氏名カナデータは最大５０文字収録される。
・文字数が21以上の場合、1行目に20文字まで編集し、2行目に21文字以降を左詰めで印字すること。
・カナ全角で行数に収まらない場合等については、半角文字で編集し印字すること。

(この場合、行数に収まらない部分のみでなく収録されているデータ全てを半角文字として、1行目に40文字まで編集し、
2行目に41文字以降を左詰めで印字すること。）

・入力レコード「振込通知部・基礎年金番号定常部・種別」及び「振込通知部・定常項目・制度コード」を参照し、別紙の通り
編集する。「振込通知部・基礎年金番号定常部・基礎年金番号」がＡＬＬ０かつ「振込通知部・基礎年金番号定常部・種別」
が”00”の場合は、「振込通知部・定常項目・内部整理番号5桁目から２バイト分」のデータから別紙の条件に従い処理を行

う。
ただし、「振込通知部・基礎年金番号定常部・基礎年金番号」がＡＬＬ０かつ「振込通知部・基礎年金番号定常部・種別」が
”00”かつ「振込通知部・定常項目・制度コード」が”03”の場合は、「振込通知部・定常項目・内部整理番号11桁目から２
バイト分」のデータから別紙の条件に従い処理を行う。

・入力レコード・未支給決定部・大規模定常項目の制度データより以下のとおり判定・編集する。
（△：全角スペースを設定）

02の場合：
「保険給付金額」を編集する。

上記以外の場合：
「支給金額△△」を編集する。

・入力レコード・未支給決定部・大規模定常項目の制度データより以下のとおり判定・編集する。
（△：全角スペースを設定）

02の場合：
入力レコード・未支給決定部の未支給合計額・新船保を編集する。

上記以外の場合：
入力レコード・未支給決定部の未支給合計額を編集する。

・入力レコード・未支給決定部・大規模定常項目の制度データより以下のとおり判定・編集する。
（△：全角スペースを設定）

02の場合：
入力レコード・未支給決定部の未支給合計額・新船保を編集する。

上記以外の場合：
入力レコード・未支給決定部の未支給合計額を編集する。

・入力レコード・振込通知部・支払方法情報部の支払年月日を和暦変換し編集する。
但し、年が'01'の時は'元'をセットする。
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別添３-⑧

作成者 日本年金機構

作成日

項番
表裏
区分

ﾚｲｱｳﾄ
項番

項目 桁数 * 行数 印字形式

帳票ＩＤ Ｈ７９８ 帳票名称 未支給統合通知書

印字仕様

（漢字の場合） 全角20桁×2行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

銀行・金庫・信組

（カナの場合） 全角15桁×1行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

（漢字の場合） 全角15桁×1行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

支店

（カナの場合） 全角25桁×1行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

（漢字の場合） 全角25桁×1行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

19 表 (19) ・入力レコード・振込通知部・支払方法情報部の支払方法機関コードデータより判定・編集する。
(1)支払方法機関コードデータが｢1｣(金融機関)の場合

本支店名漢字桁数データ、本店・支店名データ及び本支店名漢字データより判定・編集する。

①本支店名漢字桁数データがゼロの場合 (本支店名漢字データ収録なし)
支店印字位置に本店・支店名データを全角文字に変換し印字する。
また全角スペースを入れた後に右詰めで”支店”と印字すること。

(補足)
・本支店名漢字桁数データは、本支店名漢字データの収録桁数を示す。
・本店・支店名データは最大２１文字収録される。

②本支店名漢字桁数データがゼロ以外の場合 (本支店名漢字データ収録あり)
支店印字位置に本支店名漢字データを編集し印字する。

(補足)
・本支店名漢字桁数データは、本支店名漢字データの収録桁数を示す。
・本支店名漢字データは最大２５文字収録される。

(2)上記以外(支払方法機関コードデータが｢2｣(金融機関)以外)の場合
支店印字位置にスペースを編集し印字する。

18 表 (18) ・入力レコード・振込通知部・支払方法情報部の支払方法機関コードデータより判定・編集する。
(1)支払方法機関コードデータが｢1｣(金融機関)の場合

金融機関名漢字桁数データ、金融機関名称データ及び金融機関名漢字データより判定・編集する。

①金融機関名漢字桁数データがゼロの場合 (金融機関名漢字データ収録なし)
銀行・金庫・信組印字位置に金融機関名称データを全角文字に変換し印字する。
また全角スペースを入れた後に右詰めで”銀行・金庫・信組”と印字すること。

(補足)
・金融機関名漢字桁数データは、金融機関名漢字データの収録桁数を示す。
・金融機関名称データは最大１４文字収録される。

②金融機関名漢字桁数データがゼロ以外の場合 (金融機関名漢字データ収録あり)
銀行・金庫・信組印字位置に金融機関名漢字データを編集し印字する。

(補足)
・金融機関名漢字桁数データは、金融機関名漢字データの収録桁数を示す。
・金融機関名漢字データは最大１５文字収録される。

(2)上記以外(支払方法機関コードデータが｢2｣(金融機関)以外)の場合
銀行・金庫・信組印字位置に｢ゆうちょ銀行｣(全角文字)を編集し印字する。

(2)漢字氏名桁数データが1以上の場合 (氏名漢字データ収録あり)
亡くなられた方の氏名印字位置に氏名漢字データを最大２行に編集し印字する。
１行で収まる場合、氏名カナデータを１行目に編集し、２行目にはスペースを編集する。

(補足)
・漢字氏名桁数データは、氏名漢字データの収録桁数を示す。
・氏名漢字データは最大２５文字収録される。
・文字数が21以上の場合、1行目に20文字まで編集し、2行目に21文字以降を左詰めで印字すること。

”支店”は、年金の種類の

行の『年金』の右端と揃え

ること。

金融機関名と本支店名の

先頭位置を揃えてください。

”銀行・金庫・信組”は、年

金の種類の行の『年金』の

右端と揃えること。

金融機関名と本支店名の

先頭位置を揃えてください。
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別添３-⑧

作成者 日本年金機構

作成日

項番
表裏
区分

ﾚｲｱｳﾄ
項番

項目 桁数 * 行数 印字形式

帳票ＩＤ Ｈ７９８ 帳票名称 未支給統合通知書

印字仕様

20 表 (20) 欠番

21 表 (21) 遅延特別加算金表示 半角1桁×1行 X

22 表 (22) 支払額 半角11桁×1行 ***,***,**9

23-1
23-2

表 (23-1)
(23-2)

時効該当年月 全角22桁×2行 ＮＮＮ～ＮＮＮＮ
ＮＮＮ～ＮＮＮＮ

24 表 (24) ＱＲコード 半角29桁×1行 XXX～XXXX

・入力レコード・振込通知部の遅延特別加算金有無表示データを編集する。

・入力レコード・振込通知部・支払額の差引支払額データを ***,***,**9 の形式に編集し印字する。
＜印字形式＞

999,999,999
****999,999
********999

・時効該当年月データにより文言を以下のとおり編集する。

(1)時効該当年月データがゼロの場合、
１行目：スペース
２行目：スペース

(2)時効該当年月データがゼロ以外の場合、
時効該当年月データを和暦変換し、
下線部分に埋め込む（データ印字の際に下線の印字は不要）
１行目：平成ＡＡ年ＡＡ月以前の年金は、時効消滅により
２行目：お支払はありません。

但し、年が'01'の時は'元'をセットする。
また、和暦変換を行った時効該当年月の十の位が０の場合は、当該桁に全角スペースを設定する。

・ＱＲコード情報（２９桁）を基にＱＲコード作成仕様（※）に従い印字する。
なお、ＱＲコード情報の項目は以下の通り。

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
①：システム識別コード（２桁）
②：郵便物区分コード（７桁）
③：照会番号（１０桁）
④：チェックデジット（２桁）
⑤：抽出年月日（８桁）

※【ＱＲコード作成時の仕様】

●「モデル２」を使用

●文字属性：「英数字」

●「バージョン２」を使用し、９．５×９．５ｍｍで作成すること

●誤り訂正レベル：「Ｍ」

●ＱＲコードの各辺から２㎜以上余白を確保すること
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別紙・年金の種類編集表
条 件 設定先

制度 種 別 その他の条件 年金種類
基礎支払額 ≠ ZERO かつ 年金種類１
(上乗支払額 ＝ ZERO かつ
 独自支払額 ＝ ZERO） 年金種類２

基礎支払額 ≠ ZERO かつ 年金種類１
11 (上乗支払額 ≠ ZERO 又は

(老齢)  独自支払額 ≠ ZERO) 年金種類２

基礎支払額 ＝ ZERO かつ 年金種類１
(上乗支払額 ≠ ZERO 又は
 独自支払額 ≠ ZERO) 年金種類２

上記以外 年金種類１  SPACE
年金種類２  SPACE

基礎支払額 ≠ ZERO かつ 年金種類１
(上乗支払額 ＝ ZERO かつ
 独自支払額 ＝ ZERO） 年金種類２

基礎支払額 ≠ ZERO かつ 年金種類１
04 13 (上乗支払額 ≠ ZERO 又は

(新法) (障害)  独自支払額 ≠ ZERO) 年金種類２

基礎支払額 ＝ ZERO かつ 年金種類１

(上乗支払額 ≠ ZERO 又は

 独自支払額 ≠ ZERO) 年金種類２

上記以外 年金種類１  SPACE
年金種類２  SPACE

 基礎支払額 ≠ ZERO で 年金種類１
(上乗支払額 ＝ ZERO かつ
 独自支払額 ＝ ZERO） 年金種類２

 基礎支払額 ≠ ZERO で 年金種類１
(上乗支払額 ≠ ZERO 又は

上記以外  独自支払額 ≠ ZERO) 年金種類２

 基礎支払額 ＝ ZERO で 年金種類１
(上乗支払額 ≠ ZERO 又は
 独自支払額 ≠ ZERO) 年金種類２

上記以外 年金種類１  SPACE
年金種類２  SPACE
年金種類１  SPACE
年金種類２  '厚生年金△老齢△△△’
年金種類１  SPACE
年金種類２  '厚生年金△通算老齢△’
年金種類１  SPACE
年金種類２  '厚生年金△障害△△△’
年金種類１  SPACE
年金種類２  '厚生年金△遺族△△△’
年金種類１  SPACE

01 年金種類２  '厚生年金△寡婦△△△’
(厚年) 年金種類１  SPACE

年金種類２  '厚生年金△かん夫△△’
年金種類１  SPACE
年金種類２  '厚生年金△遺児△△△’
年金種類１  SPACE
年金種類２  '厚生年金△特例老齢△’
年金種類１  SPACE
年金種類２  '厚生年金△通算遺族△’
年金種類１  SPACE
年金種類２  '厚生年金△特例遺族△’

設 定 内 容

SPACE

'国民年金△老齢基礎△’

'国民年金・厚生年金△'

'老齢基礎厚生△△△△'

SPACE

'厚生年金△老齢厚生△'

SPACE

'国民年金・厚生年金△'

SPACE

'国民年金△障害基礎△’

'障害基礎厚生△△△△'

'厚生年金△障害厚生△'

SPACE

'国民年金△遺族基礎△’

'国民年金・厚生年金△'

'厚生年金△遺族厚生△'

SPACE

'遺族基礎厚生△△△△'

設定先 設
01(老齢)

02(通老)

03(障害)

04(遺族)

05(寡婦)

07(遺児)

08(特老)

09(通遺)

10(特遺)

06(かん夫)

8／9 R7.10～別紙／別添3-⑧(H798)_未支給統合通知書 (印字仕様)
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条 件 設定先
制度 種 別 その他の条件 年金種類

設 定 内 容

年金種類１  SPACE
年金種類２  '船員保険年金△老齢△’
年金種類１  '船員保険年金△△△△'
年金種類２  '通算老齢△△△△△△’
年金種類１  SPACE
年金種類２  '船員保険年金△障害△’
年金種類１  SPACE
年金種類２  '船員保険年金△遺族△’
年金種類１  SPACE

02 年金種類２  '船員保険年金△寡婦△’
(船保) 年金種類１  SPACE

年金種類２  '船員保険年金△養老△’
年金種類１  SPACE
年金種類２  '船員保険年金△遺児△’
年金種類１  '船員保険年金△△△△'
年金種類２  '特例老齢△△△△△△’
年金種類１  '船員保険年金△△△△'
年金種類２  '通算遺族△△△△△△’
年金種類１  '船員保険年金△△△△'
年金種類２  '特例遺族△△△△△△’
年金種類１  SPACE

03 年金種類２  '国民年金△通算老齢△’
(国年) 01～04 年金種類１  SPACE

(老齢) 年金種類２  '国民年金△老齢△△△’
26 年金種類１
53(障害基礎)
63 年金種類２

07 27 年金種類１
(新短) 28(遺族基礎)

64 年金種類２

年金種類１  SPACE
年金種類２  '国民年金△寡婦△△△’
年金種類１  SPACE
年金種類２  '国民年金△障害△△△’
年金種類１  SPACE
年金種類２  '国民年金△母子△△△’

06 年金種類１  SPACE
(旧短) 年金種類２  '国民年金△準母子△△’

年金種類１  SPACE
年金種類２  '国民年金△寡婦△△△’
年金種類１  SPACE
年金種類２  '国民年金△遺児△△△’
年金種類１  SPACE
年金種類２  '△退△職△△△△△△’
年金種類１  SPACE
年金種類２  '△減額退職△△△△△'
年金種類１  SPACE
年金種類２  '△通算退職△△△△△'

08 年金種類１  SPACE
(旧共済) 年金種類２  '△障△害△△△△△△'
又は 年金種類１  SPACE
09 年金種類２  '△遺△族△△△△△△’

(新共済) 年金種類１  SPACE
年金種類２  '△通算遺族△△△△△’
年金種類１  SPACE
年金種類２  '△退職共済△△△△△’
年金種類１  SPACE
年金種類２  '△障害共済△△△△△’
年金種類１  SPACE
年金種類２  '△遺族共済△△△△△’

01(老齢)

02(通老)

03(障害)

04(遺族)

05(寡婦)

06(養老)

07(遺児)

08(特老)

09(通老)

10(特遺)
設定先 設 定

05(通老)

設定先 設 定

59(寡婦)

SPACE

SPACE

'国民年金△障害基礎△’

'国民年金△遺族基礎△’

設定先 設 定

10(遺児)

06(障害)

07(母子)

09(寡婦)

08(準母子)

設定先 設

14(遺族共済)

01(退職)

02(通算退職)

03(障害)

04(遺族)

09(通算遺族)

11(退職共済)

13(障害共済)

減年支給率
= 1000

上記以外
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１．１版

日本年金機構 

印 専用 会 険フ ン 一覧印 専用 会 険フ ン 覧印刷専用社会保険フォント一覧印刷専用社会保険フォント一覧    
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変更履歴表

項番 変更年月日 サービス時期 変更区分 変更箇所 変更内容 変更理由 Ｖ／Ｒ 記事

1 H26.02.10 H26.06S 新規

ＣＭＴ廃止に伴う後継媒体
（ＤＶＤ）対応

ＣＭＴ廃止に伴う外部関係機
関との「インタフェース仕様
書」改版

1.0

2 H26.08.21 H26.08S 変更

(表-1)、
(表-3)
18,22,

113～118,
120～129,
131～133,
135～137,
139～143,

145,
147～151,
153～160,
162～168,

170,
172～176,
178,179,

181,
183～186,
188～191,
193～210,
212～214,
232～240

・第二水準文字（漢字）、
端末差分文字、
ＮＴＴ標準符号（その他）
のSJISコードに対応する字体
の変更
(表-3)項番：
577,691～699,3696,
3738,3748,3749,3751,
3753,3756,3786,3805,
3844,3863,3864,3938,
3974,3982,3986,3995,
4012,4022,4026,4031,
4033,4061,4091,4095,
4101,4103,4129～4131,
4137,4162,4165,4172,
4181,4205,4206,4208,
4237,4288,4296,4321,
4322,4324,4340,4356,
4359,4434,4452,4465,
4485,4497,4575,4577,
4583,4601,4623,4626,
4627,4664,4698,4703,
4705,4706,4709,4750,
4818,4821,4824,4829,
4853,4858,4895,4900,
4902,4906,4914,4916,
4923,4944,4954,5045,
5056,5059,5064,5070,

・SJISコードに対応する字体
が誤っていることに伴う修正

・１バイト文字の一部に未使
用の文字が含まれていたこと
による修正

1.1

5083,5087,5115,5117,
5119,5121,5134,5151,
5152,5157,5164,5166,
5171,5173,5182～5184,
5210,5220,5228,5239,
5249,5255,5317,
5334～5336,5344,5345,
5352,5354,5357,5401,
5405～5407,5428,5437,
5438,5455,5460～5463,
5465～5472,5474～5476,
5531,5592,5596,5600,
5605,5665,5666,5686,
5696,5705,5717,5726,
5730,5759,5796,5838,
5845,5863,5865,5867,
5886,5891,5959,5960,
6015,6018,6019,6025,
6029,6043,6044,6046,
6047,6073,6086,6095,
6103,6109,6115,6132,
6168,6190,6195,6209,
6211～6213,6218,6245,
6252,6268,6276,6345,
6355,6388,6397,6403,
6406,6412,6446,6454,
6455,6460,6485,6488,
6491,6502,6511,6537,

6564,6589,6591,6595,
6603,6621,6654,6679,
6699,6700,6715,6720,
6722,6738,6777～6789,
6791～6800,6818,6827,
6838,6886,6913,6924,
6972,7004,7016,
7034～7037,7039～7045,
7642～7908

・１バイト文字の内、未使用
文字を網掛け

印刷専用社会保険フォント



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

0 NUL DLE SP 0 ＠ Ｐ ‘ ｐ ー タ ミ

1 SOH DC1 ！ 1 Ａ Ｑ ａ ｑ 。 ア チ ム

2 STX DC2 ” 2 Ｂ Ｒ ｂ ｒ 「 イ ツ メ

3 ETX DC3 ＃ 3 Ｃ Ｓ ｃ ｓ 」 ウ テ モ

4 EOT DC4 ＄ 4 Ｄ Ｔ ｄ ｔ 、 エ ト ヤ

5 ENQ NAK ％ 5 Ｅ Ｕ ｅ ｕ ・ オ ナ ユ

6 ACK SYN ＆ 6 Ｆ Ｖ ｆ ｖ ヲ カ ニ ヨ

7 BEL ETB ’ 7 Ｇ Ｗ ｇ ｗ ァ キ ヌ ラ

8 BS CAN （ 8 Ｈ Ｘ ｈ ｘ ィ ク ネ リ

9 HT EM ） 9 Ｉ Ｙ ｉ ｙ ゥ ケ ノ ル

Ａ LF SUB ＊ ： Ｊ Ｚ ｊ ｚ ェ コ ハ レ

Ｂ VT ESC ＋ ； Ｋ ［ ｋ ｛ ォ サ ヒ ロ

Ｃ FF FS ， ＜ Ｌ ￥ ｌ ｜ ャ シ フ ワ

Ｄ CR GS － ＝ Ｍ ］ ｍ ｝ ュ ス ヘ ン

Ｅ SO RS ． ＞ Ｎ ＾ ｎ ～ ョ セ ホ ゛

Ｆ SI US ／ ？ Ｏ ＿ ｏ DEL ッ ソ マ ゜

（表－１）ＪＩＳ８ビットコード表

１.１バイト文字コード

印刷専用社会保険フォントについて

１バイト文字コードの詳細情報を「（表－１）ＪＩＳ８ビットコード表」に示す。



開始 終了

第一水準（非漢字文字） 8140 84BE

ＳＯＬＳ固有文字’㊤’ 8780 8785

第一水準文字（漢字） 889F 9872

第二水準文字（漢字） 989F EAA4

ＳＨ固有文字 F340 F344

戸籍追加文字 F349 F3CA

地名追加文字 F3CB F442

旧ＪＩＳ固有文字 F443 F464

変体仮名文字 F49F F579

ＳＨ固有文字（H15.6追加分) F57A F582

ＳＨ固有文字（H17.1追加分) F583 F595

ＳＨ固有文字（H17.4追加分) F596 F66F

ＳＨ固有文字（H22.3追加分) F670 F694

端末差分文字 F6AE F7FC

ＮＴＴ標準符号（ローマ数字(小)） F840 F849

ＮＴＴ標準符号（ローマ数字） F850 F85B

ＮＴＴ標準符号（その他） F860 F9F6

２.２バイト文字コード

２バイト文字コードの印刷専用社会保険フォントにおける文字コードのマッピング体系を

印刷専用社会保険フォント文字区分、ＳＪＩＳコード範囲一覧

文字区分
ＳＪＩＳコード

「（表－２）印刷専用社会保険フォントの文字区分と対応するＳＪＩＳコード範囲」に示す。
コード値と字体の詳細情報を「（表－３）２バイト文字コード表」に示す。

表 ２ 印 専 会 険 ォ トの 字 分 対 る Ｊ Ｓ ー 囲表 ２ 印 専 会 険 ォ トの 字 分 対 る Ｊ Ｓ ー 囲（表－２）印刷専用社会保険フォントの文字区分と対応するＳＪＩＳコード範囲（表－２）印刷専用社会保険フォントの文字区分と対応するＳＪＩＳコード範囲



令和 年 月 日 

日本年金機構 理事長代理人

年金給付部長 木村 誓司 殿

所   在   地
法人名又は商号

氏     名 印

本番検証品にかかる品質保証並びに

印刷誤り防止にかかる報告書

「未支給決定通知書等（外４帳票）の作成及び発送準備業務（令和 8 年 10 月～令

和 9 年 9 月送付分）」にかかる本番検証品について、当社において検証を行った結果、

校了後の印刷原稿並びに委託要領の出力仕様書に基づいたデータ印字となっている

ことを証明します。

また、本番印刷作業について、本番検証品作成時と同一の環境を使用する等、仕様

書どおりの印刷となるよう措置を講ずることを報告します。

【実施方法】

どのように実施したか、簡潔に記載してください。

〇本番検証品を作成した環境（本番環境にて作成した場合は下記□に✔してください。）

・本番環境にて本番検証品を作成した☐

○品質検証の内容

・「（帳票名）出力仕様書」に基づいた印刷物作成プログラムとなっていることを確認した☐

○印刷誤り防止の内容

別添５ 



令和 年 月 日 

日本年金機構 理事長代理人

年金給付部長 木村 誓司 殿

所   在   地
法人名又は商号

氏     名 印

本番品にかかる品質保証書

「未支給決定通知書等（外４帳票）の作成及び発送準備業務（令和 8 年 10 月～令

和 9 年 9 月送付分）」にかかる本番品については、先に提出した本番検証品と同一の

環境で作成し、同一の内容であったことを確認し、仕様書どおりに印刷していること

を保証します。

別添６ 



令和7年10月4日時点
№ 郵便局名 № 郵便局名 № 郵便局名

1 道央札幌郵便局 35 新岩槻郵便局 69 広島郵便局

2 秋田中央郵便局 36 新越谷郵便局 70 徳山郵便局

3 盛岡中央郵便局 37 川越西郵便局 71 下関郵便局

4 岩手郵便局 38 高崎郵便局 72 山口郵便局

5 青森中央郵便局 39 群馬南郵便局 73 高松南郵便局

6 青森西郵便局 40 長野東郵便局 74 徳島中央郵便局

7 函館中央郵便局 41 松本南郵便局 75 高知東郵便局

8 苫小牧郵便局 42 甲府中央郵便局 76 松山西郵便局

9 札幌中央郵便局 43 沼津郵便局 77 北九州中央郵便局

10 旭川東郵便局 44 静岡郵便局 78 新福岡郵便局

11 帯広郵便局 45 静岡南郵便局 79 久留米東郵便局

12 北見郵便局 46 浜松西郵便局 80 大村郵便局

13 銀座郵便局 47 愛知郵便局 81 植木郵便局

14 新東京郵便局 48 豊橋南郵便局 82 熊本北郵便局

15 杉並南郵便局 49 名古屋神宮郵便局 83 大分東郵便局

16 東京北部郵便局 50 岐阜中央郵便局 84 宮崎中央郵便局

17 板橋北郵便局 51 四日市西郵便局 85 鹿児島中央郵便局

18 三鷹郵便局 52 大津中央郵便局 86 鹿児島郵便局

19 調布郵便局 53 新大阪郵便局 87 那覇中央郵便局

20 東京多摩郵便局 54 京都中央郵便局 88 福井南郵便局

21 川崎港郵便局 55 京都郵便局 89 新金沢郵便局

22 川崎東郵便局 56 福知山郵便局 90 富山西郵便局

23 神奈川郵便局 57 奈良中央郵便局 91 富山南郵便局

24 神奈川西郵便局 58 和歌山中央郵便局 92 長岡郵便局

25 綾瀬郵便局 59 神戸中央郵便局 93 新潟中央郵便局

26 千葉中央郵便局 60 尼崎郵便局 94 新潟郵便局

27 松戸南郵便局 61 姫路郵便局 95 福島東郵便局

28 浦安郵便局 62 米子郵便局 96 郡山郵便局

29 市川南郵便局 63 松江中央郵便局 97 郡山東郵便局

30 土浦郵便局 64 岡山中央郵便局 98 仙台中央郵便局

31 筑波学園郵便局 65 倉敷郵便局 99 新仙台郵便局

32 水戸中央郵便局 66 岡山郵便局 100 山形南郵便局

33 宇都宮東郵便局 67 福山東郵便局

34 さいたま新都心郵便局 68 広島中央郵便局

差出可能郵便局一覧

（※）上記の郵便局は立会省略書面提出済により、令和6年12月1日～令和8年11月30日の間、後納郵便物を
持込む際の通数検査について、検査時の立会い（持込委託業者）が免除されている。
（後納郵便物差出票に「立会省略書面提出済」と記載必要）

別添７



令和7年1月28日現在

郵便局名
銀座郵便局承認
他局差出承認郵便局

地域区分局
立会免除承
認済（※）

郵便局名
銀座郵便局承認
他局差出承認郵便局

地域区分局
立会免除承
認済（※）

郵便局名
銀座郵便局承認
他局差出承認郵便局

地域区分局
立会免除承
認済（※）

1 道央札幌郵便局 〇 〇 〇 35 新岩槻郵便局 〇 〇 〇 69 広島郵便局 〇 〇 〇

2 秋田中央郵便局 〇 〇 36 新越谷郵便局 〇 〇 70 徳山郵便局 〇 〇

3 盛岡中央郵便局 〇 〇 37 川越西郵便局 〇 〇 〇 71 下関郵便局 〇 〇

4 岩手郵便局 〇 〇 〇 38 高崎郵便局 〇 〇 72 山口郵便局 〇 〇 〇

5 青森中央郵便局 〇 〇 39 群馬南郵便局 〇 〇 〇 73 高松南郵便局 〇 〇 〇

6 青森西郵便局 〇 〇 〇 40 長野東郵便局 〇 〇 〇 74 徳島中央郵便局 〇 〇 〇

7 函館中央郵便局 〇 〇 〇 41 松本南郵便局 〇 〇 〇 75 高知東郵便局 〇 〇 〇

8 苫小牧郵便局 〇 〇 〇 42 甲府中央郵便局 〇 〇 〇 76 松山西郵便局 〇 〇 〇

9 札幌中央郵便局 〇 〇 43 沼津郵便局 〇 〇 77 北九州中央郵便局 〇 〇 〇

10 旭川東郵便局 〇 〇 〇 44 静岡郵便局 〇 〇 〇 78 新福岡郵便局 〇 〇 〇

11 帯広郵便局 〇 〇 〇 45 静岡南郵便局 〇 〇 79 久留米東郵便局 〇 〇 〇

12 北見郵便局 〇 〇 〇 46 浜松西郵便局 〇 〇 〇 80 大村郵便局 〇 〇 〇

13 銀座郵便局 〇 〇 47 愛知郵便局 〇 〇 〇 81 植木郵便局 〇 〇

14 新東京郵便局 〇 〇 〇 48 豊橋南郵便局 〇 〇 〇 82 熊本北郵便局 〇 〇 〇

15 杉並南郵便局 〇 〇 49 名古屋神宮郵便局 〇 〇 〇 83 大分東郵便局 〇 〇 〇

16 東京北部郵便局 〇 〇 〇 50 岐阜中央郵便局 〇 〇 〇 84 宮崎中央郵便局 〇 〇 〇

17 板橋北郵便局 〇 〇 51 四日市西郵便局 〇 〇 〇 85 鹿児島中央郵便局 〇 〇

18 三鷹郵便局 〇 〇 52 大津中央郵便局 〇 〇 86 鹿児島郵便局 〇 〇 〇

19 調布郵便局 〇 〇 53 新大阪郵便局 〇 〇 〇 87 那覇中央郵便局 〇 〇 〇

20 東京多摩郵便局 〇 〇 〇 54 京都中央郵便局 〇 〇 88 福井南郵便局 〇 〇 〇

21 川崎港郵便局 〇 〇 55 京都郵便局 〇 〇 〇 89 新金沢郵便局 〇 〇 〇

22 川崎東郵便局 〇 〇 〇 56 福知山郵便局 〇 〇 90 富山西郵便局 〇 〇 〇

23 神奈川郵便局 〇 〇 57 奈良中央郵便局 〇 〇 〇 91 富山南郵便局 〇 〇

24 神奈川西郵便局 〇 〇 〇 58 和歌山中央郵便局 〇 〇 〇 92 長岡郵便局 〇 〇

25 綾瀬郵便局 〇 〇 59 神戸中央郵便局 〇 〇 〇 93 新潟中央郵便局 〇 〇

26 千葉中央郵便局 〇 〇 〇 60 尼崎郵便局 〇 〇 〇 94 新潟郵便局 〇 〇 〇

27 松戸南郵便局 〇 〇 61 姫路郵便局 〇 〇 〇 95 福島東郵便局 〇 〇

28 浦安郵便局 〇 〇 62 米子郵便局 〇 〇 〇 96 郡山郵便局 〇 〇

29 市川南郵便局 〇 〇 〇 63 松江中央郵便局 〇 〇 〇 97 郡山東郵便局 〇 〇 〇

30 土浦郵便局 〇 〇 〇 64 岡山中央郵便局 〇 〇 98 仙台中央郵便局 〇 〇

31 筑波学園郵便局 〇 〇 65 倉敷郵便局 〇 〇 99 新仙台郵便局 〇 〇 〇

32 水戸中央郵便局 〇 〇 〇 66 岡山郵便局 〇 〇 〇 100 山形南郵便局 〇 〇 〇

33 宇都宮東郵便局 〇 〇 〇 67 福山東郵便局 〇 〇

34 さいたま新都心郵便局 〇 〇 68 広島郵便局 〇 〇 〇

（※）上記の郵便局は立会省略書面提出済により、令和6年12月1日～令和8年11月30日の間、後納郵便物を持込む際の通数検査について、検査時の立会い（持込委託業者）が免除されている（後納郵便物差出票に「立会省略書面提出済」と記載必要）

別添７(参考)



差出人

ご案内は内側にあります。矢印の方向へゆっくりていねいに開いてください。
（水に濡れている場合は､よく乾かしてから開いてください。）

〒 1 6 8ー 8 5 0 5
東京都杉並区高井戸西
三丁目5番24号

開封前に、もう一度あて名をご確認ください。
他人あての郵便物が届いた場合は、お手数をおかけしますが、開封せずに
郵便物の表面に「誤配達」と記載して、郵便ポストに投函してください。

ご請求のありました未支給年金・保険給付については、次の

とおり決定しましたので通知します。

令和  年 月 日

年金証書の基礎年金番号・年金コード

上記年金を受けていた方の氏名

厚 生 労 働 大 臣

＜未支給年金・保険給付の受け取りについて＞

この通知書に記載された未支給年金･保険給付の支給額については､
支給を受けた方の本年分の一時所得として所得税および個人住民税
の課税対象となります。

この決定に不服があるときは、 この決定があったことを知った日の翌日から
起算して3か月以内に文書又は口頭であなたの住所地の社会保険審査官
（地方厚生局内）に審査請求できます。 また、 その決定に不服があるときに
は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して２か月以内に社会保
険審査会（厚生労働省内）に再審査請求できます。
なお、この決定の取消の訴えは、審査請求の決定を経た後でないと、提

起できませんが、審査請求があった日から２か月を経過しても審査請求の
決定がないときや、この決定の執行等による著しい損害を避けるため緊急
の必要があるとき、その他正当な理由のあるときは、審査請求の決定を経な
くても提起できます。この訴えは、審査請求の決定（再審査請求をした場合
には、当該決定又は社会保険審査会の裁決。以下同じ。）の送達を受けた日
の翌日から起算して６か月以内に、国を被告（代表者は法務大臣）として提
起できます。ただし、原則として審査請求の決定の日から１年を経過したと
きは訴えを提起できません。

〇 金融機関（ゆうちょ銀行を含む）の口座振込を希望した方
 後日、「振込通知書」をお送りします。
 振込日については、「振込通知書」によりご確認ください。
〇 ゆうちょ銀行（郵便局）の窓口受け取りを希望した方
後日、「送金通知書」をお送りします。
以下の書類をご用意のうえ、 ゆうちょ銀行（郵便局）の窓口でお受け
取りください。
 送金通知書
 運転免許証などの本人確認ができる書類
 未支給年金・保険給付決定通知書（この通知書）

なお、年金証書を添える必要はありません。

2
1

3

支給対象期間 月から 月まで年年

支 給 金 額

円

円

円

親 展

料金後納
郵  便

大切なお知らせ

合 計

！

 

    

別添A レイアウト見本



２４１０ １０１８ ０２９

日本年金機構ホームページでは年金に関する手続きのご案内、制度改正の概要、
お近くの年金事務所の所在地・お問い合わせ先などをご覧いただけます。

お問い合わせは『ねんきんダイヤル』へ！

来訪相談のご予約は『予約受付専用電話』へ！

〇最初の「0」を省略したり、市外局番をつけて間違い電話になっているケースが発生
しています。おかけ間違いには十分ご注意ください。
〇月曜日など休日明けや、お客様のお手元に通知書が届いた直後(5日間程度)は電話が
つながりにくくなっております。予めご了承ください。
〇代理人(二親等以内)の方からお問い合わせいただく場合は、ご本人と代理人お二人
の基礎年金番号が必要です。

お問い合わせ、ご予約の際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。

『ねんきんダイヤル』

・050から始まる電話でおかけになる場合は、

※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後 7：00まで相談をお受けします。
※土曜日、日曜日、祝日（第２土曜日を除く）、12月29日～1月3日はご利用いただけません。

〈受付時間〉 月 曜 日
火～金曜日
第２土曜日

（東京）03ー6700ー1165
午前8：3 0 ～ 午後7：0 0
午前8：3 0 ～ 午後5：1 5
午前9：3 0 ～ 午後4：0 0

０５７０－０５－１１６５

・050から始まる電話でおかけになる場合は、

※土曜日、日曜日、祝日、12月29日～1月3日はご利用いただけません。

〈受付時間〉月～金曜日（平日） 午前8：3 0 ～ 午後5：1 5
（東京）03ー6631ー7521

『予約受付専用電話』

０５７０－０５－１１６５

０５７０－０５－４８９０
ゴ ヨ ヤ ク ヲ

不審な電話･手紙等にご注意ください。
〇日本年金機構では、携帯電話によりATMで還付金を受け取るよう誘導するこ
とはありません。
〇日本年金機構の職員が、電話でマイナンバーやお客様の家族構成、金融機関の
口座番号・暗証番号などをお聞きすることはありません。
また、手数料などの金銭を求めることもありません。
不審な電話等があった場合は、お近くの年金事務所まで
お問い合わせください。

日本年金機構 検索
https://www.nenkin.go.jp/

郵
便

は
が

き

 

    



別添Ａ H235未支給決定通知書 印字位置

令和

上記年金を受けていた方の氏名ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ
ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ
ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ

９９９－９９９９

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ
ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ
ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ Z9 年 Z9 月 Z9 日

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ

年金証書の基礎年金番号・年金コード XXXX XXXXXX XXXX

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ

支給対象期間 ＧＧZ9 年 Z9月 から ＧＧZ9 年Z9 月 まで

99999

ＮＮＮＮＮＮＮＮ ZZZ,ZZZ,ZZ9

QR
合計 ZZZ,ZZZ,ZZ9

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ

支給金額

ＮＮＮＮＮＮ ZZZ,ZZZ,ZZ9

印 影

色：青（ＤＩＣ１８４）

塗りつぶし：ベタぬり１００％

水色の箇所１０～２０％
フォント：新ゴ／Ｒ、新ゴ／Ｂ

ご請求のありました未支給年金・保険給付については、次の

と お り 決 定 し ま し た の で 通 知 し ま す 。

厚 生 労 働 大 臣

大切なお知らせ

料金後納
郵 便

ご案内は内側にあります。矢印の方向へゆっくりていねいに開いてください。

（水に濡れている場合は、よく乾かしてから開いてください。）

差出人
日 本 年 金 機 構 〒168-8505

東京都杉並区高井戸西

三丁目５番２４号Japan Pension Service

シ ン ボ ル
マ ー ク

ガイドラインに沿ったシンボルマーク・ロゴタイプを使用のこと。
（全帳票共通）

印
字
位
置
の
み
の
参
考
と
し
て
く
だ
さ
い
。

開封前に、もう一度あて名をご確認ください。
他人あての郵便物が届いた場合は、お手数をおかけしますが、開封せずに

郵便物の表面に「誤配達」と記載して、郵便ポストに投函してください。

親 展

円

円

円

（１）

（２）

（３）

（４－１）

（４－２）

（１９）

（５）
（６）
（７）

（８）

（９）

（１０）

（１１） （１２）

（１３） （１４）

（１５） （１６）

（１７）

（１８－１）
（１８－２）

！



ご請求のありました未支給年金 ･ 保険給付については、次の
理由により発生しませんのでお知らせします。

令和 年 月 日

亡くなられた方の氏名

厚 生 労 働 省 年 金 局

年金証書の基礎年金番号・年金コード

未支給年金・保険給付が
発生しない理由
（理由の説明は、右側をご覧ください）

「未支給年金・保険給付が発生しない理由」欄の数字の説明は
 次のとおりです。

※返納につきましては、返納していただく方あてに、のちほど「納入告知書」
を送付するか、または遺族年金から差引調整することとしています。

なお、先に納入告知書をお送りしている場合、あるいは既に差引調整
している場合は、行き違いとなったものですので、ご了承ください。

記載事項の説明

亡くなられた受給権者に、亡くなられた日の月分まで振込
（送金）済のため、未支給年金・保険給付のお支払いはあ
りません。

亡くなられた受給権者に、亡くなられた日の月分以降まで
振込(送金)済のため、未支給年金・保険給付のお支払
いはありません。
なお、亡くなられた月後の月分については、相続人の方に
のちほど返納していただくことになります。

亡くなられた受給権者の年金には生前に過払いがあり、その
返済に未支給年金・保険給付を充てたため､お支払いはあり
ません。
なお、充当後も、返済未済額が生じています。返済未済額に
ついては、相続人の方にのちほど返納していただくことにな
ります。

亡くなられた受給権者の年金が全額支給停止されていたため、
未支給年金・保険給付はありません。

０１

０２

０３

０４

親 展

料金後納
郵  便

差出人

ご案内は内側にあります。矢印の方向へゆっくりていねいに開いてください。
（水に濡れている場合は､よく乾かしてから開いてください。）

〒 1 6 8ー 8 5 0 5
東京都杉並区高井戸西
三丁目5番24号

大切なお知らせ

！
開封前に、もう一度あて名をご確認ください。
他人あての郵便物が届いた場合は、お手数をおかけしますが、開封せずに
郵便物の表面に「誤配達」と記載して、郵便ポストに投函してください。

 

    

別添B レイアウト見本



２４１０ １０１８ ０３０

日本年金機構ホームページでは年金に関する手続きのご案内、制度改正の概要、
お近くの年金事務所の所在地・お問い合わせ先などをご覧いただけます。

お問い合わせは『ねんきんダイヤル』へ！

来訪相談のご予約は『予約受付専用電話』へ！

〇最初の「0」を省略したり、市外局番をつけて間違い電話になっているケースが発生
しています。おかけ間違いには十分ご注意ください。
〇月曜日など休日明けや、お客様のお手元に通知書が届いた直後(5日間程度)は電話が
つながりにくくなっております。予めご了承ください。
〇代理人(二親等以内)の方からお問い合わせいただく場合は、ご本人と代理人お二人
の基礎年金番号が必要です。

お問い合わせ、ご予約の際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。

『ねんきんダイヤル』

・050から始まる電話でおかけになる場合は、

※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後 7：00まで相談をお受けします。
※土曜日、日曜日、祝日（第２土曜日を除く）、12月29日～1月3日はご利用いただけません。

〈受付時間〉 月 曜 日
火～金曜日
第２土曜日

（東京）03ー6700ー1165
午前8：3 0 ～ 午後7：0 0
午前8：3 0 ～ 午後5：1 5
午前9：3 0 ～ 午後4：0 0

０５７０－０５－１１６５

・050から始まる電話でおかけになる場合は、

※土曜日、日曜日、祝日、12月29日～1月3日はご利用いただけません。

〈受付時間〉月～金曜日（平日） 午前8：3 0 ～ 午後5：1 5
（東京）03ー6631ー7521

『予約受付専用電話』

０５７０－０５－１１６５

０５７０－０５－４８９０
ゴ ヨ ヤ ク ヲ

不審な電話･手紙等にご注意ください。
〇日本年金機構では、携帯電話によりATMで還付金を受け取るよう誘導するこ
とはありません。
〇日本年金機構の職員が、電話でマイナンバーやお客様の家族構成、金融機関の
口座番号・暗証番号などをお聞きすることはありません。
また、手数料などの金銭を求めることもありません。
不審な電話等があった場合は、お近くの年金事務所まで
お問い合わせください。

日本年金機構 検索
https://www.nenkin.go.jp/

郵
便

は
が

き

 

    

別添B レイアウト見本



別添Ｂ H240未支給不該当通知書 印字位置

令和

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ

９９９－９９９９

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ
ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ

99999

QR

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ

Z9 年 Z9 月 Z9 日

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ
ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ XXXX XXXXXX XXXX

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ

色：青（ＤＩＣ１８４）

塗りつぶし：ベタぬり１００％

水色の箇所１０～２０％

フォント：新ゴ／Ｒ、新ゴ／Ｂ

ご請求のありました未支給年金・保険給付金については、

理由により発生しませんのでお知らせします。

年金証書の基礎年金番号・年金コード

亡くなられた方の氏名

未支給年金・保険給付が

発生しない理由
（理由の説明は、右側をご覧ください）

厚生労働省年金局

料金後納
郵 便

（７）

（１２）

印
字
位
置
の
み
の
参
考
と
し
て
く
だ
さ
い
。

大切なお知らせ

ご案内は内側にあります。矢印の方向へゆっくりていねいに開いてください。

（水に濡れている場合は、よく乾かしてから開いてください。）

差出人
日 本 年 金 機 構

〒168-8505

東京都杉並区高井戸西

三丁目５番２４号Japan Pension Service

シ ン ボ ル
マ ー ク

開封前に、もう一度あて名をご確認ください。
他人あての郵便物が届いた場合は、お手数をおかけしますが、開封せずに

郵便物の表面に「誤配達」と記載して、郵便ポストに投函してください。

ガイドラインに沿ったシンボルマーク・ロゴタイプを使用のこと。
（全帳票共通）

親 展

（２）

（４－１）

（４－２）

（１３）

（１）

（５）
（６）

（９）

（１０）

99（１１）

（３）

！

（８）



親 展

料金後納
郵  便

差出人

ご案内は内側にあります。矢印の方向へゆっくりていねいに開いてください。
（水に濡れている場合は､よく乾かしてから開いてください。）

〒 1 6 8ー 8 5 0 5
東京都杉並区高井戸西
三丁目5番24号

大切なお知らせ

年金

円

ご請求のありました未支給年金・保険給付については、次の

とおりご指定の金融機関の預貯金口座に振り込まれますので

お知らせします。

支 払 額

年金の種類

振込先

（振込年月日）令和 年 月 日

年金証書の基礎年金番号・年金コード

厚生労働省
官署支出官 厚生労働省年金局事業企画課長

未支給年金･保険給付振込通知書

上記年金を受けていた方の氏名

※支払額の欄に｢＃｣印が表示されている方につきましては、
遅延特別加算金の支払が含まれています。

開封前に、もう一度あて名をご確認ください。
他人あての郵便物が届いた場合は、お手数をおかけしますが、開封せずに
郵便物の表面に「誤配達」と記載して、郵便ポストに投函してください。

！

 

    

別添C レイアウト見本



２４１０ １０１８ ０３１

日本年金機構ホームページでは年金に関する手続きのご案内、制度改正の概要、
お近くの年金事務所の所在地・お問い合わせ先などをご覧いただけます。

お問い合わせは『ねんきんダイヤル』へ！

来訪相談のご予約は『予約受付専用電話』へ！

〇最初の「0」を省略したり、市外局番をつけて間違い電話になっているケースが発生
しています。おかけ間違いには十分ご注意ください。
〇月曜日など休日明けや、お客様のお手元に通知書が届いた直後(5日間程度)は電話が
つながりにくくなっております。予めご了承ください。
〇代理人(二親等以内)の方からお問い合わせいただく場合は、ご本人と代理人お二人
の基礎年金番号が必要です。

お問い合わせ、ご予約の際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。

『ねんきんダイヤル』

・050から始まる電話でおかけになる場合は、

※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後 7：00まで相談をお受けします。
※土曜日、日曜日、祝日（第２土曜日を除く）、12月29日～1月3日はご利用いただけません。

〈受付時間〉 月 曜 日
火～金曜日
第２土曜日

（東京）03ー6700ー1165
午前8：3 0 ～ 午後7：0 0
午前8：3 0 ～ 午後5：1 5
午前9：3 0 ～ 午後4：0 0

０５７０－０５－１１６５

・050から始まる電話でおかけになる場合は、
〈受付時間〉月～金曜日（平日） 午前8：3 0 ～ 午後5：1 5

（東京）03ー6631ー7521

『予約受付専用電話』

０５７０－０５－１１６５

０５７０－０５－４８９０
ゴ ヨ ヤ ク ヲ

不審な電話･手紙等にご注意ください。
〇日本年金機構では、携帯電話によりATMで還付金を受け取るよう誘導するこ
とはありません。
〇日本年金機構の職員が、電話でマイナンバーやお客様の家族構成、金融機関の
口座番号・暗証番号などをお聞きすることはありません。
また、手数料などの金銭を求めることもありません。
不審な電話等があった場合は、お近くの年金事務所まで
お問い合わせください。

日本年金機構 検索
https://www.nenkin.go.jp/

郵
便

は
が

き

※土曜日、日曜日、祝日、12月29日～1月3日はご利用いただけません。

 

    

別添C レイアウト見本



別添Ｃ H725未支給振込通知書 印字位置

令和

年金

X X X X △ X X X X X X △ X X X X

銀行・金庫・信組

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 支店

♯ ＊＊＊ ,＊＊＊ ,＊＊ 9

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ

Z9 年 Z9 月 Z9 日

９９９－９９９９

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ

年金証書の基礎年金番号・年金コード

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ

QR

開封前に、もう一度あて名をご確認ください。
他人あての郵便物が届いた場合は、お手数をおかけしますが、開封せずに

郵便物の表面に「誤配達」と記載して、郵便ポストに投函してください。

印 影

色：青（ＤＩＣ１８４）

塗りつぶし：ベタぬり１００％

水色の箇所１０～２０％

フォント：新ゴ／Ｒ、新ゴ／Ｂ

未支給年金・保険給付振込通知書

ご 請 求 の あ り ま し た 未 支 給 年 金 ・ 保 険 給 付 に つ い て は 、 次 の

と お り ご 指 定 の 金 融 機 関 の 預 貯 金 口 座 に 振 り 込 ま れ ま す の で

お 知 ら せ し ま す 。

年金の種類

上記年金を受けていた方の氏名

振込先

支 払 額 円

厚生労働省

官署支出官 厚生労働省年金局事業企画課長

（振込年月日）

料金後納
郵 便

※支払額の欄に「♯」印が表示されている方につきましては、

遅延 特別加算金 の支払が 含まれています 。
大切なお知らせ

ご案内は内側にあります。矢印の方向へゆっくりていねいに開いてください。
（水に濡れている場合は、よく乾かしてから開いてください。）

差出人
日 本 年 金 機 構

〒168-8505

東京都杉並区高井戸西

三丁目５番２４号Japan Pension Service

シ ン ボ ル
マ ー ク

ガイドラインに沿ったシンボルマーク・ロゴタイプを使用のこと。
（全帳票共通）

親 展

（１）

（２）

（３）

（４）

（５） （６）

（１５）

（７）

（８）

（９）

（１０）

（１１）

（１２）

（１３） （１４）

印
字
位
置
の
み
の
参
考
と
し
て
く
だ
さ
い
。

●

●

●

●

●

！



未支給年金･保険給付送金通知書

上記年金を受けていた方の氏名
年金証書の基礎年金番号･年金コード
年金の種類

支払開始日 令和 年 月 日
氏名

円

ゆ う ち ょ 銀 行

領 収 証

上記の金額を受領しました。 令和 年 月 日

氏名

支 払 店 郵 便 局

年金

厚生労働省
官署支出官 厚生労働省年金局事業企画課長

ご請求のありました未支給年金・保険給付は、下記のとおり
支払います。

（注意事項）

左の金額を左面記載の支払店でお受け取りください。

１ この通知書の受領後、盗難等のためこの通知書により第三
者がその支払を受けたときは、通常の場合、国はあなたに対
しお支払できないことになりますので、払渡しを受けるまで
は大切に保管してください。

２ この通知書を亡失したときは、直ちに左面記載の支払店に
支払の停止を請求してください。
この場合、その支払がまだなされていないときは、左

面記載支払店を経由して発行官署へ届け出てください。

３ 受取人は、領収証欄に日付および氏名を記入し、身分証明
書、運転免許証等正当な受取人であることを証する書類
とともに支払店に差出してください。

４ 左面記載の支払開始日から１年を過ぎますと表記の支払店で
は支払を受けられません（その場合は左面記載の取扱官署にお
申出ください）。

５ 未支給年金･保険給付を受けることについて、ご不明な点が
あるときは､お近くの年金事務所または街角の年金相談セン
ターへお問い合わせください。

６ 支払額の欄に｢＃｣印が表示されている方につきましては､
遅延特別加算金の支払が含まれています。

親 展

料金後納
郵  便

差出人

ご案内は内側にあります。矢印の方向へゆっくりていねいに開いてください。
（水に濡れている場合は､よく乾かしてから開いてください。）

〒 1 6 8ー 8 5 0 5
東京都杉並区高井戸西
三丁目5番24号

大切なお知らせ

支 払 額

開封前に、もう一度あて名をご確認ください。
他人あての郵便物が届いた場合は、お手数をおかけしますが、開封せずに
郵便物の表面に「誤配達」と記載して、郵便ポストに投函してください。

！

 

    

別添D レイアウト見本



２４１０ １０１８ ０３２

日本年金機構ホームページでは年金に関する手続きのご案内、制度改正の概要、
お近くの年金事務所の所在地・お問い合わせ先などをご覧いただけます。

お問い合わせは『ねんきんダイヤル』へ！

来訪相談のご予約は『予約受付専用電話』へ！

〇最初の「0」を省略したり、市外局番をつけて間違い電話になっているケースが発生
しています。おかけ間違いには十分ご注意ください。
〇月曜日など休日明けや、お客様のお手元に通知書が届いた直後(5日間程度)は電話が
つながりにくくなっております。予めご了承ください。
〇代理人(二親等以内)の方からお問い合わせいただく場合は、ご本人と代理人お二人
の基礎年金番号が必要です。

お問い合わせ、ご予約の際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。

『ねんきんダイヤル』

・050から始まる電話でおかけになる場合は、

※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後 7：00まで相談をお受けします。
※土曜日、日曜日、祝日（第２土曜日を除く）、12月29日～1月3日はご利用いただけません。

〈受付時間〉 月 曜 日
火～金曜日
第２土曜日

（東京）03ー6700ー1165
午前8：3 0 ～ 午後7：0 0
午前8：3 0 ～ 午後5：1 5
午前9：3 0 ～ 午後4：0 0

０５７０－０５－１１６５

・050から始まる電話でおかけになる場合は、
〈受付時間〉月～金曜日（平日） 午前8：3 0 ～ 午後5：1 5

（東京）03ー6631ー7521

『予約受付専用電話』

０５７０－０５－１１６５

０５７０－０５－４８９０
ゴ ヨ ヤ ク ヲ

不審な電話･手紙等にご注意ください。
〇日本年金機構では、携帯電話によりATMで還付金を受け取るよう誘導するこ
とはありません。
〇日本年金機構の職員が、電話でマイナンバーやお客様の家族構成、金融機関の
口座番号・暗証番号などをお聞きすることはありません。
また、手数料などの金銭を求めることもありません。
不審な電話等があった場合は、お近くの年金事務所まで
お問い合わせください。

日本年金機構 検索
https://www.nenkin.go.jp/

郵
便

は
が

き

※委任状は､お手続きを委任する方がご記入ください。

標記の金額の受領を下記の者に委任しました。

令和 年 月 日

氏名

住所
（代理人）

氏名

住所
（受給者）

委 任 状

※土曜日、日曜日、祝日、12月29日～1月3日はご利用いただけません。

 

    

別添D レイアウト見本



 別添Ｄ　H726未支給送金通知書　印字位置

Z 9 Z 9 Z 9

X X X X△X X X X X X△X X X X

＃ ＊＊＊，＊＊＊，＊＊

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ

９９９－９９９９ ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ
ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ
ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ

QR

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ
ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ
ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ

9

999 999999999

未支給年金・保険給付送金通知書

年金証書の基礎年金番号･年金コード

年金の種類 年金

ご 請 求 の あ り ま し た 未 支 給 年 金 ・ 保 険 給 付 は 、 下 記 の と お り

支 払 い ま す 。

氏名

支払開始日

支 払 額 円

領 収 証

上記の金額を受領しました。 令和

氏 名

年 月 日

厚 生 労 働

令和 年 月 日

書式サイズ 横（１２.０）ｲﾝﾁ 縦（６.０）ｲﾝﾁ

横 ３０.４８cm(１０.１６cm(短辺) × ３枚)

書式名

ﾏｽ目（横） の 大きさ （７ﾎﾟ）ﾄﾞｯﾄ

ﾏｽ目（縦） の大きさ （６LPI）

文字属性（半角） ９ﾎﾟ （１ﾏｽ１文字） 字間値 ＧＡＰ－８
郵便番号 12ﾎﾟ (４ﾏｽ３文字） 字間値 ＧＡＰ－１２

文字属性（全角）
住所、氏名 ９ﾎﾟ （４ﾏｽ３文字） 字間値 ＧＡＰ－０

年金の種類 ９ﾎﾟ （５ﾏｽ３文字） 字間値 ＧＡＰ－８

上記年金を受けていた方の氏名

（ 注 意 事 項 ）

左 の 金 額 を 左 面 記 載 の 支 払 店 で お 受 け 取 り く だ さ い 。

２ こ の 通 知 書 を 亡 失 し た と き は 、 直 ち に 左 面 記 載 の 支 払 店 に

支 払 の 停 止 を 請 求 し て く だ さ い 。

こ の 場 合 、 そ の 支 払 が ま だ さ れ て い な い と き は 、 左 面

記 載 支 払 店 を 経 由 し て 発 行 官 署 へ 届 け 出 て く だ さ い 。

３ 受 取 人 は 、 領 収 証 欄 に 日 付 及 び 氏 名 を 記 入 し 印 を 押 し て 、

書 類 と 共 に 支 払 店 に 差 出 し て く だ さ い 。

４ 左 面 記 載 の 支 払 開 始 日 か ら １ 年 を 過 ぎ ま す と 表 記 の 支 払 店 で

は 支 払 を 受 け ら れ ま せ ん （ そ の 場 合 は 左 側 記 載 の 取 扱 官 署 に お

申 出 く だ さ い ） 。

５ 支 払 店 （ 郵 便 局 ） を 変 更 す ると き 、 ま たは 支 払 店 （ 郵 便 局 ） 以 外

の 他 の 金 融 機 関 に 変 更 す る と き は 、 変 更 の 届 を お 近 く の 年 金 事

務 所 ま た は 年 金 相 談 セ ン タ ー に 提 出 し て く だ さ い 。

６ 未 支 給 年 金 ・ 保 険 給 付 金 を 受 け る こ と に つ い て 、 ご 不 明 な

点 が あ る と き は 、 お 近 く の 年 金 事 務 所 ま た は 年 金 相 談

セ ン タ ー へ お 問 い 合 せ く だ さ い 。

身 分 証 明 書 、 免 許 証 等 正 当 な 受 取 人 で あ る こ と を 証 す る

官署支出官 厚生労働省年金局事業企画課長

支 払 店 郵 便 局

ゆ う ち ょ 銀 行

1

者 が そ の 支 払 を 受 け た と き は 、 通 常 の 場 合 、 国 は あ な た に 対

は 大 切 に 保 管 し て く だ さ い 。

こ の 通 知 書 の 受 領 後 、 盗 難 等 の た め こ の 通 知 書 に よ り 第 三

し お 支 払 で き な い こ と に な り ま す の で 、 払 渡 し を 受 け る ま で

７ 支 払 額 の 欄 に 「 ♯ 」 印 が 表 示 さ れ て い る 方 に つ き ま し て は 、

遅 延 特 別 加 算 金 の 支 払 が 含 ま れ て い ま す 。

●

●

●

●

●

印
字
位
置
の
み
の
参
考
と
し
て
く
だ
さ
い
。

大切なお知らせ

差出人 日本年金機構
Japan  Pension Service

シンボル

開封前に、もう一度あて名をご確認ください。
他人あての郵便物が届いた場合は、お手数をおかけしますが、開封せずに

郵便物の表面に「誤配達」と記載して、郵便ポストに投函してください。

ガイドラインに沿ったシンボルマーク・ロゴタイプを使用のこと。
（全帳票共通）

親 展

（１）

（２）

（３）

（4-1）

（４）

（６）（５）

（７）

（８）

（９）

（11）

（10）

（12） （13）

（14）

ご案内は内側にあります。矢印の方向へゆっくりていねいに開いてください。

（水に濡れている場合は、よく乾かしてから開いてください。）

〒168-8505

東京都杉並区高井戸西

三丁目５番２４号

料金後納

郵 便

！











（様式２）

日本年金機構 御中
令和 年 月 日

〇〇株式会社

【帳票名】

未支給決定通知書等（外４帳票）

【納品日】

令和 年 月 日

（件）

（１）電子媒体のデータ件数 合計

（２）印刷物作成件数 合計

（３）差出個数 合計

①カスタマバーコード有

②カスタマバーコード無

料金後納郵便物差出票作成依頼票





（様式3）

日本年金機構 理事長代理人
年金給付部長 木村 誓司 殿

㊞

（備考）※独自項目がある場合は、追記して下さい。

該当がない項目については、チェック欄に「－」を入れてください。

5

6

色

切り取り線

独
自
項
目

・原稿どおりの色であることを確認しました。

・切り取り線がある場合、位置は原稿どおりであることを確認しました。

2 記号
・「□」、「※」等の記号が原稿どおりであることを確認しました。
（文字に対して上付きや下付きになっていないか等）

3 改行位置 ・文章の改行が原稿どおりであることを確認しました。

4 レイアウト
・文字が欠けていたり、余白等のスペースが原稿どおりであることを

確認しました。

確認者① 確認者②

1 文字 ・原稿どおりであること、誤字脱字がないことを確認しました。

項番 項目 点検内容
チェック欄 チェック欄

校正チェックリスト

帳票名
納品予定日

（初回納品日）

令和 年 月 日

所 在 地
会  社  名
代 表 者 名

品質管理する
部署の長 確認者① 確認者②




